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はじめに 

 

60 年ぶりに統計法が全部改正され、「行政のための統計」から「社会の情報基盤としての統計」へと統

計の位置づけが変わり、経済・社会の新たな変化に対応する統計を作成するのみならず、二次利用をは

じめ多様な統計ニーズに応えることもまた必要となってきた。指定統計、届出統計、承認統計というかつ

ての区分はなくなり、基幹統計、一般統計、地方公共団体又は独立行政法人の作成する統計が新たな

統計区分となり、これらをまとめて公的統計と定義されることとなった。また、国勢統計のみでなく、国民経

済計算もまた基幹統計として条文上明記され、その改善充実が目指されることとなった。 

公的統計の改善・整備については、『基本計画』を定めて系統的・計画的に進めなければならないこと

になった。その 初の計画である 2009 年から 2014 年の『基本計画』が 2009 年 3 月に閣議決定され、す

でに計画実施2年目に入っている。この第1次基本計画では、事業所母集団データベースの構築、経済

センサスを軸とした産業構造統計の体系的整備、製造業分野の統計の一本化、国民経済計算と１次統

計、産業連関表との連携強化など統計の体系的整備に努めるほか、グローバル化、少子高齢化など経

済・社会への変化に対応する統計の整備にも努めることとした。 

 雇用保険、登記情報などの行政記録の統計作成への利用なども今後進むものと思われるが、上記の

統計整備の方向からすると、地方統計機構を通じて実査が進められる調査統計の役割は依然として大き

なものがある。特に基幹的な調査統計、大規模な調査統計は引き続き地方統計機構を通じて実査を行

っていかざるをえない。この地方統計機構の柱は、地方自治体の統計主管課である。国からは一定の配

置定数に基づき交付金が出されるが、実際の業務は地方自治体の職員が行う。 

 これまでは統計主管課において地方統計機構としての役割を果たす一方、公的統計の地方集計に基

づく情報を整理加工し、庁内外へ提供することが行われてきた。また、独自調査や上乗せ調査なども試

みられてきた。まさに地方自治体としても、国の統計の地方集計を利用することで、実査を担う意味もまた

見いだせてきたのである。この連携の力が日本の統計をその土台において支えてきたといってもよい。 

しかし、今世紀に入り地方自治体の財政状況が悪化するにつれて、そうした状況にも変化が表れてき

た。とりわけ、2005 年の三位一体改革、2007 年からの集中改革プラン以降、財政悪化への対応から予算

削減と人員削減が急速に進み、地方自治体の統計活動もまた見直しを余儀なくされてきた。統計職員の

配置定数が年々削減されてきているのみでなく、予算削減から独自調査や上乗せ調査が次々と廃止さ

れてきている。統計印刷物の発行も廃止が続き、ウェブに限定されるようになってきている。こうして、地方

自治体の統計主管部局は従来のままの体制の維持というのはむずかしくなり、何らかの工夫が求められ

るところとなってきているのである。 

 

 こうした時期に、本号の執筆グループは、「地方統計研究プロジェクト」として、地方自治体をはじめ地

方統計に関わる多数の機関に実地のヒアリングを行う機会を得た。その際の研究資金とメンバーは、以

下の通りである。 

文部省科学研究費 基盤研究Ｂ （一般） 

課題名 『地域経済活性化と統計の役割に関する研究』（研究代表；菊地進） 

 研究機関 2006 年度～2009 年度、 課題番号 18330042 

 メンバー；菊地進（立教大学経済学部教授）、岩崎俊夫（立教大学経済学部教授）、廣江彰（立教大

学経済学部教授）、阿部克己（愛知東邦大学准教授）、御園謙吉（阪南大学経営情報学部教授）、
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佐藤智秋（愛媛大学法文学部准教授）、和田耕治（嘉悦大学教授）、坂田幸繁（中央大学経済学

部教授）、田浦元（拓殖大学政経学部准教授）、鬼丸朋子（桜美林大学准教授）、小西純（統計情

報研究開発センター） 事務局；宮崎寿美子 

 

本調査研究に取り組むこととなったきっかけは、次の指摘に啓発されたところにある。 

「地方自治体が計画や行政のために利用する統計はほとんどすべて国が提供するものであるが、原則と

して全国一律、画一的な方式によらざるをえない国の統計に対して、地方にはそれぞれ固有の統計が必

要とされる場合も多い。地方自治体が独自の調査を行ったり、或いは国の行う統計調査から独自の集計

をするなどの工夫がもっとなされるべきであろう。統計についても一部は地方分権の考え方が取り入れら

れるべきである。」（竹内啓、『統計』2005 年 1 月号） 

たしかにその通りである。しかし、その条件は益々狭められてきているのではなかろうか。この指摘はそ

もそも誰が受け止めるべきなのか。国にこれを配慮する余裕があるのか。地方自治体にこれを受け止め

る条件があるのか。事態は指摘の方向とは全く逆に進んでいるのではないか。このような疑問が湧いてき

た。地方財政の悪化が伝えられるたびに、地方自治体の統計セクションは維持可能か、地方統計機構は

維持可能かという不安を抱かざるをえなかった。それが地方の現場を調査してみようと考えるにいたった

きっかけである。 

 

「現場に解あり」と考え、2006 年度より分担しながら、実地にヒアリング調査を試みた。2009 年度までに

訪問調査した地方自治体は次の通りである。 

〔都道府県〕北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、新潟県、長野県、群馬県、栃

木県、茨城県、埼玉県、千葉県、静岡県、岐阜県、愛知県、福井県、石川県、富山県、三重県、滋賀

県、京都府、奈良県、和歌山県、兵庫県、岡山県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、鳥取県、島根

県、広島県、山口県、福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県  

44 道府県 

〔市町、政令指定都市〕札幌市、帯広市、小樽市、青森市、八戸市、山形市、秋田市、盛岡市、北上市、

仙台市、新潟市、長野市、前橋市、宇都宮市、水戸市、さいたま市、三鷹市、川崎市、静岡市、浜松

市、金沢市、福井市、神戸市、岡山市、広島市、高松市、松山市、福岡市、北九州市、大分県玖珠町、

沖縄県竹富町 29 市、2 町 

政策企画部門では総合計画の策定過程とその進行管理、統計主管課では統計の利活用、政策評価

室では行政評価と予算とのリンク、商工部門では地域振興に際しての政策形成と統計利用・調査活動な

どについて聞き取り調査を行った。 

 このほか、一部ではあるが、経済産業局、財務局など国の地方機関での統計利用についても訪問調査

を行った。また、地域での統計情報という観点から、日銀支店、産業振興公社、地方銀行、商工会なども

訪問した。 

  この調査の記録については次にまとめられている。興味ある方は、お問い合わせいただきたい。 

菊地進編『地方統計の利活用と活性化－2006 年度から 2009 年度の調査の記録－』（産業統計研究社、

2010 年 7 月） 

 

調査期間中、関係機関各位には、お忙しい中、熱心にご対応いただくことができ、様々な知見を得る
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ことができた。この場を借りて、心より御礼申し上げたい。そして、ヒアリングの感想を一言申し上げたい。 

 まず、総合計画・実施計画などの概要説明は、多くの場合、実に明瞭・明快な説明を聞かせていただく

ことができた。計画の策定プロセスについても、分かりやすい説明を聞かせていただくことができた。これ

は、おそらく議会や県民・市民へ説明する機会が多いためと思われる。 

 しかし、総合計画の策定・実施において統計をどう活かしたかという問いについては、「さて、それは」、

「そうした質問はこれまであまり受けたことがないので」というのが、初期のころの反応であった。そのうち、

あらかじめお願いしたこともあり、過去の資料を振り返り、統計の活用例を整理していただくことができた。

いうなれば、当プロジェクトのヒアリングをきっかけに「統計の役割」について改めて考えていただいたとい

うことでもある。統計はあって当たり前という感覚が強いが、その作成の労を考えれば、その役割について

時には熟考することもまた必要でなかろうか。 

後に統計主管課であるが、色々ご説明いただけたが、そもそも統計主管課は決められたことを行う

部署で、そこに研究者がヒアリングに来るという話は聞いたことがないということで、戸惑っておられたのが

実際のところかもしれない。ただ、中には種々資料を用意していただき、独自の取り組みを様々話してい

ただけたケースもある。よく聞くと、統計主管課が政策形成にかなり関与しているケースである。そうした点

での濃淡の差は、自治体間でかなり生まれてきているように思われる。 

 

本号では、ヒアリングに参加した研究者から 6 本の論文が寄せられた。テーマとしては、地方自治体の

統計活用（菊地進）、小地域統計データの利用（小西純）、観光政策と統計（御園謙吉）、県民経済計算

の活用（佐藤智秋）、総合計画と行政評価（岩崎俊夫）、住民意識調査の利用（田浦元）の 6 編である。ヒ

アリングを通じて特に印象深く受け止められた点がまとめられている。 

また、地方自治体の現場の方からの寄稿もいただくことが出来た。京都府において調査統計課を政策

統計課に切り替えていく際に課長として指揮をとられた吉岡正和氏、兵庫県統計課で地域経済計算、地

域経済統計を作り続け、 近ではビジョン課も兼務されている芦谷恒憲氏、岐阜県の長期構想担当とし

て作成をリードされ、その成果を踏まえ商工労働部で活躍されている都竹淳也氏、同じく岐阜県の長期

構想作成をリードし、現在行政改革課で県政改革に尽力されている清水浩二氏である。お忙しい中の執

筆に心より御礼申し上げたい。 

地方統計を巡る課題は様々存在する。本号がきっかけとなり、研究者、行政、民間それぞれの立場か

ら活発な議論が交わされ、地方統計情報充実への道が拓かれていくことを願ってやまない。 

 

2010 年 9 月 

法政大学日本統計研究所 
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Ⅰ 地方統計機構と統計の利活用※ 

 立教大学経済学部 菊地 進 

 

はじめに 

  １ 地方統計に関する課題認識の推移 

  ２ 「統計基本計画」における地方統計への言及 

 ３ 地方公共団体の統計部局の現状 

４ 地方統計をめぐる課題 

５ 利活用と活性化の方向－むすびにかえて 

補論 1 岐阜県長期構想の策定と統計の利活用 

補論 2 福井県の政策推進データシステム 

 

はじめに 

1947 年の統計法、1952 年の統計関係調整法の制定により、戦後のわが国の統計行政の基本的

枠組みが形作られた。統計調査については、国が企画立案し、実査を担う組織を地方公共団体内に

設ける、いわゆる地方統計機構の制度も作られた。爾来、半世紀以上が経過し、多数の指定統計調

査、承認統計調査、届出統計調査が実施され、これら基礎統計に基づき国民経済計算、産業連関

表、景気動向指数など多くの加工統計も作成され、一時は国際的にも も充実した統計国と評され

るようになってきた。  

しかし、高度成長の終焉とともにその制度的ほころびもまた目立つところとなり、1995 年の統計審議

会答申『統計行政の新中・長期構想について』では、統計行政改革の必要性が指摘されていた。そ

の後、2000 年代に入り、国の行財政改革、地方行財政改が進められるなか、統計行政についても

様々な改革が進められるようになり、それを加速させるため、統計法自体の改正の必要性も唱えられ

るところとなった。 

こうして 2007 年 5 月、実に 60 年ぶりに『統計法』が全部改正され、統計審議会に代わり内閣府の

もとに統計委員会がおかれたのである。そして、国には統計行政の改革を計画的に進めていくことが

義務付けられた。この計画原案の作成は統計委員会のもとで進められ、『統計法』が全面施行された

2009 年 4 月、「公的統計整備のための基本計画」（以下、「統計基本計画」とする）が閣議決定され

た。 

「統計基本計画」では、公的統計整備のための課題と今後 5 年間に講ずべき具体的施策が定めら

れている。2013 年までの計画であるが、このなかで達成が も厳しいとみられているのが地方統計機

構の維持発展である。というのは、政府統計の実査は地方公共団体内に設けられている地方統計機

構によって担われているが、その維持は国費のみで可能となっているわけでなく、地方公共団体の負

                                                      
※文部科学省科学研究費補助金プロジェクト『地域経済活性化と統計の役割に関する研究』（基盤

研究 B、2006-2009 年度、課題番号 14330042、研究代表・菊地進立教大学教授）の成果の一部で

ある。 



- 2 - 

担も少なからずある。それでも政府統計の実査を担っているのは、政策の実施と評価のために地方

公共団体自身それを必要としているからであり、地方の統計情報の提供を自らの責務と考えているか

らである。 

しかし、地方財政が厳しくなるなか、従来通りの形で統計業務を維持するというわけにいかなくなっ

てきている。実際、地方公共団体における統計関係予算はこのところ毎年のように削減されてきてお

り、都道府県等独自の統計関係事業は急速に縮小されてきている。その上、調査環境の悪化も進ん

でいる。 

このように、統計基本計画が策定されたとはいえ、日本の統計はその土台のところで大きな困難を

抱えているのが現状である。本章では、地方自治体の政策部門、統計関係部門への実地のヒアリン

グによる知見を踏まえ、地方統計と地方統計機構の維持発展のためにいま何が必要であるかについ

て考えることとしたい。 

 

１ 地方統計に関する課題認識の推移 

地方統計と地方統計機構の今後を考えるに先立ち、統計審議会や各種検討委員会において地

方統計の抱える課題についてどのような認識がなされてきたか、その主要点を振り返っておきたい。 

 

『統計行政の新中・長期構想』（統計審議会答申、1995 年 3 月）1 

先にも述べたように、統計行政の改革の必要性とその方向を 初に示したのが 1995 年の統計審

議会答申 『統計行政の新中・長期構想』である。ここでは、国の配置する統計職員の削減、人事ロ

ーテーションの短期化による経験者の確保難、国庫負担の交付金化による兼務職員の増加（統計専

任職員職の実質減）等により、地方統計機構は厳しい現状にあるとの認識を示している（第 3 章 3 の

(1)）。そして、地方統計機構充実のための対策の 1 つに「都道府県等の統計主管組織の活性化」を

掲げ、その理由を次のように指摘している。今日問題になっている点がすでに指摘されている。 

 

「都道府県等の統計主管組織は、国の統計調査の実査担当部局としての機能を果たす業務が中

核となっていることもあって、地方において創意・工夫する余地が少ないという意識が生じがちである

が、統計従事職員が創意・工夫を発揮する分野を広げることによって、その職員の士気が高まり、統

計組織が活性化する可能性が生まれる。組織の活性化を図る方策の一つは、地方における統計情

報の発信者、統計の利用者としての機能
．．．．．．．．．．．．

を充実させていくことである。このため、自ら従事した統計調

査の結果が都道府県等の施策を遂行する上で積極的に利用され、役立つものであることの認識を高

めることが重要である。」 

「さらに活性化対策の一つとして、都道府県等が独自に企画・実施する統計調査に関する統計主

管課による支援、調整がある。この地方の統計調査は、統計主管課以外の行政担当部課で企画・実

施されることが多いが、これに対して、統計主管課が統計の専門知識や情報に基づいて支援、調整

を行うことは、効果的で効率的な統計調査の実施を推進し、何よりも報告者負担の軽減に寄与するも

                                                      
1 総務省統計局統計基準部監修『統計行政の新中・長期構想』（㈶全国統計協会連合会、1995 年

5 月）所収。 
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のである。」2 

 

このように、統計主管課の活性化を目指し、地方における調査結果公表の拡大及び早期化に関

する支援、地方における独自集計に対する支援、地方で行う統計調査の企画及び調整に関する支

援を国としては行う必要があることをこの答申では指摘した。のちに見るが、ここでの基本的考え方の

いくつかは、「統計基本計画」においても踏襲されている。 

 

『統計行政の新たな展開方向』（各府省統計主管部局長等会議の申し合わせ、2003 年 6 月）3 

2000 年代に入ると行政構改革が議論から具体化の段階に入り、新府省が設置されるとともに、統

計審議会もまた法施行型の委員会へと性格が変えられ、統計制度の改革に関わるような議論ができ

なくなった。そのため、統計行政の改革に関わる議論は、各府省統計主管部局長会議において行わ

れことになる。2002 年から 2003 年にかけて行われた検討結果をまとめたものが『統計行政の新たな展

開方向』である。 

 ここでは、地域経済に関する統計について、企業調査における本社一括方式導入への対処と、地

場産業把握のための独自分類、独自集計への支援の必要性を唱える一方、地方統計機構の充実

についても節を割いている（第 3 の 7）。地方統計機構に関しては、統計専任職員の削減、都道府県

等の統計主管課の事務負担の増加に懸念を表明し、統計職員配置定数の見直し、大規模調査の

実施時期の調整、研修を通じた統計職員の資質の向上、分かりやすい調査手引の作成と職員訓練

の必要性を訴えている4。 

 各府省統計主管部局長会議という国の行政組織の申し合わせであるため、統計審議会 1995 年答

申のように、地方統計組織の活性化の在り方という点には踏み込むことができていない。 

 

『政府統計の構造改革に向けて』（経済社会統計整備推進委員会報告、2005 年 6 月） 

統計行政の改革のスピードを一段と上げることを目的として、2004 年 11 月、内閣府の下に経済社

会統計整備推進委員会が設けられた。同委員会は、統計法改正を含めて既存統計の抜本的見直し

が必要となっているとして、『政府統計の構造改革に向けて』と題する報告をまとめた。この中で、地

方統計に関しては、「地方公共団体におけるこうした統計機構は、今後とも大規模な統計調査の円

滑な実施の上で欠かせないものであるが、地方公共団体における厳しい行財政事情、統計調査内

容の複雑・高度化、調査環境の変化等が相まって、現状において統計調査の実施が難しくなってき

ている。したがって、地方の統計組織についても改革が必要である。」としている。 

ただし、具体的取り組みという点では、「既存統計に係る要員の活用も視野に入れた組織体制の

整備について検討を行う必要がある。」と述べるにとどまっている。（3 の（2）のイ、ｐ.21-22） 

 

 

                                                      
2 同上、ｐ.53-55。 
3 総務省統計局統計基準部監修『統計行政の新たな展開方向』（㈶全国統計協会連合会、2004 年

3 月）所収。 
4 同上、ｐ.64-65。 
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『統計制度改革検討委員会報告』（2006 年 6 月） 

経済社会統計整備推進委員会報告を受け、統計法制度の抜本的な見直しについて検討すること

を目的として、2005 年 9 月、統計制度改革検討委員会が設置された。同委員会は、法改正の下敷き

となる考え方について整理をした。地方統計機構に関するところでは、地方公共団体の責務と地方

公共団体が行う統計調査の二つの面から言及している。 

地方公共団体の責務については、「国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の需要に応じた

公的統計の作成・提供に当たるもの」としている（第 2 の 4）。そして、特に期待されるのは次の点であ

るとした。「公的統計の整備に関して、地域における公的統計の作成主体としての地方公共団体は、

国が全国的な規模で又は全国的な視点で作成する統計と適切に役割分担しながら、自らの政策決

定や地域の事業者や住民のニーズに対応するために統計を作成・公表することが求められる。その

ような統計は、各地方公共団体において、調査統計・業務統計・加工統計を問わず、現に多数作成

されており、地域における情報基盤として重要な役割を果たしている。」5 

このように、地域における情報基盤としての統計の作成と提供は地方公共団体の責務であるとした。

そして、自らの政策決定における利用にも応えられなければならないとした。他方、国の機関が作成

する統計を基幹統計と一般統計に分け、「地方公共団体の作成する統計」はそれらとは別建ての扱

いにするとした6。これは、「地方の自主性及び自立性を尊重する観点」からであるという。すなわち、

所管大臣に届け出て統計調査を実施することが予想される都道府県、政令市等においては、「地域

の広がり、人口・財政規模、地方公共団体としての権能等に照らして、相当程度の規模で統計調査

を行うことが想定」され、その取り組みの自主性及び自立性を尊重する必要があるというのである。し

かし、地方公共団体の現状を考えると、独自の調査はますます困難になっている。地方の自主性及

び自立性を尊重するというだけでは済まされない状況にあるのが現実である。 

 

『統計法』（2007 年改正、2009 年 4 月 1 日全面施行）7 

今回改正された『統計法』では条文がすべて書き換えられており、いわゆる全部改正となっている。

そして、多くは「統計制度改革検討委員会報告」の内容に基づいて条文化されている。ただし、地方

公共団体が作成する統計についてはその含意が条文上はほとんど読み取れないのが実態である。 

基幹統計の定めが 3 つの条文、基幹統計調査が 10 の条文、一般統計調査が 5 つの条文を割い

ているのにたいし、地方公共団体又は独立行政法人等が行う統計調査の定めは 2 つの条文のみで

ある。しかもそのうち一つは、届出義務と「基幹統計の実施に支障を及ぼすおそれがある場合は、・・・

届出のあった統計調査の中止を求めることができる」（第 24 条）という制約条項に過ぎず、地方分権

にふさわしい地方公共団体での統計作成をどのように育てるかの視点は、残念ながら見いだせない。 

地方公共団体が作成する統計に関する統計法上の含意については、「統計制度改革検討委員

会報告」に遡るしかない。しかし、これも市民が簡単に参照することはできなくなっている。 

 
                                                      
5 『統計制度改革検討委員会報告』（2006 年 6 月）、ｐ12。 
6 別建てであるとはいえ、中立性、信頼性、比較可能性、秘密保護、透明性、適時性、効率性、

統計への容易なアクセスという 8 つの原則を守ることは、国の機関の作成する統計と同じである。 
7 改正された『統計法』については、総務省統計局のホームページ http://www.stat.go.jp/index/
を参照のこと。 
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２ 「統計基本計画」における地方統計機構・地方統計への言及 

さて、それでは 2009 年に策定された「統計基本計画」ではどうか。そこで、地方統計機構・地方統

計についてどのような言及がなされているかについてみてみたい。 

『統計法』はその第 4 条において、「政府は、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図るため、公的統計の整備に関する基本的な計画を定めなければならない」とし、そこで定

めるものは、整備のための基本的な方針と講ずべき施策、推進に必要な事項であるとした。これは閣

議決定を要するものであり、統計をめぐる社会経済情勢の変化を勘案し、おおむね 5 年ごとに変更す

るものとした。そして、計画を策定する際、総務大臣は内閣府に設置する統計委員会の意見を聞か

なければならないとした。以上の点を法律の条文に落とし込んだのである。 

政府は、『統計法』が施行された 2007 年 10 月に統計委員会を設置し、翌 2008 年 1 月、総務大臣

は同委員に「公的統計の整備に関する基本的な計画」の策定を求める諮問を行った。これを受け、

統計委員会は基本計画部会と 4 つのワーキンググループを設置し、1 年近い検討を経た後、同年 12

月、「公的統計の整備に関する基本的な計画」と題する答申を総務大臣に行った。そして、2009 年 3

月にこれが閣議決定され、2009 年 4 月から 5 年間の計画が定められた。 

策定された「統計基本計画」では、公的統計の直面する現状についていくつかの課題認識を示し

ている。第 1 に、行政において「証拠に基づく政策立案」（evidence-based policy）への要請が高まっ

ている、第 2 に、経済・社会環境の変化に伴い、公的統計の作成・提供のニーズも変化し、多様化し

てきている、第 3 に、調査環境の悪化が進んでいる、第 4 に、情報通信技術の発展に伴い統計利用

ニーズが多様化してきている、第 5 に、公的統計作成・提供のための予算、人員（統計リソース）減少

してきている（第 1 の 2、p.4）、以上 5 点である。 

これらの課題は、地方公共団体においても同じで、特に、第 1 と第 5 については、国以上に重くの

しかかってきているのが現実である。「統計基本計画」では、地方統計は「実査体制（統計専任職員）

の機能維持、国と地方の連携」（第 3 の 2 の(2)、ｐ.27-29）の項で取り上げられている。表題は実査体

制の機能維持であるが、内容はもう少し踏み込んでいる。 

すなわち、そこでは、地方の実査体制の現状として、｢地方公共団体の統計部局は、・・・大規模調

査を一括して担当し、統計の真実性と統一性を確保するとともに、地方独自の活用を図るなど、わが

国統計調査の基盤を確立する上で重要な役割を果たしている｣（ｐ.27）ととらえる一方、｢公的統計の

多くは、・・地方公共団体においても幅広く活用されるものであり、その整備に当たっては国の視点だ

けでなく地域の視点に配慮することも必要である。地方公共団体では、公的統計を自ら利用するとと

もに、住民に対する情報提供の機能も有しており、統計の広範な普及に当たっては、このような点を

踏まえつつ国と地方の協力を一層深めることが必要である｣（ｐ.28）としている。 

まさに、地方公共団体の統計部局は、わが国統計調査の基盤を確立する上で重要な役割を果た

すばかりでなく、地域の情報基盤としての統計の確率を果たす上でも重要な役割を果たすべきである

ということである。 

そのように考えると、実査体制の現状・課題は何か。この点について｢統計基本計画｣では次の 4 点

を指摘している。 

ⅰ) 都道府県の統計主管部局の職員（統計専任職員）や市町村の統計関係職員については、地方

行政改革の中での大幅な削減が進められている。 
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ⅱ) 実査を担当する現場では、統計調査業務と他業務の兼務が普通で、大規模周期調査の実施時

期によっては要員の確保が困難となり、業務量の平準化が必要である。 

ⅲ) 統計専任職員の平均年齢と交付金の基準単価とのかい離が生じ、当道府県の負担が増えるとと

もに、交付対象外となる再任用短時間勤務職員の配置が増加しつつある。 

ⅳ)高齢化と調査環境の悪化により、統計調査員が不足し、確保が困難になっている。 

このように、地方公共団体の統計部局に与えられた意義役割を考えると、現場が大変深刻な状況に

あることは「統計基本計画」でも認識されていることが分かる。 

では、これを乗り越えるための具体的計画は何か。この点について、｢統計基本計画｣では、別表に

おいて｢今後 5 年間に講ずべき具体的施策｣(平成 21 年度から実施)として、次の 8 点を掲げている

（ｐ.57-58）。そこでは国の担当部署も明記されている。 

・地方公共団体を経由する必要がある調査員を必要とする調査の範囲を精査し、必要な見直しを実

施する。（各府省） 

・地方統計機構の業務量を極力平準化するよう調整に努める。（総務省） 

・地方のニーズも踏まえ、地方表章の充実の計画的に推進するとともに、上乗せ調査（客体数、調査

事項）を地方公共団体が実施できるよう支援する。（各府省） 

・地方統計機構の機能をより充実させる観点から、・・・専任費制度の基準単価、交付対象範囲等の

運用の見直しについて検討する。平成 22 年度までに結論を得る。（総務省） 

・各府省と協力して、地方公共団体の政策部門や人事・財政部門等に対し、所管する統計調査の具

体的な利活用方策、統計の有用性等を周知することにより、地方統計機構が必要な人材を確保で

きるよう支援する。（総務省） 

・統計調査員職務を精査して、現在の統計調査環境に対応した統計調査員の役割を定めるとともに、

それに応じた処遇改善等を早急に検討し、実施するよう努める。（総務省） 

・統計調査員の役割や社会的重要性について、継続的に調査客体等にたいする周知を推進する。

（総務省、関係府省） 

・地方支分局等を通じて育成・確保している統計調査員の情報を地方公共団体にも提供する仕組み

を構築する。（各府省） 

 いずれも大事な点であるが、特に注目したいのは上記のアンダーラインを引いた 2 点である。一つ

は交付金の基準単価の見直し、調査員の処遇改善という予算措置を伴う施策である。地方公共団体

より強く要望されてきていながら実現されてこなかった点であるが、｢統計基本計画｣の施策として閣議

決定されたことにより、どれだけ進展が見られるかに注目しなければならない8。 

もう一つは、地方公共団体の政策部門や人事・財政部門が統計利活用と人材確保の必要性を理

                                                      
8 2009 年 10 月に、新政権のもとで、2010 年度予算についての事業仕分けが行われた。この中で、

国勢調査についても俎上に上り、予算の 10～15％程度の縮減というワーキンググループの評価が

下された。これはあくまでも事業仕分けの評価であり、予算の決定ではないが、｢国勢調査の成果

が目に見えない。調査をすることが目的となっていて、本来、何のために実施するか不明｣といっ

た評価コメントも付され(行政刷新会議、第１WG 評価コメント、事業番号１-34 国勢調査の実

施)、その意義と予算の必要性を精査するというよりは、統計についても予算削減すべきという国

民感情を煽るための議論というものもみられた。このことを考えると、これらの施策の実現可能

性については厳しい見通しを持たざるを得ない。 
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解できるようにするという点である。この施策の担当は総務省となっている。地方公共団体の事業担

当部局の多くは、対応する国の機関とのつながりが強く、総務省統計局が地方公共団体の政策部門

や人事・財政部門等に対して統計の有用性を周知するよう働きかけるというのは異例であるが9、ここ

で目指されている施策が実現されるかどうかが、地方公共団体の統計部局が活性化し、地域の情報

基盤としての統計を確立することができるかどうかの重要な鍵を握っていると考えられる。なぜそうであ

るのか、次にこの点を、地方公共団体の政策部門、統計関係部門の現状を踏まえながら考えてみる

ことにしたい。 

 

３ 地方公共団体の統計部局の現状 

（１）財政削減、人員削減 

統計審議会の 1995 年答申と同じ年、『地方分権推進法』が施行され、地方分権改革に向けた準

備が開始される。それが実行段階に移されるのは、国の機構改革と同じ 2000 年からであった。この年、

機関委任事務が廃止され、国の委託によって行う地方公共団体の事務は法定受託事務とされた。ま

た、翌 2001 年には地方分権推進委員会の 終報告が出され、地方分権改革から引き続き地方行

財政改革へと向かうべきことが提言された。 

これを受け、2002 年に小泉内閣の下で三位一体改革（税と補助金と交付金）の推進が決定され、

政府と地方関係機関との協議が続けられることになる。この協議は 2004 年まで 7 回ほど続けられ、そ

の結果行き着いたのが 2004 年 11 月の「三位一体改革の基本的枠組みに関する政府・与党合意」

であった。ポイントは、4.7 兆円の国庫補助負担金の削減、5.1 兆円の地方交付税交付金の削減、3

兆円の所得税から個人住民税への移譲である。税原移譲の額よりも国庫補助負担金の削減額、地

方交付税交付金の削減額の方が大きく、明らかに、地方公共団体にとっては不満の残るところであっ

た。しかし、国からはさらにたたみかけるように地方行政改革の推進に関する「集中改革プラン」の策

定が求められ、地方公共団体は応じていかざるをえなくなるのである。 

国は、この「集中改革プラン」の内容を方向づけるため、「地方公共団体における行政改革のさらな

る推進のための指針」（総務省、2006 年 7 月）をまとめ、地方公共団体における総人件費改革と公共

サービス改革の推進を求めた10。 

総人件費改革においては、①地方公務員の職員数の 5.7％削減（5 年間）、②地方公務員の給与

への地域民間給与の反映、③第 3 セクター等の職員数、給与などの情報公開、補助金、委託金の

抑制を求めた。また、公共サービス改革では、計画策定（Plan）→実施（Do）→検証（Check）→見直し

（Action）のサイクルに基づく不断の事務・事業再編・整理、廃止・統合を求めた。 

こうして、ほとんどの地方公共団体が総人件費改革、公共サービス改革を含む「集中改革プラン」

に取り組むこととなったのである。総務省では、2009 年 10 月に『地方行革の取り組み状況』を発表し、

2005 年度から 2008 年度までの地方行革の取り組み状況についての報告を行っている。これによると、

都道府県、指定都市、市町村における集中改革プランの作成・公表割合は 100％となっている。 

                                                      
9少なくとも、統計審議会や検討委員会の答申においてそうした表現が取られることはこれまでな

かった。 
10 同指針では、この他に地方公会計改革、情報開示の徹底・住民監視（ガバナンスの強化）、総

務省による助言とフォローアップの強化を掲げている。 
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また、地方公務員の定員数では、2005 年度から 2008 年度にかけて削減が進められ、都道府県で

は 3.0％減（教育・警察を除くと 8.5％減）、指定都市では 7.3％減、市町村では 6.4％減となっている。

トータルでは 3 年間で 4.7％減である。さらに、歳出について言えば、国の一般歳出が 1998 年度から

2008 年度までの 10 年間で 2.8％増となっているのに対し、地方公共団体の一般歳出は 7.6％減とな

っている。こうして、地方分権とはいいながら、公的支出の削減は地方に大きくしわ寄せされてきてい

るのが実態である。 そして、のちに見るが、こうした地方財政改革は地方統計行政にも大きな影響を

及ぼすことになる。 

 

（２）PDCA サイクルに基づく行財政運営 

2006 年の「地方公共団体における行政改革のさらなる推進のための指針」では PDCA サイクルに

基づく不断の事務・事業再編・整理を求めたが、その推進に際しての考え方は、1997 年の「行政改

革審議会答申」に含まれていた政策評価の導入にあった。同答申での提言以来、いくつかの地方公

共団体では事務事業を中心に試験的に評価制度の導入が試みられてきた。新公共経営理論（New 

Public Management）に基づく実験的導入であったといってもよい。 

その後、国の機関において「政策評価に関する標準的ガイドライン」（2000 年 7 月）が定められ、

2001 年 6 月には『行政機関が行う政策の評価に関する法律』（政策評価法）が制定された。そして、

これを機に地方公共団体においても、事業評価、事務事業評価の取組みが急速に広がっていくよう

になる。 

「政策評価に関する標準的ガイドライン」においては、政策評価の目的、枠組みおよび実施に当っ

ての基本的考え方が次のように謳われている。 

 

第１ 政策評価の目的及び基本的枠組み  

１目的 行政の説明責任の徹底、効率的で質の高い行政の実現、成果重視の行政への転換 

２政策評価の基本的枠組み  

（1）「政策評価」の概念 「企画立案 (plan)」、「実施 (do)」、「評価 (see)」を主要な要素  

（2）評価の対象範囲   

「政策（狭義）」：特定の課題に対応するための基本的な方針の実現を目的とする行政活動  

「施策」：「基本的な方針」に基づく具体的な方針の実現を目的とする行政活動 

「事務事業」：「具体的な方策や対策」を具現化するための個々の行政手段 

 第２ 政策評価の実施に当たっての基本的な考え方  

１ 評価の時点 「事前の評価」、「事後の評価」、「途中の評価」 

２ 評価の観点 「必要性」、「効率性」、「有効性」、「公平性」、「優先性」 

３ 評価の方式及び実施の考え方  

（1）事業評価 ニーズや上位の目的に照らしての妥当性、行政が担う必要があるか。  

（2）実績評価  達成すべき目標を設定し、実績を測定し、達成度を評価。その情報を提供。  

（a）主要な施策等に関し、国民に対して「いつまでに何についてどのようなことを実現するのか」を分かり

やすく示す成果（アウトカム）に着目した目標（「基本目標」）を設定する。達成期間は５年程度。 

  可能な限り具体的な指標・数値による定量的な評価を行う。困難である場合は、客観性の確保に留
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意し、定性的な指標を用いる。 

（b）目標については、定期的・継続的に実績を測定し、必要に応じて、随時、関係する施策等の改善・

見直し又は目標自体の見直しを行う。  

（c）目標期間が終了した時点で、目標がどの程度達成されたかについて評価し、必要に応じて、施策

等や次の目標期間の目標設定の在り方について見直しを行う。  

（d）目標の設定、実績の測定、目標期間終了時の評価については、それぞれの段階でその結果等を

公表する。 

 

「政策評価に関する標準的ガイドライン」では、「基本目標ならびに達成目標のイメージ例」まで示

されており、当初取り組んでこなかった地方公共団体でもこれに沿って、事務事業評価シートを作成

し、事務事業評価の実施と公表が行われてくるようになる。まずは事務事業評価からはじまり、次いで

計画の策定と政策・施策評価へと展開していった。地方自治法第 2 条に、「その事務処理を行うに当

たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本

構想を定め、これに即して行うようにしなければならない。」とあることから、多くの地方公共団体は古く

は 1960 年代から将来計画を策定してきていた。ただし、2000 年代の初めまでは網羅的総花的な計

画であり、到達度の点検がなされるわけでなく、一種の将来ビジョンを示すものに過ぎなかった。 

 しかし、2000 年代半ばに入るころより、重点課題への資源投入を可能とするよう、計画においても

「選択と集中」の視点が重視されるようになり、政策の体系化とその点検評価が実施されるようになる。

すなわち、目指す姿（理念）の策定⇒基本方針⇒政策⇒施策⇒基本事業⇒事務事業というように政

策・施策・事務事業の体系化がなされ、10 年程度の長期計画、5 年程度の中期計画（実施計画）、予

算を伴う単年度の計画が策定され、事務事業評価に加え、政策評価、施策評価、さらには外部評価

も実施されるようになる。そして、そうした評価体系が出来上がると、庁内全体で毎年数千枚の評価シ

ートを作成することが必要となってくるのである。 

 しかし、さすがにここまで来ると地方公共団体職員にとっても負担感が大きくなり、しかもそうした中

で、三位一体改革後の補助金、交付金の削減と「集中改革プラン」による地方行財政改革が進んで

きたわけであるから、膨大なシートを使った評価制度自体に対する地方公共団体職員のモチベーシ

ョンは下がってこざるをえないことになる。ヒアリングを通じた感触であるが、地方公共団体の事業評価

制度については、2008 年ごろより間違いなく転機を迎えるところとなってきている11。また、総合計画に

ついては簡略化が進み、計画策定に際してのシンクタンク、コンサルタントへの委託予算がなくなって

きていることから、地方公共団体職員が自前で策定しなければならなくなってきている。調査も簡単に

は外部委託が出来なくなってきている。 

ということは逆にいえば、地方公共団体職員の政策形成力がこれまでと比較にならないくらい強く

求められるようになってきているということである。また、調査についても自ら実施するだけの能力を持

たなければならなくなってきている。すなわち、一定の統計力が必要とされてきているのである。それ

が地方公共団体の現場においてどのように自覚され、どのように位置づけられているか、これが今後

                                                      
11地方公共団体の評価制度については三菱総研の田渕雪子氏が系統的に調査を行ってきているが、

2008 年より転機を迎え新たな道が模索されてきていることについては、我々と同様の見解に達し

ている。 
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の地方公共団体ならびに地方統計機構の発展方向を考えていくうえで重要なポイントとなってきてい

る。では、地方統計ならびに地方統計活動の状況はどうか、統計がどのように政策に活かされている

か、地方公共団体の現場の状況を見てみることにしたい。 

  

（３）統計主管課業務の到達点  

地方公共団体における統計セクションについていうと、都道府県では統計主管課が設けられ、国

の統計調査の実査を担うとともに地方公共団体独自の統計活動を行っている。政令市など大規模市

においても独自の統計セクションが設けられ、実査と単独事業の両方が行われている。その他規模の

小さい市町村では、統計係という形で他業務と兼務の体制で統計関係業務が行われている12。 

ここでは、統計業務が も整備されている都道府県の統計主管課について見てみたい。国より交

付金を受けているため、国の統計調査の実査業務は 優先課題となる。この交付金は都道府県ごと

に統計職員定数が定められ、基準単価にその人数を掛けた形で金額が決まってくる。統計職員定数

については 1960 年代以降漸減してきていたが、三位一体改革後の「集中改革プラン」の過程で一層

の削減が進められてきている。 

都道府県統計主管課の事務概要のうち、国の統計の実査に関わる部分はおおよそ次の通りであ

る。このグループ分けは都道府県によって様々である。 

・企画・調整グループ  

統計調査員確保対策事業、地方統計職員訓練事業、予算・決算監査、連絡調整 

・人口・労働力統計グループ 

   住宅・土地基本調査、漁業センサス、労働力調査、毎月勤労統計調査、国勢調査、就業構造基

本調査、社会生活基本調査、農林業センサス等 

・経済統計グループ 

  経済センサス、個人企業経済調査、小売物価調査、家計調査、商業動態統計調査、特定サービ

ス産業実態調査、工業統計調査、生産動態統計調査、商業統計調査、全国物価統計調査等 

以上が国の統計事業としての内容であり、事業経費は受託統計予算として国から交付される。統計

主管課の年間予算の 8 割近くが国の事業経費となっている。 

 

 では、予算としては限られているが、単独統計事業としてどのようなものがあるだろうか。これは、大き

く、独自調査・上乗せ調査、加工統計の作成、統計情報普及の三つに分けられる。 

＜独自調査・上乗せ調査＞ 

人口移動調査・・県の推計人口作成のため 

県法人企業統計調査・・県民経済計算作成の基礎資料とするための補完調査 

県生産動態統計調査・・県の鉱工業生産指数作成の基礎資料とするための補完調査 

小売物価調査・・県の小売物価指数作成のため 等々 

＜加工統計の作成＞ 

県民経済計算の作成、市町村民経済計算の作成、産業連関表の作成 

                                                      
12統計係は選挙実務を兼務することが多く、大規模調査と選挙が重なるときが最も過酷な状況に

なると言われている。 
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県の人口推計、鉱工業指数の作成、小売物価指数作成 

景気動向指数の作成、景気動向資料の作成 

地域経済に関する調査分析、月例経済報告 等々 

＜統計情報の普及＞ 

 社会・人口統計体系整備・・国への資料提供と県内資料の作成、独自ランキング情報 

 統計・経済情報のデータベース化と情報提供、WEB 提供 

 統計資料室の管理及び統計データの管理、提供 

 広報・啓発、統計表彰、統計協会・全国統計大会  等々 

 

おおよそ以上の業務が都道府県の統計主管課において行われるようになってきている。現段階で

の到達点と見てよいであろう。ただし、足並みが揃う形で、それらすべてが各地で行われているという

ことではない。特に三位一体改革後、さまざまな予算削減が行われ、業務においても目に見えた変

化が進んできている。一つは印刷物を廃止し、出来るだけ WEB による統計情報提供で済ませるとい

う方向である。この面での予算削減が年々進んでいる。もう一つは、独自調査の廃止である。鉱工業

生産指数や県民経済計算作成のための補完調査（上乗せ調査）はもとより、独自の小売物価指数作

成のための小売物価調査する廃止に踏み切るところが増えてきている。更には、 後の砦とも思われ

た人口移動調査についても、被調査者に移動理由等で回答を求める独自調査を廃止し、市町村か

らの住民台帳の報告とりまとめに限定されてくるようになってきている。統計主管課による独自調査が

めっきり減ってきたというのが、「集中改革プラン」後の状況である。これは事業主管課においてもそう

である。 

 

（４）統計主管課の抱える困難点 

都道府県の統計主管課は、すでに見たような一定の困難点を抱えていることから、毎年要望書を

まとめ国の機関と協議を行っている。協議をするわけであるから、地方の側もまとまっていなければな

らない。地域ブロックごとの連絡協議会を経て、都道府県統計連絡協議会で要望をまとめ、国へ提出

している。そして年 1 回、国と地方の間で協議が行われ、各省からの回答が『会報』としてまとめられて

いる。国の統計は統計局のみでなく各省庁が作成するものもあることから、この協議には総務省のみ

でなく、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省からも担当者が参加している。 

論点は多岐にわたるが、2007 年度の要望事項で見ると、注目されるのは次の点である。第 1 に、

「統計調査の実査を取り巻く環境が年々悪化する中、様々な調査手法を模索していることも加わり、

都道府県の統計専任職員の負担が非常に重くなっている。こうした状況の下で、統計専任職員定数

の削減が進められている。ついては、都道府県の統計専任職員の定数は、今後も地方の実情を十

分に踏まえた配置にすること」を求めるとしている。この点について、国からの回答は、「統計専任職

員の定数については、国家公務員の定員削減計画を踏まえつつ、地方の業務量、実情等も考慮し

て検討したい」とするにとどまっている。 

第 2 に、「都道府県統計専任職員費については、都道府県統計専任職員の年齢構成及び給与支

給実態に合わせて引き上げること」を要望するとしている。この点については、「昨今の厳しい財政事

情の中、公務員の総人件費の抑制についても議論されているところであり、このような状況を勘案しつ
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つ、従事業務内容・給与実態を踏まえ、積算基準の見直しについて検討していきたい」と答えている。

各省庁からの回答としてはここまでが限界であろう。この点については、「統計基本計画」で、地方統

計機構の機能をより充実させる観点から、専任費制度の基準単価、交付対象範囲等の運用の見直

しについて検討するとの項目が設けられた。この実施がどのように進むかに、注目しなければならない

であろう。 

そして、第 3 に、「統計調査結果の地方還元の拡充」を要望するとし、「都道府県、市町村において、

地域における景気対策や雇用対策を進める上でその基礎資料となる労働力調査、家計調査、個人

企業経営調査、商業動態統計調査、サービス産業動向調査等の統計調査について、各都道府県

別の集計を可能とするなど、地方統計調査結果の地方還元を引き続き推進すること」と述べている。

この点については、「地域別表彰を可能とするには、地域別表彰を全国ベースから都道府県ベース

にする必要があり、その結果、膨大なサンプル数を調査する必要が生じる」ため現状では困難である

と回答している。しかし、地方公共団体による独自調査が一層困難になっている状況下では、「行政

のための統計利用」として標本調査に基づく小地域推計を可能とするような道が検討されてしかるべ

きであろう。 

ところで、第 1 の要望にある都道府県統計専任職員配置定数であるが、1947 年の 5,030 人をスタ

ートに毎年削減されてきているが、1990 年代までは毎年 20～30 人の削減であった。それが、2006 年

には一気に 73 人、「集中改革プラン」の進行期には毎年 43 人と倍近い削減数に跳ね上がってきて

いるのである。国の統計調査の数が減っているということではないから、統計主管課としての業務にお

いては県単独事業部分の縮減へと向かわざるをないことになる。 

こうした中で心配されるのは、統計を扱う力の後退である。ぎりぎりの人員で実査と県単独事業を担

わねばならないだけでなく、人事異動が極めて速くなっており、統計を扱う力を養成する余裕がなくな

ってきている。3 年での異動が普通になっており、現場では 1 年目「見習い」、2 年目「中核」、3 年目

「ベテラン」といわれることすらある。こうした状況では、マニュアルと首っ引きになり任期中を何とか乗り

切ればよいとする機運すら生まれかねないことになる。そして、統計関係部署はあまり異動で行きたく

ない部署と捉えられるようになれば、統計主管課における実査機能、利活用力の急速な低下が避け

難いことになる。まさに、意欲と力の低下という負のスパイラルに陥りかねない。 

地方統計は今そうした岐路に立っていると見なければならないであろう。地方公共団体の統計主

管課が行き詰まりを見せれば、日本の統計がその土台において崩壊を起こしかねないことになる。そ

うならないよう、国、地方、統計研究者が協力すべき時期に来ているように思われる。 

 

４ 地方統計の利活用と活性化の課題 

(1)統計と統計主管課の位置づけ 

統計法が改正され、「行政のための統計」から「社会の情報基盤としての統計」へと統計の位置づ

けが変ったからといって、行政のための統計利用が軽視されてよいということにはならない。否、それ

は一層重視されなければならない。この点はとりわけ地方行政についていえることである。なぜなら、

地方行政は市民生活と直接触れ合うものであり、行政サービスの性格上、地方行政での利用は市民

利用、社会利用の中核に位置するといっても過言ではないからである。 

そのように考えると、行政における統計の役割について改めて広い視点から考えてみる必要がある。
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高度経済成長が終焉し、バブル崩壊後の長期不況から抜け出せないまま、少子高齢化社会へと進

み、行政サービスについても資源の制約から見直しを迫られてきている。「選択と集中」を合言葉に進

められてきた目標（目指す姿）－政策―施策―事業という政策体系作りは、そうした行政サービスの

見直しの中で展開されてきた。行き過ぎた事業評価制度の導入はかえって非効率となるが、事実根

拠に基づく政策形成とその実施は今後も発展させていなければならない。その事実根拠の一つに統

計と独自調査の結果がある。 

これが活きるためには統計を政策形成に活かすという視点が必要であり、その作成と提供を担う統

計主管課についても政策形成に寄与する機構としての位置づけが必要である。早い時期にそうした

方向へ切り替えたことで知られているのが東京都三鷹市の統計係である。三鷹市は、統計を政策の

企画・立案に活かすため、統計係を企画部企画経営室に置いた。そして、政策の策定に活かすとと

もに、コミュニティ行政の実現に向け、市のかかえる課題や論点を、統計データを用いて市民と共有

する努力なども行われてきている13。これは、三鷹市の職員が積極的に市まちに入り、地域コミュニテ

ィでの会合に参加する伝統が結実したものとみてよい。そして、ここには市長が統計や調査を重視す

るスタンスを取っていたことが大きく影響している。 

2005 年に島根県でも同様の方向を取ることとなった。同県では政策企画局に統計課を置き、時々

の経済動向分析についても統計課が担うようになった14。景気動向指数については統計課が作成す

るというケースもあるが、経済動向分析については、産業労働部が行うかあるいは庁内では行わない

かのいずれかである。県の統計課がそれを担うというのは大変珍しいことであるが、現在でも継続され

ている。島根県では経済動向を捉える上で必要な各種データについても各機関から集め、統計課の

責任において発表している。担当職員によれば日銀支店や地域シンクタンクなどから質問が入り、か

なり緊張するとのことであるが、データを扱う力、分析力をつける上で非常に重要な取り組みである。 

このように統計課を政策統計課と位置付け、政策形成とその点検評価へ役役立てる動きは 2000

年代半ばより進行してきた。京都府調査統計課がそのような方向への切り替えを検討したのは 2007

年であったが、この時には、都道府県での統計課設置部門は、政策企画部門が 29、総務管理部門

が 11、その他（県民部等）が 7 であった。統計法の改正を契機に、京都府調査統計課では、2007 年

度までの 7 係を 5 担当とし、特に情報分析担当を設けるなど再編を行っている。 

そして、2008 年 6 月の京都府定例議会15では、「我が国が人口減少に転じ、投資余力も減退して

いく中で､適切な資源配分を行うことが一層重要になっている。府においても、社会経済動向を的確

に把握し、統計データに基づく計画策定や施策、事業の立案が従来以上に求められている。そこで、

政策企画との一体性のため、統計調査に加えてデータ分析も行う調査統計課を政策企画部に設置

した(総務部から移管)」と説明し、「府民、市町村への統計情報の提供に加え、統計データの分析等

                                                      
13 市の統計係ではあるが、基本統計データ集である『三鷹市統計データ集（平成 17 年度）』の

ほか、「統計ニュース」、「みたか統計情報ニュース」、『統計ランキングでみる三鷹市』、『三

鷹を考える論点データ集』を発行し、統計情報を積極的に市民に持ち込もうとする姿勢が明確で

ある。 
14島根県については、2005 年に策定された「島根県総合計画」に際し、「“優先施策”の選定」、「活

動評価シート」などにより統計や調査資料の利用が活発に行われた。そうした計画策定における

統計活用の姿勢については、時事通信『地方行政』2005 年 17、21、24，28 日号にまとめられて

いる。 
15 2008 年 6 月の京都府議会説明資料より。 
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により府の政策企画に積極的に寄与することとし、当面、府の新たなビジョン検討への参画、重要テ

ーマに関するデータ分析、アクションプラン検討へのデータ提供などを進める」とした。 

地方公共団体の統計主管課にいま求められているのはこうした方向への切り替えであろう。ただし、

統計主管課のみがそうした位置づけを自覚しているだけでは、「政策統計課」にはなりえない。統計

に対する全庁的位置づけがどうであるかが問われることとなる。統計法の全部改正を機にこうした点で

の再整理も始まってきている。例えば、和歌山県では、2007 年 10 月に、企画部計画局統計課が「統

計データのデータベース化・共有化・オープン化のための取り扱い指針」を策定した。そして、統計デ

ータの定義、統計データの取り扱い原則、統計整備・管理体制、管理する統計データの保存、管理

する統計データの公表、庁内共有データベースのあり方について整理し、庁内での共有を図ることを

試みている。そして、指針の目的について次のように説明している。 

「本格的な地方分権の時代を迎え､地方独自の政策的意志決定と行政の成果の公表･評価が重

要になっています｡統計データは､そのための基本となる国民･県民共有の財産であり､また行政の基

盤をなすものとなります。しかしながら､これまでの統計データについては､個々の目的に沿ってバラバ

ラに作成され､公表されてきた状態となっています｡そのため､データの収集に時間がかかる､また各種

データの複合的な分析が出来ない等の非効率が発生している現状となっていました。そのため､そう

した弊害を出来るだけ少なくするため､情報技術の進歩に併せ､統計データの共有化・オープン化を

円滑に進めることを目的に､組織的な整備を実施していくものです。」16 

こうした目的の下、WEB ページである「和歌山情報館」を利用したオープン化された統計情報の共

有と、庁内システムである“INTRA-Wakayama”による庁内統計・業務データの共有のシステム作りに

着手することを宣言している。どの地方公共団体においてもそうした整備が求められてきているという

ことができる。 

 

(2) 庁内統計利活用体制の確立 

今後目指されるべき統計主管課の位置付けならびに統計データ全庁的共有の方向については上

にみたとおりである。しかし、そうした位置づけの統計主管課に配属となったとしても、その後の異動が

速く、必ずしも“統計力”が身につくとは限らない。また、政策統計課という位置づけがなされても定着

までに時間がかかる可能性もある。そのため、統計の利活用については、もう少し広く庁内全体に目

を向ける視点から考えてみる必要がある。 

三鷹市の例でみたように、管轄地域の抱える課題については市民・県民とのデータに基づく共有

が大事である。その意味では、どのような部局、どのような事業主管課であっても何らかの統計データ

の利用ないし活用が必要となってくる。そうであれば、その水準を全体としてあげるという方向が目指

されてよい。その意味で地方公共団体の職員全員統計力の時代に入ったといってよい。 

しかし、一気にそれが達成されるということはなく、まずは、統計の利活用が も活発化する際の力

を伸ばし、定着を試みることが大事である。先に事務事業評価が見直し期に入ったと述べたが、デー

タに基づく計画策定、政策形成までもが不要になるということではない。むしろ、シンクタンク頼みにせ

ず、地方公共団体職員自身が自らの頭で考える計画策定が一層大事になってきている。庁内の多く

                                                      
16和歌山県企画部計画局統計課「統計データのデータベース化・共有化・オープン化のための取り扱い

指針」 
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の計画は個別の事業主管課が策定するものであり、企画部等の政策調整セクションがその全体調整

を行う。そして、こうした政策立案の時に統計の利用が意識的に全体として進められることになる。 

地方公共団体において統計が も活発に利用されるのは長期計画策定時である。計画策定にお

いては、人口動向の分析と産業構造の分析が出発点となる。10 年にわたる長期計画の策定であれ

ば、1～2 年前から企画政策部門に担当が設けられ、各部署からチームメンバーを集めたプロジェクト

型のチーム編成がなされることが多い。この点で、いくつかの地方公共団体で興味深い取組み例が

見られる。簡単に見ておきたい。 

・『宮城の将来ビジョン』（2007 年 3 月策定） 

庁内若手中堅職員 75 人によるワーキンググループを設置し、宮城県における現状や課題につい

て調査・検討を実施した。 

・『滋賀県基本構想』（2007 年 12 月策定） 

庁内検討ワーキンググループ（「しが 2030 年の姿」検討ワーキンググループ）を設置し、2030

年の滋賀を構想する。メンバーはおおむね 35 歳未満の部局を超えた若手職員で構成された。 

・『岐阜県長期構想』（2009 年 3 月策定） 

各課で政策に関わる 30 代の職員が 26 人集まりワーキンググループをスタートさせ、最終的に

40 名規模の将来構想研究会となり、庁内認知もえた。 

これらの県では、将来の姿を構想することと職員を育てることを兼ね、若手職員を加えながらチーム編

成をしていることが特徴的である。 

 上記の『宮城の将来ビジョン』では副題に「富県共創!活力とやすらぎの邦づくり」とつけられており、

県内総生産額を 10 兆円以上にするという目標が掲げられ、経済活性化策が重視されるところとなっ

た。そのため、工業統計調査をはじめとする公的統計を用いて付加価値分析を行うなど県内産業の

強み・弱みの分析を庁内の職員の力で行った。その担当者は、統計主管課に配属された経験があり、

実査や県民経済計算の策定に関わり、統計の癖を知ったことが大変役立ったと述懐している。このよ

うに、統計主管課への配属経験が後にプラスに活きることが望まれる。 

 長期計画策定時の統計利用、若手職員の活用という点では、岐阜県のケースが興味深い。岐阜県

では、2003 年に策定された『県民協働宣言』（2004 年度～2008 年度）が終了することから、2007 年 4

月より、2009 年度以降の長期構想を策定するための検討に入った。長期計画の場合、コンサルタン

トに依拠しながら審議会をつくって策定する県も少なくなかったが、岐阜県では職員自身が奔走し、

自ら統計データを使って分析し、統計データを用いて県民と課題意識を共有する取り組みが行われ、

史上まれに見る熱気あふれる策定プロセスが現出された。 

 長期計画策定の基礎であり出発点となるのは人口の将来見通しである。これについては統計主管

課の下に研究会を組織し、独自の分析を行った。岐阜県ではこの結果に基づき、長期構想の検討を

始めたのである。長期構想の検討グループには、統計主管課のメンバーも加わり、県の抱える課題を、

データを用いて分析し、説明することが試みられた。まさに政策形成と統計という点で興味深い事例

であり、本稿補論 1 おいてより詳細に紹介することにしたい。 

 さて、地方公共団体内での統計利活用という点でもう一つ見逃せない点がある。それは、計画策定

後どうなるかという点である。計画策定に当たって、個別計画は各事業主管課において作成が進めら

れるが、選択と集中を含めたその全体調整は企画部門の計画担当部署が行うことになる。10 年計画



- 16 - 

のような場合、多くは 2 年位かけて作成が進められるが、策定された計画が議会を通り、いざ実施段

階になると、策定に当った企画部門の職員は異動になることが多い。数名残っても、まもなく異動して

しまうのが実態である。 

計画の策定後は、それを単年度計画に落とし込むことを含めた進行管理が必要となってくるが、計

画策定に関わった職員が引き続き関与するというというのはむしろまれである。さてそうするとどうなる

か。計画の内容については、長期計画―実施計画―単年度計画という形で成文化され、一部は議

決が行われ計画文章として引き継がれることになる。問題は、そうした計画を策定するにあたって、地

域の統計データをさまざまな角度から分析し、時には独自調査を行って試行錯誤を重ねて策定して

いった考え方とその時のデータの分析の方法である。ここが十分引き継げないまま、進行管理が進め

られていくことが多い。 

長期計画策定時に も統計データの利活用が活発になるが、それを過ぎるとあっという間に下火

になり、さてデータの利用はどうであったかと問われると、あまり思い出せないというケースが少なくな

い。事実、統計をどのように利用したかという問いにたいしては、そもそもそうした視角から考えたこと

がなかったという現場の声が圧倒的多数である。統計データの利活用は、計画策定時に も活発化

するが、単年度の行政遂行の中では必ずしも蓄積されず、異動と共にその成果が雲散霧消しかねな

い状況にある。 

財政制約がさらに強まり、異動人事も進行する中で、計画策定時に活発になった統計データ活用

の動きを維持し発展させるには、それなりの庁内体制の整備が必要である。財政難の進行により、シ

ンクタンクへの分析委託ができなくなり、長期計画の原案策定を庁内職員自身の手で行わねばなら

なくなってきていることを考えると、そうした必要性に関する庁内の意識は強まってきているように思わ

れる。 

統計データの利活用の成果を蓄積し、単年度業務においても利活用を促し、共有することを試み

ようとしている例として、福井県政策推進データシステムをあげることが出来る。福井県では、2004 年

に政策マネジメントシステムを導入し、「選択と集中」を通じて政策効果を高めるとともに、職員による自

発的な課題の発見や解決策の提言などを引き出すことを試みた。そのポイントは、ＡＰＤＳシステムに

ある。これは、「計画：プラン（Plan）」・「実施：ドゥ（Do）」・「評価：シー（See）」サイクルの中の「計画（プ

ラン；Plan）」から、「A」という「分析：アセスメント（Assessment）」機能を分離し、 上位に位置づけるマ

ネジメントシステムである。 

そして、「Ａで始まる福井県」とよび、政策の企画立案にあたっての現状分析、施策実施の達成状

況の分析を重視し、独自調査や独自リサーチを心がけるようにしたのである。むろん、そうした調査が

活かされ、引き継がれるためには、それなりの体制が必要である。そのために作られたのが、「データ

パーソン」体制である。福井県では、2002 年より、全部局に政策推進グループがおかれ、部長のスタ

ッフ機能を果たす一方、総合政策部には政策推進課がおかれ、全体の政策調整を行ってきた。また、

アセスメント重視の立場から、統計課は政策統計課と名前がつけられた。この延長線上で各課に政

策推進担当が置かれるとともに、「データパーソン」が配置されたのである。 

こうして、2007 年より、この配置を活かして政策課題に対する統計データの収集・分析を行えるよう

にするため、「政策推進データシステム」をスタートさせた。これは、政策推進のための分析テーマの

設定やデータ分析等について統括する体制で、データパーソンがデータマネージャー（政策統計課
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長）等と連携して実際にデータの収集・分析を行い、「政策推進データ」をストックしていくシステムで

ある。 

 これが十分機能していくためにはまだ時間を要すると思われるが、統計データの利活用を促し、そ

の成果を蓄積していく上で、重要な方向性を示していることは間違いない。この福井県の例について

は、本稿補論 2 においてより詳しく見てみることにしたい。 

 

５ 地方統計の利活用と活性化の方向－むすびにかえて 

さて、統計基本計画における「今後５年間に講ずべき施策」に戻ってみたい。先ほど第 1 に注目し

たのが、「専任費制度の基準単価、交付対象範囲等の運用の見直しの検討（総務省）」である。閣議

決定された以上、見直しが全くなされないとは言わないが、国においても財政削減、事業仕分けが進

行している折、劇的な改善がなされるとは考えられない。見直しへの大きな期待は出来ないと言わざ

るをえない。ただ、仮に一定の改善がなされたとしても、全庁的に統計と統計利活用への位置づけが

きちんとなされていなければ効果はない。 

 統計基本計画の施策のうち、地方統計に関するもので筆者が も注目したのは、「政策部門、人

事・財政部門等に対し、所管する統計調査の具体的な利活用方策、統計の有用性等を周知すること

により、地方統計機構が必要な人材を確保できるよう支援（総務省）」するとした点である。地方統計

機構ならびに地方公共団体の統計活動の現状が明らかになるにつれ、この点が も注目されるのは

明らかである。 

しかし、統計基本計画の施策の表現では、地方公共団体の政策・人事・財政部門に統計利活用

の意義を理解してもらい、地方統計機構が必要とする人材を異動させて欲しいと言っているに過ぎな

い。統計主管課への人材配置は確かに重要である。それは否定すべくもない。だが大事なのは、統

計審議会 1995 年答申で強調されていたように、「統計従事職員が創意・工夫を発揮する分野を広げ

ることによって、その職員の士気が高まり、統計組織が活性化する可能性」を高めることである。地方

公共団体の一部ではそうした努力を始めようとしているところがある。これを普及し、支援することが国

の役割ではなかろうか。その意味で、この支援は総務省の役割に限定されるのではなく、各府省を挙

げて行うべき課題である。事業主管課を含む地方行政のあり方、組織のあり方に踏み込んで統計利

活用の必要性を議論していく必要がある。 

地方公共団体に期待したいのは、一定の統計力が地方行政に携わる全職員に必要とされるように

なってきていることの明確な認識を持つことである。そうした認識の下に、全庁的・組織的な統計デー

タ利活用の仕組みを構築することが望まれる。もちろん全員統計力と言ってもいくつかの段階がある。

その基準については、高等教育機関での統計教育の在り方とも連携させて、今後、産官学の協力の

下に研究を進めるべきであろう。 

 地方公共団体の統計条例の改正が進み、学術研究への調査票情報の提供を謳おうとするケース

も出てきている。学が地方公共団体の政策形成、データに基づく政策形成にも目を向けることが必要

な時期にきているように思われる。研究者が統計部門、政策部門、個別部門の取り組みに目を向ける

ことによって、地方公共団体職員への大きな刺激となり、職員の取り組みの意欲も増す。また、学との

連携の道も開かれ、研究者の研究の幅も広がることになる。公的統計については、そうした大きなビジ

ョンの下に整備・充実が進められていくことが望まれる。 
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補論 1 岐阜県長期構想の策定と統計の利活用 
 

岐阜県は、2003（Ｈ15）年に策定された「県民協働宣言Ｈ16～20 年」の終了を迎え、2009（Ｈ21）年

以降の長期構想づくりに入った。作業は 2007（Ｈ19）年 4 月より開始され、2009（Ｈ21）年 3 月に岐阜

県長期構想が県議会で議決されるまで 2 年を要した。地方統計の利活用の面からみて、策定プロセ

スに非常に多くの示唆的内容が含まれている。2008 年 8 月 18 日、2010 年 2 月 3 日に行った訪問調

査をもとにいくつかポイントとなるところを紹介したい。 

本号では、長期構想の作成に直接関わった都竹淳也氏、清水浩二氏の投稿も寄せられている。

本稿と重なるところがあるが、当事者として控えめのところもあり、ヒアリングと資料整理を試みた立場

から筆者なりの整理を行っておくこととしたい。 

 

１．岐阜県総合計画のあゆみ 

岐阜県総合計画の歩みは次の通りである。 

・Ｓ41～第 1 次総合計画「明るく住みよい郷土」（松野知事）・・・高度成長、均衡ある発展 

・Ｓ47～第 2 次総合計画「高次かつ多元的な福祉」（平野知事）・・過密、過疎、公害下 

・Ｓ52～第 3 次総合計画「みどりの連帯社会を目指して」（植松知事）・・開発縮小 

・Ｓ59～第 4 次総合計画「みどりの連帯社会を目指して」（植松知事）・・バブル直前 

・Ｈ6～ 第 5 次総合計画「日本一住みよいふるさと岐阜県」（梶原知事）・・住み良さ 

・Ｈ11～県政の指針「日本一住みよいふるさと岐阜県」（梶原知事）・・県政の指針 

・Ｈ16～Ｈ20 県民協働宣言「日本一住みよいふるさと岐阜県」（梶原知事）・・県民と協働 

・Ｈ21～Ｈ30 長期構想「希望と誇りの持てるふるさと岐阜県を目指して」（古田知事） 

                               ・・人口減社会への挑戦 

＜県民協働宣言の策定の特徴＞ 

1999（Ｈ11）年の「県政の指針」時代、総合計画はつくらないというスタンスであったが、指針の内容

は第５次までの総合計画と大きく変わっていない。そして、ここまでの計画策定の方法は審議会を用

いた方式であった。 

2004（Ｈ16）年の「県民協働宣言」においては、21 世紀ビジョン委員会を設置し、やはり答申を求め

る形を採っている。ただし、策定にあたって、県民の意向を集約することを重視し、県民から選ばれた

専門委員を起草者として本文の執筆依頼がなされている。専門調査会議は８回開かれ、公開による

ワークショップも開き県民と議論した。ただし、県民との協働という理念は望ましいが、専門委員といえ

ども日々行政を担うわけでないから、意見・指摘にはおのずと限界もあった。 

 

２．古田知事による政策総点検 

2004 年～2008 年（Ｈ16～Ｈ20）の「県民協働宣言」の途中、2005（Ｈ17）年 2 月に古田肇知事が就

任し、政策の見直しが行われた。就任後、新知事はただちに 21 世紀ビジョン委員会に対し「県民協

働宣言」の修正・変更の諮問をするとともに、庁内外で政策総点検を行った。県政のあらゆる政策を

俎上に載せて、全庁的・大規模に県民との意見交換を実施した。のべ 2593 回、47976 人に上る。そ

のほか、県民委員会 8 回、分科会 62 回を開催し、パブリックコメントを求めることも実施した。 
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庁内においても、部局単位で政策のあり方について徹底的に議論が行われた。こうした議論を経

ながら、2007（Ｈ19）年 3 月に、「県民協働宣言」改訂版がまとめられたのである。作成は 21 世紀ビジ

ョン委員会によって行われた。メンバーはそれまでと大きく変わっていないが、徹底的に議論すること

が行われたため、委員から悲鳴が上がるほどであった。 

政策総点検を行う一方、岐阜県の人口の自然動態、世帯構成の変化、社会移動の動態について

分析し、人口の将来動向をとらえるため、専門家と庁内関係者による「岐阜県人口・少子化問題研究

会」を統計課の下に設置し、厳しい現実から目をそむけない検討を行った。研究会は、9 回の会合、3

回の作業部会をへて 2007 年（Ｈ19）3 月に研究会報告書を発表した。人口の将来推計は国立社会

保障・人口問題研究所とは異なる方法であったが、この将来人口推計が次の長期構想の策定作業

につながることになる。 

 

３．古田知事のもとでの長期構想の策定 

2007（Ｈ19）年 4 月、2009（Ｈ21）年以降の長期構想を考えるため、総合政策課に 3 名の「長期構

想担当」が配置される。当初机しかない状況であったという。担当者は、「岐阜県人口・少子化問題

研究会報告書」を踏まえ、前例にとらわれない長期構想が必要とされていると考え、専門家・有識者

訪問によりアドバイスをえながらも、県職員自らが考えねばならないと判断した。4 月から 7 月にかけて

40 名ほど専門課を訪問し、その中で良い意見が浮上した場合は、後に、庁内の研究会・勉強会に招

き、皆で学ぶこととした。 

一方、庁内に対しては、岐阜県の将来構想を考えるため、各課の政策に関わる若い職員に関与し

てもらいワーギンググループの設置を呼び掛けた。異論も寄せられたが、なんとか 30 代の職員 26 人

が集まりワーギンググループをスタートさせることができた。各課の現場担当者であり、必ずしも統計分

析の素地があるわけではないので、統計課ないし統計課経験者の参加も要請した。 

ワーギンググループとして議論を開始してのち、古田知事より連絡が入り、ワーキンググループでな

く、正規にやってはどうかとの要請があった。このときの知事の要請は、①思ったとおりに、自由にやる

こと、②従来の考えと違ったところがあっても、堂々と意見を述べることであった。さらには、経費が必

要なら使ってもよいとして、補正予算で 400 万円ほどの活動費が計上された。シンクタンクへの委託費

が想定されたものであるが、県職員自ら考えることが大事と考え、使わなかったという。 

ともあれ、こうして、ワーキンググループは、知事に認知され、したがって、庁内で公認の将来構想

研究会となった。 

 

４．岐阜県将来構想研究会 

将来構想研究会は、2007（Ｈ19）年 7 月 2６日に研究会準備会を開催したのち、8 月 9 日の第 1 回

研究会から 2008（Ｈ20）年 3 月 19 日の第 18 回研究会まで、2007（Ｈ19）年度を通じ毎月 2 回開催さ

れた。このほか、政策討論会・勉強会も月 1 回以上のペースで開催された。 

研究会運営にあたって注意したことは次の通りであったという。 

①データを丁寧に分析して、どこに課題があるかを議論し、見つけ出す。 

②10 年の計画を立てる作業だが、30 年先くらいを見通して検討してみる。 

③現在のまま推移すると地域がどうなるのかについて、できる限り推計を行う。 
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④人口減という事態に対しても目をそむけず直視する。 

⑤並行して、現場の実情を調査するフィールドワークを実施する。 

各課の職員は必ずしも統計分析の経験があるわけでないため、統計課の職員や統計課を経験し

た職員に専門研究員として入ってもらった。その中には、シンクタンク経験者もいた。こうして、長期構

想研究会は、40 名の規模の検討グループとなった。 

 

５．起爆剤となった政策討論会・勉強会 

研究会では、課題別に担当者が分かれて検討が進められた。データ分析の仕方については、総

合政策課と専門研究員がサポートした。そして、一定程度整理が進んでくると、さらに広範囲な目から

見た検討、討議が必要であることが認識されてきた。通常の研究会ではペーパーを出して終了となる

が、長期構想研究会では政策討論会の場を設け、成果を広く公表した。また、外部専門家を招いた

勉強会も公開で開催した。いずれも、2007（Ｈ19）年 10 月より開始した。 

政策討論会は、ランチミーティング方式を参考に、昼休みの時間を使ってマスコミ、県民、議会に

公開する形で実施した。研究・分析したテーマに加え、考えられる政策の方向性を研究員が交代で

発表した。時間が限られており、また、広範な層が耳を傾けられるよう、プレゼン資料には課題の本質

を深くえぐるとともに、それを簡潔に示すことが求められた。発表にあたっては、定期的な内部会合を

開催し、研究結果を発表し、議論した。そして、それをもとに資料を再調整するなどの手順を踏んだ。 

グラフにつけるアピール文をいかに簡潔に、そして、本質をつく表現にするかに細心の注意が払わ

れた。第１回発表から労作が続き、また、議会やマスコミからの反応があったことから、それが励みにな

り、その後も質の高いプレゼンを続けることができた。2008（Ｈ20）年 6 月までに計 16 回実施されてい

る。そのための研究会会合は都合 23 回にも上った。ここでの発表は、研究員の研究活動の結果とし

て行われ、研究との位置づけがあることにより一層深く考えることができたのである。 

 

６．将来構想研究会報告「長期構想の策定に向けて」に基づく県民との協議 

将来構想研究会は 2008（Ｈ20）年 4 月 22 日に『長期構想の策定に向けて－人口減少時代への挑

戦－』と題する報告書を発表した。1 年間の研究の成果を取りまとめたものである。この内容について

は、2008（Ｈ20）年 5 月 20 日の政策討論会で広く明らかにされている。岐阜県は、これをもとに、県側

から課題と対応策のたたき台を提示し、県民との意見交換を行うこととした。県民のニーズや夢を聴

取するパブリックコメントではなく、パブリック・インボルブメントの考え方で実施することとした。 

そのために以下のような取り組みが行われてきている。 

・有識者との膝詰め談義；研幹部に参加してもらい各分野の専門家、市町村長などを訪問 

            30 人で 300 人ほど訪問した。1 人 1.5 時間から 3 時間であった。 

・車座討論会；5～10 人の少人数ミーティング。申し込みに応じて夜間、土日を問わず対応した。 

       県民との意見交換の中心であり、市町村職員とも意見交換した。 

・圏域別の県民フォーラム；5 圏域で、振興局に依頼し、50 人規模で実施した。 

・オンラインフォーラム；登録制のオンラインでの意見交換の場で研究員がビデオで説明した。 

・既存の各種会議を活用した意見交換 

こうした取り組みを通じ、データにもとづくプレゼン資料を見て、何となく感じていたことがデータを見て
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よくわかった、やっぱりそうだと実感できたという声がよく聞かれたという。 

 

７．中間とりまとめ策定に向けた全庁討議 

意見交換の結果は総合政策課にすべて集約し、庁内イントラ上の掲示板で共有された。また、テ

ーマ別に意見やアイデアを整理することも行った。各部署での討議としては、各部政策課を中心に直

面する課題に対する政策の在り方を討議するとともに、将来構想研究会報告について討議してもら

い、組織として責任を持って回答してもらうこととした（6～7 月）。それを踏まえ、各部政策課長と総合

政策課長間で協議が行われた（7～8 月）。全庁横断的な重点政策については、総合政策課を中心

に知事を含めて少人数で協議し、各部政策課長の会議である政策調整会議の議論を経た。 

こうして、車座討論会、圏域別意見交換会、インターネット県民委員会などを通じて県民との意見

交換をする一方、庁内での幅広い意見交換も行い、2009（Ｈ21）年 9 月に「中間とりまとめ（案）」が作

成されたのである。この作成に際しては、財政課等を交えて各部政策課との協議も行い、この「中間と

りまとめ（案）」をもとに 9 月議会での政策討議が始められた。 

同時に重点プロジェクト案についても各部政策課との協議を経て作成が進み、あわせて議会での

議論に付した。この 9 月、10 月の議会の議論を踏まえ、10 月末に「中間とりまとめ」が策定され、ただ

ちに知事記者会見での発表が行われた。また、翌 11 月には、「中間とりまとめ」をもとに県民からの意

見募集（パブリックコメント）を行うとともに、膝詰め談義で意見聴取した有識者に面談等により意見聴

取を行った。さらには、全庁職員からの意見募集も行われた。 

構想策定の 終局面として、Ｈ21 年度の重点事業の協議と並行して、計画の進行管理に関わる

数値目標の策定について各部との協議が行われた。これは財政課と合同で行い、12 月議会に向け

て準備された。こうして、12 月議会でその全体を報告しながら、「 終とりまとめ」を作成し、それを 12 月

25 日に知事記者会見で発表した。そして、議案提出に向けた 終調整の後、2009（Ｈ21）年 3 月の

議会に上程し、「岐阜県長期構想」が議決されたのである。議決を 3 月議会としたのは、2009（Ｈ21）年

1 月に知事選挙が行われためである。この選挙で古田知事が再選されている。 

 

８．「岐阜県長期構想」の構成と性格 

ここで策定された岐阜県長期構想は、「あらゆるビジョン・計画の 上位に位置し、県政の基本目

標、目指すべき将来像及びその実現のために県が取り組むべき政策の目的と方向性を明らかにする

“県政の指針”」と位置付けられた。ただ、他県に見られるように、この構想に直結する実施計画を定

めたものではなかった。というのは、経済環境の変化が激しく、予算についても毎年度見直しが必要

となっている状況下では、長期計画⇒中期計画⇒実施計画という形でブレークダウンしても、予算を

伴うような実施計画を立てることは難しいからである。ただし、年１回の進捗状況の点検は総合計画課

で行っている。 

「岐阜県長期構想」では、目指すべき基本目標を「希望と誇りの持てるふるさと岐阜県づくり」とし、

目指すべき将来像として、｢安心して暮らせる岐阜県｣、｢人・モノが活発に交流する岐阜県｣、｢誰もが

生き生きと活躍できる岐阜県｣、｢清流と自然を守る岐阜県｣、｢つながり、支えあう岐阜県｣という５つの

目標を定め、それぞれに、重点的に取り組むべき政策の方向性がまとまられた。同構想では、この詳

細が「県が取り組む政策の方向性」（第５章）としてまとめられ、「岐阜県長期構想」の中心部分を成し
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ている。 

第２章「本件を取り巻く環境と取り組むべき課題」では、将来構想研究会以来取り組んできた、県の

課題をデータで捉えるという研究の成果が取り上げられている。データに基づき分かりやすく説明され

ている。 

第３章「県政運営の基本指針」では、県政を進めるにあたって、県民、市町村、県・国が果たすべき

役割について考え方をまとめている。県・市町村の取り組むべき政策の優先順位の考え方としては、

①自らの力で暮らしていくことが困難な立場にある人たちを支援すること、②住民だけではできないが、

誰もが必要としていることを行うこと、③住民が生活の糧を得られる環境を作ること、④地域を代表して、

国内外で果たすべき役割を担うこと、と捉えている。 

また、県民との連携については、(1)現場主義を徹底し、課題を把握する、(2)情報を分かりやすく公

開し、県民と課題を共有する、(3)県民と共に地域づくりを進めるための議論の場を作る、 (4)県民と

連携し、話し合いながら、それぞれの役割を果たす、という基本姿勢を盛り込んでいる。これは、今回

の長期構想策定に際しての姿勢そのものであり、それを凝縮・理論化したものと評価できる。 

 

９．重点プロジェクト 

 岐阜県将来構想では、目指すべき将来像と政策の方向性を踏まえ、その実現に向けて分野ごとに

重点的に予算、人などの行政資源を投入して取り組む事業を重点プロジェクト（第６章）としてまとめ

ている。５つの将来像それぞれに対応する形で重点プロジェクトを設け、計 16 のプロジェクトを設定し

ている。 

｢安心して暮らせる岐阜県づくり｣・・介護サービスプロジェクト、安心医療確保プロジェクト、障がい者

支援プロジェクト、暮らしの安全・安心確保プロジェクト、自然災害死者ゼロプロジェクト 

｢ふるさとの岐阜県の資源を活かした活力づくり｣・・モノづくり立県プロジェクト、観光消費額増大プロ

ジェクト、農産物出荷額増大プロジェクト、県産材出荷額増大プロジェクト、未来の交流

基金プロジェクト 

｢誰もが活躍できるふるさと岐阜県づくり｣・・人材力底上げプロジェクト 

｢美しい自然と環境を守る“清流の国”づくり｣・・美しい緑と清流づくりプロジェクト、ぎふエコプロジェク

ト 

｢ふるさと岐阜県を未来につなぐ人づくり｣・・子供を産み育てやすい岐阜県岐阜県づくりプロジェクト、

地域社会人育成プロジェクト、岐阜清流国体・岐阜清流大会プロジェクト 

他県で言うと実施計画に当るものとも考えられるが、岐阜県将来構想では各プロジェクトに含まれる

個別の推進事業がリストアップされているのみで、実際の事業ごとの予算措置等については、毎年検

討され、別途進行管理が行われる。 

 

１０．数値目標の設定と考え方 

岐阜県将来構想では、目指すべき将来像と政策の方向性を、各種統計などの数値を用いて分か

りやすく提示するために、数値目標を設定している。これは、県が実施する事業の成果を検証・評価

するための基準であり、目標に対する達成度を測るための指標である。 

(1)長期目標(観測指標) 
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 県が目指すべき姿を数値化するために設定し、広く県民との共有を目的とした観測指標と位置付

けられている。｢地域や県民の暮らしなどの状態や変化を実感しやすい指標｣や｢全国順位や全国平

均との比較が可能な全国統一指標｣を選定している。より具体的には次のように類型化される。 

・政策目的に照らし、理想の姿を示す。 

・現状で全国平均以上のレベルであり、さらに上位を目指すもの。 

・現状で全国平均以下のレベルにあるため、少なくとも全国中位水準を目指すもの。 

・国としてすでに目標を設定しており、これを目指すもの。 

・将来の変化予測を踏まえ、目指す水準を示すもの。 

・過去の傾向等を踏まえ、向上または減少を目指すもの。 

(2)事業実施目標 

 県として実施する事業の目標として重点プロジェクを対象に目標を設定しており、ここに含まれない

ものについては、各分野におけるビジョン・計画において提示されている。事業主体として把握できる

実績値および関連する統計を用いている。 

 自然体のままで実現できる数値ではなく、今まで以上の努力をすることを前提に実現可能と思われ

る数値であるという。 

 

１１．政策策定への統計・数値の活用 

＜使える統計は全数調査＞ 

 現状を分析し課題を抽出するには実数に着目することが大事であり、国勢調査、事業所・企業統計

調査、工業統計調査等の全数調査統計をフル活用している。標本調査では、就業構造基本調査、

宿泊旅行統計調査を活用している。 

 

＜政府統計で足りない部分を県独自調査等で補う＞ 

 統計課実施の独自調査（人口動態調査・移動理由、輸出統計）、県民経済計算等による詳細分析

を行っている。転出入の際に事由を問うたアンケートを実施しているのは 10 県程度である。 

庁内各課の実施する統計調査、業務資料 

  （観光リクレーション動態調査、耕作放棄地、いじめ件数、児童虐待、孤独死など） 

   就調と課税所得データを突き合わせると、定年後再雇用の年収 400～500 万円層が増えている

ことが浮かび上がるなど、政策のヒントとなる。 

 関係者からの聞き取りやフィールドワーク 

 

＜既存統計の問題点＞ 

・経済関係の統計、特にサービス業の統計が不足している。 

・観光に関する統計の不足が目立つ。観光消費額を捉える全国がデータない。 

・長期時系列データの未整備、ネットでとれなくなったところがある。 

・集計内容の変更により時系列比較ができなくなったケースがある。 

・都道府県における個票活用の拡大が望まれる。 
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１３．今回の長期構想策定の特徴と策定後の状況 

今回の取り組み方において、長期構想の策定に関しては、次の点で大きな変化が見られたという。 

①委員会を設けて答申を受ける審議会方式を撤廃した。県職員自らの責任で策定し、世に問うという

姿勢を明確にした。 

②若い職員が積極的に課題の分析・研究を行い、問題提起をした。これを可能とするうえで、知事の

リーダーシップは大である。 

③とるべき政策を県民とともに考えるための意見交換を実施した。県民からアイデアをもらうことを目的

に大規模に実施した。 

④有識者会議に代えて、有識者を訪問し意見を聞いた。当初の専門家・有識者のみでなく、将来構

想研究会の報告をもとに、県内の有識者意見聴取を大規模に行った。 

⑤県議会とも会派ごとに討論を行った。議員に問題提起し意見交換を行った。 

⑥統計業務と政策形成のリンクが行われた。将来人口推計について、統計課の下に研究会を組織し、

独自分析を行った。それが、将来構想研究会の分析のスタートになっており、将来構想研究会に

も専門研究委員として加わり、データ分析を担当するとともに、研究員の取り組みをサポートした。 

長期構想策定後も、車座討論会や各種フォーラム、出前授業などが行われており、長期構想の説

明や課題の共有について引き続き取組みが行われている。岐阜県の将来構想策定に向けて設置さ

れた｢将来構想研究会｣を発展させ、庁内シンクタンクとして新たに｢岐阜県政策研究会｣を設置した。

メンバーは、30 歳代を中心とする若手職員 20 名程度（主査・主任級）で、事務局は総合計画課に置

かれている。常設型の横断的政策研究組織であり、若手職員の政策立案能力を高めることと、若手

職員が自ら提言を行うことを通じ、自らの考えを自由に言える｢風通しの良い組織｣をつくることを狙い

としている。 
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補論 2 福井県の政策推進データシステム 
 

福井県は、総合計画をつくらず、知事と各部局が政策協定を結んでいる。これが政策運営の指針とな

っており、この点に興味をひかれて 2008 年 8 月 19 日に訪問した。大勢に流されず独自の道を歩む姿勢と

深く関わっていると思われるが、マネジメントシステムとデータ活用についても独自の考え方が採られており、

むしろこちらの面で非常に興味深い事例となっている。以下、ヒアリングと資料を踏まえて紹介しておきた

い。 

 

１．福井元気宣言と各部局との政策協定 

西川一誠知事は、自治省、国土庁を経て、1995（Ｈ７）年 10 月に福井県副知事に就任し、2003（Ｈ７）

年 4 月の選挙で初当選した。2007（Ｈ19）年 4 月に再選され 2 期目に入った。西川知事は、知事当選後、

マニュフェストとして「福井元気宣言」(平成 15 年度)を発表し、あわせて７部局長との間で、「福井元気宣

言」推進に関する「政策合意」を交わした。「政策合意」とは、各部局長がそれぞれの職務に関わる目標を

設定し、責任をもって取組みを推進するための知事との合意で、これにより、各部局長が、所轄部局のトッ

プであるだけではなく、「福井元気宣言」を実現するための知事の政策スタッフであることを明確にし、知事

のリーダーシップが発揮できる体制を構築しようとするものである。（この例は静岡市にもみられる。） 

さらに、現場レベルでの政策効果の向上のため、2004（Ｈ16）年 2 月に「政策推進マネジメントシステム」

を策定した。APDS サイクルの導入と呼んでおり、ここでいう A は Action でなく Assessment である。分析、

データ活用の視点がこのアセスメントに込められている。以来毎年、政策合意が交わされてきている。「Ⅰ

基本姿勢」、「Ⅱ取組項目」で構成されており、年度終了後、知事と各部局長間で「政策合意」の達成状

況の確認が行われている。2005（Ｈ17）年 3 月には、県庁若手職員の政策立案能力養成を兼ねて「ふくい

2030 年の姿― 25 年後のふくい 夢と希望の未来像 ―」を作成し、県の政策形成の参考資料にした。 

2 期目に入った 2007（Ｈ17）年 5 月に「福井新元気宣言」を発表し、2008（Ｈ18）年時点では、これに基

づく「政策合意」とその進行管理が行われていた。総合計画として策定していない県は、高知県、福井県、

鳥取県であったが、鳥取県は 2008（Ｈ18）年より策定に入っている。 

 

２．政策推進マネジメントシステム  

「政策推進マネジメントシステム」は、政策効果を重視した政策形成のための行政システムであり、2004

（Ｈ16）年 2 月に策定された。「選択と集中」を進めるとともに、組織の制約や先例に捉われない施策の可

能性を引き出すため、職員による自発的な課題の発見や解決策の提言などを積極的に促進することを目

指している。行政が陥りがちな「無謬の前提」に固執することなく、失敗を隠さず、失敗に学ぶ組織を目指

す狙いもあるという。 

「PDS サイクル」よばれる組織運営の考え方（「P」；「計画：プラン（Plan）」、「D」；「実施：ドゥ（Do）」、「S」；

「評価：シー（See）」があることを踏まえ、福井県では、この考え方を独自に発展させ、「計画（プラン；Plan）」

から、「A」という「分析：アセスメント（Assessment）」機能を分離し、 上位に位置づけた。この「APDS サイク

ル」を機能させるため、４つの「起動エンジン」を運営の中に設定した。 

・「分析」起動エンジン；現場主義マーケティング、現状分析を「計画」の前に実施  

・「計画」起動エンジン；ロジック・モデルによる政策議論 
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   事業案の実効性を論理的に追求しながら、「選択と集中」を実現  

・「実施」起動エンジン；BPR 運動、ゼロベースで、現場改善を進める運動  

・「評価」起動エンジン；成果分析による事後評価 

施策レベルの指標「福井元気指標」による施策の進捗度のチェック。個々の事務事業の事後評価。  

「ロジック・モデルによる政策議論」とは、個々の事業の実効性を論理的に確認・検証するためにロジッ

ク・モデルによる事前評価を実施し、その内容を検証しながら、知事のトップマネジメントにより新規事業の

採否を決定する方法である。 

＊「ロジック・モデル」；「事業の活動からその期待する成果までのプロセスが論理的に説明されているか」

を確認するため、事業が県民に与える影響の動きを具体的に図表化したものである。アメリカで、連

邦政府など多くの政府・非営利組織が予算の編成や助成事業の採否を決定するプロセスの中で活

用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．「分析」起動エンジン－A で始まる福井県 

政策の企画立案にあたっての入念な現状分析、施策実施の達成状況に基づく再度にわたる分析を重

視し、「分析（アセスメント）」をマネジメント・サイクルの 上位に位置づけた。そして、独自調査・リサーチを

重視することを心がけた。 

１つは、独自調査・マーケティング調査の強化である。既存の統計資料等では、①地域単位や期間別

の詳細な統計が把握できない、②結果が出るまで時間が掛かり古い数値に依拠せざるを得ない、③県独

自の課題を捉えることができないなどの問題がある。そこで積極的に県独自の指標を設けたり、データを

収集したりすることとした。 

第２は独自リサーチの実施（各部局）である。関係者を直接訪ねヒアリング調査を実施するなどして、より

「分析」 Assessment

A-1
独自ﾘｻｰﾁ、県政ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
調査の実施

A-2
「データパーソン」体制
の構築

A-3 「政策会議」の実施

「評価」 See 「計画」 Plan

S-1
「政策合意」における
施策目標の進行管理

P-1
「政策推進枠予算」の確保、
「ﾛｼﾞｯｸ･ﾓﾃﾞﾙ」に基づく
事業形成

S-2
「事務事業評価ｶﾙﾃ」
による評価

P-2
「政策ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄｼｽﾃﾑ」
の導入

P-3
「職員政策ﾌｫｰﾗﾑ」による
庁内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの促進

P-4
知事と部局長との
「政策合意」の締結

「実施」 Do

D-1 「ゼロ予算事業」の推進

D-2
「皆様からの政策提案」
による県民意見の反映

D-3
「課題解決ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ」
の編成

D-4 「共動」システムの構築

D-5
「業務過程改善
(BPR)運動」の推進
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具体的な情報を収集することとした。新聞、雑誌、インターネットからも情報を収集し、比較分析なども行う。

第３は県政マーケティング調査の実施（各部局、県民サービス部）である。県政マーケティング調査は、

1,000 人を無作為に抽出して調査を行っている。独自調査については委託する場合もある。ただし、そもそ

も、根本的に調査しようがないものもある。また、県独自の調査をすることも必要であるが、他県と比較でき

ないと言う難点がある。独自調査の予算は 1,500 万円である（１件の 高額は 500 万円程度）。 

さらに、こうした調査が活用されるよう「データパーソン」体制と「政策会議」を機能させることとした。「デー

タパーソン」体制（各部局、政策統計課政策推進室）とは、データに習熟した者を責任者（2007 年度から

各部、2008 年度から各課１名）とするとするものであり、開始直後においては試行錯誤的な面もあり、政策

統計課がアドバイスすることもあった。また、「政策会議」（各部局、政策推進課）とは、外部有識者をブレイ

ンアドバイザーとして把握し、直接提言を得る試みである。会議形式ではなく、時期や形式を特定せずに

知事や部局長が直接提言を得たり、出張地等で随時設定したりする。2007 年から始めたもので、それまで

各部が個別に行なっていた意見収集方法をシステム化したものである。従来のような委員会形式をとるも

のではない。 

 

４．「計画」起動エンジン 

「計画」起動エンジンにおいては、成果主義の視点からの事業形成の促進、練磨不十分な「原石」的ア

イデアの活用、異なる所属の職員間における情報共有化の促進、マニュフェストの年次進行計画としての

「政策合意」が柱となる。この実効性ある推進のため、「政策推進枠予算」の確保が行われる。これは、マニ

フェストに基づく事業に活用するため、事務事業のスクラップなど行財政構造改革により財源を生み出そう

とするものである。優先度の高い施策については、成果主義の視点で議論・検討を行う。予算要求資料は、

庁内ネットで参照できる。 

また、実施する事業活動と成果の関係を明らかにするため、「ロジック・モデル」を採用した。これは、「事

業の活動からその期待する成果までのプロセスが論理的に説明されているか」を確認するため、事業が県

民に与える影響の動きを論理的に図式化したもので、事業形成のための下調べ的な資料となる。より詳し

く言えば、ⅰ現状分析（課題がどこにあるか；A に相当）、ⅱ 解決に向けての考え方（課題解決の方策とし

て何が考えられるか；P に相当）、ⅲ 事業活動（実際の事業として何を行うか；D に相当）、ⅳ 終成果

（その成果として何がもたらされるか；S に相当）の４段階をフロー図に表し、現状分析から 終成果に至る

までの因果関係を論理的に確認・検証するものである。 

さらに、政策立案が自由闊達に進むよう、「政策インキュベートシステム」がとられた。これにより、熟度不

十分として事業化が見送られた施策案についても、引き続き基本となるアイデア等を活かして再構築を図

ることが可能となる。また、「職員政策フォーラム」を設け、自由な書き込みができるようにした。これは、組

織内ソーシャル・ネットワーキング・システム（SNS）、いわば庁内 mixi(ﾐｸｼｰ)である。知事と部局長との「政

策合意」については、マニフェストの年次実行計画に相当するものとして、2003 年度以降、毎年度初めに

結んでいる。 

 

５．「実施」起動エンジン 

政策、施策の実施に際しては、予算をもとなわない施策の推進、事業実施における県民意見の反映、

部局横断的な課題解決の促進、地域住民等とともに考え活動する施策の推進などもまた１つの柱となる。
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そのため、「ゼロ予算事業」というものが組まれている。財政難の折、予算を伴わないが職員の努力で実行

できる施策も少なからずある。予算措置された施策のみが事業として認知されると、こうしたゼロ予算ベー

スの施策は注目されることがなく、職員の士気は上がりにくい。このため、職員が日常業務の中で積極的

に工夫し、生み出した施策を事業として認知し、奨励する仕組みは大事である。 

県民意見の反映については、「皆様からの政策提案」という制度を取り入れている。新規施策のみなら

ず、継続的な施策、ゼロ予算ベースの施策を含め、その概要を公表して県民から意見募集し、県民ニー

ズに可能な限り合致するようにするものである。それと、施策を考えるところから活動に移していくところまで

県民・民間と共に進める県民「共働」システムを構築してきている。これは、知事の第２期目のマニフェスト

に基づいており、2007（H19）年より実施に移してきている。例としては、子ども連れの家族を対象とする協

力店舗での割引、あるいは行政と民間が共動して妊婦や子ども連れ家族を優先する「ママ・ファースト運

動」などがある。 

他方、「タテ割り」になりやすい組織の中で部局連携による課題解決を促進するため、必要に応じて「課

題解決プロジェクトチーム」を編成する。これは、企画幹クラス以上がリーダーとなり、部局横断的な体制で

課題の解決策を検討するチームである。このとき、チームを恒常化させることは望ましくなく、新たな課題に

対してその都度チームを編成し、原則として 2～3 か月、 長でも６か月以内というシステムを採っている。

さらには、「業務過程改善(BPR :ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌﾟﾛｾｽ･ﾘｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ)運動」と称する、慣例・前例等にとらわれる

ことなく、ゼロベースで業務の改善の進め方を改善する運動を全庁的に実践してきている。これは優れた

改善事例について事例発表会等を通じ、職員に周知し、全庁的な改善策の速やかな実践や普及を図る

とともに、職員の改革意識を醸成することをねらいとしている。 

 

６．「評価」起動エンジン 

県政のあらゆる分野に的確な数値目標を設定することは技術的に困難であるが、客観的基準で施策の

評価を行うには、できる限り数値化された評価指標（ベンチマーク）を用いて進行管理を図ることが重要で

ある。政策、施策の評価については、「政策合意」における施策目標の進行管理と「事務事業カルテ」によ

る事業評価として行ってきている。 

各部局は、「政策合意」に基づき毎年度実行すべき施策の達成目標を可能な限り数値目標により設定

している。その際、個別事業のロジック・モデルに記載した 終成果との整合性を図り、４年間の政策効果

を測定するための数値指標を設定する。また、毎年度初めに全事務事業に対し、評価シートを作成し、成

果を精査する。そして十分な成果を伴わないと判断した事務事業については、担当課に改善を指示する

とともに、成果が全く見込めないと判断した場合には執行のあり方を再検討ないし取りやめる。 

こうした「政策合意」に基づく四つのエンジンを進める中で変わってきたこととしては、スピードが重視され

るようになったこと、県民に行政サービスの目的を明確に説明しようとする意識になったこと、必要なところ

は重視し、不要なところは切るという、予算等でメリハリがつくようになったこと、現物を重視するようになった

ことなどがあげられる。 

 

７．政策推進データシステム 

福井県では、2002（Ｈ8）年より、全部局に政策推進グループがおかれ、部長のスタッフ機能を果たすと

ともに、部内の共通業務を担っている。具体的には、予算のとりまとめ、部内の業務の再構築を含む部内
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調整、各部との調整である。そして、総合政策部に政策推進課がおかれ全体の政策調整を行っている。

また、アセスメント重視の立場から、統計課は政策統計課としてそのミッションを示す名がつけられている。

統計課は、課長の下に統計分析グループ 6 名、産業統計グループ 8 名、人口・生活統計グループ 7 名で

構成されている。 

2007（Ｈ19）年度よりスタートした政策推進データシステムは下図のとおりである。ポイントは、全部局の

政策推進グループおよび全部局の全課にデータパーソンがおかれ、政策課題に対する統計データの収

集・分析を行うという点にある。そしてそれをサポートする役割を政策統計課並びに政策推進課が担う。デ

ータマネージャー、サブデータマネージャーは政策統計課職員が担い、データパーソンは 100 名近くに上

っている。 

 

各部企画参事は、各部会の主宰者、責任者として、分析テーマの設定やデータ分析等について統括

するとともに、各部の「政策推進データストック」の責任者となる。全体のマネジメント会議は年 3 回ほど開き、

各部政策推進 G のデータパーソンが参加する。マネジメント会議のリーダー（総務部企画監）、チーフマネ

ージャー（政策統計課長）、政策推進課員は、必要に応じて各部会に参加し、運営・分析方針について指

導する。 

データパーソンは、各部会に参画し、データマネージャー等と連携してデータの収集・分析等を行う。各

課政策推進 G のデータパーソンは、各部の「政策推進データストック」の管理を行う。各課のデータパーソ

ン担当者は、各課の「政策推進データストック」の管理を行う。データマネージャー・サブデータマネージャ

ー（政策統計課職員）は、データパーソンと連携してデータの収集、分析等を行う。また、各部会における

データパーソンのスキルアップに協力するとともに、独自統計分析の実施に協力する。データに基づき各

課へ課題を提起するとともに、研修も提起する。ただし、受けさせられるという意識にならないように情宣に

工夫する。 

政策統計課の役割は次の通りである。統計分析研修会の開催、政策推進データストックのサーバの管
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理、独自統計分析の予算の執行、県民向け等の定期刊行物の作成、ふくｅアンケートの実施への協力で

ある。 

 

８．政策策定のための独自調査の例 

統計主管課は、2006（Ｈ18）年まで情報政策課という名前であったが 2007（Ｈ19）年度、知事の 2 期目

から政策統計課となり、各課の政策課題についても分析が試みられるようになった。がん検診受診率につ

いては、市町村経由ではつかめないので、医師会ルートで調査した。医師会からは苦情も出されたが、な

んとかお願いした。ただし、どこまで調査するかは難しい問題がある。子育ての状況については、国の調査

にプラスアルファーした。 

福井県は自動車保有率が高く、環境問題を考える一環で自動車の走行距離について調べたこともある。

陸運事務所の協力を得て車検間の走行距離を調査した。また、家族との触れ合い時間を調査するため、

家族時間調査を行った。社会生活基本調査では、10 歳以上となっているため、10 歳未満で調査した。 

こうした独自調査を進める中で、政策統計課員の中に政策形成に関与するという意識が生まれてきて

いる。 

 

＜参考資料＞ 

・『福井県政策推進マネジメントシステム（職員用テキスト）』、福井県総合政策部政策推進課、 

   2008 年 3 月。 

・『一目でわかる福井のすがた（H20 年版）』、福井県総務部統計課、2008 年 3 月。 

・「H19 年度事務事業カルテについて」 

・「H20 年度事務事業カルテ」 

・「H19 年度事務事業評価の結果概要」 

・「政策推進データシステム」 

・「政策推進データストックインデックス（参考）」 

・「福井県の将来人口推計」（H19 年 6 月） 

・「 近の福井県倒産状況」 

・「各種統計指標から見た市町ごみ排出量の要因分析」（2008/6/11） 

・「H20 年度政策推進データシステム統計研修（前半）」チラシ 

・「H20 年度事業説明」（一部）政策統計課 
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現状把握のための小地域統計データの利用と共有 

－情報共有媒体としての地方公共団体統計ホームページ－ 

 

財団法人 統計情報研究開発センター 小西 純 

 

はじめに 

１．統計主管課の位置付けの変化 

２．統計調査総覧による地方統計調査の現状 

３．情報共有媒体としての統計ホームページ 

４．現状把握のための小地域統計データと GIS 

５．小地域統計地図の共有に向けて 

おわりに 

 

はじめに 

 平成 7（1995）年国勢調査から地域の詳細な情報を把握できる町丁・字等別集計が作成されてい

る。このデータは国勢調査の結果を我々の生活に身近な地域単位である町丁字別1に集計した結果

で、GIS（地理情報システム）で利用できる地図・境域データも一般に公表されている。この集計のよう

に市区町村よりも小さい範囲で集計された統計調査結果を小地域統計という。 

今後到来する少子高齢・人口減少社会において、小地域統計データを利用して地域の現状を把

握することは有用であると考えられる。しかし、小地域統計データは、民間企業によるマーケティング

などの利用が多く、少子高齢化社会への対策に小地域統計が利用されたという事例を確認したこと

はない。 

本稿の目的は、政策策定における統計及び統計主管課の役割、地方統計調査の実施、統計デ

ータの授受、地域における小地域統計データ利用の問題点について現状を整理し、小地域統計デ

ータの利用促進方策について考察することである。 

最初に地方統計主管課の位置付けの変化について部局等の名称から概観し、その背景について

整理する（第 1 節）。次に、全国の地方統計調査の分野別、地域別の調査数などについて統計調査

総覧を用いてまとめた（第 2 節）。第 3 節では地方公共団体における地域政策・施策への統計データ

の利用とその共有、及び、小地域統計データ・GIS の利用の現状について、地方公共団体へのヒア

リングや既往論文からまとめる。次に、小地域統計データ・GIS を利用した統計地図を作成することで

明らかになることについて整理し、少子高齢化社会における施策策定に小地域統計データ・GIS が

有用であることについて述べる（第 4 節）。最後に、小地域統計データ・GIS が少子高齢化施策など

で利用されるための課題について考察する（第 5 節）。 

                                                      

文部科学省科学研究費補助金プロジェクト『地域経済活性化と統計の役割に関する研究』（基盤研究 B、

2006-2009 年度、課題番号 14330042、研究代表・菊地進立教大学教授）の成果の一部である。 
1 国勢調査の町丁字レベルの集計結果である、町丁・字等別の地域区分は、複数の字から構成される地域も

あり、必ずしも住居表示に用いられている町丁・字の地域区分とは一致しない場合もあるが、本稿では便宜

的に「町丁字」とする。 
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１ 統計主管課の位置付けの変化 

 2002(平成 14)年 4 月 1 日に「行政機関が行う政策の評価に関する法律」が施行され、第 3 条第 2

項第 1 号には「政策効果は、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できる限り定量的に把握す

ること」と述べられている。これを受ける形で、2003 年 6 月、今後 5 年から 10 年にわたる統計行政の

進むべき新たな展開方向について各府省統計主管部局長等会議が取りまとめた「統計行政の新た

な展開方向」2では、基本方向及び具体的方策として、「政策の客観的な評価に資するため、統計の

活用等を推進する。このため、① 各府省は、職員に対する統計知識の普及啓発に努めるとともに、

統計部局の職員以外の職員についても統計研修の充実を図る。② 各府省は、施策実施部局との

連携に努め、政策評価への統計の活用を図るとともに、必要に応じ統計調査の見直しを図る。」と述

べられている。 

これらは中央省庁レベルの動きであるが、地方公共団体においても統計を政策の策定や評価に

利用しようという機運があり、統計主管課が政策を検討する部局に配置されつつあるという。そこで、

1989（平成元）年3と 2009（平成 21）年4で統計主管課の名称がどのように変化したかを確認すること

により、統計主管課の位置付けの移り変わりについて概観する。ここでいう統計主管課とは、都道府

県において、国の統計調査を的確に実施するため設置される部署であり、国の統計調査に従事する

統計専任職員が配置されている。 

表 1 は 1989 年と 2009 年の都道府県統計主管課が所属する部局名とその都道府県数を集計し

たものである。部局名は 10 から 24 種類と倍以上に増えている。1989 年には存在しなかった政策部

や県民生活部が 2009 年にはそれぞれ 3 件存在しており、横並びであった部局名が、地域で特色の

あるものに変わりつつあるという傾向を見てとれる。また、「政策」や「県民」など 20 年前には使われな

かった言葉が多用されていることが分かる。そこで、統計主管課の部局・課名を合わせた名称に新し

く増えた語について見ると（表 2）、「政策」、「総合企画」、「経営」及び「県民」が新たに使われている。

特に、「政策」は 14 の地方公共団体で使われており、形式的には統計主管課が政策部門に配置さ

れてきていることが確認できる。 

この統計主管課の位置付けの変化や統計の政策への利用については、少子高齢化の影響や統

計情報の利用環境の変化も大きいと考えられる。 

平成 17（2005）年国勢調査によると、都市圏を除く地域では既に人口減少となっており、高齢化も

急速に進行していることから、地方公共団体において人口に着目した政策を検討する必要が生じて

いる。例えば川崎市の新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」5を見ると、基本政策に取り組む 4

つの視点のうち 2 視点について、少子高齢化の進行や人口減少過程への移行を大きな社会構造の

変化として取り上げている。また、第 2 期実行計画の要件の第 1 番目として、すなわち、最も重要な課

題として、将来人口推計による人口減少及び少子高齢化過程が解説されている。川崎市は他地域と

は異なり今後も人口が増加し続け、2025 年にピークを迎えた後、人口が減少すると推計されている。

政策を検討していくに当たって、このように今後数年は人口が減少しない地域でも、人口減少及び少

                                                      
2 http://www.stat.go.jp/index/seido/pdf/10.pdf（2010/03/07 現在） 
3 総務庁統計局統計基準部編『統計調査総覧 平成元年』全国統計協会連合会，1990 年 
4 http://www.stat.go.jp/index/seido/2-3-5.htm（2009/12/25 現在） 
5 http://www.city.kawasaki.jp/20/20kityo/home/sougoukeikaku/（2009/12/25 現在） 
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子高齢化への対応が重要であると考えられている。 

また、政策への統計利用については、分析や統計情報共有の環境が充実したことの影響もあるの

ではないだろうか。現在多くの事務職従事者は PC を一人一台利用することができる環境にあり、表

計算ソフトの性能はハードウェアの性能と共に大きく向上している。また、インターネット環境の拡大に

より、国や地方公共団体で公表されている統計データはダウンロードして誰でも利用できるようになっ

た。以前は専門的な教育を受けた人のみが統計情報を利用できる環境にあったが、現在は多くの人

が比較的容易に利用できるようになったことも、統計データを政策に利用したいという機運に影響を

及ぼしていると思われる。 

政策の策定や評価に当たり、統計データを利用することや統計的な手法の適用を検討するために

は、統計データ利用環境の整備や情報の共有が鍵となると考えられる。次節以降では、これらについ

て考察を進める。 

表 1 統計主管課が属する部局の比較 

 

 

表 2 組織名に新しく増えた語 

 

 

 

部局名 都道府県数 構成比(%) 部局名 都道府県数 構成比(%)

企画部 21 44.7 企画部 10 21.3

企画調整部 9 19.1 総務部 7 14.9
総務部 6 12.8 政策部 3 6.4
企画開発部 3 6.4 県民生活部 3 6.4
企画振興部 3 6.4 総合政策部 2 4.3

企画管理局 1 2.1 総合企画部 2 4.3

企画財政部 1 2.1 企画振興部 2 4.3

総務局統計部 1 2.1 政策企画部 2 4.3
地域振興部 1 2.1 経営管理部 1 2.1
調整振興部 1 2.1 企画調整部 1 2.1

企画政策部 1 2.1

企画振興局 1 2.1
企画情報部 1 2.1
企画県民部 1 2.1
企画・地域振興部 1 2.1
学術国際部 1 2.1
経営支援本部 1 2.1
県民環境部 1 2.1

県民文化局 1 2.1

政策企画局 1 2.1
総務管理部 1 2.1
総務局統計部 1 2.1
地域振興部 1 2.1

民政策部 1 2.1

計 47 100.0 47 100.0

注1）『平成元年統計調査総覧』,統計局ホームページ（以下HP）から作成

2009（平成21）年1989（平成元）年

語 都道府県数

政策 14
県民 5
変化なし 5
総合企画 2
経営 2
その他 19

計 47

注1） 『平成元年統計調査総覧』，統計局HPから作成
注2） 部局，課名から抜き出した

注） 
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２ 統計調査総覧による地方統計調査の現状 

（１） 統計調査総覧について 

 統計調査総覧は、総務省が各種統計調査の承認や届出の受理業務を通じて得られた資料を基に、

国や地方公共団体等が行う統計調査についてその調査目的や内容等を紹介するものである。 

本分析に当たっては、平成 18 年版を利用した6。統計調査総覧はこの平成 18 年版が最新情報で

あり、これ以降は作成されていない。 

統計調査総覧平成 18 年版は、国や地方公共団体等が 2002（平成 14）年 1 月 1 日から 2006（平

成 18）年 12 月 31 日までの 5 年間に行った統計調査のうち、総務省において承認または受理したも

のを「国（府省等）編」と「地方公共団体（都道府県・市）編」に分けて掲載したものであり、定期的に実

施される統計調査については、実施された最新時点の調査を収録している。本研究では、「地方公

共団体（都道府県・市）編」を利用した。各統計調査は、主要分野別に以下の 15 種類に分類されて

いる。 

「人口、労働・賃金、農林水産、鉱工業、建設・土地、商業・サービス業、運輸・通信、エネルギー、

企業・経営、金融・財政、家計・物価、生活・環境、福祉・衛生、教育・文化・科学、その他」 

（２）分析用データ作成 

①データの入力 

統計調査総覧「地方公共団体（都道府県・市）」に掲載されている統計調査について、実施機関、

都道府県、都道府県・市区町村の別、調査周期、公表、分野について入力した。入力の手順につい

ては、目次をスキャナで読み込み、OCR ソフトで表計算ソフトに入力し、その後、実施主体、公表、調

査周期について本文から手入力した7。調査周期、公表については、それぞれ区分を作成し区分ごと

に集計した（表 3）。公表について、複数の方法が併用されている場合は、報告書、自治体媒体、マ 

表 3 公表、調査周期の区分 

 

                                                      
6 総務省政策統括官（統計基準担当）編集『統計調査総覧 地方公共団体（都道府県・市）編 平成 18 年』全国統

計協会連合会，2006 年 
7 目次にあるが、本文にない調査が７調査、目次にないが本文にある調査が 3 調査存在した。 

公表の区分
区分 適　用

報告書 月報、年報、課の報告書などを含む
自治体媒体 広報誌（市報など）、ホームページなど
マスコミ 記者発表、報道機関へ配布などを含む
内部資料 会議資料作成、計画として公表など、公表しないも含む
その他 未定、記載なしなど

調査周期の区分
区分 適　用

一回限り
月
月～年 四半期、半年、年数回を含む
年
1～5年 1年より長く5年より短い周期
5年
5～10年 5年より長く10年より短い周期
10年以上 10年及び10年以上の周期
不定期 数回限りのもの、随時、計画策定時を含む
その他
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スコミ、内部資料、その他の順に優先して集計した。ひとつの調査で調査票が 2 種類以上あり、それ

ぞれの調査周期が異なる場合は、周期が早いものを優先した。実施機関に関して、都道府県実施の

調査は、統計主管課とそれ以外の部署に区分した。  

②分析から除外した調査 

 最終的に入力した 1,677 調査のうち、466 調査は「次世代育成支援に関するニーズ調査」であった。

この調査は、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）を受けて、各自治体が次世代

育成支援のための「行動計画」を策定するために行われるものである。一斉に多くの地方公共団体で

実施されており、統計調査の現状把握に対する影響が大きいため、この調査は分析から除外した。

除外後の統計調査数は 1,211 調査である。 

（３）分析結果 

①分野別の調査数 

 1,211 調査のうち分野別に見て調査数が多いのは、労働・賃金の 228（18.8%）、福祉・衛生の 194

（16.0%）、生活・環境の 175（14.5%）、商業・サービス業の 108（8.9%）、運輸・通信の 104（8.6%）

である。 

表 4 分野・周期別の調査数 

 

 

一回限り 月 月～年 年 1～5年 5年 5～10年 10年以上 その他 不定期 合計

労働・賃金 67 2 1 79 48 18 0 1 1 11 228

福祉・衛生 44 3 1 24 21 79 6 1 1 14 194

生活・環境 57 0 2 27 13 53 1 3 2 17 175

商業・サービス業 16 2 0 16 9 62 0 2 0 1 108

運輸・通信 8 1 2 3 0 58 0 25 1 6 104

鉱工業 11 23 2 39 7 5 0 0 1 1 89

企業・経営 17 3 14 21 5 7 0 0 0 2 69

建設・土地 8 0 0 1 0 52 0 0 0 0 61

人口 0 35 1 4 1 2 0 0 0 2 45

教育・文化・科学 10 0 1 28 3 2 0 0 0 0 44

家計・物価 2 23 4 2 5 1 0 0 0 0 37

農林水産 2 6 0 23 0 2 0 0 0 0 33

その他 7 0 1 9 0 1 1 0 0 0 19

金融・財政 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

エネルギー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 250 98 29 280 112 342 8 32 6 54 1211

構成比（％） 一回限り 月 月～年 年 1～5年 5年 5～10年 10年以上 その他 不定期 合計

労働・賃金 29.4% 0.9% 0.4% 34.6% 21.1% 7.9% 0.0% 0.4% 0.4% 4.8% 100.0%

福祉・衛生 22.7% 1.5% 0.5% 12.4% 10.8% 40.7% 3.1% 0.5% 0.5% 7.2% 100.0%

生活・環境 32.6% 0.0% 1.1% 15.4% 7.4% 30.3% 0.6% 1.7% 1.1% 9.7% 100.0%

商業・サービス業 14.8% 1.9% 0.0% 14.8% 8.3% 57.4% 0.0% 1.9% 0.0% 0.9% 100.0%

運輸・通信 7.7% 1.0% 1.9% 2.9% 0.0% 55.8% 0.0% 24.0% 1.0% 5.8% 100.0%

鉱工業 12.4% 25.8% 2.2% 43.8% 7.9% 5.6% 0.0% 0.0% 1.1% 1.1% 100.0%

企業・経営 24.6% 4.3% 20.3% 30.4% 7.2% 10.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 100.0%

建設・土地 13.1% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 85.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

人口 0.0% 77.8% 2.2% 8.9% 2.2% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0% 4.4% 100.0%

教育・文化・科学 22.7% 0.0% 2.3% 63.6% 6.8% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

家計・物価 5.4% 62.2% 10.8% 5.4% 13.5% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

農林水産 6.1% 18.2% 0.0% 69.7% 0.0% 6.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

その他 36.8% 0.0% 5.3% 47.4% 0.0% 5.3% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

金融・財政 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

エネルギー 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

合計 20.6% 8.1% 2.4% 23.1% 9.2% 28.2% 0.7% 2.6% 0.5% 4.5% 100.0%

注1）『統計調査総覧　地方公共団体（都道府県・市編）平成18年』　から作成注） 
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都道府県と市の別で見ると、都道府県で実施されている統計調査数は 901（74.4%）であり、都道

府県での統計調査実施数が多いが、分野別に都道府県・市の別を見ると、鉱工業分野のみ都道府

県よりも市の実施数が多く、市 46、都道府県 43 調査である。この分野の市実施調査は、工業統計調

査が多い。市の工業統計調査は、指定統計である工業統計調査の対象から除外された事業所につ

いて、工業統計調査を補充し、市における製造業の実態を把握する目的で行われている。労働・賃

金、生活・環境、鉱工業など、より地域に密着した分野では市で実施される調査が多く、福祉・衛生

分野、人口、商業・サービス業分野など、より基礎的な分野では、都道府県による調査が多い。 

②周期別の調査数 

周期別に統計調査を見ると、調査数が多いのは、5 年の 342（28.2%）、次に年の 280（23.1％）、

一回限りの 250（20.6％）である。 

分野別と周期別のクロス集計表から（表 4）、分野別に最も多い調査周期について見ると、生活・環

境とエネルギーは 1 回限りが 32.6%、100% と構成比が大きく、人口、家計・物価は毎月の調査が

77.8% 、62.2%を占めている。労働・賃金、鉱工業、企業・経営、教育・文化・科学、農林水産、金

融・財政分野は年ごとの調査が 34.6%、43.8%、30.4%、63.6%、69.7%、100.0%である。残りの福

祉・衛生、商業・サービス業、運輸・通信、建設・土地は 5 年の割合が高く、それぞれ 40.7%、57.4%、

55.8％、85.2％となっている。 

③都道府県別の調査数 

 図 1 は都道府県別の調査数を地図化したものである。図 1 のうち上図は市で実施している調査数を

地図化したもので、兵庫県、福岡県、大阪府は特に市で行われる調査が多く、そのほか、埼玉県、京

都府、愛知県などの政令指定都市がある都道府県において統計調査が多く実施される。全体的に

見ると、市で実施する調査数は西高東低の傾向があるが、これが市における統計調査実施の普遍的

傾向であるかどうかは、他年版の統計調査総覧を集計しなければ分からない。 

都道府県レベルで実施される調査数の分布を見ると（図中央）、関東、中部地方を中心とした地域

の調査実施が多い。 

下図は都道府県と市の調査数を合わせたものである。調査数が 50 より多いのは、新潟県の 69 調

査、大阪府の 71 調査、兵庫県の 74 調査、福岡県の 81 調査である。兵庫県と福岡県は都道府県で

実施される調査数（57 調査、52 調査）よりも市で実施される調査の方が多いという特徴がある。東北

北部や四国、中国地方、九州南部など都市部より遠い地域の統計調査数が少ない。 

④公表の種類別統計調査数 

公表の種類別に統計調査数を見ると、949 調査 78.4％は報告書による公表であり、多くの統計調

査について報告書が作成されている。次に内部資料として利用されるものが 122 調査 10.1%、自治

体媒体による公表が 56 調査 4.6％と続く。複数の公表方法が表示されている場合は、公表の区分が

上位のものを優先して集計している。ホームページによる公表が併用されている場合が多く、今後こ

の公表方法は増加すると考えられる。 

公表の種類と分野別の集計を見ると、報告書による公表以外では、商業・サービス業分野の調査

は内部資料として利用されることが多く、鉱工業では自治体媒体による公表が多い。また、労働・賃

金分野の統計調査は、他分野と比べマスコミによる公表が多い。 
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図 1 都道府県別の調査数の分布 

 

注） 『統計調査総覧 地方公共団体（都道府県・市編）平成 18 年』 から作成 

 

⑤統計主管課による統計調査 

 都道府県で実施された統計調査について、統計主管課とその他部署の統計調査実施数は、統計

主管課 183（20.3%）、その他部署が 718（79.7％）であり、その他部署が多い。 

 分野別に集計したところ（表 5）、人口、鉱工業、商業・サービス業、金融、財政、家計・物価につい

ては統計主管課が実施する調査が多く、基本的な分野の統計調査については統計主管課が、他の

分野については事業主管課が統計調査を実施している。 

 

都道府県別

調査数

<=  9

10 - 19

20 - 29

30 - 39

>= 40 

実施機関：都道府県

実施機関：市

実施機関：都道府県+市
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表 5 統計主管課と他課の分野別実施調査数  

 

⑥まとめ 

 地方公共団体における統計調査実施状況について、平成 18 年版の統計調査総覧を集計して概

観した。地方公共団体では、5 年間に 1,677 調査が実施されていることが確認でき、次世代育成ニー

ズに関する調査を除くと、調査数は 1,211 である。 

1,211 調査のうち周期調査数は 901 で、周期別には、5 年、年のものが多い。分野別に見ると、労

働・賃金、福祉・衛生、生活・環境などの生活に身近な分野の統計調査が多く実施されている。分野，

周期別に見ると、労働・賃金分野は年周期が、福祉・衛生や生活・環境などは 5 年周期の調査が多

い。 

地域別には、市実施の調査は兵庫県、福岡県で多く、都道府県では、都市圏以外に中部地方で

多く実施されていることが明らかになった。都道府県、市区町村のレベルを合わせてみると、東北北

部や四国、中国地方、九州南部など、都市圏から遠い地域では統計調査実施数が少ない。 

公表は報告書によるものが最も多く、およそ 80％の調査で報告書が作成されている。 

統計主管課では、人口、鉱工業、商業・サービス業、家計・物価等、基本的な分野の統計調査を

実施しており、都道府県における統計主管課の実施割合は約 20％である。 

 

３ 情報共有媒体としての統計ホームページ 

図 2 は地方公共団体における統計調査結果利用について、地方公共団体へのヒアリングや既往

文献の知見などからまとめたものである。図右の下向きの矢印は、第 1 節で述べた統計主管課が政

策に関わる部門に配置されてきた流れについて、少子高齢・人口減少社会の進展が統計データの

利用を後押ししていることを説明している。図左の上向き矢印は、第 2 節で分析した地方公共団体に

おける統計調査の実施について表している。本節では、図下半分に示した事業主管課、統計主管課、

政策企画部署の業務と統計データ利用の流れについて整理する。 

（１）地方公共団体における統計データ利用 

 地方公共団体には様々な部門が存在するが、ここでは大きく事業主管課、統計主管課、政策企画

部署に分け、それぞれにおける統計データ利用について整理する。 

政策企画部署（例：総合企画課等）では、政策策定業務において統計調査結果を現状把握のた

めに利用することが多い。具体的には、政策企画会議に利用するために、工業統計等統計調査結

果を用いて現状分析を行い、プレゼンテーション資料を作成するというのが典型的な例である。 

実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合

統計主管課 39 95.1 3 1.9 4 12.9 32 74.4 0 0.0

その他 2 4.9 156 98.1 27 87.1 11 25.6 48 100.0

合計 41 100.0 159 100.0 31 100.0 43 100.0 48 100.0

実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合

統計主管課 54 60.7 0 0.0 0 0.0 16 32.7 4 100.0

その他 35 39.3 76 100.0 1 100.0 33 67.3 0 0.0

合計 89 100.0 76 100.0 1 100.0 49 100.0 4 0.0

実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合

統計主管課 22 78.6 2 1.8 0 0.0 5 12.2 2 12.5

その他 6 21.4 111 98.2 162 100.0 36 87.8 14 87.5

合計 28 100.0 113 100.0 162 100.0 41 100.0 16 100.0
注1）『統計調査総覧　地方公共団体（都道府県・市編）平成18年』　から作成

その他家計・物価 生活・環境 福祉・衛生 教育・文化・科学

金融・財政エネルギー 企業・経営

鉱工業 建設・土地

商業・サービス業 運輸・通信

人口 労働・賃金 農林水産

 
注）  
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事業主管課では、政策企画部署との調整を行いながら、具体的な政策や施策を策定・実施する。

例えば、川崎市の商業観光課では、「商業振興ビジョン」の策定に当たり、まず統計主管課が実施し

た商業統計調査結果を利用し、地域商業の現況について把握する。その後、商業観光課で商店街

調査、個店調査、消費者調査、歩行者・自動車通行量調査など各種調査を実施し8、これらの調査

結果に基づき施策の策定を行ったとのことである。この例から施策策定前の現状把握のために基幹

統計等の既存の統計調査結果が利用されていることが分かる。 

 

 

図 2 地方公共団体と統計ホームページの現状 
（充実した統計データ公表・利用環境）

注）筆者作成 

統計主管課は政策に関わる部門に配置されつつあるが、現場では積極的に政策部門との連携を

行うというよりは、他部署の要請に影響を大きく受けることなく淡々と統計調査を実施し、結果を作成

することが主な役割であるとし、統計データ利用に関するアドバイスや提供の側面から連携を行って

いるとのことである。これは、統計主管課が基幹統計など国の統計調査や独自調査を適正に実施し

て、正確な統計データを作成することが主要業務であることによる。 

これらの部署の統計データの利用に関する位置付けについて整理すると、統計主管課が統計デ

                                                      
8地方公共団体では、予算縮減によりこのような独自の統計調査が減少している。 
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ータの管理を担当しており、事業主管課及び政策企画部署が統計データを利用する立場であるとい

える。三者間の統計データ受渡の仕組みについてヒアリングしたところ、統計部門のホームページ上

から担当者が必要な統計データをダウンロードするのが主な利用方法であるとのことであった。また、

必要なデータがホームページ上にない場合は、直接統計データを渡すなど統計主管課で利用に関

する相談を受けることもあるという。 

以上地方公共団体における統計調査結果の利用について、①統計データは政策や施策を検討

する際の現状把握のために利用される、②主に統計ホームページが統計データ授受の媒体として利

用される、の 2 点が明らかになった。 

（２）地方公共団体ホームページの管理 

 ヒアリングを行った山梨県、川崎市の統計主管課では、業務の一環として統計ホームページの管理

を行っているとのことである。また、他都道府県の統計ホームページについて確認すると、多くの統計

ホームページで統計主管課がその管理を行い、規模の違いはあるが、他課が実施した統計調査結

果の管理も行っているようである。 

山梨県の例について見ると、統計ホームページ「やまなしの統計」は、「最近公表した調査結果」と

「統計データバンク」から構成されている。前者は毎月公表している統計調査結果及び過去 3 年間に

公表した統計調査結果の概要と統計表が掲載されている。後者は昭和 40 年度から現在までの各分

野の統計表が時系列的に蓄積されている。また、「最近公表した調査結果」には、過去 3 年又は過去

3 回公表した統計調査結果が、12 項目に分類して掲載されており、「統計データバンク」は 20 項目に

分類・整理し、登録されている。前者には統計資料が 67、後者には統計表が 273 登録されている。 

（３）GIS 及び小地域統計データの利用 

 地方公共団体における GIS 及び小地域統計データの利用に関して、青木（2006）9は、宇治市に

おいて日常的に業務地図を扱っていないと考えられる非図面管理部門を対象として GIS 利用に関

するヒアリング調査を行っている。この調査では、業務情報と統計情報との重ね合わせによる分析（地

域的集計）について、児童福祉部門で自宅保育幼児の分布を調べてみたいとの要望や、介護保険

部門において介護度別対象者の空間的分布に小地域単位での男女別人口を重ね合わせ、要介護

度対象者の将来予測に役立てたいとの要望があることが述べられており、一見 GIS や統計地図を利

用する必要がないと思われる事業主管課においても、GIS を業務で利用したいという潜在的なニー

ズが存在することが明らかにされている。これらのニーズは、いずれも少子高齢化施策に関する要望

であることから、事業主管課における小地域統計データや GIS の利用は、少子高齢化社会への対

策に有用であると考えられる。 

さらに青木は、地域統計の存在が市町村の職員に十分認知されておらず、国勢調査について人

口、世帯数以外の多岐にわたる項目の集計結果があることや、町丁目や基本単位区という細かい空

間単位での集計結果が存在することが知られていないため、市町村内の各地域の分析を行うという

発想に至らないケースが多いと考察している。この地域統計への理解度の低さが、地図や GIS を使

った計画的利用への妨げになっていることから、GIS の機能や同時運用が可能な地域統計をめぐる

広報・教育が必要であるとしている。 

                                                      
9 青木和人「地方自治体の非図面管理部門における統合型 GIS の意義」『GIS-理論と応用』第 14 巻 2 号，2006
年 
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 統計主管課における GIS 及び統計の利用に関してヒアリングしたところ、GIS による統計地図の作

成について、その効果は理解しているが、GIS 利用技術の取得や手間の面で利用しにくいということ

であった。具体的には、統計主管課の業務として GIS を活用した情報を発信している例では、国勢

調査の地方集計に関する報告書に町丁字別の移動の統計地図を掲載し、庁内・外から好評を得た

が、地図を作成するための境界データは情報管理部局が管理していることから、国勢調査の集計結

果と範囲が異なる地域があるためデータの調整を行う必要があるなど手間がかかり、GIS の知識・技

術がある人が少ないため利用は限定的であることや、統計地図は分かりやすく有用であるため、市町

村への研修に無料の GIS ソフトを利用した統計地図作成方法について紹介しているがデータの管

理が簡単ではないため、現状では積極的に利用していないとの意見が聞かれた。 

以上から、地方公共団体における GIS 及び小地域統計データの利用について、事業主管課のう

ち、都市計画や上下水道部門など普段から図面を扱う図面管理部門ではない、住民登録、環境・福

祉、清掃、商工・観光などの非図面管理部門においても利用の要望があるが、統計データを管理し

ている統計主管課では、GIS の利用については消極的であることが明らかになった。 

（４）まとめ 

 地方公共団体におけるヒアリング内容のうち統計データ及び GIS 利用に関する内容について、以

下の 4 点に整理できる。 

① 政策策定に当たって統計データは現状を把握するために利用されている。 

② 統計主管課は積極的に政策に関わるというよりは、その相談窓口の役割を担っており、より確実な

統計調査の実施とその提供に尽力している。 

③ 統計主管課は統計ホームページの運営・管理も行っており、他課が実施した統計調査の公表も担

っている。庁内に向けて特別な情報共有の仕組みがあるのではなく、実質的に統計ホームページ

が統計データ共有の媒体となっている。今後統計データが増えていくと管理に手間がかかることが

懸念される。 

④ GIS は、統計主管課においては知識・技術がある人材が少ないため、それほど利用されておらず、

事業主管課では小地域統計や GIS 利用の潜在的なニーズがあるが、小地域統計の存在につい

て知られていない。 

 

４ 現状把握のための小地域統計データと GIS 
本節では小地域統計データや GIS を利用する利点について整理、考察し、地方公共団体におけ

る小地域統計地図共有の有用性について述べる。 

（１） 小地域統計データ及び GIS の利用で明らかになること 

①小地域統計データ 

図 3 は平成 17（2005）年国勢調査データを利用して、東京都区部における区別、江戸川区にお

ける町丁字別の高齢化率を地図化したもので、凡例は 2 図に共通である。江戸川区の高齢化率は

15.4%であり、2 番目に小さい階級に含まれることから、東京都区部では江戸川区の高齢化率が比

較的低いことが分かる。しかし、その内部について町丁字別の高齢化率を地図化すると、最も小さい

階級から最も高い階級までばらついて分布しており、江戸川区内の高齢化率が一様に低いわけでは

ない。このように小地域の統計データは集計地域単位が小さいため、その地域の特徴を明らかにす
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ることができる10。 

図 3 東京 23 区及び江戸川区における高齢化率の分布 

  

 

 注）平成 17（2005）年国勢調査より作成 

②GIS  

図 4 は平成 17（2005） 年国勢調査の町丁・字等別集計を利用した埼玉県における町丁字別の

人口密度の分布で、濃色に塗られた町丁字の人口密度が高い。この分布を見ると、南部から北部に

かけて、縞状に人口密度の高い町丁字が分布していることが分かる。右図は、同地域の鉄道路線図

であるが、これを重ね合わせると、鉄道路線沿いに人口密度が高い地域が集中していることが分かる。

GIS を利用すると、統計地図に鉄道路線等の公共施設の情報を重ね合わせることができることから、

統計データのみでは把握できない情報を明らかにすることができる。 

図 4 埼玉県における町丁字別の人口密度分布と鉄道路線図 

  注）平成 17（2005）年国勢調査より作成 

（２） 少子高齢・人口減少社会と小地域統計データ・GIS の有用性 

 今後の高齢化について、国連の 2008 年推計（中位推計）を見ると、主要国の中で日本の 65 歳以

上人口の割合は 2050 年まで第 1 位を維持し続ける。2010 年と 2050 年の 65 歳以上人口割合に

ついて、第 1 位から 3 位までを確認すると、2010 年の 65 歳以上人口の割合が高い国は、第 1 位は

日本の 22.57％、第 2 位はドイツの 20.47％、第 3 位はイタリアの 20.44％である。2050 年では、日

本は 37.84％であり、第 2 位は韓国の 34.20％、イタリアは第 3 位で 33.25％となる11。このように他国

よりも高い高齢化率が今後 40 年に渡って維持し続けると推計されている。 

少子高齢化に対して、様々な子育て支援策が地方公共団体や企業により実施されているが、これ

                                                      
10小地域の統計データについては、地域単位当たりの人口が小さいため、割合が極端に大きくなるという問

題がある。江戸川区については秘匿措置以外の町丁字で最も人口が少ないのは臨海町 6 丁目の 68 人であり、

このような問題がないことを確認済みである。 
11 佐藤龍三郎・石川 晃・別府志海「国連世界人口推計 2008 年版の概要」『人口問題研究』 第 65 巻第 3 号，

2009 年 
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らの成果により出生率が高く推移しても、50 年間で 2 割強（22.1%）の 2825 万人の人口減少が見込

まれている12。高齢化の進行に比較的長い期間を要した国では、高齢化社会に即した社会資本や

制度等を着実に充実することが可能であったが、わが国の場合には、急速な高齢化の進展とその水

準に対応した社会システムの整備や対策を短期間のうちに行わなければならない13。 

社会システムの整備や対策を短期間に実施する際には、地方公共団体の各部署や企業の担い

手が具体的な行動を起こせるような確かで把握しやすい情報を共有することが重要である。前項で述

べたように高齢化の様相は小地域で見ると偏在していることが明らかであり、この情報を用いることで、

地域の現状に即した施策を重点的に実施することができる。 

ここで、図 4 のように小地域の統計データと GIS を利用して作成した主題図を小地域統計地図と

し、その利点について整理する。 

①全体を俯瞰できる 

 小地域の統計データは小さな地域単位に集計されているため、市区町村別のデータ等と比較して

データ数が多く、表やグラフでデータを見るより、GIS を利用して地図化した方が全体を俯瞰でき理

解しやすい。 

②地理的分布傾向が把握できる 

 図 4 の埼玉県の人口密度分布を見ると、埼玉県では鉄道路線が多い東部において人口密度が高

く、さらに東京都心部に近い南東部において人口密度が高くなる傾向があることが分かる。このように

地図化することで、地理的な分布傾向を把握できる。 

③統計データを身近に感じられる 

 鉄道路線図や駅、学校などの公共施設データと重ね合わせることができるため、普段生活で利用

する施設等と合わせて統計データを見ることができ、身近な地域の情報として統計値を見ることがで

きる。 

④経験知と統計値の融合可能性 

 地域の現場で働く人は、既にその地域における業務上の経験知を持っている。このような経験知と

統計値を融合できるので、業務上の経験知をより客観的に把握できる。 

今後は地域に即した施策を実施する必要があり、小地域統計地図は以上に示す利点があることか

ら、施策を検討するための現状把握の材料及び共有情報として有用である。 

さらに、GIS は地図を作成するだけではなく、位置の情報を利用してより高度なデータ処理が行え

る。地方公共団体の施策に利用可能な例として小地域の将来人口推計も今後重要な利用方法にな

ると考えられるため、以下に簡単に紹介する。 

図 5 は、東京都区部において今後高齢化すると思われる地域を把握するために、国勢調査の町

丁・字等別の年齢 5 歳階級別人口データをカーネル密度推定により平滑化し、その結果をコーホー

ト変化率法により、年齢 5 歳階級別に推計した結果による 2020 年の高齢化率の分布である。14 

カーネル密度推定は、地域内の観測点での観測値を用いて、観測点でない他の地点の値を推定

                                                      
12 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成 18 年 12 月推計）[出生高位・死亡低位推計] 
13 京極高宣・高橋重郷『日本の人口減少社会を読み解く最新データからみる少子高齢化』中央法規，2008 年 
14 (財) 統計情報研究開発センターの自主研究会「GIS プロジェクト研究会」の成果である。 
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する空間的補間の一技法である15。 

図 5 小地域の将来人口推計結果による高齢化率（2020 年） 

注）平成 7（1995）,12（2000）,17（2005）年国勢調査より作成 

鉄道路線（あるいは駅）からの距離が遠い相対的に不便な地域において高齢化率が将来高くなる

ことが分かる（図中黒丸）。市区町村よりも小さい地域において将来人口推計16が行われれば、事業

主管課において必要な施策を具体的に検討することが可能となると考えられる。 

 

５ 小地域統計地図の共有に向けて 

前節では、少子高齢化社会に対する施策策定に当たり、小地域統計地図の共有が有用であると

述べたが、地方公共団体へのヒアリングなどから現時点では小地域統計データが利用されていない

ことが明らかになった。小地域統計データの存在そのものが施策策定担当者に知られていないことに

加えて GIS・小地域統計利用に関する知識及び技術についても知られていないためである。第 3 節

で確認したように、地方公共団体における統計データ利用に関する窓口は統計ホームページである

ことから、小地域統計データの利用促進に向けては、統計ホームページに小地域統計地図が掲載さ

れることが効果的であると思われる。しかし、統計ホームページに小地域統計地図を掲載するために

は、統計主管課で統計地図を作成する必要があり、この統計地図の作成は、統計ホームページの管

理の手間が増大している上にさらに負担を増やすことになり、結果的に統計調査業務の環境を悪化

させる可能性があるため、統計データ利用の促進にとって望ましくない結果になりかねない。小地域

統計データが利用されるために検討すべき点について以下に述べる。 

① 統計ホームページをデータ共有の場所として捉える 

統計ホームページは統計情報に関する知識のみを提供する場所ではなく、庁内及び庁外への統

計データ提供の手段となっていること、また、他課の統計データや過去の統計調査結果のアーカイブ

としての役割を担っており、その役割は今後一層重要になると考えられる。その一方で、地方公共団

体で公表されている統計調査数は多く、その管理・運営は今後も負荷を増していくと考えられることか

ら、統計ホームページをデータ共有の場として捉えなおし、多様な種類の統計データの整備ルール

や管理方法、データ形式などについて検討する必要がある。 

また、データの共有に際しては、一般に公開すべき統計データと庁内のみで共有する統計データ

                                                      
15山下潤「データマイニング」村山祐司・柴崎亮介編『GIS の理論』朝倉書店，2008 年 
16 この高齢化率は、平滑化パラメータを変更することで変化する性質のものであり、高齢化率の数値そのものを得る

というよりは、相対的に高齢化が進む地域について把握するものである。 
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を検討する必要がある。住民には公開できないが、庁内で情報共有することにより、業務の効率化が

図れる場合もあると思われる。統計調査結果の管理運営・利用方策についての検討が望まれる。 

②小地域統計地図の共有 

 小地域統計データの存在について、地方公共団体の施策策定担当者が情報を得られるようにする

には、小地域統計地図を統計ホームページに掲載することが効果的であると考えられる。具体的に

は、国勢調査の小地域統計データの主な項目について、都道府県では都道府県全域の、市区町村

では市区町村内の小地域の統計地図を作成し、PDF 形式で保存することにより、誰でも身近な地域

の高齢化などの現状を把握できる。このためには、GIS の入門者でも統計地図を作成できるように、

小地域統計地図作成方法の基本的なルールについてまとめる必要がある。 

 

③多種多様な統計データの管理システムの検討 

 一般に GIS ソフトウェアはファイルの管理が煩雑で、時系列情報を含む多種類の統計データ管理

が容易ではない。統計調査集計結果の利用及び管理に特化した GIS システムについて検討するこ

とが有用である。例えば、各事業主管課の統計データ作成について基本的な形式を定めた後、時期、

地域単位、調査名、実施課などの基本的なメタデータを作成し、メタデータの登録と元の統計データ

をフォルダにコピーするだけで、統計地図の作成及びホームページ上への登録が簡単にできるシス

テムなどが考えられる。 

図 6 小地域統計データ・GIS 利用案 
（今後の高齢化・人口減少社会を乗り切るために）

注）筆者作成 
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④小地域統計データから得られる知見の蓄積 

 町丁字などの小地域で高齢化率を見ると、30～50％と大きな値を示す地域も多い。これらの高齢

化率がどのような実情を表しており、その施策として何が有用であるかということについて地域ごとに

知見を蓄積する必要がある。高齢化率のみではなく、世帯や住宅など他の項目についても同様であ

る。また、小地域統計データと社会施設との関係について、知見を整理する必要がある。例えば、民

営借家には単身世帯が多く駅から近い地域でその割合が高いことや持家世帯は親族世帯が多く、

比較的駅から遠い地域に多いなどの傾向があることが経験的に知られている。小地域統計地図が利

用される際に、このような基本的な知見が整理され、容易に参照することが可能ならば、より適切な施

策策定が可能となる。得られた知見や実施した施策を共有する仕組みも今後の検討課題として挙げ

ることができる。 

⑤小地域統計地図共有の是非について 

 小地域統計地図が一般に公開されることについて、犯罪への悪用や地価への影響なども考えられ

る。小地域統計地図を共有するためには、その是非について様々な立場による議論も必要であろう。

まず庁内だけで試験的に公開、共有し、その後段階を追って庁外への公開を行うなども考えられる。

ネガティブな情報の公開事例としては、警視庁の犯罪発生マップがある。これは軽犯罪の発生状況

をカーネル密度推定で平滑化し、その分布をインターネット上で公開したものであり17、地域の防犯の

ための情報共有を目的としている。小地域統計地図も平滑化した結果のみ一般公開するなども考え

られるが、情報の精度が落ちるなどの問題点もあり、そのような結果の見方についても議論が必要で

ある。 

 

おわりに 

 本稿では、小地域統計データの認知度を上げるための一例として、小地域統計地図を作成し、地

域の情報として共有することを提案した。これに付随して、共有のために必要な技術的な課題、地方

公共団体における統計データの管理・運営など統計データ利用の仕組み、統計地図作成方法など

小地域統計地図・ＧＩＳ利用にかかる普及啓発や教育、既存データから得られる知見の整理及びそ

の政策への応用方法、情報を共有することに対するリスク管理など様々な側面からの検討が必要で

あること明らかになった。これらについては、調査を重ね、実情に沿うものを検討することが望ましい。

また、施策策定担当者などが小地域統計データや GIS に触れる機会をサポートする仕組みが求めら

れる。 

 1848 年、ジョンスノウは、コレラが大発生した地区にて患者発生状況の調査を行い、コレラ患者と井

戸の分布の地図を重ね合わせて、両者の因果関係を解明し18、行政がこれに従い問題の井戸を閉

鎖したため、流行の蔓延を防ぐ事ができた。小地域統計データや GIS を利用して小地域統計地図を

作成することは、社会を「見える化」するための手段の一つである。社会システムの整備や対策に、そ

の情報を利用するための方策を検討することが望まれる。 

                                                      
17 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/toukei/yokushi/yokushi.htm（2009/12/25 現在） 
18 村山祐司『地理情報システム』朝倉書店，2005 年 
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地方自治体の観光政策と観光統計※ 

 

阪南大学経営情報学部 御園謙吉 

 

はじめに 

１ 観光立国・立県と観光政策 

２ 国土交通省・観光庁による観光統計の整備 

３ 都道府県における観光統計の現状 

むすび 

補論 和歌山県統計課の取組：統計情報全般の取扱いに関する整備 

 

はじめに 

小泉政権下、観光立国懇談会が 2003 年 1 月に設置されて以降、観光振興が重視されるようになり、

2005 年からは観光統計の整備が始められた。小泉内閣では同時に地域再生・地域経済の活性化の

ための諸施策が打ち出されてきた。そして観光が地域振興の重要な施策として関連条例が策定され

るにいたっている。 

他方、施策立案・実行とその検証に統計データあるいは関連指標は不可欠になっているが、地方

についてはセンサス以外のものは使用に耐えないものが多い。こと観光統計については国レベルでさ

えも他の先進国と比して体系整備が遅れている状況であり、2005 年以降、全国統一の視点で整備・

充実が図られてきている。地方においては、もちろん濃淡があるにせよ未整備・不十分ゆえ、自治体

によってはそれを根本的に改善すべく努力が数年前からなされ始めているところもある。 

2007 年より全国統一基準で開始された観光庁「宿泊旅行統計調査」は、2 回の予備調査を経て行

われているものであるが、現在（2009 年度）も検討・改良中であり、また、観光消費額の計測について

も全国統一基準を定めて 2010 年度より実施しようとしているところである。 

本稿は、成熟化・高齢化・人口減少社会である我が国において「地域活性化」のひとつの要となり

うる観光振興について、関連データは不十分あるいは信頼性で問題があり、それゆえ充実・改善され

つつあるという現状を地方レベル（都道府県）で具体的に確認しながら、ありうべき方向を探ろうとする

ものである。 

 

１ 観光立国・立県と観光政策 

（１）観光立国推進基本法と観光立国推進計画 

 2003 年 1 月に設置された観光立国懇談会は観光立国への戦略を総合的に確立することを唱え、

それを受けて施策推進のために設置された観光立国関係閣僚会議は同年 7 月に「観光立国行動計

画」を発表した。そして翌 2004 年には計画実行を目的とした観光立国推進戦略会議が設置され、同

年 5 月から 2008 年 3 月までの 4 年弱の間に 13 回開催された(座長は、牛尾治朗・ウシオ電機株式

                                                      
※本稿は、文部科学省科学研究費補助金プロジェクト『地域経済活性化と統計の役割に関する研究』（基

盤研究 B、2006-2009 年度、課題番号 14330042、研究代表・菊地進立教大学教授）の成果の一部である。 
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会社代表取締役会長) 。途中第 5 回会議(2004 年 11 月)で明確に競争原理を打ち出した「観光立

国推進戦略会議報告書」を発表した。 

その 2 年後の 2006 年 12 月、観光を日本の重要な政策の柱として明確に位置付けた観光立国推

進基本法（以下、「基本法」）が成立した（2007 年 1 月１日施行）。基本理念は、地域住民が誇りと愛

着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行を

促進することが、豊かな国民生活の実現のために特に重要というものである。この全 27 条中は「地域」

という言葉が 10 か所登場する。これは人口減少下での地方の疲弊とその活性化を意識したものと言

える。 

この基本理念にのっとり、第 3 条で国は観光立国の実現に関する施策を総合的に策定し実施する

責務を有する、として国の責務を規定した。続く第 4 条で地方公共団体についても、「区域の特性を

生かした施策を策定し、及び実施する責務を有する」ものとした。そして第 10 条では観光立国の実現

に関する施策推進のために「観光立国推進基本計画」を策定することが定められた（以下、「基本計

画」）。また－後述のように観光統計の整備をするにあたって 2005 年から懇談会で検討されていた

が－、第 25 条で「国は、観光立国の実現に関する施策の策定及び実施に資するため、観光旅行

に係る消費の状況に関する統計、観光旅行者の宿泊の状況に関する統計その他の観光に関する統

計の整備に必要な施策を講ずるものとする。」と規定した。つまり、観光立国の実現のために計画を

策定し、各種の統計調査を実施することを定めたのである。 

 「基本法」に基づいた「基本計画」は、第 9 回観光立国推進戦略会議(2007 年 6 月 1 日)において

案が出され、 6 月 29 日に閣議決定されたものである。基本方針を一言で言えば、国内外旅行と訪日

旅行を拡大して観光を発展させ、活力に満ちた地域社会を実現し、ひいては、「国際社会における

名誉ある地位の確立のため」に平和国家日本のソフトパワーの強化に貢献する、である。 

計画期間は 5 年で、その間の達成すべき目標が、「旅行を促す環境整備や観光産業の生産性向

上による多様なサービスの提供を通じた新たな需要の創出等を通じ、国内における観光旅行消費額

を平成 22 年度までに 30 兆円にすることを目標とする。【平成 17 年度：24.4 兆円】」などと明確に示さ

れ、観光統計および関連データが不可欠のものになっている。 

また、2008 年 5 月に「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」（略

称：観光圏整備法）が全会一致で成立した（7 月施行）。これは「基本法」が「国際競争力の高い魅力

ある観光地の形成」による地域の活性化をめざしていることが背景にあるが1、単独の観光地での取

組には限界があるので複数の観光地が連携することによって、観光旅客の来訪・滞在を促進しようと

するものである。 

（２）観光庁の発足 

2008 年 4 月、国土交通省設置法などを一部改正し、観光庁を同年 10 月に発足させることが決定

した。その背景は、第 1 に、観光交流拡大に関する外国政府との交渉を効果的に行う、第 2 に、観光

立国に関する数値目標の実現のため主導権を発揮して、関係省庁への調整・働きかけを強力に行う、

第 3 に、政府が一体となって取り組むこととともに、地方公共団体・民間の観光地づくりの取組を強力

                                                      
1 「観光圏整備法の枠組み・イメージ」http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/pdf/0000204
30.pdf。なお、本稿で示した URL は、断りがない限り 2009 年 10 月 30 日現在でも掲載されていること

を確認したものである。 



- 51 - 

に支援することが必要であることから、観光立国を総合的かつ計画的に推進することである2。見られ

るように、「数値目標」と「地方支援」が注目される。 

発足の 3 ヶ月後、2009 年 1 月に「基本計画」の目標を達成するため当面の目標や具体的な施策と

そのスケジュールを示した「観光庁アクションプラン」を策定した（4 月に改訂）3。 

（３）観光振興条例 

国と同様、地方でも観光振興のために条例を制定し、それに基づいて観光振興計画を策定する

都道府県が相次いでいる。表１は、2009 年 10 月現在、観光に関する条例を制定・施行している都道

府県と条例概要を示したものである。 

まず、観光立国推進基本法が成立した 2006 年 12 月 13 日以降の「制定・施行ラッシュ」が見てと

れる。特に 2008 年以降、17 道県中、11 が制定・施行している。近畿地方だけは現在（2009 年 10 月

時点）でも 1 府県もないが、和歌山県では 2008 年 12 月に「観光振興に係る条例案検討会」を設置し

て議員提案による政策条例として和歌山県観光振興条例（仮称）の制定に取り組んでおり4、2009 年

1 月には三重、奈良、和歌山三県の県議会議員が話し合う「第二回紀伊半島三県議会交流会議」に

おいて、和歌山が作成しつつある「観光振興条例」の情報を三重と奈良にも提供し、各県議会で推

進することを決定している5。 

表中、「計画策定」は、その条項に基づいて観光振興計画を策定することを定めていることを示す。

「統計調査」他も同様である。見られるように、ほとんどが振興計画の策定とそれを実行するための財

政措置を講じることを定めている。また、観光に関する調査を行ってその結果を公表すること、さらに

は、振興計画期間の中間年や最終年度において計画の実施状況または成果を取りまとめて議会に

報告することなどを義務付けている自治体が多い。6 

ここでは、「計画」から「財政措置」まで全て定められており、かつ、「統計調査」と「成果報告・行政

評価」が同じ条項にある岩手県の条例（番号 15）を見よう。第 10 条で「県は、観光振興の施策を総

合的かつ計画的に推進するため、観光振興に関する基本計画を定める」として、第４条で定めた「県

の観光振興の施策の推進を行う」という県の責務を果たすため、より具体的に規定する。 

そして次の第 11 条で、まず「県は、観光に関する基礎的な調査を実施し、その結果を観光振興の

施策に活用するものとします。」とし、続いて「２ 県は、毎年度、観光振興の施策について評価を行い、

その結果を公表するとともに、翌年度以降の観光振興の施策の推進に当たって、適切にこれを活用

するものとします。」と規定して、調査・データに基づいて政策評価を行い、それを以後の施策実行に

活用していくことを定めている。 

最後に第 12 条で（第 13 条は「その他」）、「県は、観光振興の施策を推進するため、体制を整備

するとともに、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。」として実効性を保証すべく財政

面で規定している。 

 

                                                      
2 「観光庁設立の経緯」http://www.mlit.go.jp/kankocho/about/setsuritsu.html 
3 「観光庁アクションプランについて」http://www.mlit.go.jp/kankocho/about/actionplan.html。 
4 「和歌山県議会だより」（平成 21 年 2 月定例会号）http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/200100/w
ww/html/kouhou/2102/web/teian.html 
5 「伊勢新聞 Web ニュース」http://www.isenp.co.jp/news/20090130/news04.htm 
6 わずか 3 条の「しまね観光立県条例」を除いて、これらの 4 項目の他は条例の目的から始まり、基本

理念、県・市町村・関連団体・県民等の責務・役割、推進体制を定めているものが多い。 
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（４）都道府県の観光振興計画と数値目標 

 「基本法」に基づいて「基本計画」を策定した国と同様、都道府県では観光振興条例に基づいて

「観光振興計画」を策定している。それは、「基本計画」の「第４ ４．地域単位の計画の策定」で、「こ

の基本計画を踏まえ、各地域においても観光振興についての基本的な方針や目標等を定めた、行

政区域を越えた広域的なものを含む様々なレベルの地域単位の計画を策定することが望まれる。」に

こたえているものでもある。 

ただし、鹿児島県のように計画を策定するのではなく、条例で定められた「基本方針」を策定する

場合もある。「基本方針」といっても、「基本的な考え方」、「現状と課題」、「目標」、「施策」、「推進体

制」が盛り込まれており7、「計画」と実質的な違いはない。 

また、観光振興の「条例と計画」の策定状況を示した表２に見られるように、条例を制定せず計画を

策定する都道府県も多い。その場合、おおむね「和歌山県観光振興アクションプログラム」のように、

県の長期総合計画が示す基本的な方向に沿って取り組む実施計画として策定される8。 

                                                      
7 「『観光立県かごしま県民条例』に基づく基本方針（骨子案）についての意見募集」http://www.pref.k
agoshima.jp/sangyo-rodo/kanko-tokusan/kanko/houshin/kihonnhoushin.html 
8「アクションプログラム２００９の概要」http://www.pref.wakayama.lg.jp/chiji/press/210423/210423
_1.pdf 

表１　観光に関する条例を制定している都道府県

番号 条 例 名 施 行 日
計画
策定

統計
調査

成果報告
・行政評価

財政
措置

1 沖縄県 沖縄県観光振興条例 1980年3月1日 第7条 第7条 － 第25条

2 北海道
北海道観光の
くにづくり条例

2001年10月19日 第8条 第7条 － 第9条

3 高知県 あったか高知観光条例 2004年8月6日 第3条 第12条 第10条 第13条

4 長崎県 長崎県観光振興条例 2006年10月13日
第10条
･第13条

第9条
第11条

(実施状況)
第16条

5 広島県
ひろしま観光立県
推進基本条例

2007年1月1日 第7条 － － 第8条

6 岐阜県
みんなでつくろう観光王国
飛騨・美濃条例

2007年10月1日 第16条 － 第17条 －

7 島根県 しまね観光立県条例 2008年3月21日 － － － －

8 千葉県
千葉県観光立県の推進
に関する条例

2008年3月28日 第9条 第18条 － 第19条

9 愛知県 愛知県観光振興基本条例 2008年10月14日 第9条 －
第9条

(実施状況)
第17条

10 富山県 元気とやま観光振興条例 2008年12月22日 第7条 第15条
第18条

(実施状況)
第17条

11 熊本県
ようこそくまもと
観光立県条例

2008年12月22日 第8条 －
8条

(実施状況)
－

12 新潟県 新潟県観光立県推進条例 2009年1月1日 第10条 第8条 － 第11条

13 鹿児島県
観光立県
かごしま県民条例

2009年4月1日 第8条 第19条 第9条 第20条

14 徳島県
もてなしの阿波
とくしま観光基本条例

2009年6月25日 第10条 第17条 第10条 第18条

15 岩手県
みちのく岩手
観光立県基本条例

2009年7月1日 第10条 第11条 第11条 第12条

16 鳥取県
ようこそ鳥取県
観光振興条例

2009年7月3日 － 第9条 － －

17 神奈川県 神奈川県観光振興条例 2010年4月1日 第15条 第18条 － 第20条

注2)鹿児島県(番号13)の「計画」は、「目標値を含む基本方針」。

注3)神奈川県(番号17)は、2009年10月16日制定。施行日は2009年10月時点では「予定」。

都道府県

注1)観光庁ＨＰ「都道府県における観光振興条例の制定状況」
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さらに、条例も計画も制定されていなくても福島県のように、「県や県内のゴルフ事業者が韓国のゴ

ルフ客誘致活動を積極的に実施してきたことにより、本県のゴルフツアー先としての認知度は確実に

定着しつつある。」9と自負するところもある。同様に「プログラム」として計画されたものではないが、和

歌山県では 2007 年、フランス・ミシュラン社の旅行ガイドブック「日本ガイド」初版の発刊にあたり、そ

れに高野・熊野地域が紹介されることでフランス語圏からの観光客増加が期待されるとして、同社の

記者を招請し同地域の取材を支援している10。 

                                                      
9 福島県観光交流課「20 年外国人ゴルフ客数」http://www.pref.fukushima.jp/kanko/stat/H20-gaikoku-
golf.pdf 
10 和歌山県広報室「わかやま県政ニュース」http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?
sid=4680。そして三ツ星がつけられた結果、欧米を中心に宿泊客が大幅に増加した（「平成 19 年 和歌山

県観光客動態調査結果」http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/7921_0.pdf）。 

表２　都道府県の観光振興計画策定状況(2009年9月現在）

番
号

都道府県
条
例

振興計画・戦略
策定年月または

計画期間等

1 北 海 道 有 北海道観光のくにづくり行動計画(第2期) H20.3；H20-24年度

2 岩 手 県 有 岩手県観光振興基本計画（仮） 策定中

3 宮 城 県 みやぎ観光戦略プラン H18.12；H19-22年度

4 秋 田 県 秋田花まるっ観光振興プラン H17.10；H12-22年度

5 山 形 県 やまがた観光振興プラン H18.3；H18-22年度

6 茨 城 県 茨城県観光振興基本計画 H18.4；H18-22年度

7 群 馬 県 はばたけ群馬観光プラン H20-24年度

8 埼 玉 県 埼玉県外客来訪促進計画 H19.3；H19-22年度

9 千 葉 県 有 観光立県ちば推進基本計画 H20.10；H20-24年度

東京都外客来訪促進計画 H17.12

東京都観光産業振興プラン H19.2；H19-23年度

11 神 奈 川 県 有 観光かながわグランドデザイン H21.3；10年後を見据える

12 新 潟 県 有 新潟県観光立県推進行動計画 H21.4；H21-24年度

13 石 川 県 新ほっと石川観光プラン H17.3；目標年次H26年

14 福 井 県 新ビジットふくい推進計画 H21.2；H21-25年度

15 山 梨 県 山梨県観光振興基本計画 H20.2；H19-22年度

16 長 野 県 「観光立県長野」再興計画 H20.2；2008-12年度

17 静 岡 県 観光しずおか躍進計画後期行動計画 1998.8；2005-10年度

18 愛 知 県 有 愛知県観光基本計画 H9.3；1997-2010年度

19 三 重 県 三重県観光振興プラン H16.11；H16-25年度

20 滋 賀 県 新・滋賀県観光振興指針 H16.11；H21-25年度

21 京 都 府
「生活共感・感動創造」
京都観光戦略プラン

H19年度

22 兵 庫 県
ひょうごツーリズムビジョン
～後期行動プログラム～

H18.4；H18-22年度

23 和 歌 山 県
和歌山県観光振興
アクションプログラム2009

（各年度プラン）

24 島 根 県 有 しまね観光アクションプラン H21.7；H21-23年度

25 岡 山 県 岡山県観光立県戦略 H20.10；H21-25年度

26 広 島 県 有 ひろしま観光立県推進基本計画 H20.3；H20-25年度

27 高 知 県 有 高知県観光ビジョン H17.3；H17-21年度

28 長 崎 県 有 長崎県観光振興基本計画 H19.10；H19-22年度

29 熊 本 県 有 ようこそくまもと観光立県推進計画 H20-23年度

30 宮 崎 県 宮崎県観光・リゾート振興計画 H17.3；H17-26年度

31 沖 縄 県 有 沖縄県観光振興基本計画 H14.5；H14-23年度

注1)各都道府県ＨＰより作成。

注2)条例欄の「有」は、観光振興条例の有無。

10 東 京 都
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表２は、各自治体のホームページから得られる情報にのみ基づいたものである11。2006（H16）年か

ら 2009（H21）年にかけて策定され、計画期間が 4、5 年のものが多いことが見受けられる。和歌山県

のように毎年公表するものはもちろん、期間がかつての総合計画のように長くないのは、社会経済情

勢の変化があまりに目まぐるしくなってきているためであろうが、多くの場合、「目標数値」が具体的に

設定される。これは「観光統計の整備・充実」に関わる重要な点である。 

この点については、まず、次の点を指摘しておこう。観光入込客数、外国人旅行者数、宿泊者数、

観光消費額および観光波及効果の 5 項目（あるいは観光波及効果を含めない 4 項目）について、い

つまでにどれだけ、と設定しているだけ、あるいは、これらに「コンベンションの開催件数」、「観光ボラ

ンティア数」などの副次的指標を付け加えただけの都道府県も多いということである。 

これらの他に、例えば北海道では「道外観光客が道内観光に際し食事において満足したとする割

合」、「体験型観光を目的として訪れる道外観光客の割合」などを設定している12。 

また、「岡山県観光立県戦略」では、日本の総人口が減少する中で宿泊者数を増やすためには、

宿泊数を増やすことに加えてリピーターを増やす取り組みが必要としている。しかし、リピータ

ーの割合を調査した定期的な指標がないので今後整備する、とのことである。13 

佐賀県には「計画」はないが、2007 年 11 月策定の「佐賀県総合計画 2007」の施策分野ごとの

取組実績を公表する際、「主な取組と成果」として「観光客の誘致促進」では、その指標として宿

泊観光客数とロケ地誘致本数があげられている。14 

 

２ 国土交通省・観光庁による観光統計の整備 

前述の観光立国関係閣僚会議「観光立国行動計画」（2003 年 7 月）では、観光統計の充実を図る

ため、2003 年度より「旅行・観光消費動向調査」を承認統計として実施することが具体的に計画され

た15。また 2004 年 11 月の観光立国推進戦略会議「観光立国推進戦略会議報告書」は、観光先進国

であるスペインが実施している統計を指摘しながら「国・地域、民間団体は、各産業、地域の効果的

な観光戦略を策定することができるようにするため、観光統計の体系的な整備を促進する。」16と提言

した。ただ、これら以前の 2002 年 8 月、国土交通省航空局飛行場部 建設課長（前:内閣府政策統

括官 企画官）税所朗氏は次のように述べている。 

「経団連が平成 12 年に出されました提言におきましても、国の責任でもって観光統計の統一化を

図るべきだといったことが謳われています。やはりこういう統計の統一化とかそういったものは、権力を

もってしてやらないと正直言ってなかなか進みません。ただ権力を行使すれば済むかというとそうでは

ありません。やはりそれなりの相手側の協力が必要でございまして、後で出て参りますけれども、こうい

った統計を整備する地方公共団体あたりにメリットを理解してもらわないと正直言ってなかなか進まな

                                                      
11 ホームページからの情報収集は見落としがあり得る一方で、すでに中断、廃止されている計画等が削

除されずに残っている場合がある。 
12 「北海道観光のくにづくり行動計画（平成 20 年 3 月）」http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/252-
kodo_keikaku/kodokeikaku200328.htm の「進捗状況」p.3。 
13 http://www.pref.okayama.jp/file/open/1259481484_159758_26070_85977_misc.pdf (PDF-p.37) 
14 http://www.pref.saga.lg.jp/web/var/rev0/0034/6869/25.1kankou.pdf 
15 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kanko2/kettei/030731/keikaku.pdf（PDF-p.9） 
16 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kanko2/suisin/dai5/041130houkoku.pdf （PDF-p.21） 
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い。」17 

このように、2003 年 1 月の観光立国懇談会発足前後から地方を含めた観光統計の整備が意図さ

れていた。そして、従来の観光統計は官民の様々な主体が各々の手法・目的で統計を作成している

ため包括的な統計が存在しない、作成上の統一的な基準がないなどの問題点があり、観光統計が観

光政策の立案や検証に十分活用できていないのが現状、との認識から、国土交通省で 2005 年 5 月

から「観光統計の整備に関する検討懇談会」（座長：山内弘隆一橋大学大学院商学研究科教授）が

開催され、本格的に観光統計の整備充実（の構想）が進み始めた18。4 回の会合をへて同年 8 月、

「我が国の観光統計の整備に関する調査報告書」を発表した。そこでは「早急に取り組む」事項として、

①宿泊統計の速やかな整備、②都道府県別観光統計の整備に向けた取り組み、③外国人旅行者

に関する統計の整備に向けた取り組み、があげられた。 

その結果、①については 2006 年 2 月に宿泊旅行統計調査の第 1 次予備調査、同年 6 月に第 2

次予備調査が実施され、2007 年 1 月から本調査が始められた。これにより都道府県単位で比較可能

な稼働率、宿泊者数等のデータが得られるようになった。 

これは観光関連統計において中心的なデータであり、他の分析を行うための基盤となるものである。

秋田県、千葉県、大分県の 3 県を対象とした第 1 次予備調査の結果から、従業者数 10 人以上の施

設に全宿泊者の 83％、外国人宿泊者の 97％が宿泊していることなどから、本調査の調査対象は従

業者 10 人以上の施設とした。しかし、都道府県によっては従業者 10 人未満の施設の比重が高い場

合もある。例えば長崎県では、ビジネスホテルと民宿の収容人数はほぼ同じであり、かつ、民宿の数

は 2005 年から 2007 年にかけて増加している19。 

また、「基本計画」（2007 年 7 月）の「観光に関する統計の整備」の項で「旅行・観光消費動向調査」

他の各種調査の調査項目の追加など更なる充実のための検討を行って 2008 年度または 2010 年か

ら実施することが個別具体的かつ詳細に述べられている。特に、観光旅行者に関する統計について

は、都道府県の現行のものを踏まえつつ地方公共団体が採用可能な共通基準を策定して平成 22

年に調査の実施を目指すこととされている20。 

この入込客数・観光消費額については都道府県間で調査方法が異なるため比較が難しいので

「統一基準」を作成する必要がある。そこで国と地方が役割分担をして調査主体となる都道府県、市

町村の負担をなるべく少なくしつつ、調査の信頼性を確保できるような「ガイドライン（案）」を作成した

（2008 年 4 月）21。これに基づき、新潟県と岡山県で 2008 年 11 月および 2009 年 2 月にパラメータ・

観光消費額調査を実施した（2009 年度にはそれが 11 都道府県に拡大された）。 

                                                      
17 日本観光研究学会 第 25 回研究懇話会(2002 年 8 月)「観光分野における経済活性化戦略」http://www.
jitr.jp/japanese/discussions/0208.htm 
18 内閣府経済社会統計整備推進委員会は翌 6 月、「政府統計の構造改革に向けて」を発表し、この懇談会

で「速やかに、（中略）観光統計のあるべき姿を策定した上で、平成 18 年度を目途に必要な統計調査を

行うなど観光統計の体系的な整備を進める必要がある。」とした。http://www.keizai-shimon.go.jp/speci
al/statistics/promote/report.pdf（PDF-p.18) 
19 「長崎県観光統計 平成 19 年」http://www.nagasaki-tabinet.com/public/statistics/data/01/text.pdf
（PDF-p.37,38） 
20 以上は国土交通省 HP「我が国の観光統計の現状」http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/statisti
cs.html、「我が国の観光統計の整備に関する調査報告について」http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/0
1/010819_.html を参照。 
21 「観光統計の整備に関する検討懇談会 中間とりまとめ」http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/arch
ive/pdf/toukeihoukokusho2008.pdf（PDF-p.29） 
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そして 2009 年 3 月、「観光統計の整備に関する検討懇談会」の 3 分科会すなわち宿泊旅行統計

分科会、観光入込客統計分科会、観光消費額統計分科会がそれぞれ報告書を発表し、2010 年度

からの全国統一基準での調査実施に向けて最終段階に入った。 

なお、TSA については観光消費額統計分科会が次のように述べている22。まず旧国土交通省総合

政策局で 2000 年度来 TSA の導入が検討され、2003 年度から承認統計として「旅行・観光消費動

向調査」を実施して、それをベースとした TSA を作成していたが、TSA 導入国として国際的に位置づ

けられるに至っていない。したがって「基本計画」においても 2010 年までに TSA を本格導入することと

しており、それにあたっては、第３表（海外旅行における国外支出）、第９表（観光集合消費）を除く全

表を作成し、SNA との連携における課題等を明らかにし、新たな TSA マニュアルを作成した 23。  

また、内閣府統計委員会も「観光に関する統計整備」（2008 年 6 月 27 日）で、「国内経済における

観光の重要性の評価するためには、国際比較が可能となるような形で観光統計をまとめることが望ま

しい。SNA1993 において観光サテライト勘定（TSA）の考え方が導入されると、1980 年代から研究を

進めていたカナダ統計局は、いち早く 1994 年に推計結果を公表し、続いてフランス、メキシコ、ニュ

ージーランド、ノルウェー、ポーランド、シンガポール、スウェーデン、米国などが推計や試算を行って

いる。これらの国に比較して、わが国は国際的に遅れている状況にある。」と指摘している24。 

 

３ 都道府県における観光統計の現状 

 上述の、統一的でなく施策立案等に活かされていないという従来の観光統計の問題を地方レベル

で具体的にいくつか確認しておこう。 

 統一的でない点については、観光地入込客について、(社)日本観光協会が 2006 年 3 月に提案し

た統一的手法に基づいているのは 2006 年度現在、13 都道府県にとどまっていることをあげられる25。

その調査対象施設等は「年間 5 万人以上もしくは特定時期の入込客数が 5 千人以上となる観光地

点」とされている26。しかし例えば愛知県では観光客入込数を「行・催事については、年間１千人以上、

他の観光資源については、年間１万人以上を調査対象」としており、また、観光レクリエーション資源・

施設の選定については、調査対象の基準を満たす限り各市町村の判断に委ね、市町村独自の方法

により調査または推計を行った利用者（延数）の報告数値をもとに作成している27。また滋賀県でも、

年間入込客数が 1,000 人以上見込まれる観光地において調査を実施しており、それは 792 地点にも

およぶ28。 

また、千葉県では海水浴客を別建てで調査しているが、隣県の茨城県を含めて「観光客動態調査」

自体に海水浴客を含んでいる都道府県がほとんどである。 

                                                      
22 「観光統計の整備に関する検討懇談会 観光消費額統計分科会 報告書」 http://www.mlit.go.jp/kanko
cho/siryou/toukei/pdf/sightseen_statistics05.pdf（PDF-p.30） 
23 同前 
24 http://www5.cao.go.jp/statistics/wg/wg2/wg2_13/siryou_2.pdf（田辺孝二） 
25 日本観光協会『平成 18 年度 全国観光動向』(日本観光協会，2008 年 11 月)まえがき 
26 三重県「H17 観光レクリエーション入込客数推計書」－「資料 5」http://www.pref.mie.jp/TOPICS/
200606010112.pdf 
27 「愛知県観光レクリエーション利用者統計（平成 19 年）」http://www.pref.aichi.jp/kanko/toukei/H1
9/20081202_riyousya.pdf 
28 「滋賀県観光入込客統計調査書(平成 19 年)」http://www.pref.shiga.jp/kakuka/f/chushoukigyo/files/i
rikomi07/all.pdf 
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このように、自治体によって調査方法や推計方法などがまちまちであることの他にも観光統計に問

題があり、地方でもその整備あるいは改善が意図されていた。大分県では 2005 年 3 月、つまり前述の

「観光統計の整備に関する検討懇談会」が発足した同年 5 月以前に、信頼できる統計の構築をめざ

した構想を発表した29。そこでは次のように指摘している。 

1 年分のデータが 1 年半ほど後に発表されている点は、観光産業の経営者にとっては遅くて頻度も

少ない過去の数値の確認にすぎない。また入込数＝量の把握が中心で、質すなわち客層＝発地・

年齢層と入込形態＝入込目的・同行者の面で不十分である。これに対して行政側は観光客の増減

に寄せる関心が非常に高く、より高い数値になるようにしたがる傾向が強い。推計のたびにこうした意

向が反映されてきたためか、観光事業者側の経営実感との乖離が大きくなり、統計そのものに対する

信頼性が低下している。特に推定に推定を重ねた「入込客数」という数値が実数・延数の区分説明が

ないままに一人歩きし、誤解を招いている。その結果、観光事業者側の観光統計に対する関心が低

下し、結果として集計実務担当者の意欲低下へとつながっている。 

2009 年度現在も進行まっただ中の観光統計の整備事業・施策は、以上の問題を解消しうるであろ

うか。三重県の取り組みが前節でみた国の統計整備にのっとっていると思われるので、それを確認し

よう。「三重県観光振興プラン 第２期戦略」（H20 年 9 月）では「実行すべき 3 つの観光戦略」のうち、

「観光戦略策定の基礎」となるものして「観光基本データバンクの整備・運用」があげられている30。た

だし、「データバンク」と言っても省庁内外のデータを収集して活用の利便を図るデータベース的なも

のではなく、図解すると次図のとおりである。 

図の右下が 2009 年度現在、11 都道府県で実施されているパラメータ・観光消費額調査にかかわ

る部分である。ただし満足度については全国一律ではない。２－（４）でみた北海道のように、今後、

非常に仔細に調査する自治体もでてこよう。そして「経済波及効果」の算定が、いわば最終目的であ

る。 

                                                      
29 大分県の観光統計の方向性検討委員会『大分県の新しい観光統計の構築に向けて』(2005 年 3 月) 
30 http://www.pref.mie.jp/D1KANKO/pdf/02plan_main2.pdf（PDF-p.32） 
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他の都道府県の状況は例えば次の通りである。長崎では（統計整備の）「国の動きに併せて観光

統計調査の見直しを検討」31と明確に述べている。秋田県の指標の設定は、2005 年 10 月時点で「産

業・ビジネスとしての観光の重要性、県経済に与える波及効果の大きさなどを広く周知するためには、

単に入込み観光客数だけではなく、今後の課題として、観光消費額や経済波及効果などの数値を

出すための調査や一人当たりの滞在時間、宿泊数の調査などが必要であり、その実施について検討

を加えてい」32く、であり、この時点で国の方針とすでに一致している。 

愛媛県では、県内約 1,000 箇所の観光地･観光施設への入込みについて､市町から報告されたも

のを基礎として推定し、県内 5 ブロックの人数を推定したが、「今後は、現在、国が行っている「宿泊

旅行統計調査」の動向等を踏まえ、本県の観光統計の見直しについて検討を行う」予定である33。 

前述の満足度についても検討しているところがある。和歌山県では、「観光振興施策を戦略

的に進めていくためには、観光入込客数はもちろんのこと、観光消費額や経済波及効果など

                                                      
31 「長崎県観光振興基本計画」（2007 年 10 月）http://www.pref.nagasaki.jp/premium/chapter05.pdf
（PDF-p.19) 
32 「秋田花まるっ観光振興プラン 改訂版」http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1130144324231/
files/plan00.pdf（PDF-p.41） 
33 「平成 19 年 観光客数とその消費額」http://www.pref.ehime.jp/050keizairoudou/040kankou/00006
888050628/19-1.pdf（PDF-p.2） 

図１　三重県「観光基本データバンク」の全体像

【全国観光統計基準】
宿泊客数(延数)

（年間５万人以上又は特定月
　５千人以上の観光地点）

↓ 宿泊客数(実数)

【新たなガイドライン】
（把握方法を国土交通省で検討）

（国土交通省で検討）

(導入については検討課題)
入込客数(延数)

立寄り地点数

入込客数(実数) (立寄り率)

アクセス方法

宿泊率
日帰客数・宿泊客数(実数)

消費額(1人当たり単価)

経済波及効果

出所：『三重県観光振興プラン 第２期戦略』(平成20年9月)p.28

http://www.pref.mie.jp/TOPICS/200809009011.pdf
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の観光データに加え、観光客の満足度といった『質』に関わるデータをも把握し、これらを

体系的に利活用することが求められる。」として、「観光客動態調査」による観光入込客数の

把握だけでなく、消費額、満足度、嗜好（ニーズに基づくマーケット情報）など、タイムリ

ーで効果的な観光施策の推進を図るために必要な基礎データの収集と分析を行うため、

2008(H20)年に「和歌山県観光統計調査」を実施した。34 

 

むすび 
以上のように、都道府県においても観光統計の整備・充実がすすんでいる。しかし、消費

総額、波及効果に関しては、パラメータの量と質ついて、よりいっそうの検討が必要である。

「統一基準」はよいが、各地の地形・気候・習慣による差異も考慮されていなければならな

い。推計値の扱いには特に注意が必要である。それは単に施策立案者だけの問題ではなく、

代議士はもちろん、一般県民の理解も重要である。 

この点、数値の独り歩きへの警告として、山形県観光振興課の次の指摘は高く評価できる。

「経済波及効果とは、正確には『山形県内での旅行者の消費活動によって、新たに○○億円

の“利益”が山形県にもたらされた』という意味を表す用語ではない。また、推計によって

得られた数字の大小をもって、その“良し悪し”について言及できる性格のものでもない。」

35全ての自治体がこのような認識をもつべきである。またマスコミは、いたずらに「◆◆の

経済効果は○○億円」などと単純に報道することは慎むべきであろう。 

このような認識のもと、地域観光振興を図るには地域の主体性が重要である。2005 年 2

月 28 日 予算委員会第八分科会（国土交通省関連）質疑で衆議院議員・西村ちなみ氏も次の

ように述べている。「にわかに観光立国宣言が出されて、観光立国行動計画が策定されました

けれども、私は、やはり大切なのは地域の自主性、自発性であろうと思っております」36。

また、北海道大学観光学高等研究センター長・石森秀三氏も「地方公共団体や住民が主役と

なった『地域主権の観光立国』政策が総合的に推進されることを期待している」37と言う。

観光統計は整備・充実されるとともに、地域住民によって活用されなければならない。 

 

 

補論 和歌山県統計課の取組：統計情報全般の取扱いに関する整備 
 

地方自治体における統計の利活用の促進のためには、何よりも統計の位置付け・取り扱いを整備

することが出発点となる。その事例として、先進的と思われる和歌山県のケースを見てみたい。 

まず、和歌山県統計課（企画部/企画政策局/調査統計課：2009 年度現在）の統計データについ

ての認識は次の通りである。 

                                                      
34 「和歌山県観光統計調査報告書（2009 年 3 月）」http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/062400/doc
uments/toukeihoukokusho.pdf（PDF-p.3） 
35 山形県商工労働観光部観光振興課・(株)荘銀総合研究所「平成 19 年度 顧客満足度調査報告書（平成

20 年 3 月）」http://www.pref.yamagata.jp/ou/shokorodokanko/110004/chouahoukoku.pdf（PDF-p.79） 
36 西村ちなみ（民主党・新潟一区）チャレンジサイト（http://www.chinami.net/modules/xfsection/arti
cle.php?articleid=3） 
37 「週刊 観光経済新聞」2009 年 9 月 30 日号「視点 日本の観光-96-」。 
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本格的な地方分権の時代を迎え、地方独自の政策的意志決定と行政の成果の公表・評価が重

要になっており、統計データは、そのための基本となる国民・県民共有の財産であり、また行政の基

盤をなすものである。しかし、これまでの統計データは、個々の目的に沿ってバラバラに作成・公表さ

れてきた。そのため、データの収集に時間がかかる、また各種データの複合的な分析が出来ない等

の非効率が発生している現状となっている。 

したがって、このような弊害を出来るだけ少なくするため、統計データの共有化・オープン化を円滑

に進めることを目的に、組織的な整備を実施していくことにする。ここではヒアリング時に受領した資料

にしたがってその内容を示す。 

整備の内容は、統計情報の管理・共有・活用・保管および公表用資料の取扱い等といった全般的

なものであり、次の３つの分野を柱として段階的に整備する。①庁内における統計情報の共有化と活

用面の充実、②公表用資料の簡素化と統計データのインターネットを通じた情報提供、③統計情報

整備における体制の整備。 

そして、統計データのＤＢ化・共有化・オープン化のための指針が 2007(H19)年 10 月 4 日から施行

された。その内容は次の通りである。 

1)統計データの定義・目的と行政におけるその取り扱い原則 

行政における統計データとは、行政の対象となる集団の特徴を示すための数値で（業務統計も

含む）、政策的な意志決定または行政の成果を公表・評価するために使用する。 

それらは、公共財として意味が理解しやすい形に加工した概要版を作成したり、データそのもの

を利用しやすい Excel 形式等で公表する。ただし統計データを作成するために集めた個人情報は

厳重に保護する。 

2)データベース化・共有化・オープン化の概念 

次の３レベルを想定するが、この指針ではレベル２までを扱う。 

レベル１：個別に作成された統計データが、県ＨＰに掲載され共有されている。 

レベル２：個別に作成された統計データが、共通フォーマットのＤＢに加工され、

NTRA-Wakayama(2004 年度～)と県ＨＰに掲載され共有されている。 

レベル３：情報処理システムを構築し、統計データの入力、集計、共有、公表の統一処理が実施

され、マイクロデータの利用、ＧＩＳへの対応を想定している。 

3)統計整備・管理体制 

各課室の事務分担に統計管理を位置づけ、統計管理者を定めて統計課に報告する。統計管

理者の役割は、管理データの選定、統計データの保存・公表に関わる管理、統計課が実施する研

修を受講、統計課が構築する県庁内共有ＤＢシステムへの統計データの提供である。 

そして統計課が全庁的な統計整備の進行管理を担当する。具体的には県ＨＰ「統計情報館」の

運営・管理、共有ＤＢシステムの構築と管理、統計管理者のための研修の実施、集中的なデータ

保管である。 

4)管理する統計データの選定 

次のいずれかに該当するものを管理する。統計法または県統計調査条例に基づいているものお

よび業務統計のうち、国が同様のデータを統計として公表しているもの、総合計画その他の計画の

成果指標として選定されているもの、その他政策的な意志決定を行なうため、または行政の成果を
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公表・評価するために使用する数値で所管課室が選定したもの。 

5)統計データの保存 

保存のためのフォルダを作成し、個人の作業用フォルダとは別にする。またＰＷ等の保護措置を

講じる。各課室内に保存場所を指定する。また、情報公開コーナー、文書館で保存する。統計課

で一元管理する。 

6)データの公表（レベル１への対応） 

基本的な考え方は、公共財として意味が理解しやすい形で公表するが個人情報は厳重に保護

し、印刷物は出来るだけ少なくしてインターネット上での公表を基本とする、である。各課室は、県

民への資料提供を意識して作成し、データそのものは必要最小限のものを添付する。印刷物とし

ては、わかりやすい形に加工して公表する。 

各課室のＨＰ上では、資料を HTML または PDF 形式で、データそのものは PDF に加え、Excel

または CSV 形式で公表する。また適宜、国のデータ等とリンクさせる。「統計情報館」にもリンクする。

必要に応じて報道機関に対して印刷物としての公表資料を提供する。 

統計課の役割は、更新のチェックと各課室公表資料の「わかりやすさ」のチェック及び改善の勧

告等である。 

7)データの公表（レベル２への対応） 

基本的な考え方は、他府県と比較可能・長期時系列（25 年程度；可能な限り 1980 年以降）デー

タ含有・項目の検索可能、の機能を持つ県庁内共有統計ＤＢシステムを構築することである。 

その際の統計課の役割は、県庁内共有統計ＤＢシステムの作成・維持管理およびそれに組み

込む統計を決定することであり、各課室の役割は、統計課で指定した統計データを、共通フォーマ

ットへ入力・更新することである。 

 

以上のように、データの定義から公表方法まで具体的に決め、組織だった体制ですすめている都

道府県は（2009 年現在では）おそらく和歌山県だけであろう。上記の指針のうち、2)のレベル３は、―

この指針の対象外とのことであるが―、都道府県レベルで使用に耐えうる統計調査が少ないことを鑑

みれば、データ活用の面からすれば最も重要と言える。 

現時点（2007 年度当時）では基礎的な主要データの「庁内データ共有」がメインとのことであるが、

今後は庁内各課室の統計情報を中心に、最終的には業務データについても INTRA-Wakayama＝

「和歌山県統計情報提供システム（仮称）」に反映させる予定である。他県商工関連部局で聞いたと

ころによれば、ある課に紙媒体で「置き去り」にされている業務データが活用されることは少ないとのこ

とである。それが他課で利用されることはありえないであろう。上記のようなシステムが完成すれば、

（課をまたがる複数の）ミクロ業務データのリンクにより「悉皆月次」と言う理想に近いデータを多数得る

ことも夢でなくなる可能性もある。 

もちろん、そのようなリンクやその後の加工・分析ができる人材がいないと宝の持ち腐れになる。統

計課と各課の統計管理者が主体（あるいは先導者）となって「地方独自の政策的意志決定と行政の

成果の公表・評価」等のために効果的に活用することが望まれる。国、総務省はそのための支援を怠

ってはならない。研究者も各自の専門に関わる領域において協力を惜しんではならない。 



 



- 63 - 

県民経済計算の推計と利活用の現状※ 

 

愛媛大学法文学部 佐藤智秋 

 

はじめに 

１ 各地における取り組み 

２ 推計方式と推計方法 

３ 推計周期 

４ 推計値の見直し 

５ 利活用 

むすび 

 

はじめに 

地域経済全体を生産・分配・支出の 3 面から捉え、その規模・構造・水準を示す県民経済計算は、地

方自治体における政策立案から、地域の産業、研究、教育の分野で幅広く利用されている。そのため、

県民経済計算は、地域経済統計の中で最も重要な統計とみなされているのであるが、この統計の、概念

規定、推計方法、利用方法、実際の利用状況、利用効果等にはわかりにくい点も多い。4 章では、地域

経済への県民経済計算の有効活用を考えていくために、県民経済計算の推計方式・推計方法、推計周

期、利活用の状況等を検討していく1。 

 

１ 各地における取り組み 

地域における公的な統計業務は、①国から地方自治体への法定受託事務、②自治体の単独事業、

③国の地方支分部局等によるものからなる。県についてみると、大半が①の国の法定受託事務としての

統計業務であり、自治体の統計主管課と各事業主管課で分担し対応している。県民経済計算の推計は、

自治体が統計主管課内に担当係を設け、県費を使い定期的に作成している②の自治体の単独事業（県

単事業）になる。担当係には、統計分析チーム、分析班、解析班、政策統計グループといった名称が付

けられている。この係は、通常数名からなり、県民経済計算以外に市町村民経済計算、産業連関表、商

品流通調査等（自治体によっては、さらに景気動向指数、景況調査、消費者物価指数等）を作成してい

る2。 

県民経済計算に関係する業務の範囲には地域ごとに差があり、表 1 の①と②が一般的に行われてい

                                                   
※本稿は、文部科学省科学研究費補助金プロジェクト『地域経済活性化と統計の役割に関する研究』(基盤研究 B、

2006-2009 年度、課題番号 14330042、研究代表：菊地進立教大学教授）の成果の一部である。 
1 地域には、①地域ブロック、②都道府県、③政令指定都市、④市区町村等などがある。推計に必要な基礎統計の整備

状況、地域経済計算の推計主体や利用主体等の関係から②の都道府県レベルでの地域経済計算（県民経済計算）の推

計が中心になっており、本稿で取り上げる範囲も、都道府県における推計作業にとどめる。市区町村の地域経済計算につ

いては、当該地域が独自に推計する場合と県が推計する場合がある（県民経済計算の指標の按分による簡易推計）。また

地域ブロックについては、内閣府よる推計が行われている。 
2 県民経済計算の担当者は、大半の地域で他の部署と同様に 3 年前後で異動している。 
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る業務で、③以下は一部の自治体での取り組みになっている。こうした違いは、直接には、組織トップの

考え方、担当課の伝統、財政事情、担当者の能力等が関係しているようにみられる。 

 

 

次に、県民経済計算の業務の中心にある推計作業をみていく。 

 

２ 推計方式・推計方法 

(1) 変遷 

県民所得統計の推計は戦後すぐに始まった。1947 年、当時の鹿児島県の統計課長が、戦争による県

民経済の崩壊から県民経済の根本的立て直しをはかるために、県政はすべて統計にもとづいた科学的

な施策にもとづかねばならないと考え、同県の県民所得統計が試算されたことは知られている。1951 年

には、ほぼ全県で県民所得の推計が試みられるようになった。県民所得統計の整備は、まずは地域の主

体的な取り組みとして始まったといえる3。  

さて、地域経済を総合的に捉える統計であれば、さまざまなバリエーションがあり得たのであろうが、県

民所得統計は、国や他地域との比較が主要な利用方法であることから、この統計には比較可能性が強く

要請された。そして、このことが統計の内容や推計作業を形づけていくことになった。 

基本的に、中央政府において国民所得の推計を担当する機関が、県民経済計算の推計方式（概念

および推計方法）を作成し、それを標準方式として地方自治体に提供し、各自治体は標準方式をもとに

推計作業を遂行していくことになった。この標準方式は、国際基準である SNA の改定に対応して、日本

の基準が改定され、それに続いて改定されてきた（表 2）。 

現在、各都道府県は、2002 年に内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部が作成した 93SNA 準

拠「県民経済計算標準方式（2002 年版）」をもとに推計を行っている。この標準方式は、県民経済計算の

ガイドラインであり、実際の推計作業は、内閣府から提供された「県民経済計算標準方式推計方法」（推

計マニュアル）を使い行われている4。 

 

                                                   
3 後藤文治（1970a）pp.173-6。後藤は、旧経済企画庁在職時に各県における県民所得の推計を指導している。後藤

(1970a、1970b、1971、1974)は、戦後から 1970 年代までの県民所得統計の発展について詳細に記述したものである。 
4 「標準方式（2002 年版）」の構成は、第 1 章 県民経済計算の概要、第 2 章 県民経済計算の発展経緯と県民経済計算

標準方式、第 3 章 県民経済計算標準方式による経済の循環と構造の捉え方、第 4 章 県民経済計算標準方式の表章、

第 5 章 県民経済計の基本勘定・主要系列の概念及び内容、第 6 章 県民経済計算の取扱要領 の 89 頁からなる。「推

計マニュアル」の方は、第一部 生産系列、第二部 分配系列、第三部 支出系列 の 331 頁からなり、推計手順・方法が

詳細に記述されている。 

表1　各地の「県民経済計算」担当係が扱う範囲

① 年度推計、公表

② 推計結果の要約・概要・年報（詳細版）の報告

③ 推計結果を利用した地域経済の解説・分析

④ 速報、速々報、QEの推計

⑤ 長期時系列データの整備

⑥ 各種分析ツールの開発

⑦ サテライト勘定の推計

一般的な取り組み

一部自治体の取り組み
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現行の「標準方式」は、公表時点のものが電子ファイルで入手可能であるが、推計マニュアルの方は

内部資料扱いになっている。また、どちらも、加除式の資料として配布され使用されており、部分的な改

定が繰り返し行われている（この内容は公表されていない）。さらに推計マニュアル自体が各地域におけ

る経済状況や統計の整備状況等を考慮し、自治体独自の判断で推計方法に手を加えるように作られて

いる。そのため、どちらも今現在現場で使用されている現物を確認することはできないのであり、国民経

済計算の推計方法がある程度公開が進んできているのに対し、県民経済計算に関しては、統計指標を

説明する中心的資料が関係者以外利用できない状況にある。少なくとも、内閣府が各自治体に提供する

情報（推計マニュアル等）や、内閣府が各自治体から集めている情報（推計に関するアンケート調査等）

に関しては公開を原則とすることが望まれる。 

 

 

表2　県民経済計算（推計方式）の沿革

国際 国内 都道府県

1968年、国連、68SNAを策定。

1993年、国連、93SNAを策定。

（備考）後藤文治（1970a、1970b、1971、1974）、鈴木多加史（1995）、奥本佳伸（1998）、内閣府『県民経済計算
年報（各年版）』他。

1953年、国連、53SNAを策定。

2000年、93SNAに準拠した国民経済計
算体系に移行。

1947年、鹿児島県、「県民所得」を試
算。

1949年、経済安定本部国民所得調査
室、「県民所得推計試案」を発表。

1956年、経済企画庁調査部国民所得
課、「県民所得の標準方式（1956年
版）」を作成。

1978年、68SNAに準拠した国民経済計
算体系に移行。

第2次世界大戦後、米国方式に準拠
し、国民所得を推計。

1970年、経済企画庁経済研究所国民
所得部、「県民所得の新標準方式
（1970年版）」を作成。

1978年、経済企画庁、国の68SNAへの
移行に対応した「新県民所得標準方式
（概念調整方式）」を作成。

1983年、経済企画庁、68SNAに準拠し
た「県民経済計算標準方式（1983年
版）」を作成。

2002年、内閣府経済社会総合研究所、
93SNAに準拠した「県民経済計算標準
方式（案）（2002年版）」を作成。

1966年、53SNAに準拠した国民所得統
計に移行。
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(2)表章 

表 3 は、県民経済計算の表章一覧である。現行の標準方式にある勘定・表・指標について、2007 年

時点の各地の整備状況をみると、Ⅰ基本勘定の 3 制度部門別資本調達勘定とⅢ付表の 1、2、3、6 を 

 

 

表3　県民経済計算の表章一覧

Ⅰ 基本勘定 1 統合勘定 1 県内総生産勘定（生産側及び支出側）

2 県民可処分所得と使用勘定

3 資本調達勘定（実物取引）

4 県外勘定

2 制度部門別所得支出勘定 1 非金融法人企業

2 金融機関

3 一般政府

4 家計（個人企業を含む）

5 対家計民間非営利団体

1 非金融法人企業

2 金融機関

3 一般政府

4 家計（個人企業を含む）

5 対家計民間非営利団体

Ⅱ 主要系列表 主-1 1 経済活動別県内総生産（名目）

2 経済活動別県内総生産（実質：連鎖方式）

3 県内総生産（デフレーター：連鎖方式）

主-2 1 県民所得および県民可処分所得の分配

主-3 1 県内総生産（支出側、名目）

2 県内総生産（支出側、実質：固定基準年方式）

3 県内総生産（支出側、デフレーター：固定基準年方式）

Ⅲ 付表 1 一般政府の部門別所得支出取引

2 社会保障負担の明細表（一般政府の受取）

3 一般政府からの家計への移転の明細表（社会保障関係）

4 経済活動別県内総生産および要素所得

5 経済活動別の就業者数および雇用者数

6 家計の最終消費支出の構成

Ⅳ 関連指標 1 経済成長率に関するもの 1 県内総生産（名目）対前年度増加率

2 県内総生産（実質）対前年度増加率

3 県民所得対前年度増加率

4 県内総支出増加寄与度

1 県民所得（県民１人当たり）

2 県民可処分所得（県民１人当たり）

3 家計最終消費支出（県民１人当たり）

4 県民雇用者報酬（雇用者１人当たり）

3 １人当たり生産水準 1 名目県内純生産（就業者１人当たり）

1 総人口

2 世帯数

3 就業者数

5 その他 1 生産指数

2 賃金指数

3 消費者物価指数

4 人口、世帯数、就業者数等に関
するもの

3 制度部門別資本調達勘定（実物
取引）

2 １人当たり所得水準に関するもの

（備考）各県のホームページおよび「県民経済計算標準方式（2002年版）」を参考に作成した。後者の表章とも最新の方式
とも異なるので注意。
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未公表、または未整備の地域が相当数残っている5。Ⅲの付表は基本的に明細表である。大半の地域で

実際に利用されているのは、Ⅱの主要系列表とⅣの関連指標の一部になっており、内閣府が公表する

『県民経済計算年報（各年版）』への掲載もこの範囲にとどまっている。 

(3)推計作業 

推計は県経済の生産・分配・支出の 3 面から行われるが、国民経済計算において支出側が推計作業

の中心になっているのとは異なり、県民経済計算においては、基礎資料や推計方法の点から、生産側が

推計作業の中心になる6。表 4 は、県民経済計算の大まかな推計方法である。 

 

 
 

推計作業の流れは、表 3 のⅢ付表→Ⅱ主要系列表→Ⅰ統合勘定というように進められる。生産系列

においては、表 3 のⅢ付表の 4「経済活動別県内総生産および要素所得」の作成が推計作業の要に位

置付けられる（表 5）7。  

 

３ 推計周期（確報、速報、速々報、四半期速報 QE） 

 県民経済計算の「確報」は、2006 年度の推計値になるが、各都道府県において当該期間終了後約 17

～23 ヵ月後（翌年 8 月～翌々年 2 月）に公表されている（表 6）。47 都道府県が推計・公表したものが、

その後、内閣府により取りまとめられ、すべての都道府県分を見渡せるのはほぼ 2 年後になる。利用者は、

この指標を最新データとして 1 年間使い続けることになるので、県民経済計算の確報は、地域経済の足

元を捉えることができないばかりか、場合によっては 1 サイクル前の景気循環をようやく捉えているというこ

ともある。 

こうした中、「確報」に先立ち「速報（早期推計・簡易推計）」や「速々報」、「四半期速報 QE」を独自に

推計・公表する自治体がでてきている。 

まず、速報は、2007 年度推計値になるが、約 22 府県において当該期間終了後約 4～14 ヵ月で推計

されている（うち公表は 20 県、以下、2009 年 8 月末時点で確認できたもの）8。速々報は、2008 年度推

計値になるが、8 県において当該期間終了後約 3～5 ヵ月で推計されている。 
                                                   
5 内閣府（2007）、他。 
6 大平（1997）39 号、p.54。 
7 経済活動ごとに、①の生産者価格表示の産出額と②の中間投入額を推計し、③（＝①－②）で付加価値額を求める。③

を合計したものが県内総生産になる。統計や自治体の内部資料を利用したり、適当な数値がない場合は、独自調査、業

者・関係機関への照会、国値での代用、補外・補間推計、按分等で対応している。なお、国民経済計算では生産側と支出

側の食い違いは、「統計上の不突合」として生産側に計上されるが、県民経済計算では支出側に計上されバランスが取ら

れる。生産側の推計の方がより精度が高いことになる。 
8 速報の推計方法は、内閣府から提示されておらず、推計している県は、ブロックごとの担当者会議やすでに推計 

している県から推計方法に関する情報を得て推計している模様だ。推計方法は、おおまかには確報に準じた推計 

方法と回帰分析の手法による。 

表4　県民経済計算の基本的推計方法

推計方法 備考

生産系列 付加価値法 産業別総生産額=産出額-中間投入額

分配系列 所得接近法

支出系列 支出接近法（人的推計法、人的接近法）
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QE は、新潟県が 1996 年 2 月に 1995 年 7～9 月期分を最初に公表して以来、現在 13 県で推計が

行われている（うち公表は 8 県）9。国レベルでは QE の公表がだいたい１ヶ月半で行われているのに対し、

県レベルの QE は、国の公表値を利用するため 3～5 ヶ月で公表されている10。この QE を推計する自治

体では、QE の推計値を使い前述の速々報の推計も行っている。 

内閣府では、QE 推計用ファイル（Excel 形式）を各県に提供しているが、実際の推計は、各県で検討

を行い、推計方法に手を加えたり独自に構築したりしており、自治体により異なったものになっているよう

である11。推計に必要とされる基礎資料の数は、確報が約千の指標をもとに推計されるのに対し、QE は

                                                   
9 最初にQE推計に取り組んだのは熊本県である（群馬県総務局統計課統計分析グループ（2006）p．72）。なお、地域に

よっては、地銀が QE の独自推計を行っている。 
10 内閣府国民経済計算部地域・特定勘定課（2007）、藤原俊朗（2000b）、他。 
11 提供時期は、2001・2 年頃である。システムは、SNA7 地域区分の四半期予測値推計システムを県単独で利用できるよ

うに再構築したものとのことだが、外部提供不可のため（内閣府担当者）、現物を確認できない。内閣府（2000）p.23 には、

「この実際の推計作業は、モデル式を作成してしまえば、1 人で 1 週間かかる程度、モデル式の再推計の際で 1 ヶ月程度

と、実作業も短期間で行われているようである」とある。 

 表5　Ⅲ付表4　経済活動別県内総生産及び要素所得

① ② ③＝①－② ④ ⑤＝③－④ ⑥ ⑦＝⑤－⑥ ⑧ ⑨=⑦－⑧

１．産業

（１） 農林水産業

① 農業

② 林業

③ 水産業

（２） 鉱業

（３） 製造業

（４） 建設業

（５） 電気・ガス・水道業

（６） 卸売・小売業

（７） 金融・保険業

（８） 不動産業

（９） 運輸・通信業

（10） サービス業

２．政府サービス生産者

（１） 電気・ガス・水道業

（２） サービス業

（３） 公務

３．

（１） サービス業

４．小計(1+2+3)

５．

６．

７．帰属利子

８．合計(4+5+6+7)

（備考）各県ホームページより。

総資本形成に係る消費税

生産者価
格表示の
産出額

営業余
剰・混合
所得

固定資本
減耗

生産者価
格表示の
県内純生
産

生産・輸
入品に課
される税
（控除）補
助金

県内要素
所得

雇用者報
酬

中間投入 生産者価
格表示の
県内総生
産

対家計民間非営利サー
ビス生産者

輸入品に課される税・関税

経済活動の種類
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県内総生産の動きに関連の強い約百の指標を使い、回帰分析の手法により推計される。 

推計を行っている県の担当者からは、QE や速報値と確報値との乖離が大きい、回帰式の説明変数に

国値を多用するために、県の推計値が国の値に似た動きになり地域の景気動向の特徴が出にくい、とい

表6　県民経済計算の推計・公表状況
都道府県 2006年度確報 2007年度速報 2007年度確報 2008年度速々報 四半期速報（QE）

1 北海道 08年12月 推計・非公表

2 青森県 09年1月 09年5月 推計・非公表

3 岩手県 08年9月 09年2月

4 宮城県 08年12月 09年3月

5 秋田県 08年11月 09年3月 09年8月 推計・公表

6 山形県 08年10月 09年3月

7 福島県 08年9月 09年3月 推計・非公表

8 茨城県 09年2月 08年7月 09年7月 推計・公表

9 栃木県 08年11月 休止

10 群馬県 08年11月 08年8月 09年7月 推計・公表

11 埼玉県 08年10月 中止

12 千葉県 09年1月

13 東京都 08年11月

14 神奈川県 08年11月

15 新潟県 08年10月 08年8月 09年8月 推計・公表

16 富山県 09年1月

17 石川県 09年1月 推計・非公表

18 福井県 08年12月

19 山梨県 08年10月 09年3月

20 長野県 08年12月

21 岐阜県 08年11月 09年3月 休止

22 静岡県 08年12月 08年7月 09年7月 推計・公表

23 愛知県 08年10月 09年3月

24 三重県 08年11月 09年3月

25 滋賀県 08年12月

26 京都府 08年12月

27 大阪府 08年8月 09年2月 09年8月

28 兵庫県 08年10月 08年6月 09年6月 推計・公表

29 奈良県 09年1月

30 和歌山県 09年2月

31 鳥取県 08年12月

32 島根県 08年12月 推計・公表 09年7月 推計・公表

33 岡山県 08年11月 推計・非公表 推計・非公表

34 広島県 08年12月 08年6月 09年7月 推計・公表

35 山口県 09年1月 推計・非公表

36 徳島県 09年1月

37 香川県 08年12月

38 愛媛県 08年10月

39 高知県 08年11月

40 福岡県 09年2月

41 佐賀県 08年12月 推計・公表

42 長崎県 08年12月

43 熊本県 08年11月

44 大分県 09年1月

45 宮崎県 08年12月

46 鹿児島県 08年10月 09年3月

47 沖縄県 08年12月

計 47 22 1 8 13

(備考）2009年8月31日現在の推計・公表の状況。主にホームページから確認。
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った指摘がある。また、一旦始めた推計作業を中止した県や、検討はしたものの推計作業を見送った県

もあり、必ずしも推計する県が増加傾向にあるわけではない。そのことについては、「費やす手間と得られ

るものとのバランスから推計を中止した」（某県担当者）、「誤差が大きく景気動向を捉えるのであれば他

の指標で十分」（某県担当者）、「四半期推計を行うよりも、本推計の精度の向上や推計結果の詳細な分

析を行うことのほうが、より重要」12、「外部からの要望がない」、「推計手法が未確立」という説明がなされ

ている。 

地域の景気動向を捉える統計としては、日銀支店、地方経産局、地銀が月毎・四半期毎に公表してい

る統計資料があり、こちらが一般的である。県がさらに独自に QE を推計する意味として、地域の足元の

景気動向の把握よりも、年度推計値の速報化への利用が考えられる。 

 

４ 推計値の見直し 

公表された確報（年度推計値）は、表 7 に示されるような理由で、繰り返し見直しが行われる。改定、遡

及改定、まれに訂正といわれるものだが、その都度丁寧な説明がなされることはまれである。ユーザーに

は、過去にさかのぼって最新の公表値を使用することが求められ、扱いにくい統計となっている。 

 

 

 

⑤の推計の誤りに関しては、次のような愛媛県の事例がある。2008 年 6 月、愛媛県が 2007 年 12 月

に公表した 2005 年度県民経済計算と、少なくとも過去 8 年間にわたる県民経済計算に推計ミスがあるこ

とが明らかになった。推計ミスは、内閣府の「推計マニュアル」と照合することで判明したという。この件は、

推計作業の誤りはもちろんであるが、それ以上に、誤りに気付いた後も外部から指摘されるまで隠蔽し、

説明のないまま2007年12月の公表時に、過去公表分の部分的修正を行ったことでマスコミに大きく取り

上げられた。愛媛県では、問題発覚後の 2008 年 10 月に、2006 年度県民経済計算の公表とあわせて

過去の公表分の訂正を行った（表 8）13。 

推計ミス自体は珍しくはないが、訂正額が、訂正前「県内総生産」の＋4.7％に達するという大きな規模

になった。さらに、併せて公表された遡及改定額も訂正後「県内総生産」の－2.8％に達しており、上げた

り下げたりの数値の見直しが行われたことになる。 

 

５ 利活用 

地域における地域経済計算の目的や役割については、「地域経済計算によりこうしたことがわかる。地

                                                   
12  以下は内閣府（2007）より。 
13 愛媛県「県民経済計算の見直し」http://www.pref.ehime.jp/toukeibox/toukeika-01.htm。 

表7　見直しの理由

① 推計に使用する基礎統計資料の変更に対応した改定

② 産業連関表の5年ごとの改定に対応した基準改定

③ 物価指数の基準年の変更に対応した改定

④ 推計方式・方法の見直しによる改定

⑤ 推計の誤り
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域の計画や政策の策定、各種経済分析、学術研究に利用される」とさまざまなところで繰り返しいわれて

いる。しかし、実際に地域で県民経済計算がどのように利用されているのか、あるいはどう役立てられて

いるのかということについて、十分検討されているとはいいがたい。先に表 1 で示したように、自治体の統

計担当部署で一般的に行われているのは、年度値の推計と公表の作業である。もちろん、これだけでも、

地域経済に関する基本的で重要な情報を提供することになり、現に、推計結果は、自治体内で、総合計

画やその他の主要な計画・政策の策定、地域経済の分析に利用されている14。 

ヒアリングの中で受けた自治体の統計担当職員全般の印象であるが、自分たちは統計を提供する側と

いう意識が広くみられ、利活用への関心は低い。たとえ県単事業であっても、予算の出所以外、扱いに

                                                   
14 利用主体としては、この他、地域の企業（主に金融機関）、教育機関、研究機関等があるが、ここでは自治体での利活

用のみを取り上げる。 

表8　愛媛県における2005年度県民経済計算の見直し

金額（億円）

A.訂正

(生産系列)

①卸売・小売業

　・適応年度の誤り 165

　・本支店間移動額の入力誤り 1,303

　・その他小売業の商業販売額の入力誤り 204

②不動産業

　・家賃単価の使用数値の誤り 232

③サービス業

　・全国従業者数の入力誤り 365

④その他 ▲ 9

訂正前「県内総生産」 47,607

①～④の訂正額計 2,260 4.7% （訂正前「県内総生産」に対する％）

→訂正後「県内総生産」 49,867

⑤固定資本減耗

　・県内総生産の増に伴う増 ▲ 523

⑥生産・輸入品に課される税等

　・地方消費税清算金の計上漏れ ▲ 91

(分配系列)

①賃金・俸給，企業所得 0

②財産所得（非企業部門） ▲ 87

③企業所得

　・単位の変換誤り 134

④その他 ▲ 35

B.遡及改定

遡及改訂額 ▲ 1,414 -2.8% （訂正後「県内総生産」に対する％）

→遡及改訂後「県内総生産」 48,453

今回見直し額（訂正前「県内総生産」-遡及改
訂後「県内総生産」）

846 1.8% （訂正前「県内総生産」に対する％）

（備考）2008年10月31日愛媛県発表。愛媛県ホームページより作成。
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差はない。また、統計を利用している現局においても、「基礎資料として利用している」という以外に、政

策策定にこう使ったとか、こう役立ったという声は少ない。自治体における統計利用では、政策と統計がリ

ンクしていないとか、初めに結果ありきで統計が都合よく使われているという状況が当たり前になっており、

統計が政策を方向づけていくケースはなかなかない。 

県民経済計算についても同様のことがあてはまる。県民経済計算の担当部署にあっては、業務は公

表までで終わり、その先の利用にはあまり積極的でない15。関係者が推計から公表までの段階に注ぎ込

む労力の大きさと比べると、その後の活用段階へ注ぐ労力はあまりに小さい。多くの地域では、国から標

準方式が提示され、忠実に推計を行うことが要請され続けているうちに、本来なされるべき地域経済への

利活用が二の次になってしまっているようである。推計と利活用はひとつながりのものであり、ユーザー任

せは、責任放棄に等しい。推計担当部署が、何らかの形で利活用に関わることが望まれる。 

こうした状況の中、自治体によっては、独自に県民経済計算の利活用や新たな分析手法の開発を試

みているところがある。表 9 は、その事例である。こうした自治体では、統計全般についても利活用の必要

性を認識しており、その一環で県民経済計算の利活用も行っている。兵庫県の試みは専門的研究に属

するが、他の事例は、担当の職員が、推計結果を使って、高度な統計手法ではなく基本的な手法で県民

に対しわかりやすく地域経済の状況を伝えようとしており、地域における主体的な県民経済計算の利用

のあり方として参考になる16。 

 

むすび 

県民経済計算は国の GDP の地域版といったイメージで扱われているが、現時点ではそれが地域にお

いて首尾良く推計され利用されているとみなすことは難しい。これには、自治体における県民経済計算の

推計業務自体の問題、統計業務全般に関係する問題、さらには地方経済の衰退までも要因として関わ

っている17。とはいえ、各地域が自らの地域経済の問題に向き合おうとするならば、地域経済を捉える経

済統計は不可欠であり、中でも県民経済計算は、多くの分野で有効活用を期待できる統計である。 

地域経済の自立と地域経済統計の整備は一体である。県民経済計算については、利活用の面でさら

なる改善を図っていくことが必要である。 

 

                                                   
15 期限までに 47 都道府県の県民経済計算を揃えることへの要請が強い一方で、推計作業の負担や地域での活用状況

の低迷や疑問からか、「同じ結果数値になるのであれば、国が推計してもいいのでは」（某県担当者）とか、「内閣府が県民

経済計算の事務を都道府県、政令市に委託するというシステムをつくっては」（内閣府（2007））といった声もある。 
16 兵庫県は県民経済計算の先進県の1つである．統計課の芦谷氏が、長期にわたり県民経済計算や産業連関表等の推

計・分析を担当しており、この人物を中心に県民経済計算の分野で新たな領域を開拓し続けるとともに、外部に対し積極

的に情報発信を行ってきている（芦谷（2006、2008、2009））。こうした人事は、県政への統計利用を重視する県トップの判

断とのことで、極めてまれな事例であるが、専門家を配置することの有効性を示すものである。 
17 自治体には、「総合計画」から県内総生産や１人当たり県民所得を使った記述を外すところもある。 
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自治体の総合計画・行政評価における数値目標* 

―問われるその意義と役割― 

 

                    立教大学経済学部 岩崎 俊夫 

 

はじめに 

１ 総合計画と数値目標―事例紹介― 

 １－１ 人口と経済成長率の推計 

 １－２ 政策と施策の数値目標 

２ 数値目標の意義と役割 

 ２－１ 行政評価と数値目標 

 ２－２ ＮＰＭ理論の実践―静岡県の事例― 

３ 数値目標と統計 

 ３－１ 富山県、茨城県の数値目標と統計 

 ３－２ 盛岡市の数値目標と統計 

おわりに 

 

はじめに 

本稿の目的は自治体の総合計画で、またその政策、施策、事務事業を進行管理する行政評価で、

数値目標指標の設定が果たす役割と機能を、またその問題点を明らかにすることである。 

初に、総合計画、行政評価、数値目標など基本的な用語の内容を確認しておきたい。ここでい

う総合計画は、自治体が住民の生活全般の安定と向上、あるいは産業活動、企業活動の支援など

の体系である。現在、都道府県、政令市、中核市、基礎自治体はこのような総合計画をもつ。総合計

画の期間は、５カ年計画として策定されるケースが今日では一般的である。中長期のこの総合計画は、

基本構想、基本計画、実施計画と層別構成をとる。基本構想のもとにこれを実現する政策・施策があ

り、事務事業があるというように組み立てられることもある。地域計画がこれに付随する場合も少なくな

い。また、総合計画はそれを構成する部門計画との関係が問われる。この連携を意識した自治体もあ

れば、それほどでもない自治体もある。 

行政評価は、この総合計画に組み込まれる政策、施策、事務事業の進行状況、目標の到達度の

測定である。評価システムは、PDCA（Plan, Do, Check, Action）サイクル、PDS（Plan, Do, See）サ

イクルといわれる1。政策、施策、事務事業のどこにポイントを置くかは、自治体により異なる。この種の

行政評価がクローズアップされたのは 15 年ほど前からである。背景には、自治体財政が逼迫し、無

駄の排除のための措置をとらざるを得なくなったこと、個々の政策、施策、事務事業を住民に説明す

                              
*本稿は「地域経済活性化と統計の役割に関する研究(2006 年度～2009 年度)[基盤研究Ｂ，課題番号 18330042]」
（代表：菊地進[立教大学経済学部教授]）の成果の一部である。 
1   この種の評価システムにはヴァリアントがあり，福井県の政策推進マネジメントシステム（2004 年[平成 14 年]2 月策

定）では，APDS（Assessment, Plan, Do, See）が想定されている。 
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るための評価の開示が余儀なくされたこと、などがある。指摘する必要があるのは、これらの消極的理

由だけでなく、行政評価が行政改革、住民のための行政の遂行に不可欠な要素であるという認識の

形成であった。 

数値目標はこの行政評価の目的とされる指標であり、政策、施策、事務事業の進捗状況を測り、そ

れらを管理する役割をもつ。その際、行政評価の目的はアウトカム（成果指標）であり、数値目標もア

ウトプット（活動指標）ではなくアウトカムのそれであることが前提となる2 。自治体によっては数値目標

の設定とそれによる進行管理によって行政評価を行うことで、ある施策に継続して予算を投入するの

か、あるいは縮小するのか、中止するのかが決められる。 

数値目標であるからには、その設定には何らかの統計が必要である。自治体は行政評価の普及と

ともに、必要な統計があるのか、政府統計と業務統計をどのように活用するのか、独自の統計調査が

実施されなければならないのか、住民意識調査は必要であるのか、統計がない場合にはどうするのか、

などといった問題に直面するにいたった。この点をどのようにクリアしていくかも、個々の自治体の課題

である。 

 ここで本題である自治体の総合計画の政策、施策と関わる数値目標設定という問題との関わりで述

べるならば、その検討にはいろいろなアプローチがありうる。 低限、以下の諸点は念頭に入れてお

かねばならない。 

(1)数値目標設定の目的（文字どおり、数値目標が何のために設定されているのか）。(2)指標選択

の問題（どのような数値目標が政策、施策の内容、重要度の測定に適しているのか）、(3)設定基準の

問題（数値目標の設定そのものをいかに行うのか）、(4)データの根拠の問題（数値目標のための資

料をどこからもってくるのか）、(5)政策評価の方法の問題（数値による政策、施策の進み具合をどのよ

うに評価するのか）、(6)評価主体の問題（誰が評価を行うのか）。 

本稿ではこのうち の(1)(3)(4)に関して具体例を示し、若干の特徴を浮き彫りにする予定である。他

の論点については、紙幅の都合でとりあげる余裕がないので別途、検討の機会を考えたい3。 

本稿の構成は、以下のとおりである。まず、数値目標設定の具体的事例を紹介する。数値目標の

設定の仕方にはいくつかのタイプがあるので、ここではその確認を行う。次いで、その意義と役割を点

検する。換言すれば、数値目標が何のために活用されているかを振り返り、数値目標の設定に関わ

る問題点を洗い出す。さらに数値目標の設定に統計がどのように利用されているか、何がそこで問題

になっているかを整理する。  

全体をつうじて、具体的事例にそくし地方自治体の総合計画、行政評価における数値目標の意義

と役割とを示す。また、数値目標設定に統計がどのように使われているかを明らかにする。 

 

  

                              
2  行政の目的は従来しばしばアウトプットで測定されることが多かった。数値目標もアウトプットの指標であった。例え

ば，よく引き合いにだされるのは，道路の舗装距離の指標である。アウトカム指標は，この道路の舗装距離によって

どれだけ交通渋滞が緩和されたかが重要なのである。 
3  付言すると残りの(2)(5)(6)は相互に密接に関連している。(2)の指標選択の問題は(5)の数値目標による政策評価

を予定して行われるべきものであり，設定主体の問題は(6)の論点となる評価主体との関わりとの関係を綿密に考

慮しないわけにはいかないからである。それぞれは別個の論点でありながら，相互に関係している。このようなことを

意識して，具体的事例をおさえつつ改めて論点として取り上げる必要があろう。 
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１ 総合計画と数値目標―事例紹介― 

１－１ 人口と経済成長率の推計 

数値目標といえば行政評価を発想するのが、近年の傾向である。地方自治体の行政評価のもとで、

両者は一体である。本稿が掲げたテーマはこの点と直接に関わるがそれはそれとして、視野をもう少

し拡大すると数値目標にはこれに限らないことがわかる。人口推計、経済成長率の予測も数値目標

である。事実、少なからぬ自治体は、自治体の人口なり経済成長率の推計を行い、総合計画のなか

にそれらを掲げている。行政が住民のためのものである以上、計画期間中の人口の動向、その構成

の変化の推計は第一義的な関心事にならざるをえない。まして今後は、首都圏のような人口集中地

域でさえ、中長期の計画期間中に人口の減少を予定した計画を想定せざるをえないのであるから、

人口の推移の把握は喫緊の課題である。くわえて、近年では地域の経済成長も予断を許さない厳し

い状況下にある。両者あわせて、地方自治体はかつて経験したことのない環境に突入しつつある。人

口予測、経済成長率の推計が特段の関心事にならざるをえず、これらに関する数値目標の重要性が

増すゆえんである。筆者が参加した聞き取り調査では、この点を痛切に感じた。 

そこでこの項では、自治体における人口と経済成長の推計の際立った事例を紹介する。自治体が

人口推計を総合計画に盛り込む場合、方法は２とおりある。一つは社会保障・人口問題研究所が行

っている推計を利用する方法である4。同研究所はかつて将来推計人口の公表を全国のそれに限定

し、地域別推計の公表を控えていた。しかし、1987 年（昭和 62 年）都道府県別将来推計人口から公

表を開始し、その後、この部分の公表を５年に１度行っている。多くの地方自治体は、総合計画策定

の段階でこの推計結果を活用している。もう一つは、社会保障・人口問題研究所のコーホート要因法

にもとづく推計手順に準拠しながら、自治体が独自推計を行うケースである。例えば、愛知県は人口

の動向に変化を与える要因(生存率、出生率[合計特殊出生率、女子年齢５歳階級別出生率]、出生

性比、移動率)を独自に加味し、推計を行なった。また、岐阜県は人口の自然動態、世帯構成の変

化、社会移動の動態を考慮して県の人口の将来動向をとらえる目的で、専門家と庁内関係者からな

る「岐阜県人口・少子化問題研究会」を総合企画部統計課のもとに設置し、分析を行なった。同研究

会は、2007 年［平成 19 年］3 月に「研究会報告書」を公表した5。さらに、細かく点検するといくつかの

自治体には独自の工夫がある。それらを確認することは意味がある6。 

 茨城県は「新茨城県総合計画：元気いばらき戦略プラン[基本方向]」で経済見通しをたてている。

それは「つくばや東海の 先端の科学技術の集積、日立、鹿島の我が国有数の産業拠点、広域ネッ

トワークの概成など産業基盤整備が進展」する結果としての経済成長の数量的指標である。推計方

法は茨城マクロ計量モデルという県独自のモデルによる。このモデルの構造の詳細は、わからない。 

 茨城県の経済指標に関するこの推計結果は、以下の表のとおりである。 

 

 

                              
4  石川晃『市町村人口推計マニュアル』古今書院，1993 年，が参考にされている。 
5  岐阜県総合企画部統計課『岐阜県人口・少子化問題研究会：報告書』平成 19 年 3 月。 
6    例えば北九州市は『「元気発進！北九州」プラン（北九州市基本構想・基本計画）』の策定で人口推計を行った

が，そのさい地元の九州経済調査会による推計，日銀北九州支店の推計を参考にしたようである。どちらもコーホ

ート要因法での推計であるが，前提とされた仮定に相違があり，推計結果は微妙に異なる。北九州市『新・北九州

市基本構想の策定にあたって【市民討議資料】』平成 19 年 10 月，59 ページ。 
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表１ 茨城県の経済成長率推計結果 

 

 愛知県でも県独自の計量モデルを活用して推計を行っている。すなわち 2025 年までの愛知県の

経済予測を行うための年次の長期計量モデルの構築で、複数ケースの予測がなされた。 

 モデルの構造は、消費、投資、移出等を合わせた県内総支出が総生産を決めるという需要サイド

主導のそれであるが、潜在的な供給能力を組み込んで供給側をも加味した需給調整型である7 。モ

デル構築の期間は 1978 年から 2002 年までの 25 年間であった。ただし、1990 年から 2002 年まで

の 13 年間分のデータは 93 年ＳＮＡ基準で作成されたものであるが、1990 年以前のデータは 68 年

ＳＮＡ基準によって作成されていた。後者は 93 年ＳＮＡ基準で変換されたデータが使われた。 

 モデルは 39 個の内生変数（県内支出[実質値および名目値]、デフレータ・賃金率、県民所得、雇

用・労働時間、潜在 GDP など）と 24 個の外政変数（国内総生産、政府消費支出、金利、人口など）

とからなる。さらにモデルの全体構造は、支出、供給、価格・需給調整、分配・雇用の４ブロックからな

る。モデルの推定は 小二乗法によった。 

 推計結果は以下のとおりである。以上、２つの県自治体の推計作業を紹介したにすぎないが、自治

体の行っている真剣な作業として評価したい。 

 

表２ 愛知県の経済成長率推計結果 

    

 

１－２ 政策と施策の数値目標 

さて、本稿のテーマである総合計画と数値目標に関連した事例であるが、まず栃木県総合計画「と

ちぎ元気プラン(2006-2010)」を取り上げ、その政策体系と数値目標との関係を見る8。この総合計画

                              
7   需要サイド主導のモデルになったのは，資本ストックに関わるデータが不足していたため供給面からの予測が困

難であると判断されたからである。 
8   栃木県企画部企画調整課「栃木県総合計画『とちぎ元気プラン(2006～2010)』」平成 18 年（2006）2 月。同「栃木

県総合計画『とちぎ元気プラン(2006～2010)』【概要版】」平成 18 年（2006）2 月。 

県内総生産

[単位：１０億円]
2005年度

（平成17年度）
2010年度

(平成22年度）
2015年度

(平成27年度）
年平均増加率

県内総生産（実質） 12,306 13,703 14,843 1.9%
県内総生産（名目） 11,608 13,194 14,723 2.4%

第一次産業 254 266 292 1.4%
第二次産業 4,617 5,387 6,176 3.0%
第三次産業 6,966 7,811 8,564 2.1%

県内就業者数

[単位：千人]
2005年度

（平成17年度）
2010年度

(平成22年度）
2015年度

(平成27年度）
年平均増加率

県内就業者数 1,419 1,452 1,419 0.0%
第一次産業 99 82 82 -1.9%
第二次産業 489 507 495 0.1%
第三次産業 830 863 843 0.2%

年 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
成長ケース ２％強 ２％強
低成長ケース １％強 ０％台半ば

1.40% 1%台後半
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では、将来像として「活力と美しさに満ちた郷土“とちぎ”」のもとに、これを実現するための基本政策が

基本目標、政策、施策、単位施策の 4 層から成る。基本目標は５つで、「基本目標１：知恵にあふれ

た豊かな人づくり[教育・文化]」、「基本目標２：いのちをやさしく見守る社会づくり[人権・保健・医療・

福祉]」、「基本目標３：確かな技術と創造性に富む産業づくり[農林・商工サービス・労働]」、「基本目

標４：快適でにぎわいのある交流地域づくり[社会基盤・観光・国際化]」、「基本目標５：安心のくらしを

支える環境づくり[環境・防犯・防災]」となっている。この 5 本の基本目標に２－３の政策が付随し、政

策の総数は 13 である。さらにそれぞれの政策に、これまた複数の施策がぶらさがり、その数は全体で

50 である。156 の単位政策がこれらの施策を支える。組織的には政策は部局が担当、施策は課が担

当する。 

「とちぎ元気プラン(2006-2010)」が総合計画と呼ばれるゆえんは、上記の体系性もさることながら、

このプランがそのうちに部門計画を内包しているからである。例えば基本目標２の内実である３本の政

策、すなわち「（政策 21）一人ひとりを尊重し、共に参画する社会を築く」、「（政策 22）互いに支え合

い、共に生きるあたたかな福祉社会を築く」、「（政策 23）健やかで安心な生活を守る」には部門計画

との連携がある。すなわち、政策 21 には「栃木県人権施策推進基本計画」「とちぎ男女共同参画プラ

ン（二期計画）」が、政策 22 には「栃木県次世代育成支援対策行動計画『とちぎ子育て支援プラン』」

「栃木県高齢者保健福祉計画『はつらつプラン 21（三期計画）』」「栃木県地域福祉支援計画」が、政

策 23 には「とちぎ健康 21 プラン」「栃木県保健医療計画」「とちぎ食の安全・安心行動計画」が部門

計画として位置づけられている。 

当該の計画のなかで、数値目標は施策ごとに設定されている。「概要版」には「基準値」「目標値」

「長期目標」が掲載されているが、本体の冊子には「概ね 10 年前」「概ね 5 年前」の過去の値の記入

もあり、趨勢的な認識ができる。この範囲で見る限り、数値目標の設定の仕方は３タイプに分類できる。

第一は理想値を掲げるというものである。第二は、過去の趨勢の外挿による設定である。第三は、全

国ランキングの順位をあげる方法である。 

数値目標がどのように設定されているかについては、個々の自治体がその方法を公表しているわ

けではないので、その実情は必ずしも定かでない。しかし、聞き取り調査を含めて設定方法が分かる

自治体の総合計画もある。埼玉県はそれらを、「ゆとりとチャンスの埼玉プラン(2007-2011)［埼玉県 5

ヵ年計画］の冊子で公表している9。簡略な形式の公表であるが仔細に読むと、上記の数値目標の一

般的な設定の仕方がどのように具体化されているかが分かる。詳しくは実際に同冊子の該当箇所に

あたってほしいが、整理すると次のようである。 

まず、理想数値として示さなければならないものとして、数値目標の設定がある。「『地域子育て応

援タウン』認定市町村の数」を 2011 年度（平成 23 年度）までに埼玉県下の全市町村に設置するとい

う目標値は、これにあたる。「看護職員不足の解消」で不足数を 23 年度末でゼロとした設定、「高等

技術専門校修了者の就業率」を 2011 年度（平成 23 年度）までに 100%とする目標などもこの種の数

値目標化と考えられる。 

次に政策的配慮による設定がある。ここでいう政策は、国のそれである場合と、県独自のそれであ

る場合とがある。国の政策との連動では、県はそれを無視できず、数値目標の設定は国のそれに準

                              
9   埼玉県『ゆとりとチャンスの埼玉プラン（埼玉県 5 カ年計画（平成 19 年度～23 年度]）』2007 年（平成１９年）２月。 
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拠しなければならない。例えば「エレベータの設備などにより段差が解消された鉄道駅（一日平均利

用者数が５千人以上）の割合」を 2011 年度（平成 23 年度）末までに 100％にするという数値目標は、

国がバリアフリー新法に基づく基本方針で 2010 年度（平成 22 年度）までに鉄道駅の段差解消を図

ると決めたので、それに準拠したわけである。「週に 1 回以上スポーツをする 20 歳以上の県民の割合」

を同じく 2011 年度（平成 23 年度）までに 55.0％にするという数値目標は、国の目標値が 50％であ

るのでこれを上回ることを目指すという姿勢の表れである。これと類似した数値目標の設定として、法

律なり政令の制約にしたがった数値目標の設定というケースがある。 

県独自の政策との連動に関しては、独自の政策が数値化して示されるが、その政策的措置が予め

数量的に設定されているので、それを数値化した目標である場合もあれば、具体的施策が講じられた

結果としての数値目標が想定される場合もある。前者では「犯罪発生件数（人口千人当たり）」を 2011

年度（平成 23 年度）に 18.5 件以下にするというものがそれで、この数値は「埼玉県防犯のまちづくり

推進計画」で平成 21 年度の発生件数を平成 16 年度より 20%削減する目標が設定されていたので、

これをさらに進めて平成 23 年度までに平成 16 年度より 28%削減するという姿勢から出てきた数値で

ある。後者の例としては、現状を所与として、単年度ごとの政策措置の積み上げの結果を数値目標す

る場合のほとんどがこれである。「新規企業立地件数」を 2007 年度（平成 19 年度）から 2011 年度（平

成 23 年度）までに 200 件とした数値目標がそれで、埼玉県の施策として公的な産業団地や民有地へ

の立地を進め毎年 40 件立地することとしてあるので、それをもとにはじきだした数値目標である。 

過去の実績、趨勢を踏まえ、それを将来に延長することで数値目標が設定される場合もある。ただ

し、埼玉県ではこの場合にも単純な外挿ではなく、政策的判断を若干加味していることが特徴的であ

る。例えば「女性（15-64 歳）の就業率」が 2005 年度（平成 17 年度）に 55.1%であったのを 2010 年

度（平成 22 年度）に 58.4%としたのは、2005 年度（平成 17 年度）からの 5 年間の伸びを 2000 年

度（平成 12 年度）から 2005 年度（平成 17 年度）までの伸び(2.3%)とまず同率としつつ、さらに施策

推進による伸びを 1%加味して設定されたことによる。「中小企業勤労者サービスセンターの会員従

業員数」を平成 17 年度末の 34,406 人を 2011 年度（平成 23 年度）末までに 40,000 人としたのは、

2000 年度（平成 12 年度）～2004 年度（平成 16 年度）の増加率が年平均 1.4%であるのをふまえつ

つ、これに政策的判断から約 1%上乗せし 2．5%とした目標値設定の仕方である。このように過去の

実績に基づく傾向に施策上での要因を加味して設定された数値目標として「一般廃棄物の再利用

率」（2011 年度[平成 23 年度]に 28.0%）、「産業廃棄物の再生利用率」（2011 年度[平成 23 年度]

に 57.0%）がある。 

さらに、全国水準、他の地域との比較で、数値目標が設定されている施策もある。「経営革新に取

り組む中小企業者数（経営革新計画の承認件数）」を平成 17 年度末の 542 件から、2011 年度（平

成 23 年度）末の 1,262 件とする目標は、この年間承認件数が埼玉県は南関東で 低であるので、

東京都に次いで高い神奈川県を超える水準を定めて計算した目標数値である。「耕地利用率」の

2011 年度（平成 23 年度）の 95%という数値目標は、全国の平均利用率である 93.8%を上回るという

狙いで設定された目標であるし、「商業集積地区における年間販売額の全国順位」を 2004 年度（平

成 16 年度）の 8 位から 2011 年度（平成 23 年度）までに 6 位とする目標で、全国ランキングを上げる

ことを端的に表明した数字である。 

この項の 後に、筆者が重要と考えている点を指摘しておきたい。すなわち総合計画は、それが
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「総合」計画である以上、環境、雇用、産業、社会保障、教育など住民の生活と関わる広範な分野に

またがる包括的なそれである。このことは総合計画が個々の部門計画を統括したものであるはずであ

るということである。実際に、総合計画と部門計画とが有機的に、整合的に関連付けられているケース

は意外と少ないが、関連づけが密接不可分であるにせよ、そうでないにせよ、本来それらの連携は考

慮されてしかるべきである。行論との関係では、この問題は総合計画の数値目標の設定と、部門計画

のそれとの整合性ということになる。総合計画のなかに設定される数値目標は直接に部門計画と関連

付けを有しないものも多いが、他方では部門計画の数値目標を無視しえないものもあり、問題の見極

めはなされなければならない1 0。 

 

２ 数値目標の意義と役割 

２－１ 行政評価と数値目標 

 本節では行政評価およびそれと一体となった数値目標設定導入の背景、内実のポイント、そして

問題点の確認を行う。 

数値目標の設定にはいくつかの役割がある。総合計画における数値目標の設定は 1990 年代半

ば以降、地方自治体の行政評価の全国的展開とともに進んだ。数値目標が果たすべき役割は、行

政評価が総合計画と一体となって展開されるようになった契機を掘り起こすことである程度明らかにな

る。 

行政評価導入の第１の契機は、自治体の深刻な財政危機である。財政改善策はまず歳入の確保

にもとめられるが、それ以上に重要なのが歳出の点検である。財政健全化にとって個々の政策、施策

とそれを支える事務事業の見直しは不可欠であり、そのことの強い認識がいわゆる行政評価に結実し

た。第２の契機は行政への住民の不信に対する策としての行政改革である。複数の自治体での不適

切で不明朗な税金の使途の発覚は、自治体行政に対する信頼を損ねた。行政評価は、その反省か

ら出てきた。行政の側による住民への説明責任の要請、政策策定と執行への参加と監視の要求は、

行政評価が登場する後押しとなった。第３の契機は、かねてからの課題とされていた地方分権促進の

動きである。この動きを背景に、自治体はその政策立案能力を問われ、行政内部の組織の再編、職

員の意識改革、政策立案、行政サービスへの提供とのかかわりでの住民との連携が求められることと

なった。 

行政評価は以上の諸要素を契機に展開されることとなったのであるが、特徴的な点はそれが政策、

施策、事務事業の各レベルでの数値目標の設定をともなって進んだことである。しかも、この数値目

標の設定の発想は、その行政評価が事務事業評価に限定される場合、ベンチマーク方式による場

合 な ど さ ま ざ ま で あ っ た が 、 い ず れ に せ よ そ れ ら は 当 初 か ら Ｎ Ｐ Ｍ ( 新 経 営 ： New Public 

Management)理論のもとに主導された行政実践であると喧伝された。 

ＮＰＭ理論についてここで詳しく述べる余裕はない。しかし要約して述べれば、それは民間企業の 

 

                              
1 0   このような問題意識は，本年 8 月６日に実施した福岡県商工政策課でのヒアリングで感じたところである。福岡県

の産業政策には，例えば北部九州自動車産業の生産台数の目標数値，シリコンシーベルト福岡プロジェクト・セカ

ンドステージにおける関連企業の集積目標値などが細かく盛り込まれていたが，聞き取り調査の席上では，総合計

画の数値目標と産業部門におけるそれとの関連が話題となった。 
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効率化、活発化、顧客満足度の測定を志向する経営手法の行政の領域への導入である1 1 。この理

論の核心は、具体的にはアウトカム（成果指標）の確定、マネジメント・サイクル（PDCA）の導入、その

ために必要な数値目標の設定にもとめられる。自治体の総合計画では政策、施策、事務事業の各層

で、この数値目標を契機とした PDCA サイクルを活用する行政の進行管理が行われた。数値目標は

努力目標であるとともに、個々の行政内容の客観的な評価基準である。それは必ずしも絶対的な基

準ではないが、行政評価の基準として利用されることに変わりはない。くわえて、行政評価を予算と連

携 さ せ る 自 治 体 も あ る が 、 そ う で は な い 自 治 体 も あ り 、 こ の 点 に つ い て は 一 様 で な い 。 

PDCA サイクルを明示的に取り入れ、重点戦略、基本計画、地域計画の進行管理を実施している

「茨城県総合計画（平成 16 年から平成 22 年）」は、評価を予算と連携させた実例である1 2。重点戦

略は幹事部局長のもとで政策評価と計画の進行管理の一体的実施が、施策評価に関しては 40 の

施策とそれを支える 100 の数値目標（あわせて 46 の補足目標）の達成状況が検証され、また事業担

当課長のもとで 365 の事業の自己評価が実施される。施策の数値目標にてらして、ある施策の基準

となる年度（2004 年度［平成 16 年度］）の基準値と目標年度（2010 年度［平成 22 年度］）の期待値

とを直線で結び、各年度の実績値が期待値を上回れば A、下回っていても基準値を超え期待値に

向かって動いていれば B、基準値を下回っていれば C と評価する形で、施策評価が行われている。

数値目標のこの点検は、施策と事業に対する単年度ごとの予算見直しの参考資料となる。 

行政活動を仮に政策、施策、事務事業の三層からなるとすると、評価指標はこれらの３層に対応し

て設定される。このうち事務事業は、図式化していえば通常、次のように進む。まず、インプットである

が、ここには事業を実施するために予算措置、そして職員の労働投入がある。これらの投入によって

事業の執行があり、アウトプットが形成される。アウトプットの実質は、行政活動が提供する財・サービ

スである。インプットがあり、その結果としてのアウトプットがあり、事業としてはこれで完結しているよう

に見えるが、行政はここでとどまってはならず、さらにアウトカムがもとめられる。行政活動の効果であり、

住民の満足度である。  

今日の自治体の行政活動は、政策、施策はもとより、事務事業にとってもアウトカムが問われ、した

がって数値目標は原則としてアウトカムのそれとして示されなければならないことになっている。 

 

２－２ ＮＰＭ理論の実践－静岡県の事例－ 

 ＮＰＭ理論に基づく行政評価に積極的に取り組む県として静岡県がつとに有名である。静岡県が

現在遂行中の総合計画は、「魅力ある“しずおか”2010 年戦略プラン 後期 5 年計画－富国有徳 創

知協働－」で、その計画期間は 2006 年度（平成 18 年度）から 2010 年度（平成 22 年度）までの 5

カ年である1 3。この計画は「富国有徳 創知協働」の基本理念の下にアウトカム指標を中心に 166 の 

                              
1 1  付言すると，ＮＰＭ理論の基本理念は成果指向である。政策，施策のアウトカムを可視的に設定し，成果を重視

する。計画実践のレベルで言えば，成果指向の内実は具体的には，顧客満足指向，生産性向上指向，手段 適

化指向である。顧客満足指向は文字通り，顧客である県民の満足度をもって行政サービスの成果の判断をすると

いうことである。生産性向上指向は，効率性とサービスの質の持続的な向上である。手段 適化指向は，政策，施

策の 適な実施主体を選択し，そこへの権限の移譲である。 
1 2   茨城県企画部・企画課『元気いばらき戦略プラン基本計画・地域計画』平成 18 年 3 月。 
1 3  静岡県「静岡県総合計画・魅力ある“しずおか”2010 年戦略プラン（後期 5 年計画）－富国有徳 創知協働－」

2006 年４月。静岡県の総合計画については，次のサイトを参照。

http://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-220/plan2010/index.htm 



- 85 - 

明確な数値目標を設定し1 4、県民の満足度を 大限高めることを目的に「県民くらし満足度日本一」

の達成を目指している。また、日本でＮＰＡ理論に立脚する総合計画として宣伝されている。静岡県

が全国に先駆けて取り組んでいるのは、ＮＰＭ理論にもとづく「目的指向型の行政運営」である。 

この総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「地域計画」の３部から成る。「基本構想」では静岡

県の現状、展望と課題が体系的に整理され、静岡県が目指す基本理念と基本目標(将来図)が示さ

れ、地域構造の変化を背景とする新しい地域区分・目標像が提示されている。「基本計画」では、7

つの施策分野に属する個々の項目ごとに、目的と数値目標が掲げられ、その達成に向けた施策の方

向が記載されている。「地域計画」では ５地域につき目標像とその実現に向けた施策の基本方向が

示されている。「基本理念」は「『富国有徳 創知協働』の魅力ある地域づくり」とうたわれ、「基本目標」

は「豊かな快適空間と有徳の志が織り成す『魅力ある“しずおか”』の実現」である。 

県が打ち出しているのは、この節の課題である行政評価と関わりで言えば、①ＮＰＡ理論に基づく

県民の視点による行政の見直し、②「業務棚卸表」による毎年度のＰＤＣＡサイクルの徹底(実施計画

の代替)である1 5。その特徴は「総合計画」を戦略計画として位置づけ、その単年度ごとの実施計画、

実績計画の目標の達成状況を「業務棚卸表」の活用による行政評価で明らかにし、その結果を予算

に反映させる行政運営サイクルをとるところにある。このプロセスの要は行政の全ての業務を体系的

に見直す「業務棚卸表」の作成で、静岡県は 1997 年度（平成 9 年度）から始まった。「業務棚卸」と

は、総合計画に掲げられている目標を実現するための業務の成果と手段との評価という観点から行

われる施策と事業の見直しである。そこで活用される「業務棚卸表」という総括表には、大小の項目に

区分されたそれぞれの業務の進捗度、すなわち管理指標の設定、実績と目標値、その業務の達成

期限が記入される。室1 6 が所掌する行政目標を実現するための業務内容は、 上位に位置する総

合計画の目的から、目的達成のために室が掲げる「任務目的」、室の業務内容が示される「業務概

要」、当該年度の主な施策などの手段である業務の体系として示される。 
 

図  業務棚卸の体系（静岡県） 

 

出所）http://www2.pref.shizuoka.jp/all/gyotana.nsf/help 

                              
1 4   数値目標は原則としてアウトカム指標(106 指標)に統一され，一部は中間アウトカム指標（52 指標）あるいはアウ

トプット指標(8 指標)である。 
1 5 次の文献も参照されたい。大坪檀・北大路信郷監修／静岡県編著『県庁を変えた「新公共経営」』時事通

信社、2008 年。 
1 6  「室」は，全国で初めて「課」を廃止して創設され，1998 年度（平成 10 年度）にスタートした。 
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「業務棚卸表」は単年度ごとの実績報告であるが、その内容はＰＤＣＡサイクルを念頭に構成され

ている。換言すれば、総合計画の単年度の実施計画、実績報告である「業務棚卸表」には、総合計

画の数値目標が盛り込まれ、これがＰ(Plan：計画)－Ｄ(Do：実施)－Ｃ(Check：評価)－Ａ(Action：

改善)サイクルのなかに織り込まれている。 

「業務棚卸表」は、毎年度、当初に各室で室の目的目標とそれを実現するための施策等の手段を

設定でき、前年度の成果とそのための行政活動を評価のうえ当該年度で判断できる成果の見込み、

課題の分析を明示でき、それらをふまえて検討される改善措置が記載できるようになっている。 

以上、行革先進県といわれる静岡県を中心に、筆者が聞き取り調査とその後の資料調査で確認し

た行政評価における数値目標の意義と役割を整理して示した1 7 。ここで簡単に指摘しておきたいこと

は、行政評価の全国の自治体でのこのような展開は、ここにきて経験の蓄積のなかから一部疑問視さ

れるにいたっている側面があるということである。疑問視という言葉がきつければ、見直しあるいは再点

検と言い換えてもよい。全体的な総括を行うには、もう少し時間をかけた見極めが必要であろう。以下

では数値目標の設定による行政の進行管理で問われていることの若干を掲げておく。実際の聞き取

り調査のなかでの現場からの生の声である。 

第一に、数値目標による評価そのものが実際には容易ではないことが少なからずあるということであ

る。数値目標のなかで、例えば出荷額といった経済関連の数値指標が達成されたとしても、講じられ

た政策によってもたらされた効果なのか、景気のもちなおしによる結果なのかが判断しにくい。同じこ

とであるが、設定された数値目標は急激な景気の冷え込みによって、潜在能力があっても実現不可

能となることがある。北部九州自動車 150 万生産拠点の構築などはその一例である。2004 年度の 80

万台から 05 年度 91 万台、06 年度 101 万台、07 年度 113 万台と自動車 150 万台生産を目指し

順調に推移してきた実績は、08 年度秋以降の急激な景気の落ち込みにより、それ以前から兆候とし

てあった自動車離れの傾向に一気に拍車がかかり、08 年度 96 万台に落ち込んだ。09 年度の 150

万台達成は厳しい状況にある。県の政策効果は断たれた感がある。しかし、このような数値目標で政

策評価を形式的にさばくのは妥当でない。 

政策評価を市民アンケートの満足度調査で測るという方法は全国の自治体が採用したアウトカム

評価のやり方であるが、ここにも問題が潜んでいる。例えば県民の満足度である項目の満足度が高く

ても、それは県の行政によってもたらされたものなのか、市政によってもたらされたものなのか、住民は

そこまで判断をしてアンケートに応えるわけではない。換言すれば、住民は自身の満足度を決定づけ

た要因にまでさかのぼって判断するのではない。住民の満足度という曖昧な指標に頼ることの危うさ

の一端がここにある。  

後に数値目標による評価と予算を連動させている場合の問題点である。しばしば耳にするのは、

予算と評価との連動そのものが日程的に硬直的にならざるをえないという事情である。ある年度にあ

る事業への予算配分をどうするかを判断するときに数値目標による前年度実績の評価を利用すると

なると、評価を可能にする資料の提供は次年度の予算案作成前に進行管理しなければ話にならな

い。問題はスケジュールとしてそれが可能かどうかということである。評価と予算を連動させている自治

体は、数値目標それ自体を推測で行うなど種々の工夫でこの問題をクリアしている。しかし、そういうこ

                              
1 7 静岡県でのヒアリングは 2008 年１月時点で実施された。同県では 2009 年 7 月の知事選挙で首長が交代

した。「業務棚卸」を含め、行革路線が従来の流れにそって展開されていくかどうかは予断できない。 
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とを行っても、実情を見ると相当にハードな仕事になることは否めない。 

 

３ 数値目標と統計 

３－１ 富山県、茨城県の数値目標と統計 

 この節では数値目標がどのような資料にもとづいて作成されているのか、数値目標の設定における

統計の位置づけの現状を確認する。 

行政に統計が不可欠であることは自明である。換言すれば、政府統計は行政を円滑に進めるため

に作成される。例えば、「事業所・企業統計調査」1 8は従来、地方消費税の配分、その交付の決定に

利用され、地方公共団体の行政施策への利用としても地域産業振興施策の立案、交通路線整備の

地域交通計画の策定、地域防災対策のための基礎資料であった。 

それでは、当面問題になっている自治体の総合計画、行政評価に統計はどのような関わりをもって

いるのであろうか。総合計画の政策なり施策の数値目標をどの統計使って設定しているかについて

は、それが分かりやすく公表されている自治体もあれば、そうなっていない自治体もある。筆者が知る

限りでは、富山県、茨城県では丁寧に数値目標のための統計の出所が示されている。秘密にしなけ

ればならないものではないと思うので、可能ならば各自治体でも公表したほうがよいのではなかろう

か。 

富山県を例にとると、次のようである。富山県で現在進行中の総合計画は「元気とやま創造計画」

1 9であるが、2007 年（平成 19 年）４月に策定されたこの計画は、目標年次を 2025 年（平成 27 年度）

とし、「富山県民新世紀計画」（2001 年４月策定、2001 年[平成 13 年]～2010 年[平成 22 年]）を引

き継ぐ計画である。同計画は目指すべき将来像として「活力とやま」「未来とやま」「安心とやま」を掲げ

ている。「活力とやま」は、知恵を活かした活力づくりのための 20 の政策をもつ（新産業の創出、起業

支援、広域観光・国際観光の振興、新幹線を中心とした新たな交流拠点づくりの推進など）。「未来と

やま」には、未来を築く人づくり・美しい県土づくりとして 17 の政策が掲げられている（子育て支援、義

務教育等の充実、自主的な社会活動の推進、公流人口の拡大、定住・半定住の促進など）。そして、

「安心とやま」には健康で安全、安心な暮らしづくりのための 18 の政策が並んでいる（医療の充実、

健康づくりの推進、自然環境の保全、生活環境の保全、生活交通の確保、安全なまちづくりなど）。 

「活力とやま」「未来とやま」「安心とやま」全体に含まれる個別政策は、55 であるが、これらの個別

政策には、県民参考指標という数値目標が設定され、統計がその設置に使われている。例えば、「起

業支援」という政策には、「年平均新設事業所数」「開業率」の指標が掲げられているが、その統計は

総務省「事業所・企業統計調査」からとられている。「雇用の確保と創出」には、「就業率」「30 歳から

34 歳の女性の就業率」「訓練生の（離転職者）の就業率」の指標が掲げられているが、その統計は前

２者に関しては総務省「国勢調査」、もうひとつの指標は厚生労働省の職業能力開発行政の業務統

計である。この他、「工業立地件数」の指標は経済産業省「工場立地動向調査」、「県内中小企業

（製造業）の付加価値」の指標は経済産業省「工業統計調査」、「小売業の年間商品販売額」「中心

市街地の年間商品販売額」の指標は経済産業省「商業統計調査」にもとづいて設定されている。 

                              
1 8  「経済センサス」の 2009 年［平成 21 年］実施にともない，「事業所・企業統計調査」は廃止された。 
1 9   富山県知事政策室『富山県総合計画・元気とやま創造計画－みんなで創ろう！人が輝く元気とやま』平成 19 年

（2007 年）6 月。 
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この他に県の独自調査、県政世論調査、富山市商工会議所調査が必要に応じて活用されてい

る。 

茨城県総合計画「元気いばらき戦略プラン基本計画・地域計画」2 0の施策レベルの数値目標の統

計的根拠のアウトラインを以下に要約する。 

 

表３  数値目標と政府統計の関係（茨城県） 

  
  

                              
2 0  茨城県・企画部企画課『元気いばらき戦略プラン基本方向』2006 年（平成 18 年）６月，同『元気いばらき戦略プ

ラン基本計画・地域計画』2006 年（平成 18 年）６月。 

　　統　　　　　計 数値目標
内閣府 交通事故全国統計 県内交通事故死者数

就業構造基本調査 若年者有業率、女性有業率
都道府県別情報化指標 ブロードバンド契約数世帯比率
住宅・土地統計調査 住宅の耐震化率

社会生活基本調査
個人の自由時間の中で行う学習・研究
のうち文化芸術を対象とした活動を行っ
た人の割合（10歳以上）

雇用状況調査 障害者雇用率
保育所入所待機児童数調査 保育所の待機児童数
放課後児童健全育成事業実態状況調査 放課後児童クラブ設置数
医師・歯科医師・薬剤師調査 医師数
保健・衛生行政業務報告 就業看護職員数
水道統計 水道普及率
生産農業所得統計 農業産出額
認定農業者、特定農業法人及び特定農業
団体並びに農用地利用改善団体の実態
に関する調査

認定農業者数、担い手への農地利用集
積率

農林水産省検査結果 県産コシヒカリの一等米比率
木材需給報告書 県産木材の供給量
漁業経営調査 沿岸漁家所得
水産加工統計調査 水産加工生産額
工場立地動向調査 工場立地件数、工場立地面積

工業統計
戦略分野産業製造品出荷額、従業員一
人当たり製造品出荷額

商業統計調査 小売業年間販売額

一般国道に係る旅行速度等の調査
県内主要都市相互間の自動車による平
均移動時間

道路行政の達成調査 道路渋滞による損失時間
旅客地域流動調査 公共交通機関の旅客流動量
貨物・旅客地域流動調査 首都圏における貨物流動量のシェア
河川現況調査 河川改修率
都市公園等整備現況調査 一人当たり都市公園面積

歩行空間のバリアフリー化等に関する調査
鉄道駅（乗客数5000人/日以上）周辺
等における道路のバリアフリー化率

移動円滑化実績報告 ノンステップバスの導入率

公共用水域水質測定結果
公共用水域の環境基準（BOD)達成率、
霞ヶ浦の水質（COD)

一般廃棄物処理事業実態調査
一人当たり一日のゴミ（一般廃棄物）排
出量

特許庁 特許行政年次報告書 特許出願件数

国土交通省

環境省

農林水産省

総務省

経済産業省

厚生労働省
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茨城県総合計画の「基本計画」は、2 点の基本姿勢のもとに策定された。すなわち、「茨城の資源

や潜在力を磨き活用する」という姿勢と「県民が主役となってこれからの“いばらき”を共に創る」という

姿勢である。また、目標は３つ掲げられ順に、「競争力あふれる産業大県『活力あるいばらき』」、「安

心・安全で快適な『住みよいいばらき』」、「充実した教育が行われ個性や能力が発揮できる『人が輝く

いばらき』」である。「基本計画」には、40 の施策があり、100 の数値目標、46 の補足目標がある2 1。こ

れらの数値目標は、毎年度の計画の進行管理に活用される。数値目標には、それぞれ指標名、現

状値（2004 年[平成 16 年]）、目標値（2011 年[平成 22 年]）、目標値の考え方、全国平均値（全国

順位）、数値目標が示すもの、データの出所等、算出式・用語の解説等、担当部局庁が書き込まれ

ている2 2。 

 政府統計が使われている指標は、表３のようである（この他に若干の省独自調査がある。また、補足

指標は除く）。この表は施策の数値目標一覧表2 3 を統計の出所と数値目標との対応関係を明示して

筆者が再構成したものである。 

100 の全体の数値目標のうち 36%が政府関連の統計である。この他の数値目標は県独自のもの

で商工労働部、農林水産部、保健福祉部、生活環境部などで作成された統計、あるいは教育庁がも

っている統計による。広報課の「県政世論調査」が基礎統計となっている数値目標もある（「人権は大

切であると感じている県民の割合」が 2005 年（平成 17 年）に 90.1%であるのを 2010 年（平成 22 年）

に 100%にするという目標）。 

 

３－２ 盛岡市の数値目標と統計 

次に市レベルの自治体のなかから盛岡市をとりあげ、やや詳しく説明する。盛岡市の現行の総合

計画(平成 17 年度～平成 26 年度)は「基本構想」と「実施計画」の２層構造である2 4。「基本構想」は、

５つの基本理念（「継承と創造」、「求心力」、「人が活きる」、「市民起点」、「自律」）と目指す将来像

（人々が集まり・人にやさしい・世界に通ずる・元気なまち盛岡）とから成る。「基本構想」を実現するた

めに８本の施策の柱がたてられ（①いきいきと安心できる暮らし、②安全な暮らし、③心がつながる相

互理解、④共に生き未来を創る教育・文化、⑤活力ある産業の振興、⑥環境との共生、⑦快適な都

市機能、⑧信頼される質の高い行政）、それぞれに具体的な施策が設定されている。施策の総数は

41 である。さらにその下位に 103 の基本事業、約 1000 の事務事業がある。この基本構想のもとに

「実施計画」が立てられている。実施計画は 10 年先の目指す基本構想に基づく施策を計画的にか

つ効率的に実施しながら、市民ニーズや社会経済の変化に柔軟に対応し、実効性の高い計画となる

よう、事業ごとの実施状況に関する評価・検討を行い、毎年度爾後３ヵ年の計画として策定されている。

実施計画には、基本構想の柱と施策にそれぞれ対応して目標値が設定され、達成度の評価が行われ

る。 

                              
2 1   地域計画にはゾーンごとに施策展開と深い関連のある指標が設定されている。将来目標の設定が可能な指標に

ついては目標数値を設定し（年間観光客数，直売所における地元産品率等），設定が困難なものについては現

況数値等（産業別生産額，メロンの作付面積等）を掲載して動向を把握できるようにしている。目標数値は 43 指標，

現況数値 83 指標である。 
2 2   茨城県企画部・企画課，前掲，96－111 ページ。 
2 3  茨城県企画部・企画課『元気いばらき戦略プラン基本計画・地域計画』2006 年（平成 18 年）3 月，96-101 ペー

ジ。 
2 4   盛岡市市長公室企画調整課『盛岡市総合計画～共に創る元気なまち県都盛岡～』2007 年（平成 19 年）4 月。 



- 90 - 

上記の施策 41 に数値目標が設定されている。行論との関係で数値目標がどのような 統計に基

づいて設定されているのかを点検すると、大きな特徴は「盛岡まちづくり評価アンケート」という市民ア

ンケートの結果が使われていることである2 5。「市民アンケート」に依拠した数値目標を列挙すると、次

のようである。（施策の柱５を除く７本の柱）［数値はパーセンテージ］ 

＜施策の柱：１ 安心できる暮らし＞ 

①「『いつでも受信できる医療機関がある』と答えた市民の割合」  

(H17[79.3],H19[80.5],H21[85.0],H26[90.0]，以下 H17,[H19],【H21,H26】の順で数値のみ

示す) 

＜施策の柱：２ 安全な暮らし＞ 

②「『避難場所を知っている』と答えた市民の割合」(76.7,[71.2],【79.0, 81.0】) 

③「『防災対策をしている』と答えた市民の割合」(29.9,[30.1],【33.0, 35.0】) 

④「『防災訓練に参加する』と答えた市民の割合」(42.2,[39.9],【45.0, 47.0】) 

＜施策の柱：３ 相互理解＞ 

⑤「『地域のコミュニティ活動に参加したことがある』と答えた市民の割合」 

(61.4,[61.5],【62.0, 62.0】) 

⑥「『携帯電話を利用している』と答えた市民の割合」(63.1,81.1[H18],【73.0, 75.0】) 

⑦「『家庭でインターネットを利用している』と答えた市民の割合」  

(40.5,[45.1[H18]],【50.0, 60.0】) 

＜施策の柱：４ 教育文化＞ 

⑧「『 近何らかの学習をした』と答えた市民の割合」(47.2,[49.5],【55.0, 60.0】) 

⑨「『 近何らかのスポーツ・レクレーションをした』と答えた市民の割合」 

(55.1,[53.1],【60.0, 65.0】) 

⑩「『 近何らかの芸術文化活動に参加した』と答えた市民の割合」(47.6,[47.8],【48.0, 50.0】) 

＜施策の柱：６ 環境との共生＞ 

⑪「『清潔で衛生的、公害がないといった点で、きれいなまちだと思う』と答えた市民の割合」

(43.9,[45.4],【48.0, 53.0】) 

⑫「『自然が守られていると思う』と答えた市民の割合」(52.9,[51.8],【57.0, 62.0】) 

⑬「『ＣＯ２の発生抑制やごみの減量など、地球にやさしい生活を常に心がけている』と答えた市民

の割合」(45.5,[45.8],【50.0, 55.0】) 

＜施策の柱：７ 都市機能＞ 

⑭「『誇れる景観があると思う』と答えた市民の割合」(79.3,[81.2],【79.3, 79.3】) 

⑮「『快適な居住環境である』と答えた市民の割合」(47.8,[49.7],【51.0, 55.0】) 

⑯「『公園や街路樹などの街の中の緑が多いと思う』と答えた市民の割合」  

(75.5,[76.1],【80.0,80.0】) 

                              
2 5   毎年実施されているアンケートの概要は以下のとおり。対象は満 20 歳以上の市民，3000 人を住民基本台帳か

ら等間隔無作為抽出法で標本として抽出し，郵送で調査票（設問は 22，但し平成 20 年度の調査は 32）を配布，

回収する。時期は 1 月下旬から 2 月中旬にかけて（ただし 2008 年度[平成 20 年度]は 10 月下旬から 11 月中旬

にかけて）である。回収率は 40%半ばから後半。結果はホームページ上で公表されている。 
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＜施策の柱：８ 質の高い行政＞ 

⑰「『窓口サービスの接遇が気持よく、待ち時間も適切である（接遇・応対）』と答えた市民の割合」

(55.3,[58.2],【75.0,90.0】) 

⑱「『窓口サービスが利用しやすく便利である』（制度や仕組み）と答えた市民の割合」(49.0,[53.0],

【65.0,80.0】) 

これらの数値目標の設定は、「盛岡まちづくり評価アンケート」の設問項目に依拠している。この市

民アンケート以外に、同類の市民アンケート「『もりおか健康 21 プラン』に係るアンケート」「次世代育

成支援対策行動計画に係るアンケート」「地域福祉計画策定に係るアンケート」からとられる数値目標

もある。41 の施策に含まれる数値目標は 86 で、そのうち 18 が何らかの市民アンケートの項目から選

択されている。施策の成果指標と市民アンケートの連携は、際立っている。 

なお、三菱総合研究所の地方自治体行政評価の取り組み状況に関する実態調査によれば、住民

アンケート調査の結果を指標化に利用する自治体は市・区レベルで伸びている。住民が直接その声

を行政に反映させる状況がいまだ低い水準にあり、住民自身の意欲も希薄ななかで、この点は際立

っている2 6。 

数値目標の指標設定で、政府統計が使われているのは「施策の柱：５ 産業振興」においてである。

まず施策「活力ある農林業の振興」の指標のひとつ「販売農家事業者数」に使われた統計は「農林業

センサス」であった(H17[12,783],H21[11,500],H26[10,300])。この他、施策「まちに活力を与える

工業の振興」の指標「製造品出荷額等」で「工業統計調査」、施策「多様で活発な商業・サービスの

振興」の指標「卸・小売の年間販売額」で「商業統計調査」が、「サービスの事業所数」で「事業所・企

業統計調査」が活用された。 

数値目標の統計的裏付けに関連して、自治体の関連する業務に携わっている担当者に聞き取り

を行うと、しばしば以下のようなコメントに出会う。 

まず、重要であるが使用しにくい統計として、例えば総務省「家計調査」がある。この調査はサンプ

リング調査で、全国約 8000 世帯が調査対象となるが、県単位でこの統計調査を参考にしようとすると

標本数が小さすぎて適当な数字を得ることができない。また、観光業の育成はどの地方自治体にとっ

ても無視できないが、観光業に関して使用できる統計は少なく、信頼性も正確性も乏しい。概してサ

ービス業の統計の不足は、どこの自治体の担当者も異口同音に指摘することである。 

長期時系列データの整備が遅れているとの指摘もある。筆者もそのことを日常的に感じるが、総合

計画はその実施のタイムスパンが中長期にわたるので、重要な統計の時系列的整備は不可欠である

にもかかわらず、それが必ずしも担保されていない。時代は今やＷＥＢで情報をとるのが普通になって

いるから、長期時系列統計をネットから取得できる環境を充実させることは喫緊の課題である。 

 

おわりに 

 本稿で筆者は数値目標の設定が自治体の総合計画、あるいはそれと一体となった行政改革の現

状を、それを積極的に推進している静岡県を初め、聞き取り調査でまわった県、市の自治体から特徴

をもつものをピック・アップして断片的な紹介をし、部分的に問題点の指摘を行った。 

                              
2 6  三菱総合研究所，地方自治体における行政評価への取り組みに関する実態調査（調査結果概要版）［2008 年

調査］［2009 年調査］，いずれも 5 ページ。 
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結論として言えるのは、そのスタートから 10 数年を経て、行政評価の在り方、数値目標の設定に再

検討、見直しの空気が出てきているという事情である。行政評価自体はその実施後かなりの年数が経

過し、この間かなりの経験を積んできたが、その成果は明確に見えているわけではなく、また作業が煩

雑であり、徒労感が一部に出てきている。いくつかの自治体、例えば筆者が参加した聞き取り調査の

なかでは千葉県、新潟市で、再考段階にあるようである。本稿では触れなかったがあまりに硬直的な

総合計画の在り方を敬遠する自治体もあり、これを具体的に長期構想などに変更しようとする向きも

ある。もちろん、否定的な動きばかりが目につくわけではなく、自治体の自律性、主体性が問われる中

で、職員の政策立案の能力、統計を扱う力の向上、住民の行政への関わり方の強化など今後の指

針となるようなすぐれた経験も蓄積ある。そうした経験の交流、伝播の必要性は今後必須になってくる

ことは確実である。これらのことも含めてこれまでの行政評価、数値目標の設定の総点検がなされな

ければならない。 

 こうした事情は総務省、三菱総合研究所が行っている調査の結果とも符合する。それを引用して本

稿を終える。まず総務省の「地方公共団体における行政評価の取組状況」の 新調査（2008 年）で

は、「評価指標の設定」を直面する課題と認識している自治体の比率が極めて高いという結果が出て

いる。すなわち、「行政評価の課題」が何であるかを「評価指標の設定」「評価情報の住民への説明

責任」「予算編成等の活用」「定数査定・管理への活用」「議会への活用」「外部意見の活用」「長期

的な方針・計画との連携」「職員の意識」の選択肢から複数回答でもとめる項目で、「評価指標の設

定」と答える自治体は、都道府県で 74.5%、政令指定都市で 94.1%、中核市で 91.9%、特例市で

79.5%、市区で 75.9%、町村で 71.1%となっている2 7。何を施策の数値目標とするかということが難し

い問題であることはよく分かる。聞き取り調査で全国の自治体の関連部署を訪れて、そこの総合計画

に盛り込まれている数値目標に接すると、疑問なしとしないものがある。比較的多くの自治体で設定さ

れている「授業が分かる生徒の割合」などはその典型である。指標設定当事者はこの点を十分に了

解しつつ、やむを得ず設定したものと推察できるが、数値目標は希望的観測にとどまらず、実際の行

程管理に使われるということを考えると無理な指標の設定はあとあとまで尾をひき、自治体の職員に

消耗感をもたらすことになりかねない。再考の余地がある。 

三菱総合研究所は毎年、「地方自治体における行政評価への取り組みに関する実態調査」を実

施しているが、その 2008 年調査では、行政評価の導入経験のある自治体で評価制度の見直し・検

討の状況があるかを浮き彫りにする項目を取り入れた2 8 。調査結果によると、上記の指摘を反映する

かのように、政策・施策・事務事業のいずれかのレベルで導入・ 試行経験がありかつ「準備・検討中

（見直し中）」の自治体は、都道府県で 2 団体、市・区で 63 団体であった。評価制度の見直しを日程

にあげている自治体で、評価導入の成果があがっていない要因としてあげられているのは、自由回答

として政策・施策レベルでは「予算編成に連動させる仕組みができていない」、事務事業レベルでは

「評価内容が未熟」、「制度に対する理解の欠如」である。この傾向は 2009 年度調査でも継続して確

                              
2 7  総 務 省 [ 報 道 資 料 ] 「 地 方 公 共 団 体 におけ る 行 政 評 価 の 取 組 状 況 （ 平 成 20 年 10 月 1 日 現 在 ） 」

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000014509.pdf）6 ページ。[2010 年 2 月 18 日アクセス] 
2 8  三菱総合研究所「地方自治体における行政評価への取り組みに関する実態調査（2008 年調査結果[概要版]）」

2008 年 11 月 20 日，３ページ。

（http://www.mri.co.jp/NEWS/press/2008/__icsFiles/afieldfile/2009/03/13/pr081126_rmu02.pdf）[2010
年 2 月 18 日アクセス] 



- 93 - 

認できる2 9。 

 行政評価、数値目標の設定の総点検は今後の課題であるが、筆者としては自治体での統計の利

用の仕方、統計活動の展開の方向に照準をあわせ、今しばらく全国的な動向を個々の自治体の経

験に学びながら見守っていきたい。 
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はじめに 

 本稿は、地方自治体における地域総合計画の策定および評価への住民意識調査の利活用の現

状および課題を、地方自治体へのヒアリング調査の成果に基づき考察しようとするものである。わが国

の多くの自治体では、地域総合計画の策定にあたり住民意識調査が実施され、さらに政策、施策の

評価にも活用されている。しかし、数値目標の設定や指標の選定など、利活用の実態は自治体ごと

に大きく異なる。筆者は文部科学省科学研究費補助金プロジェクト「地域経済活性化と統計の役割

に関する研究」2の研究分担者として、2006 年からの 4 年間に多くの自治体へのヒアリング調査を実

施する機会を得た。そこで本稿では、これらヒアリング調査の結果を中心に、地域総合計画の策定や

政策評価への住民意識調査の活用状況の実態を概観すると共に、地域総合計画への住民意識調

査のより有効な利活用のための方法を考えたい。 

 

1.地域総合計画と住民意識調査 

(1)総合計画の共通特徴と住民意識調査 

 わが国の殆ど全ての地方自治体（以下、自治体）は、地域総合計画（以下、総合計画）を策定して

いる3。そしてこれら総合計画の多くには、次の 3 つの共通点がある。第 1 に、総合計画の策定にあた

り住民意識調査を実施していること。第 2 に、総合計画は重層的な構造をしていること。第 3 に、総合

計画は PDCA サイクルに基づき評価、運営されていることである。 

 第 1 の住民意識調査については、現在殆ど全ての自治体で総合計画策定のための住民意識調査

が実施されている。住民意識調査は、「県民意識調査」、「市民アンケート」等さまざまな名称で実施さ

                                                      
1 E-mail：gtaura@ner.takushoku-u.ac.jp 
2 文部科学省科学研究費補助金プロジェクト「地域経済活性化と統計の役割に関する研究」（基盤研究 B、2006～

2009 年度、課題番号 14330042、研究代表者：菊地進立教大学経済学部教授） 
3 地域総合計画に該当する計画を別の名称で呼んでいる自治体もある。例えば愛知県では地域総合計画に該当す

る計画を「地方計画」、「新しい政策の指針」と呼んでいる。本稿ではこれらも含め地域総合計画と呼ぶこととする。 
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れているが、自治体の企画部門あるいは広聴部門が調査主体であることが多い4。自治体は、総合計

画を通じて行政サービスを提供するにあたり、まず第 1 にそのサービスの受容者である住民がどのよう

なサービスを求めているのかを把握する必要がある。この住民ニーズを把握するための方法には、住

民意識調査の実施、公聴会、有識者会議などの開催が考えられるが、これらの中で最も広範囲な住

民ニーズが把握でき、かつ、最も客観的な方法として、住民意識調査は多くの自治体で住民ニーズ

把握のための中心的な方法として実施されている。 

 また、担当省庁である自治省も、地方自治体は行政運営を行なうにあたり、住民意識調査の実施、

審議会の設置、公聴会の開催などの方法により住民のニーズの把握を図るべきとの提言5を行なって

おり、この提言も住民意識調査実施の根拠となっている。 

 住民意識調査を中心に住民ニーズが収集されると、それに応えるべく総合計画を策定する作業が

始まるが、多くの自治体では住民ニーズに応えるための総合計画を重層的な構造に基づいて具体

化している。これが第 2 の共通点である。特に「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」を基本とした 3

層構造の総合計画を策定している自治体が多い。 

 「基本構想」は、地域づくりの基本的な理念や地域の目指すべき将来像を示すものであり、重層構

造の最も上の層に位置づけられる。これらの理念や将来像は、住民意識調査等で収集された住民ニ

ーズや、各種統計指標などを参考に総合的に決定される。2 層目の「基本計画」は、基本構造に基

づき各行政分野における施策を総合的、体系的に示すものである。3 層目の「実施計画」は、基本計

画に定められた施策を展開するための個別の具体的計画を示すものである。実施計画は、「政策」と

「施策」の 2 層に細分化されて策定される場合も多い。さらに「施策」の下には「事務事業」が置かれる

ことが多い。なお、多くの自治体の総合計画がこのような 3 層を中心とした重層体系となっているのは、

「計画は、基本構想・基本計画・実施計画からなる重層的計画体系として策定」されるべきとした自治

省の提言6によるものである。多くの自治体では、それぞれの地域に合うような若干の改良点があるも

のの、住民意識調査により収集された住民ニーズ等に応えるべく、このような重層体系に基づき総合

計画が策定される。 

図 1 地域総合計画と住民意識調査 

  住民意識調査・統計    

↓ 

 
↓ 

  数値目標の設定と評価    

                                                      
4 これらの他に自治体の各部署等が特定の事案について独自に実施するアンケート調査もあるが、本稿ではこれら

アンケート調査のうち調査目的に総合計画策定のためと明記されているもののみを分析対象とする。 
5 自治省行政局市町村計画策定方法研究会「市町村計画策定方法研究報告」（国土計画協会、1966 年） 
6 自治省行政局市町村計画策定方法研究会、前掲書。都道府県についての制約はないが、それらの多くもこれに

倣っている。 

    （施策) 

実施計画（政策) 

基本計画 

基本構想 



- 97 - 

 策定された総合計画は、多くの自治体では PDCA サイクルに基づいて評価、運営されている。これ

が第 3 の共通点である。PDCA サイクルは、計画（Plan）、実施(Do)、評価（Check）、改善（Action）

の 4 つの段階を循環的に踏んで経営を改善しようとするもので、元来自動車産業などを中心とする製

造業で行なわれていたものである。改善の後は、次期の計画、実施、評価、改善とこの 4 段階の循環

が延々と繰り返されながら、経営も連綿と改善されてゆくというものである。この PDCA サイクルに基づ

くマネジメントを行政運営にも活用し、行政の効率化を図ろうとするものが新公共経営（NPM:New 

Public Management）である7。1980 年代にイギリスが新公共経営の手法により行政改革に成功し、

わが国でもそれに倣い、中央政府の行政改革の理論的背景となり、地方自治体でも静岡県、三重県

などが始めたのを契機に、現在では多くの地方自治体で行なわれている。 

 住民意識調査はこの PDCA サイクルのうち、計画および評価の段階で総合計画と密接に関係して

いる。まず、計画策定の段階で、前述のとおり、住民ニーズを把握する中心的な方法として住民意識

調査が実施される。また、策定された総合計画が実施された後には、総合計画がきちんと進行したか、

住民ニーズにきちんと応えたか等について、評価が行なわれるが、この評価にも住民意識調査の結

果数値が活用される。この評価により明らかになった問題点等を改善し、次期にはより良い計画が策

定されることになる。 

 以上のように多くの自治体では、住民ニーズの把握のための中心的手法として住民意識調査が実

施され、それにより得られた住民ニーズを踏まえた基本構想を持つ重層的な総合計画が策定される。

また、総合計画の評価にも住民意識調査が活用され、自治体運営の改善に重要な役割を果たして

いる。 

 

(2)埼玉県の総合計画と住民意識調査 

 本項では、前項で示した総合計画の 3 つの共通点と特に住民意識調査との関係性について、埼

玉県総合計画を具体例として詳しく見てみることとする。埼玉県は、人口規模、県内総生産規模のい

ずれにおいてもわが国有数の自治体であり、比較的高水準の自治体運営がなされている。一方で、

過度に特徴的な産業構造を有している訳ではなく、きわめて標準的な総合計画が策定されている。

すなわち、埼玉県は、ごく標準的な自治体運営が比較的高い水準で行なわれている自治体として、

総合計画と住民意識調査の一般的な関係性を示す具体例として最適である。 

 また、ヒアリング調査を実施した自治体の中でも、積極的に総合計画や住民意識調査への取り組み

を行なっている印象を受けた。加えてさいたま市8が関東地方の県庁所在地としては最も新しい政令

指定都市となるなど、自治体としての発展期にあり担当者の士気も高い。そこで、本節では埼玉県総

合計画を例に、前項の総合計画と住民意識調査との関係性を詳しく見てみたい。 

 埼玉県では現在、埼玉県総合計画「ゆとりとチャンスの埼玉プラン」9が進行中である。この総合計

                                                      
7 財務省財務総合政策研究所『ニュー・パブリックマネジメント』（日本評論社、1999 年） 
8 さいたま市は、2001 年 5 月 1 日に浦和市、与野市、大宮市の 3 市合併により埼玉県下初の 100 万人都市として

誕生し、2003 年 4 月 1 日にわが国 13 番目の政令指定都市となった。2005 年の岩槻市との合併に伴い人口 118
万人（全国 9 位）の都市となる。平成の大合併と呼ばれる市町村合併ブーム期の 2000 年以降に関東地方で唯一誕

生した、関東地方で最も新しい政令指定都市である。なお、さいたま市の他に 2000 年以降県庁所在地では、静岡

市（2005 年）、新潟市（2007 年）、岡山市（2009 年）が政令指定都市となっている。また、関東地方では相模原市が

2010 年の政令指定都市化を目指している。 
9 埼玉県『ゆとりとチャンスの埼玉プラン埼玉県 5 か年計画』（埼玉県、2007 年） 
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画の計画期間は、2007 年度（平成 19 年度）から 2011 年度（平成 23 年度）までの 5 か年である10。 

 この総合計画の策定にあたり、2 つの住民意識調査が実施されている11。ひとつは「（平成 17 年埼

玉県）県民意識調査」12である。同調査は、「県政の今後の方向性を探り、県民ニーズに基づき施策

や事業を構築する」13ことを目的として、県の企画部門である企画財政部計画調整課が実施した調査

である。もうひとつは、県の広聴部門である県民生活部広聴広報課が毎年実施する「埼玉県政世論

調査」14である。同調査も、今回の「総合計画策定に係る調査」15として明確に位置づけられている。 

 県民意識調査は、総合計画の計画期間が始まるおよそ 2 年前の 2005 年冬に県内在住者 6000

人を対象に実施された16。調査項目は、生活全般についての満足度と重要度、埼玉県のイメージ、

定住傾向などであり、他の都道府県で実施されている県民意識調査と比較してもごく一般的な内容

といえる。同調査により、「本県は、高い利便性と田園的な環境を備えた住宅地として県民から一定

の評価を得ていること、また、老後の生活安定、次世代の教育、地域の安全に高いニーズがあること

が示された」17と調査結果が総括されている。 

 この県民意識調査の結果を受け、総合計画が策定されることとなる。なお、埼玉県では、基本構想

を「総論」、基本計画を「埼玉安心戦略」、実施計画を「分野別施策」、実施計画の中の政策を「基本

目標」、施策を「施策」と呼んでいる。 

 はじめに、重層構造の最上段である基本構想が計画される。埼玉県総合計画では、基本構想、す

なわち目指す将来像を「ゆとりとチャンスの埼玉」と銘打ち、「チャンスにあふれ誰もが夢を持てる元気

チャレンジ埼玉」、「誰もが安心して暮らせる安心・安全埼玉」、「住みやすく環境にやさしいゆとりの田

園都市埼玉」の 3 つを掲げている。第 1 の「元気チャレンジ埼玉」は、県民意識調査で高い県民ニーズ

があることが明らかとなった「次世代の教育」を重視したものである。また、同様に県民意識調査で県

民が高く評価していることが明らかとなった「高い利便性を備えた」地域性、すなわち交通網の充実と

多彩な企業、研究機関、大学の立地を活用しようとするものである。第 2 の「安心・安全埼玉」は、県民

意識調査でニーズの高かった「老後の生活安定」、「地域の安全」を踏まえて掲げられた目標である。

第 3 の「ゆとりの田園都市埼玉」は、県民意識調査で県民が抱いている埼玉県の良好なイメージとし

て明らかとなった「田園的な環境を備えた住宅地」という特性をさらに推し進めようとするものである。こ

のように、基本構想は県民意識調査で得られた県民ニーズを重視して作成されていることが分かる。 

                                                      
10 この総合計画は、前総合計画「彩の国 5 か年計画 21」の計画期間満了に伴い策定されたものであり、政策指標

15 項目は前総合計画から継続されている。なお、本総合計画の計画期間は埼玉県が初めて人口減少に直面する 5
年間となるため、同プランは「あまり華々しい目標を掲げたものではなく、着実な計画を示すものとした」（ヒアリング調

査による）とのことである。 
11 埼玉県では今回の総合計画策定に係る調査として、これら 2 つの調査の他に、インターネット調査である「県政モ

ニターアンケート」、および「若者層を対象とする『埼玉イメージ』の調査」を実施している。インターネット調査は今後の

発展が期待できる調査方法であるが、調査対象の偏りの問題が知られており、本稿では分析から除外した。また、「若

者層を対象とする『埼玉イメージ』の調査」は、調査対象を埼玉大学に在籍する大学生に限定し、調査対象数も 50
人程度と極めて小規模であるため、本稿では分析から除外した。 
12 埼玉県企画財政部計画調整課『県民意識調査報告書』（埼玉県、2005 年） 
13 同上書、1 ページ 3 行目。 
14 調査期間は 2005 年 7 月～8 月。調査対象は県内在住の 20 歳以上の県民 3000 人。 
15 埼玉県、前掲書、242 ページ 2 行目。 
16 調査期間は 2005 年 1 月 27 日～2 月 21 日。調査対象は県内在住の 18 歳以上の県民 6000 人。調査対象の

抽出方法は住民基本台帳による層化 2 段無作為抽出法で、調査方法は郵送配布、郵送回収による自計記入方式

で行なわれた。有効回答数は 2856 票、有効回答率は 47.6%である。 
17 埼玉県企画財政部計画調整課、前掲書、2 ページ 6～8 行目。 
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 2 段目の基本計画では、基本構想を実現するために「計画期間中に実施する戦略的な取組」18を、

「次世代の力育成戦略」など 4 つの「埼玉安心戦略」19として掲げている20。 

 3 段目の実施計画では、基本計画を実現するための具体的な事業が分野別施策として示されてい

る。4 分野 17 の「基本目標」を掲げ、その中に 66 の「施策」が示されている。例えば「次世代の力育

成戦略」に対応したものは、基本目標「次代を担う子どもたちを育てる」の中の施策として「魅力ある高

校教育の推進」、「確かな学力の育成」等の 8 つの施策21が設定されている。 

 

図 2 埼玉県総合計画と住民意識調査（一部） 

 

  住民意識調査：次世代の教育に高いニーズ   

↓ 

 

↓ 

  大学等と連携した授業を取り入れている県立高校の割合〔現状値 37%→目標値 60%〕    

 

 また、埼玉県では施策ごとに「施策指標」を設定しており、その多くには数値目標を設定している。

例えば、施策「魅力ある高校教育の推進」の施策指標は「大学や研究機関などと連携した講義や授

業を継続して教育活動に取り入れている県立高校の割合」22が設定されている23。現状値（2005 年

度）は 37%である同指標を、計画期間終了時（2011 年度）には 60%となるように数値目標が設定さ

れている。なお、この数値目標設定の根拠は、「高校生の進路先は大きく、大学・短大、専門学校、

                                                      
18 埼玉県、前掲書、8 ページ 10 行目。 
19 「埼玉安心戦略」はこの他に、「県民の力集結戦略」、「民の活力応援戦略」、「地域の魅力創造戦略」。 
20 埼玉県では、「埼玉安心戦略」を実現するための「10 の大作戦」も設定している。例えば「次世代の力育成戦略」

については、「子どもを鍛える」、「あったか子育て」の 2 作戦を掲げ、4 つの戦略で合計 10 の「大作戦」を設定してい

る。「県民の力集結戦略」については「県民パワーで地域いきいき」、「しっかりサポート福祉・保健・医療」、「もっと安

心・安全」の 3 作戦、「民の活力応援戦略」については「がんばれチャレンジ経営」、「とことん産業集積」の 2 作戦、

「地域の魅力創造戦略」については「どこでも楽々行ける」、「わくわく文化・スポーツ」、「環境をまもるつくる」の 3 作戦

が設定されている。また、「10 の大作戦」のそれぞれに「戦略指標」を掲げており、その多くは数値目標として設定され

ている。これらは埼玉県総合計画の特徴的な取り組みといえる。 
21 その他の施策は、「子どもたちの健康増進・体力向上」、「教員の資質・能力の向上」、「学校・家庭・地域が一体と

なった子どもの育成」、「非行防止と立ち直りの支援」、「私学教育の振興」、「特別支援教育の推進」である。 
22 指標の定義では、「大学・研究機関・民間企業などでの講義や見学等への生徒の参加、大学・研究機関・民間企

業などから招いた講師による講義や授業を、継続して 3 年以上実施している県立高校の割合」（埼玉県、前掲書、

228 ページ 6 行目。） 
23 この「施策指標」は基本構想の「戦略指標」の目標数値と一致するものが多い。例えば「大学や研究機関などと連

携した講義や授業を継続して教育活動に取り入れている県立高校の割合」は「次世代の力育成戦略」の「子どもを鍛

える」大作戦の戦略指標と同一の数値目標となっている。 

魅力ある高校教育の推進 

次代を担う子どもたちを育てる 

次世代の力育成戦略

元気チャレンジ埼玉 
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就職に分かれており、そのうち大学・短大へ現役で進学する生徒が 30%を超える県立高校が約 6 割

である。こうした学校を中心に大学等の講義・授業を実施することとして、この目標値を設定」24と説明

されている。 

 同様に、施策「確かな学力の育成」の施策指標として「教育に関する 3 つの達成目標における基礎

学力定着度」25が設定されている。現状値は小学校 6 年生が 84.9%、中学校 3 年生が 82.0%である

が、目標値はいずれも 95.0%と設定されている。この数値目標設定の根拠は、「今後 5 年間でほとん

どすべての子どもたちが「読む・書く」「計算」に係る基礎的・基本的な内容を身に付けていることを目

指し、この目標値を設定」26と説明されている。このように数値目標は、「魅力ある高校教育の推進」の

ようにデータの積み上げにより設定されるもの、「確かな学力の育成」のようにいわゆる「あるべき」論に

より設定されるものなど、自治体や施策により様々である27。 

 以上のように埼玉県では、総合計画を策定するにあたり事前に県民意識調査を実施（前項の総合

計画の共通的な第 1 の特徴）し、住民ニーズの把握を行なっている。そして総合計画はこの住民ニー

ズを重視して策定されている。例えば住民意識調査において明らかとなった「次世代の教育」への県

民ニーズの高さを踏まえ、基本構想の柱のひとつとして「元気チャレンジ埼玉」が設定されている。総

合計画はこれらを具体的に実現するための重層的な構造（第 2 の特徴）で策定され、基本計画「次世

代の力育成戦略」、実施計画「次世代を担う子どもたちを育てる」、施策「魅力ある高校教育の推進」

が設定されている。施策には施策指標が設定され、数値目標などでその達成度を計ることができるよ

うになっており、PDCA サイクルに基づいた運営および評価が実施（第 3 の特徴）されている。 

 すなわち、総合計画は住民意識調査から得られた住民ニーズを重視して作成され、政策、施策に

ついても住民意識調査と関連する数値目標により、評価を行なうことが可能となっている。本節では、

このように総合計画と住民意識調査とが密接に関連付けられている具体例として埼玉県を例に見て

きたが、多くの自治体において、このような総合計画の策定、評価と住民意識調査との関係性を見る

ことができる。 

 

2.住民意識調査の利活用の二極性 

 前節では埼玉県総合計画を例に、地域総合計画への住民意識調査の活用の実態を見たが、他

の自治体の状況はどのようなものであろうか。住民意識調査は、当該地域における住民のニーズを当

該自治体が把握し政策立案に活用することが目的であるので、それぞれの自治体が個別に調査を

実施し、当該住民に個別に調査結果を公表するだけに留まることがほとんどである。そのため、

わが国では住民意識調査の実施状況を体系的に把握する試みや研究は、1990 年代以前には内閣

府『世論調査年鑑』28を除いてほとんどされていなかった。しかし、同年鑑では町村による調査は掲載

                                                      
24 埼玉県、前掲書、228 ページ 6 行目。 
25 教育に関する 3 つの達成目標は、「学力、規律ある態度、体力の 3 分野について、各学年で確実に身に付けさせ

たい基礎的・基本的内容を、具体的な目標として定めたもの。」（埼玉県、前掲書、245 ページ 10 行目）であり、その

中の「読む・書く」および「計算」のペーパーテストの平均正答率。 
26 埼玉県、前掲書、228 ページ 3 行目。 
27 数値目標の設定方法の代表的なものには、データの積み上げによるもの、傾向線の延長によるもの、「あるべき」

論によるもの、マニフェストによるものなどがある。 
28 内閣府大臣官房政府広報室『世論調査年鑑』（国立印刷所、各年版） 
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されておらず、また、平成 18 年（2006 年）版29以降は刊行されていない。その他最近の地方自治体

による住民意識調査の実施状況を全国規模で特に回収率との観点からサーベイした山田（2002, 

2004a, 2004b, 2007, 2008）30、社会調査の視点から大阪府と香川県の市町村住民意識調査を分

析した大谷（2002）31等がある程度である。 

 そこで筆者は 2006 年から 4 年間、前述の文部科学省科学研究費補助金プロジェクト「地域経済活

性化と統計の役割に関する研究」に研究分担者として参加し、全国の自治体に対してヒアリング調査

を実施した。ヒアリング調査は、全国の都道府県および政令指定都市を中心に、それより小規模でも

地域を代表する中核市や特徴的な取り組みを行なっている自治体についても実施した。ヒアリング調

査の対象は、実際に自治体運営の舵取りを行なっている政策企画部門を中心に実施した。プロジェ

クトでは研究分担者がそれぞれの視点から地域経済活性化のための統計の役割について、ヒアリン

グ調査を丹念に行ないながら考察しようとするものであった。筆者は住民意識調査の地域総合計画

への利活用の状況を中心にヒアリング調査を試みた。これらのヒアリング調査から、住民意識調査の

地域総合計画への利活用の状況は、積極的な自治体と消極的な自治体との間には大きな差がある

ことが分かった。 

 住民意識調査を総合計画の策定や評価に積極的に活用している代表的な自治体として、静岡県

を挙げることができる。静岡県は、「日本で初めての本格的な新公共経営を確立する総合計画の策

定」32を目指し、総合計画への数値目標の設定や、住民意識調査の活用にいち早く取り組んできた

自治体のひとつである。また、多くの自治体が静岡県を手本として総合計画の改善に取り組んでいる

ことが、ヒアリング調査から明らかになった。 

 そこで、多くの自治体が手本とする静岡県総合計画の特徴を簡単に見ておくこととする。静岡県で

は現在、静岡県総合計画「魅力ある“しずおか”2010 年戦略プラン」33が進行中である。この総合計

画では「県民くらし満足度日本一」をスローガンに掲げ、「顧客主義の徹底」と「新公共経営に基づく

県民の視点による見直し」を実現すべく、166 指標34の数値目標を設定している。 

 ここで特筆すべきことは、これら指標を「最終アウトカム指標」、「中間アウトカム指標」、「アウトプット

指標」の 3 つに区分し、数値目標は可能な限りアウトカム指標（最終アウトカム指標あるいは中間アウ

トカム指標）を用いて設定しようと取り組んでいることである。今回の総合計画では 166 指標のうち 158

指標がアウトカム指標（最終アウトカム指標 106 指標、中間アウトカム指標 52 指標）となっている。ア

ウトプット指標は、アウトカム指標の設定が難しい場合にのみ用いられ、今回の後期総合計画では僅

                                                      
29 内閣府大臣官房政府広報室『世論調査年鑑平成 18 年版』（国立印刷所、2007 年） 
30 山田茂「地方自治体のホームページに収録された世論調査結果の概況」（中央調査社『中央調査報』第 533 号、

2002 年） 
山田茂「地方自治体が実施する世論調査の把握方法」（日本世論調査協会『よろん』第 93 号、2004 年） 
山田茂「町村等による住民意識調査の実施状況の動向」（『国士舘大学政経論集』第 128 号、2004 年） 
山田茂「都道府県・政令指定都市による住民意識調査の最近の実施状況」（『国士舘大学政経論集』第 139 号、

2007 年） 
山田茂「中小都市・特別区などによる住民意識調査の実施状況の地域別特徴」（『国士舘大学政経論集』第 144 号、

2008 年） 
31 大谷信介『これでいいのか市民意識調査』（ミネルヴァ書房、2002 年） 
32 静岡県企画部企画監「総合計画の策定と進行管理」（静岡県企画部企画監、2 ページ） 
33 静岡県総合計画「魅力ある“しずおか”2010 年戦略プラン－富国有徳創知協働－」後期 5 年計画（平成 18～22
年、2006(平成 18)年 4 月） 
34 総合計画策定時の 158 項目を、後期 5 年計画策定（2006 年 4 月）に際し再編。 
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か 8 指標のみである。また、これら数値目標を、「推進目標」（主として県が相当程度の政策手段をも

って達成をめざすもの）と「誘導目標」（県が、県民の皆様に呼びかけて共に達成をめざすもの）とに

区分35している点も特徴的である36。 

 このように静岡県では、住民意識調査やその他アウトカム指標の積極的な活用により、地域総合計

画の政策評価を明確な数値を用いて行ない、PDCA サイクルによる行政の効率化に積極的に取り組

み、総合計画への住民意識調査やその他数値目標の導入の先進事例として多くの自治体から参考

とされている37。 

 多くの自治体が、静岡県やその他の先進的な事例を参考に、総合計画への住民意識調査等の活

用の取り組みを進めている一方で、住民意識調査の地域総合計画への利活用に消極的な自治体も

相当数存在した。これら自治体の中には、住民意識調査は住民の声を聞いているというポージング

のために実施しているだけであり、地域総合計画の策定や評価に使用する意思は無いという自治体

も存在する。しかし、住民意識調査の地域総合計画への利活用に消極的な自治体の多くは、住民ニ

ーズの把握は重要と考えているが、総合計画の策定や評価にはあえて使用していないという自治体

であった。 

 これら自治体は、決して住民ニーズの把握の必要性を軽んじている訳でもなく、住民意識調査にも

総合計画の策定や評価にも真摯な姿勢で取り組んでいる。しかし、住民意識調査を総合計画の策

定にはあえて使用していないとのことである。これらの自治体へのヒアリング調査でその理由を聞いた

ところ、「住民意識調査の結果はあまり当てにならない」、「住民意識調査は、調査のたびに結果数値

が大きく変動しすぎる」といった意見が大勢を占めていた。 

 総合計画への住民意識調査の利活用の現状は、住民意識調査を貴重なアウトカム指標と位置づ

け積極的に活用している自治体から、住民意識調査は当てにならないので活用していないという自

治体まで様々であることがヒアリング調査から明らかとなった。そこで次節では、住民意識調査の結果

が当てにならないと考えられる理由について分析してみたい。 

 

3.住民意識調査の利活用に関する課題 

(1)調査票設計上の課題 

 前節では自治体へのヒアリング調査の結果、住民意識調査を総合計画の策定、評価に積極的に

活用している自治体がある一方で、住民意識調査は当てにならないと考え、総合計画の策定や評価

に使用することに消極的な自治体もあることが明らかとなった。そこで本節では、住民意識調査の調

査票の設計段階まで遡り、なぜ住民意識調査は当てにならないと考えられているのか、また、その改

善方法について 2 つの視点から考えてみたい。その第 1 は調査票設計上の課題、第 2 は指標選定

                                                      
35 静岡県『静岡県総合計画魅力ある“しずおか”2010 年戦略プラン－富国有徳創知協働－後期 5 年計画』（静岡県、

2006 年、巻頭 2 ページ） 
36 さらに静岡県では、「顧客主義の徹底」と「新公共経営に基づく県民の視点による見直し」を徹底させるために、総

合計画に 4 つの柱を掲げている。その第 1 は、「顧客主義への転換」であり、住民を公共サービスの顧客であると考え

ることである。最近では多くの自治体にこのような考え方が浸透し、このような意識に基づいた職員教育が行なわれ始

めたが、その先駆けとなったのは静岡県等の先進的な自治体が新公共経営運動に取り組んだことの影響が大きい。

第 2 は「業績、成果による統制」であり、数値目標の設定と行政評価の必要性が示されている。第 3 は「ヒエラルキー

の簡素化」であり、監に基づく組織会変異より組織のフラット化が図られている。第 4 は「市場メカニズムの活用」であり、

民営化やエージェンシーの活用による経営効率化の必要性が示されている。 
37 この他に、静岡県総合計画は PDCA サイクルと連動した業務棚卸表の活用でも知られている。 
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上の課題である。 

 調査票設計上の課題には、1.ひとつの設問や選択肢で複数の内容を聞いてしまうダブルバーレル、

2.選択肢に重複を含む設問、3.論点の特定が不能な設問や選択肢、4.選択肢が網羅的でない設問、

5.次元の異なる選択肢を含む設問、6.誘導的な設問などがあると考えられる38。これらのうち住民意

識調査の調査票では、ダブルバーレル、選択肢に重複を含む設問の 2 つが特に多く見られた。 

 そこでこれら 2 つについて、第 1 節で示した埼玉県を、引き続き本節でも具体例として見てゆくことと

する。ただし、ここで留意されたいのは、埼玉県の調査票に問題点が多いということではない。むしろ

埼玉県の調査票は、他の自治体の調査票と比較しても優れた設計がなされていると評価できる。住

民意識調査の調査票の中には問題の多い調査票も多数存在するが、本稿の目的は欠点の多い自

治体の調査票の問題をあげつらうことではなく、高い水準で調査が実施されている自治体の調査票

においてもしばしば見られる問題について改善方法を提案し、わが国の住民意識調査全体の水準の

向上を目指すものである。そのため、あえて優れた設計がなされている埼玉県の調査票を具体例とす

ることとした。 

 

a.ダブルバーレル 

 埼玉県が現在の総合計画策定のために実施した「県民意識調査」39は、他の自治体の住民意識

調査と比較しても優れた設計がなされているもののひとつであるが、それでも次のような問題点を指摘

することができる。第 1 に、ダブルバーレルである。ダブルバーレルは、ひとつの設問や選択肢で複数

の異なる内容を聞いてしまうために発生するもので、多くの自治体の住民意識調査の調査票で最も

多く目にする問題である。 

 例えば、埼玉県県民意識調査の「Q4.あなたは次のことがらについてどのようにお感じですか。各項

目ごとに、あなたのお考えに近いものを満足度、重要度の各々について 1 つ選び、当てはまる番号に

○をつけてください」40という設問がある。これは住民ニーズを重要度と満足度に分けて聞く、政策立

案に最も活用される設問であり、多くの自治体の住民意識調査で最も重要位置づけをされる設問で

ある。この設問の選択肢には、「ショッピングやレジャーなどの余暇活動を楽しむ機会」、「趣味や生涯

学習、スポーツなどの活動を行う機会」、「文化・芸術やスポーツなどを鑑賞する機会」、「鉄道やバス

などの交通機関の利便性」などの項目が設定されている。しかし、これらはいずれも、複数の内容を 1

つの設問で聞いているため正しく回答することができない。 

 はじめの「ショッピングやレジャーなどの余暇活動を楽しむ機会」は、本来であれば「ショッピングを楽

しむ機会」と「レジャーを楽しむ機会」の 2 つの設問に分けて聞かなければならない設問を 1 つの設問

で聞いてしまっているため、回答者は自身の意見を正しく回答することができない。例えば、「ショッピ

ングを楽しむ機会」には十分に満足しているが「レジャーを楽しむ機会」には大きな不満を感じている

回答者がいても、この設問では回答することができない。以下の選択肢も同様に、「趣味や生涯学習、

スポーツなどの活動を行う機会」は、「趣味を行う機会」、「生涯学習を行う機会」、「スポーツを行う機

                                                      
38 アンケート調査の問題点等については、辻新六・有馬昌弘『アンケート調査の方法』（朝倉書店、1987年）に詳し

い。また、大谷前掲書には具体例が多数示されている。 
39 埼玉県企画財政部計画調整課、前掲書。 
40 同上書、巻末調査票 2 ページ 18 行目。 
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会」に分けて聞くべきである。「文化・芸術やスポーツなどを鑑賞する機会」は、「文化・芸術を鑑賞す

る機会」と「スポーツを鑑賞する機会」に分けて聞いた方がより住民ニーズを把握する分析ができるよう

になる。「鉄道やバスなどの交通機関の利便性」も「鉄道の利便性」と「バスの利便性」に分けるべきで

ある。 

 同様に、買物や余暇活動などについて埼玉県内で行動することが増えたと答えた回答者41に理由

を聞く「Q11-1.その理由は何ですか。次の中から 2 つまで選び、○をつけてください」42の選択肢には、

「1.県内の商業施設や文化施設、イベント、行楽地などが充実したから」、「2.テレビや雑誌などで県

内の施設やイベント、行楽地などを紹介する情報が増えたから」、「3.鉄道や道路など、交通が便利

になったから」などがある。1 については、「商業施設が充実したから」、「文化施設が充実したから」、

「イベントが充実したから」、「行楽地が充実したから」の 4 つに分けて聞かなければ、これら 4 つのど

れが埼玉県内での滞留を増加させているのかが分からない。2 についても同様に、施設、イベント、行

楽地に分けて聞いた方が良い。さらに、情報発信源も「テレビ」と「雑誌」とに分けて聞けば、より有効

な振興策を分析することができるようになる。3 については、前述の Q4 と同様に、「鉄道」と「道路」とに

分けて聞いた方がより詳細な分析が可能となる。 

 こうしたダブルバーレルが発生する原因には、調査票の紙幅の制限、縦割り行政の弊害、単純なミ

スなどがある。はじめに紙幅の制限の問題であるが、調査票は限られた紙幅の中で作成しなければな

らないので、あまりに多くの設問や選択肢を掲載することができない。そのため、鉄道とバス、テレビと

雑誌など、本来は分けて聞いたほうがより詳細な分析が可能となることが分かっているものでも、これ

らを合わせて聞かなければならなくなる場合がしばしば発生する。しかし、紙幅の都合があったとして

も、前述の「商業施設の充実」と「行楽地の充実」などは分けて聞かなければほとんど有効な分析を行

なうことができない。 

 次の原因である縦割り行政の弊害については、「埼玉県政世論調査」により顕著な例が見られる。

「埼玉県政世論調査」は広聴部門が実施している住民意識調査で、第 1 節で示したとおり、「県民意

識調査」と並んで総合計画策定に活用されている調査である。同調査は毎年ほぼ同内容で実施され

ているが、年を追うごとに少しずつ文言等についての改善が図られているので、以下では最新の

2008 年度（平成 20 年度）調査を例として示す。 

 同調査では、「問 4.あなたは、日頃の生活の中で今お住まいの地域について、どのように感じてい

ますか。(1)から(22)のそれぞれについて、そう思うものをお選びください。」43という問題が設けられ、

「まったくそうだと思う」、「まあそうだと思う」、「あまりそう思わない」、「まったくそう思わない」、「わからな

い」の 5 つの中から選択して回答させる設計になっている。その 22 の設問には、「道路・下水道が整

っている」、「公園・遊び場・集会場などの施設が身近に整っている」などがある。ここで、道路と下水

道とは管轄するセクションが近いために同一の選択肢に括られていると考えられる。しかし、回答者で

ある住民のニーズにはそのような行政の機構上の問題は無関係である。この設問では、道路は比較

                                                      
41 「Q11.あなたご自身は、ここ数年間を考えると、休日などに買物や余暇活動などを楽しむ場合、埼玉県内で行動

することが増えたと思いますか」（同上書、巻末調査票 6 ページ 23 行目）について「1.増えたと思う」と回答した回答

者。 
42 同上書、巻末調査票 6 ページ 29 行目。 
43 埼玉県県民生活部広聴広報課『平成 20 年度埼玉県政世論調査』（埼玉県県民生活部広聴広報課、2008 年、

196 ページ 4 行目） 
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的整っているが下水道の整備には不満であるといった住民は回答のしようがない。このような設問は

当然、「道路が整っている」と「下水道が整っている」とに分離して聞かなければならない。公園と遊び

場と集会場についても同様である。これらの他に、ダブルバーレルを発生させる原因としては、調査

票設計上の単純なミスもある。 

 

b.重複のある設問 

 次に、選択肢に重複を含む設問について見てみたい。これは多くの自治体の住民意識調査の調

査票でダブルバーレルと並んでよく見られる問題である。 

 例えば埼玉県県民意識調査では、「Q12.あなたは埼玉県について、どのようなイメージをお持ちで

すか。次の中からあなたのイメージに近いものを 5 つまで選び、○をつけてください」44という設問がある。

これは県民が自県について抱くイメージを聞くものであり、多くの自治体で実施されている極めて重要

な設問である。埼玉県では第 1 節で述べたとおり、目指すべき県の将来像として基本構想のひとつで

ある「住みやすく環境にやさしいゆとりの田園都市埼玉」をこの設問の結果に基づき設定している。 

 しかし、この設問の選択肢を見ると、「10.親しみある」と「18.親しみやすい」がある。これらはほとんど

同一の意味であり、大多数の回答者には明確な区別を持って選択することは難しい。このように重複

する選択肢のある設問では、回答者の正しい意見をくみ取ることはできない。また、この設問では 23

の選択肢45が示されているが、いずれも肯定的なイメージを持つ選択肢ばかりである。肯定的なイメ

ージについてのみ聞くのも調査のひとつの方法として有効ではあるが、これだけ多数の選択肢を用意

する紙幅があれば、否定的なイメージを持つ選択肢を入れることも可能である。なお、今回の調査で

は同様の方法で埼玉県の否定的なイメージについて聞く設問は設定されていない。 

 また、この設問の単純集計の結果は、「12.田園的」が 37.6%で第 1 位となっており、県民の持つ埼

玉県のイメージについて調査報告書では、「全体として、都会的・動的イメージよりも、田園風景など

を背景とした素朴で穏やかな静的イメージでとらえられている」46と結論付けている。さらに、この結果

を踏まえ、基本構想として「ゆとりの田園都市埼玉」が掲げられたことは前述のとおりである。しかし、

単純集計結果の第 2 位は「親しみある」（26.4%）、第 3 位が「親しみやすい」（21.6%）となっており、

選択肢の重複の問題を含んだこれら 2 つが上位を占めてしまっている。さらに、これらを合計すると

48.0%となり第 1 位の「12.田園的」を上回ってしまう。県民の持つイメージの第 1 位が、「田園的」では

なく「親しみ」であったとしたら、基本構想が「ゆとりの田園都市埼玉」とはなっていなかった可能性も

十分に考えられる。 

 住民意識調査の調査票の中には、以上のように調査票設計上の問題点を抱えたものが数多くあっ

た。繰り返しになるが、例として取り上げた埼玉県は良好な住民意識調査が行なわれている自治体で

ある。住民意識調査には、もっと杜撰な調査が行われている例がいくらでもある47。第 1 には、これら

                                                      
44 埼玉県企画財政部計画調整課、前掲書、巻末調査票 7 ページ 1 行目。 
45 「1.創造的」、「2.伝統的」、「3.活力ある」、「4.落ち着いた」、「5.ゆとりある」、「6.静かな」、「7.にぎやかな」、「8.明る

い」、「9.開放的」、「10.親しみある」、「11.都会的」、「12.田園的」、「13.若々しい」、「14.成熟した」、「15.真面目な」、

「16.さわやかな」、「17.あたたかい」、「18.親しみやすい」、「19.ほのぼのした」、「20.個性的」、「21.あざやかな」、「22.
特にイメージはない」、「23.その他」、の 23 選択肢である。 
46 埼玉県企画財政部計画調整課、前掲書、67 ページ 17 行目。 
47 より問題を含んだ住民意識調査の例は、関西圏の市町村で実施されている住民意識調査について詳細に指摘し

た大谷前掲書などを参照されたい。 
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の問題についての改善を行なうことで、住民意識調査の精度は大きく好転するものと考えられる。 

 

(2)指標選定上の課題 

 自治体へのヒアリング調査でしばしば聞かれた住民意識調査は当てにならないという意見の原因と

して、前項で示した調査票作成上の問題の他に、どのような指標を選定しているかという問題が考え

られる。 

 数値目標として採用される指標は、次の 3 つに大別することができる。第 1 は、インプット指標である。

これは行政活動の直接的な投入数値のことであり、予算数値や人工等がこれにあたる。第 2 は、アウ

トプット指標である。これは行政活動の直接的な結果数値、行政活動の結果直接算出された公共サ

ービス等の大きさである。第 3 は、アウトカム指標である。これは社会的な成果数値、アウトプットにより

誘発された住民等の行動により実現される成果のことであり、住民意識調査の結果数値もこれに含ま

れる。例えば、交通渋滞の解消を目指した道路延伸工事の場合でいえば、ある工事に予算をいくら

投入したかがインプット指標、それにより道路が何キロメートル延伸されたかがアウトプット指標、さらに

その結果交通渋滞がどの程度緩和されたかがアウトカム指標である。 

 ここで、総合計画の策定、評価への数値目標の導入に積極的な多くの自治体では、これらの指標

のうち、アウトカム指標を優先して設定する傾向にある。前述のとおり新公共経営のフロントランナー

である静岡県では、総合計画の施策の全てに数値目標を設定し、これらは可能な限りアウトカム指標

を設定していた。また、静岡県を手本に新公共経営先進自治体を目指す自治体でも、これに倣う傾

向にある。しかし、アウトカム指標の割合を高めることが、必ずしも適切な総合計画の策定や評価につ

ながるとはいえないのではないか。本節ではこの点について考えてみたい。 

 はじめに静岡県の指標の選定について見てみたい。前述のとおり、静岡県総合計画では数値目標

を可能な限りアウトカム指標として設定し、さらにこのアウトカム指標を、最終アウトカム指標と中間アウ

トカム指標とに分類し、可能な限り最終アウトカム指標を用いるように努めていた。そして、これらアウト

カム指標で示すことが困難なものについてのみ、アウトプット指標を使用していた。その結果、166 の

数値目標のうち、最終アウトカム指標 106、中間アウトカム指標 52、アウトプット指標 8 となっていた。 

 そこでこれら 8 つのアウトプット指標について詳細に検討してみたい。これら 8 つのうち施策の数値

目標としてアウトプット指標のみが設定されているのは 2 施策に対する 4 指標のみである。施策「健全

な財政運営の推進」の数値目標として、「経常収支比率」48、「起債制限比率」49、「県債残高」50の 3

つのアウトプット指標が設定されている。この施策に対する数値目標はこれら 3 指標のみである。この

ような財政運営関係の指標は、ヒアリング調査の結果、多くの自治体でアウトカム指標化が難しいと考

えられているものである。 

 もう 1 つの施策は「武力攻撃事態等における国民保護措置」であり、この数値目標として「市町にお

ける国民保護計画の作成率」51がアウトプット指標のみで設定されている。これについても、目標年次

                                                      
48 地方公共団体の経常的経費（人件費等）のために経常的な収入である経常的一般財源（地方税等）が充用され

た割合。静岡県総合計画では、現状値は 89.0%、目標値は「90.0 以下」としている。 
49 地方債の返済に必要な一般財源の額が、標準財政規模と臨時財政対策債発行可能額との合計額に占める割合。

静岡県総合計画では、現状値は 13.1%、目標値は「15%台」としている。 
50 現状値は 1.879 兆円、目標値は「上限 2 兆円程度」としている。 
51 現状値は 0%、目標値は 100%としている。 
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までに定期的に武力攻撃等が発生することは考えにくいので、アウトカム指標の設定が困難であるこ

とは容易に理解できる。すなわち、これら 4 指標にアウトプット指標が設定されていることは至極当然と

いえる。 

 8 つのアウトプット指標のうち残りの 4 指標は、それぞれの施策に対してアウトカム指標と組み合わせ

られて使用されている。この点が静岡県総合計画の特徴的な点といえる。第 1 に、「都市機能の高度

化」という施策について、「用途地域内の土地区画整理事業完了面積」52および「市街地再開発事業

等の完了地区数」53の 2 つのアウトプット指標が設定されている。しかし、この施策にはこれらに加え、

「日頃生活を営んでいる範囲において、都市的な機能が充足していると感じている人の割合」54という

最終アウトカム指標も設定されており、これら 3 指標で施策「都市機能の高度化」の評価を行なえるよ

うになっている。なお、この指標は県民アンケート調査の結果数値55から得られるものである。第 2 に、

「安心・安全な教育環境の確保」という施策について、アウトプット指標「学校と地域が連携した防災

活動の実施率」56が設定されている。しかし、この施策にはこれに加えて、最終アウトカム指標「児童

生徒の交通事故死傷者数」57および中間アウトカム指標「学校の耐震化率」58が合わせて設定されて

いる。第 3 に、「学術・研究機関との創知恊働の推進」という施策について、アウトプット指標「県の試

験研究機関の特許出願件数」59が設定されているが、この施策にはこれに加え中間アウトカム指標

「県立大学・県試験研究機関が外部研究機関・企業等と受託研究・共同研究を行った件数」60が合

わせて設定されている。このように、静岡県では可能な限りアウトプット指標単独での施策評価は避け、

他のアウトプット指標やアウトカム指標と合わせて数値目標の設定が行なわれていることが分かる。 

 静岡県総合計画は、数値目標には可能な限りアウトカム指標を設定しているという謳い文句の影響

で、総合計画の数値目標化やアウトカム指標化の典型例として認識されることが多い。しかし、その

内容を詳細に検討してみると、数値目標にアウトプット指標のみを使用しているのは僅か 2 つの施策

であり、その他については住民意識調査の結果をはじめとするアウトカム指標や他のアウトプット指標

と合わせて設定し、これらが補完的な役割を果すように工夫されていることが分かる。 

 自治体へのヒアリング調査を実施したところ、静岡県総合計画を表面的に倣い、何でもアウトカム指

標化するのが良いと考える風潮にある自治体が多い印象を受けた。しかし、実際には、必ずしも闇雲

にアウトカム指標化することが良いのではなく、アウトプット指標を設定すべき場合や、複数の指標を

補完的に設定すべき場合など、個々の事案に沿って指標の選定を行なう必要がある。 

 たしかに実際の住民ニーズに最も近い指標は、住民意識調査やその他のアウトカム指標である。し

かし一方で、ヒアリング調査を実施したいくつかの自治体からは、これらの結果は当てにならないとい

                                                      
52 現状値は 7308ha、目標値は「9023ha 以上」。なお、これを率で表した「用途地域内の土地区画整理事業完了率」

も示されている（現状値 13.1%、目標値「16.2%以上」）。 
53 現状値は 43 地区、目標値は「58 地区以上」。なお、これを面積で表した「市街地再開発事業等の完了地区面積」

も示されている（現状値 19.8ha、目標値「26.1ha 以上」）。 
54 現状値は 52.9%、目標値は「60.0%以上」。 
55 県民アンケートの設問「まちや最寄りの都市での機能が充実している」について、「大いに充足している」と「ある程

度充足している」を合計した値。 
56 全学校のうち地域と連携した防災活動を実施している学校の割合。現状値は 89.0%、目標値は 100.0%。 
57 現状値は 4454 人、目標値は「4000 人以下」。 
58 現状値は市町村立小中学校 77.5%、県立高等学校 67.7%、私立小中高等学校 69.0%、県立盲聾養護学校

94.8%であるが、目標値はいずれの区分も 100.0%としている。 
59 現状値は 23 件、目標値は「30 件以上」。 
60 現状値は 139 件（県立大学 54 件、研究機関 85 件）、目標値は「160 件以上」。 
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う意見も聞かれた。住民意識調査やその他アウトカム指標は、自治体の努力とは無関係な外的要因

の影響を過大に受けるため、積極的には活用できないという意見である。 

 住民意識調査などのアウトカム指標が自治体の努力とは無関係な外的要因の影響を過大に受け

てしまう例は、次のような場合である。例えば、住民意識調査の「交通事故の心配がなく、安全に生活

できる」、「医院・病院が身近にあり、病気になっても心配がない」、「雪の心配がなく安心して暮らせる」

のような設問は、それぞれ悲惨な交通事故やその報道、病気の流行、天候などの外的影響を過大に

受けてしまう可能性がある。そのため、このような設問では調査のたびに結果が安定せず、いきおい

住民意識調査は当てにならないという印象を与えてしまう要因となっている。このような場合は、無理

に住民意識調査やアウトカム指標を使用するよりも、アウトプット指標で代理する方が外的要因による

変動を小さく抑えることができるだろう。また、静岡県の例のように複数の指標を併用することも有効で

ある。例えば、住民意識調査「交通事故の心配がなく、安全に生活できる」は、交通事故件数など他

の指標と併用して数値目標化することにより、評価の客観性や安定性を高めることができるだろう。 

 以上のように、アウトカム指標とアウトプット指標の適切な使い分けや、数値目標の選定の工夫によ

り、総合計画の策定および評価に住民意識調査をより有効に活用することが可能である。 

 

おわりに 

 地域総合計画への住民意識調査の活用状況についてのヒアリング調査の結果、実に多くの自治

体が総合計画をより良いものにしようと日々努力を重ね、様々な工夫を行なっていることが分かった。

例えば総合計画の策定や評価に住民意識調査などを積極的に活用し、住民ニーズを反映させた

PDCA サイクルに基づく行政運営を行なおうとする取り組みが見られた。他方、住民意識調査などの

アウトカム指標は外的要因の影響を受けすぎるため、総合計画の策定や評価への積極的な活用は

行なっていないという自治体も多数存在することが明らかとなった。 

 そこで、住民意識調査について調査票に遡り分析を試みたところ、比較的高水準で住民意識調査

を実施している自治体においても、調査票設計上の問題が存在することが明らかとなった。また、指

標の選定についてもアウトカム指標化に拘らず、必要に応じアウトプット指標を活用することで外的要

因による変動を抑えることができることが分かった。これら 2 点の改善により、総合計画の策定や評価

に住民意識調査を一層積極的に活用できる余地は大きいといえよう。 
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はじめに 

 地方自治は、住民と地方自治体が地域において主体的に意思決定を行うものである。その強化

を目的とする地方分権は、住民自治の重要性が認識されながらも、目下、国から自治体に権限や

財源等を移し、自治体が自己の事務に関して判断し決定できる範囲を拡大しようとする団体自治が

焦点となっている１。霞ヶ関官僚の抵抗などを別にすれば表立った反対はなく、積極的に進めようと

されており、いずれは実現すると考えられても不思議はない。しかし、現代国家における国と地方の

関係、そして、我が国における現状を見るとき、事はそう単純でないことに気付く。 

 本稿第１節では、地方分権全般を取り上げ、国と地方の関係において我が国で地方分権を進め

る上での課題を明らかにする。また第２節では、公的統計の現状と農林水産統計を巡る状況を追い

ながら、統計固有の課題に加え、統計分野の地方分権への対応について述べる。地方分権と公的

統計、中でも国家的統計は、限定された地域で行われる事務と異なり、全国的規模で統一された

基準に基づいて行われ、また、対外的には国際的な対応も必要とされる。したがって、第１節と第２

節は無関係のように思われるかもしれない。しかし、地方分権、公的統計それぞれが改革に迫られ

る中で、国と地方の関係において、従来言われてきた協力という次元から進めた検討が求められる。

特に、国の地方出先機関の廃止はそれぞれに対してどのような意味を持ち、影響を及ぼすのかを

接点として、両者は関連付けられる。 

 本稿には、数値を含め記述にやや古いものがあることをお許しいただきたい。また、文中意見にわ

たる部分は、すべて筆者の個人的見解である。 

 

 



- 110 - 

第１節 我が国の地方分権改革の到達点と課題  

 

１ 地方分権国家の類型と我が国の状況 

 行政学では、地方分権国家の類型を分権分離型と分権融合型に分けている。分権分離型国家

では国と地方が分かれて、それぞれ自己完結的に事務を行う。このため、国は自らの事務を行う地

方機関を置く。融合型国家では国から地方への事務委任と財源補填がなされ、国の定めた基準に

より地方が実行するなど、国と地方が協力して事務を行う。分権融合型ではこのような相互依存関

係や国の地方への行政的関与を地方自治への絶対的な阻害要因とは見ない２。 

 地方分権国家は、英米系諸国は分権分離型に、ドイツなどの大陸系諸国は分権融合型に分類さ

れているところであるが、今日では分権分離型の国でも地方への事務委任が行われ、融合型国家

では住民自治が強化されるなど、違いは相対化していると言われる。また、このような類型区分に対

して、大陸系諸国を二つに分類する新たな見解も示されている３。ただ、国と地方が相互関係を持っ

て行政を進める融合型国家と、国の関与が立法、司法を主体とする分権分離型国家には、やはり

区分の指標に基づく違いがあると考えられる。 

 我が国は融合型であり、例えば新統計法では、基本理念を規定した第3条第1項において「公的

統計は、行政機関等における相互の協力及び適切な役割分担の下に、体系的に整備されなけれ

ばならない」と規定している。ここで行政機関等とは、国の各省庁、地方公共団体、独立行政法人

等のことである。一般には、このような協力が必要であることについて、異議が唱えられることは少な

いであろう。 

 我が国では、地方分権が具体化する以前においては、行政事務が拡大する中で、国は地方を介

して（自治体を手足として）事務を行う機関委任事務方式や補助金等を増大させる一方で、直接執

行のために自らの機関を設置し対応してきた。このため、国直営の地方機関も多く（国土交通省、

経済産業省、農林水産省などの事業官庁に多いが、社会保険事務所のような機関もある。）、一面、

分離型と見られるような特徴も合わせ持つに至った。また、我が国は、戦後、ドイツとは異なって、国

による自治体監督制度から決別し、国と地方が基本的に並立する関係になったとも言われる４。 

  この結果、地域においては自治体が行う事務のほか、国の機関が直接行う事務が存在する。また、

自治体事務の多くに大なり小なり国の関与があり、さらに国の地方機関が自治体を通じて執行する

こともあるという状況となった。このような中で、自治体が事業に国の補助金を求めたり、反対に国の

直轄事業に負担金を出すといった複雑で密接な関係が続いてきた５。住民からするとわかりにくく、

また、国の地方機関には地域住民のコントロールが及ばないことは問題であるため、地方分権の必

要性が指摘されてきた。 

 

２ 地方分権改革の評価 

 2000年の地方分権改革、いわゆる地方分権一括法によって、国と地方、府県と市町村の関係は

対等・平等とされ、機関委任事務に替わる法定受託事務方式が採られ、従前の通知等に替えて処

理基準によるなどの内容で、地方分権がスタートした。その前提となった1995年の地方分権推進法

では、従来、国は地方自治の本旨に反しない限りすべての事務を行うという発想であったものが、反

対に国の事務とするためには、国が立証しなければならないという発想の大転換が行われた６。国の

地方自治体への臨み方は、意識面でも大きく変わってきている。新世紀を迎えて実現したこのような

成果は素直に評価できる。 
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 この地方分権改革から読み取れる我が国の国家類型に関しては、当初は分権分離型も念頭に置

かれながら、現実の問題として完全な分離型は困難とされ、融合性が残ることになり、法律の表現で

は「役割分担」が使用されることになったという７。また、新たな地方自治法の規定では、国は適切な

役割分担の下で、地方公共団体の自主性や自立性を阻害しないことを自ら挙証・立証しなければ

ならないが、役割分担論は分権分離論が採用されなかったことを意味するとも言われる８。 

 しかし一方で、今回の分権改革によって日本の地方自治が融合型から分離型に完全に転換した

とは言い切れないが、融合型の地方自治の根幹をなしていた機関委任事務制度が全面廃止され

たことによって融合型の特徴が大きく薄められたことは間違いがないとし、分権改革後の特徴の説

明に当たっては、集権的分散型の地方自治として説明する方がわかりやすいかもしれないとする見

解がある９。元々、日本の地方自治は、広い範囲の事務事業の執行を自治体の任務として地方に

分散しておきながら、執行体制と執行方法に関わる実質的な決定権限が広く国に留保されているこ

とから、集権的分散型の地方自治と呼ぶべき形態とする神野直彦教授の説明である。 

 このように、国家類型上の異なった理解が示されているが、現在は、分権改革以前の強い融合が

改善され、地方自治強化に向けてさらに前進しようとしている段階にある。 

 

３ 市町村合併にみる問題性 

 地方分権改革と並行して、住民に身近な行政を総体的に担える体制づくりを目的とした市町村合

併が進められた。現実となったが、財源補填に不可欠な地方交付税を大幅に減らすとの事前アナ

ウンスにより、小規模市町村を含めて多くの市町村が合併した。権限が自治体にあっても裏付けと

なる財源がなければ自治は達成できないが、それ以前に団体の存立自体が危惧されたのである。 

 今回の市町村合併は、我が国の基礎的自治体のあり方についての分岐点であったが、広域連合

等の事務共同処理方式の選択肢を与えずに、合併のみが進められた１０。このような中では、基礎的

自治体が総合的に事務を行うことには限界があることを前提にして、基礎的自治体の態様を住民の

意思によって選択できる制度設計１１は望むべくもなかった。我が国は基礎的自治体の一律大規模

化を目指したのであるが、結果的には合併困難な市町村や合併の意思のない市町村が存在する。

分権の受け皿として、大小にかかわらず基礎的自治体に多くの事務を処理させる我が国の進め方

には無理があった。 

 国が地方に強く関与し、様々な手段を用い半強制力を伴って進められたこの間の市町村合併は、

自治に反するものであったと言えよう１２。また誤った方向に地方自治体制を誘導したものとの感をぬ

ぐえない１３。さらに今後に向けては、市町村の事務量が既に多く、財源の確保に四苦八苦している

中で、市町村自治が全うできるのか、市町村の地方分権への意欲が沸き立つかということである。 

 

４ 今後の地方分権の課題 

 新政権の下で地方分権の進展が期待されている。行政刷新会議が行った平成22年度予算に向

けた事業仕分けでは、下水道事業、まちづくり関係事務等を自治体に委ねる方向性が示されてい

た。また、地方への財源移転については、前政権下でも地方分権改革推進委員会（以下「委員会」

という）が第四次勧告を行っていた。国の長期債務が累積し、さらに経済不況下において国庫収入

が減少する中では、実現には困難が伴うと思われるものの、自治体事務の裏付けとなる財源の充実、

税源移譲が必要なことは当然である。現在、自治体事務の多くが、例えば消防防災のような自治事

務でも財源を国に依存し、補助金等を必要としている。自治体間の不均衡是正を目的とする地方
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交付税については、特定の政策を誘導するような関与をなくし、交付税本来の姿を取り戻さなくては

ならない１４。 

 さて、このようにして自治体に権限や財源を揃えても、国の行政的関与が続くなら地方分権、地方

自治と言えるかは疑問である。地方分権において団体自治強化が必要とされるのは、国の関与が

地方自治にとって問題があるからであり、国と地方を分離しなければ地方自治は達成できないとも

言える。 

 しかしながら、高度に複雑化した現代国家において、外交と防衛、通貨等の事務は国が行い、地

域の事務は自治体が総合的に担うという単純な図式は現実にはあてはまらない。国の機能を外交、

防衛、通貨などに限定し、自治体が権限と財源に基づく自己決定を行おうとするなら、分権分離型

でなければならないが、地域の独自性に配慮しながらもベースのところで国が全国基準を示したり、

ガイドラインを設定して助言指導を行うなど一定の関わりが必要な事務が存在する１５。例えば、介護

保険制度や名称が大問題となった後期高齢者医療制度では、厚生労働省が基準を定め、地方の

裁量を加えて運用されている。さらに、建築物の耐震性の基準設定、地球温暖化対策における国

の政策など、現状では国でしか対応できない事務がある。建築物に関する基準は、都道府県では

荷の重い高度な内容を含み、地球温暖化対策では国が行う国際的な対応に自治体も協力する必

要がある。このように、国と地方が完全に分かれて事務処理を行う分離方式は困難となっている。国

と地方の 適な関係はどうあるべきかを考えることが、地方分権の課題として存在することが理解で

きよう。 

 そこで、我が国の地方分権を進める上では、分権分離型を目標としながらも、残念ながらひとまず

は、融合型の枠の中で自治体の決定度を拡大していくことを妥当としなければならないであろう１６。

ただし、融合型の弊害をできる限り小さくすることが必要であり、国と地方の協力関係をいたずらに

強調することは避けたい。協調的連邦主義は、ドイツの地方自治を集権化させたと言われている。

協力、連携は必要ではあるが、その前提として相互依存関係をできるだけ整理し、制度的な裏付け

や財源の用意も含めて国と地方の対等・協力の関係を具体化していくことがまず求められる。 

 ところで、よく全国紙などで、府県レベルの個別分野での事業における47都道府県の内容を比較

した報道を目にすることがある。そこでは給付等のレベルが低い府県は批判的に見られる。しかしな

がら、現状では府県の財政力には差があることや、個々の府県での施策の力点は異なる。他の分

野に財源を振り向けているのかもしれず、それを伝えない中での比較報道は、自治体施策の平準

化を促し、地方分権に反するおそれがある。本来地方分権は、自治体によって重点の置き方が異

なれば、事業面で差の出ることを前提としているからである。 

 

５ 国と地方の適切な関係に向けた検討 

（１）国の関与する部分の限定 

 国の地方機関や都道府県は、中央省庁と市町村の間にあって、中間的存在、中二階と一般に受

け止められている。しかし、国や府県の機関も直接住民に行政を行っているのが現実であり、市町

村だけが住民と向き合っているわけではない１７。都道府県においても、例えば、統計分野では統計

調査員を通じて多くの調査が行われているし、また、保健所や土木事務所なども現場と向き合って

いる。もちろん、国と府県の地方機関、市町村の三者で、地域事情把握の程度には差があり、市町

村が も濃密、総合的に住民生活に対応している。このような中で、現場における三者の協力は当

然である。 
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 一方、重要なのは国、府県、市町村の三者間に権限の重複や財政的な依存関係のないようにす

ることである。行政組織間の透明性を高め、住民から見て責任の所在が明確となっていることが大

切である。そのためには、それぞれが受け持つ事務の整理とともに、国の関与があるとしても、中央

レベルでしか行えないようにすることが肝要である。例えば、補助金に替わる一括交付金についての

国の関与は元締め部分だけとし、執行には関与しないようにしなければならない。なお、府県レベル

の財政調整について、将来的には現行の国による垂直的調整によるのではなく、水平的調整にす

べきとの提起を行ったことがある１８。 

  

（２）国の関与内容の情報開示 

 国の地方への関与と地方の国への依存（融合）があれば、上下関係が継続し、両者は適切な関

係とならない。国の地方への関与を縮減することが第一条件であるが、さらに、住民が国の関与を

含めた事業や政策内容を理解し、決定に意思を反映できるようにすれば、融合の弊害を減らすこと

ができる。どうしても残る国の関与については、例えば国のガイドラインの内容とともに自治体のプラ

ン、考えを住民に示し、情報をオープンにすることで相互依存による問題を小さくできる。意思決定

主体が住民であるべきところに、国の影響が及ぶことに問題があることから、関与を自治の阻害要因

としないようにする。これは住民自治であるが、自治体レベルでも広がりを見せている事業仕分けを

充実・拡大するのも方策の一つである。 

 一方で、自治体は自己の事務について責任を貫徹しなければならないが１９、それには責任の分

散や回避ができない程度に国から自立していることが必要である。そして、財源の用意は不可欠な

のである。 

 

（３）市町村と府県の関係 

 市町村と府県の関係で、かねて国民健康保険の保険者として市町村では規模が小さすぎるとの

議論がある。賛否両論あるが、京都府では府を保険者とする検討を進めるとともに、実現には法改

正が必要となるため、国に対して都道府県国保一元化を提唱している。また、税や国保料の課税、

徴収を京都市以外の市町村との広域連合によって行うこととした。この京都府地方税機構は、行財

政改革の観点からの効率化が目的であるが、徴収に関しては、市町村では納税者の顔が見えすぎ

ることも理由にある。これに対しては、市町村行政の総合性を損なうといった反対論がある。 

 市町村合併の限界を踏まえて、都道府県の広域的機能による補完の具体例であるが、このような

市町村との共同処理を行えば、基礎的自治体である市町村が地域の総合的行政を担うとしてもそ

の事務を減らすことができる。特に小規模町村への支援策として具体化すべきものである。府県と市

町村という自治体間では、分離よりも融合が優先してよいと思う。ただ、こうした結果、市町村の担当

事務が狭まる場合でも、基礎的自治体としての位置付けは変えない、すなわち制限自治体とするも

のでないことは当然である。 

 

（４）国の地方出先機関統廃合の持つ意味 

 委員会が勧告した国の地方出先機関の原則的統廃合は、新政権が平成22年6月にまとめた地域

主権大綱に引き継がれている。その実現は今後の推移によるが、国の地方機関の統廃合に当たっ

ては、事務のあり方の検討が必要となる。既に近畿ブロック知事会では、地方機関の事業を廃止す

べきものと継続すべきものに仕分けた上で、継続する事業の実施主体について、国や広域連合、
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府県、民間のいずれにするかを議論するとされた。仕分けのための場も設けられるとのことである。そ

の後、全国知事会でも事業仕分けの進め方について検討が行われていた２０。 

 行政刷新会議や知事会等での事業見直しはあらゆる行政分野で求められるが、そこでは地方へ

の移譲、委任を是とする議論も多数出てこよう。反対に社会保険料の徴収業務について、従来担

当していた市町村から社会保険庁に移管された結果、年金保険料の納付率低下のほか「消えた年

金」問題など、重大な事態が引き起こされた。「年金は国の業務である以上、市町村でなく社会保

険庁」というのが移管の理由であったが、形式論ではなく国民、住民に 良なあり方を考えるべきと

の意見がある２１。国の地方機関と地方自治体の間での事務の振り分けは、一度選択すると後戻りは

難しい。前提となる考え方を持って合理的な判断を行うことが求められるが、事務処理の主体につ

いては、統計のような国家的要請に基づき全国統一的に行うものであっても、地域の事情を踏まえ

ることがどうしても必要な事務は、自治体へ委託すべきである。地域事情は、国よりも都道府県、都

道府県よりも市町村が熟知している。委託の必要性が低ければ国が直接執行すべきである。また、

地域事情を踏まえて地域で完結できる事務は、基本的に自治体が行う。国が行う事務、法定受託

事務、自治事務としている現在の事務区分自体は、妥当なものといえよう。 

 このようなことから、国が直接執行する場合、国は地方機関が必要となる。また、地域事情を反映

する必要性などのため、事務を国の地方機関から自治体へ移管、委任する場合には、地方との関

係が強まることもある。地方への移管は分権化の方向に見えながら、内容によっては集権化に働くこ

とへの認識を欠いてはならない。 

 そこで、今後の地方分権では、判断、決定に当たって融合か分離かの認識が必要である。特に国

の地方出先機関を廃止して事務を地方に移管することは、我が国の戦後の経緯から見ても、分権

国家の類型としても、今後の国の関与のあり方によっては融合型を強める方向で、国と地方のあり

方を規定することになる。分権のつもりがそうはならないことへの認識がないと、分権を大きなロスなく

合理的に進めることができないと思われる。地方分権の司令塔である地域主権戦略会議の役割は

重要であり、今後、地方分権が抱えている矛盾すると言ってもよいこの点を関係者が受け止め、さら

に広く国民にも認知されることを期待したい。 

 

 

第２節 公的統計の課題と地方分権への対応  

 

１ 統計機構の国家類型 

 公的統計（国の行政機関、地方公共団体等の公的な機関による統計）を作成する行政機構に関

しては、国自体の統計機構のあり方と国と地方の統計機構の関係を見ていく必要がある。まず、中

央レベルの組織のつくり方は国ごとに異なっている。各国と対比すると、我が国は、米英、フランスな

どと同様に複数の省庁が統計を分担する「分散型」である。これに対して、カナダ、オーストラリア、ド

イツなどは、統計局が政府統計のほとんどを作成する「集中型」となっている。この区分は厳密なも

のではなく相対的であり、また、分散型でも程度は異なる。分散型では統計作成が政策立案と直結

し、必要な統計を迅速に企画できる利点がある反面、調査の実施主体が分かれるために定義の不

統一や統計調査の重複により国民負担が大きくなる等の欠点がある。分散型の諸国ではこれを補う

ため、集中型の国家以上に総合調整機関を設けることが多く、人事面でも組織間の連携を保つ工

夫が広く行われている。集中型では、この反対の状況がある。我が国は、同じ分散型の国々との比



- 115 - 

較でも分散の度合いが非常に強く、その改善が課題とされていた２２。 

次に、統計調査の実施方法における国と地方の関係を「国一括実施型」と「地方分散実施型」に

分ける見解がある。アメリカは国一括実施型で、ドイツは地方分散実施型とされる。アメリカでは商務

省センサス局、労働省労働統計局が設置した地方支局を通じて統計調査が行われるが、ドイツで

は連邦統計局（国）が実施基準を定めて、州（地方政府）が自らの費用負担と責任で実施する。こ

れらと比較すると、我が国は効率性や地方への国の費用負担、地方の意見反映等に配慮があり、

統計の整備に国と地方が連携して当たる「中間型」と考えられ、一定の長所があるとされる２３。この分

類は、それぞれ地方分権国家の類型における分権分離型と分権融合型の特徴を示すものであるが、

我が国の中間型は融合型の範疇にある（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 我が国の統計機構の課題 

（１）統計機構の現状 

 我が国の統計は戦後60年が経過する中で、第三次産業の拡大等による産業構造の変化に対し

て、分散型統計機構の下で省庁の枠を越えて拡大するサービス業の動向把握が不十分であること

や、個人情報保護意識の高まり等に伴う調査環境の悪化に有効な対応ができていないなどの課題

に直面するに至った。そこで、現代的な要請に応じた統計となるよう体系的整備が求められ、それは

平成21年4月の新統計法（平成19年法律第53号）の施行に合わせて策定される「公的統計の整備

に関する基本的な計画」（以下「基本計画」という）に期待されるところとなった。 

 我が国の統計調査を支える統計機構の職員数は、諸外国と比べて見劣りしている。国全体の統

計担当職員は、昭和42年に約19,000人弱であったが、その後定員削減が進み、平成19年4月時点

では約5,000人弱となり、今も削減が進行中である。地方統計機構についても、国の定める都道府

県の統計専任職員定数は、戦後の昭和22年に5千人を超えていたものが、平成21年度は2,017人

となった。 

 都道府県や市町村では、地方行財政改革や市町村合併による統計担当職員削減の問題ととも

に、大規模調査が行われても経年的に業務量が大きく変動しないようにする平準化も必要とされる。

【統計機構の集中、分散】 

分権融合型 分権分離型 

集中型 

分散型 

【地方分権国家の類型】 カナダ ドイツ（地方分散実施型）

日 本 アメリカ（国一括実施型）

（日本は、未だ分権国家への途上にあるが、便宜上分権融合型で表示している） 

図 1 統計機構と地方分権国家の国家類型 
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また、調査環境の悪化に伴って統計調査員の確保が困難になっている。統計調査員による調査は、

高い回収率が期待でき、調査結果への信頼性が高いことから不可欠な方法であるが、大量の調査

員が必要な大規模調査ではその確保が難しい状況に立ち至っている２４。 

 このような統計機構の弱体化や統計調査員確保の問題は、勢い統計調査に代替的方法の検討、

導入を促すことになり、民間への委託や行政記録の活用等が俎上に上がっている。行政記録の幅

広い活用は、実現すべき課題であるが、全体的には今後統計の精度低下が懸念される２５。 

 

（２）分散的な統計機構・調査方法 

 我が国の公的統計は分散型統計機構の下で、多くの基幹統計調査がそれぞれの調査所管省庁

から地方統計機構である都道府県と市町村、そして統計調査員を通じて行われるようになっている

（図２）。省庁の地方機関を通じることもあるが、都道府県、市町村を地方統計機構として調査実施

機関に組み込んでいる。アメリカやフランス、カナダでは国の地方機関によって、ドイツでは各州統

計局を通じて調査が行われるが、我が国の場合、多用なルートによって行われていることがわかる。 

 地方統計機構を通じて行われる調査は、都道府県、市町村の法定受託事務に位置付けられてい

る。我が国の統計機構は、国の省庁における横の関係だけでなく、調査ルートの縦線でも関係主体

が分かれ、統計機構が二重に分散しているとの見方ができる。このような中では、分散体制の弱点

を補うための司令塔（機能）が一層重要となるはずである２６。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 新統計法下の状況 

（１）公的統計整備の基本計画 

 平成21年4月、公的統計を現代社会の要請に応じたものとするため、新たな統計整備の枠組みを

定めた新統計法が全面施行された。公的統計に関する新たな理念が明記され、行政運営の情報と
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図２ 国の統計調査における調査の流れ 
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してだけでなく、公的統計が国民にも広く利用される公共財と位置付けられた。そして、基幹統計を

柱とした統計の体系的整備等を実現するため、司令塔として中核的機能を果たす統計委員会が内

閣府に設置されている。司令塔機能は、統計委員会とともに総務省政策統括官（統計基準担当）、

同省統計局、内閣府が役割分担して担うことになっている。 

 その下で、おおむね10年後までを見通した公的統計の目指すべき姿を視野に入れつつ、今後5

年間程度の具体的な計画となる基本計画が閣議決定された（平成21年3月13日）。基本計画は、

公的統計が果たすべき役割と現状・課題を踏まえた基本方針の下に、公的統計の整備に関し総合

的かつ計画的に講ずべき施策とそれを推進するために必要な事項を掲げたものとなっている。基本

方針としては、「統計の体系的整備」、「経済・社会の環境変化への対応」、「統計データの有効利

用の推進」、「効率的な統計作成及び統計リソースの確保・有効活用」が上げられている。地方公共

団体との関係では、公的統計の整備を推進するために必要な事項の「統計リソースの確保及び有

効活用」において、「実査体制（都道府県の統計専任職員等）の機能維持、国と地方公共団体の

連携」が謳われ、特に国と地方の連携の必要性が強調されている。基本計画はこのような本文と、

別表として各省庁が今後5年間に講ずべき具体的施策を工程表にまとめたものである。 

  地方自治体の統計関係者が基本計画に寄せた期待、それは現行統計の廃止を含めた大幅な整

理統合による重要統計の体系的整備であったと思う２７。その理由は、各省庁、地方自治体の双方

で統計リソースが減少し、さらに減っていくことが予想される中で、民間活用や行政記録の利用など

の工夫や努力によっても、統計調査の総量が減らなければ今後の統計調査が立ち行かないと考え

られたからである。しかしながら、基本計画の内容はその点への具体的な言及は少なく、既存の調

査を減らす視点は僅かである。反対に、新たな調査等の検討が多く盛られる中で工程がまとめられ

ており、地方にとって今後負担増となるおそれさえある２８。 

 

（２）司令塔機能の現状 

 新統計法による司令塔機能は、不十分で不完全なものと受け止められる。司令塔機能そのものが

四つに分かれて分散していることの問題、そして、それぞれの権限等の内容が司令塔と呼ぶには値

しないからである２９。元総務庁統計局長の井上達夫氏は、基本計画には「『司令塔』が見えない・・・

（基本計画）別表の方式は馴染みが深い・・・しかし、このような『調整』だけの方式では遅々として進

まず、望んだ結果を得ることが難しいことは、残念ながらこれまでに経験済み」とし、「計画を実効的

なものとするためには、企画・調整・実施を一体として進める『司令塔』が必要」としている３０。対照的

な事例として、我が国の産業活動全体を把握する「経済センサス」（平成21年に対象事業所の把握

を行う基礎調査を実施、平成23年度に活動内容の調査を実施予定）の大枠設計は、既存統計を

作成していた各省庁間の協議に委ねるのではなく、当時の小泉純一郎内閣の構造改革という基本

方針の下でトップダウン形式により行われた。 

 ただし、統計を担ってきた関係者の名誉のために述べておくと、司令塔機能確立の努力がなかっ

たわけではない。戦争直後の昭和22年に成立した旧統計法の検討において、時の内閣統計局長

であった川島孝彦氏は、内閣総理大臣を会長とする首相直属の内閣組織として強力な「政治力」を

振るうことのできる統計委員会が、「統計法」という基本法規に基づき体系的な統計整備のために企

画・調整権限を発揮する構想を提起している。しかし、この構想は各省庁の同意を得られず、分散

型統計機構が前提とされ、構想のような司令塔は「他日に期」すこととなった。統計の全体的あり方

に対する「司令塔」としての統計企画機能の喪失であったとされている３１。 
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 その「他日」であるはずの今回の新統計法においても、川島構想は実現しなかったのであり、また、

内閣府に設置された新統計法による統計委員会には実質的意味がないという３２。 

 

４ 農林水産統計を巡る動向 

（１）農林水産統計の改革 

 我が国の統計担当職員のうち、農林水産省は約7割（3,500人程度）を占め、その大部分（3,200人

程度）が地方機関の職員となっている（平成19年度時点）。このように農林水産関係が多いのは、戦

争直後には農林水産業がＧＤＰ（国内総生産）の約半分を占めた当時の産業構造に基づき、戦後

の新しい統計機構を成立させたときに手厚い体制が取られたためである。その後、農林水産省でも

定員削減が行われてきたが、現在では農林水産業のＧＤＰに占める割合はほんの僅かであるにもか

かわらず、その割合はあまりにも過大で、特にサービス業（第三次産業）がＧＤＰの7割近くを占めて

いる今日、偏在は明らかである。本来このような状況に対しては、社会の変化に合わせて人員の適

正な再配分を行う必要があるが、その機能が存在しないことは既に触れたとおりである。我が国の場

合、予算の削減等でもそうであるが、現状を出発点に各省庁一律の削減率によらざるを得なかった

のである。 

 こうした中で、平成17年度からは農林水産省自らの改革によって統計調査の縮小再整備と、平成

22年度には関係職員を半減させる計画が進められている。具体的には、調査数を35から28に減ら

し、市町村別統計を大幅に縮小するとともに、職員が行う調査を原則廃止して調査項目を大幅に

簡素化するものである。既に着手され、職員による調査に替えて郵送やオンライン調査を導入し、ま

た、民間委託（市場化テスト）を進めることになっている３３。 

 

（２）地方分権改革推進委員会の勧告 

 委員会による国の地方機関統廃合の勧告では、農林水産業統計に関しては、実査事務の地方

移譲や地方農政事務所、統計・情報センターの廃止等が盛り込まれていた。これに対して農林水

産省は、民間への包括委託等により 大限の効率化を図った上で、農業経営統計調査と米の生

産統計調査については、農家の経営安定対策や米の生産調整等の重要施策の下で、国が財政

支出を行う際の直接的な根拠となり、高い精度が求められることから、一部について国の職員が自

ら実査を行うことが不可欠としていた。特に実際の調査における正確な把握のために、専門知識が

あり政策に精通した職員を全国の現場に近い拠点に配置する必要があるとした。 

  一方、全国知事会は、調査の簡素化自体が今後の農林水産行政の推進に大きな影響を及ぼし

問題とした３４ほか、統計業務を簡素化して民間委託するにも関わらず、出先機関が整理できないと

いうことでは国民の理解を得られないとした。そして、本来の農林水産業統計のあるべき姿を再考し、

統計調査を維持しながら国の出先機関の整理も可能という視点で、国勢調査等の手法を参考に地

方自治体への統計業務の事務移譲を検討すべきとしていた３５。 

 これらを踏まえて平成21年3月には、内閣府の地方分権改革推進本部から国の出先機関の改革

に向けて工程を明らかにした計画（工程表）が出されていた。その内容は、第二次勧告よりも後退し

たとして、地方分権に消極的であるとの批判が強かった。農林水産業に関する統計調査について

の見直し内容は、「国の財政支出の基礎となる統計データについての中立・公平性や全国統一性

の担保及び必要な調査精度を維持していくための専門性を有する人員の都道府県への移管につ

いての条件の整備状況を見極めつつ、『公的統計の整備に関する基本的な計画』を踏まえ、都道
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府県への実査事務の移譲の在り方を検討する。」というものである。この工程表の概要では実査事

務の地方移譲が謳われていたのであるが、見直し内容には具体的な記述がない３６。 

 

５ 公的統計の改革と地方分権への対応 

（１）公的統計の体系的整備 

 地方の統計リソースを踏まえて公的統計の廃止・統合の必要性があること、基本計画ではそうはな

らず、司令塔機能整備の必要があることについては既に述べた。総務省は、政府が行う335の統計

調査のうち23を廃止するなどして、240に整理する見直しの素案を固めたという。新政権の政治主導

の一環で、担当副大臣の指示により検討されているとのことである。ただ、国家公務員の総人件費

抑制を目的にしたものであるという３７。この見直しが統計機構の一層の弱体化を来すものであっては

ならないが、これまでなかった新たな展開の可能性がある。 

 もともと、統計はもちろん利用者のためのものであるが、それを作成する側の事情についての考慮

は少なかった。現行統計の整理、統廃合により、地方統計機構の負担軽減につながるものとなるこ

とを期待して、今後の推移に注目したい。 

 

（２）国の地方出先機関統廃合との関係 

 仮に農政局等の出先機関がなくなれば、国は調査事務を直接執行しない限り、自治事務とする

か、自治体に委任するほかはない。しかし、事務の性質から自治事務として移譲することはできない

ため、自治体に委任せざるを得ず、現行の「中間型」が拡大することになる。この結果、我が国は大

陸系の融合型国家としての特性を一層強めることになるが、この点を認識する必要とともに、これを

どのように考えるかである。 

 国と地方の相互関係が不可避であるとすれば、対等・協力という点で、統計分野は総務省を中心

にほぼ実現している。そこには、他の行政分野でも参考にすべき点も多くある。そのような中では、

自治体への事務委任は妥当としよう。ただし、総量についての考慮は必要である。 

 また、自治体へ事務委任する場合、統計調査の整理統合のほか、今日その確保や調査環境に

課題のある統計調査員に頼るだけでなく、民間委託、さらに行政記録活用も重要である。農林水産

統計については、占める割合が突出していることから、まず国の統計全体のバランス、次に継続する

調査の選択、さらに負担のできる限り少ない調査方法等が十分に検討されなければならない。 

 

（３）司令塔機能の確立 

 国と地方を通じた統計リソースの充実・確保、事業に密着した専門性の高い統計を除いて統計主

管省庁へ集中する方向性、人事管理面の連携や専門職設置等が重要な検討課題としてある。ま

た、統計調査の統廃合を含めた体系的整備や効率的な調査方法、調査を支える統計機構等のあ

り方は差し迫った課題である。 

 国の統計調査に関する地方との間の実施方法には、図２に示したように、「国が直接」、「国の地

方機関で」、「自治体が法定受託事務として」行うものなどがある。自治体が実施する場合には、国

の定める処理基準が示され、委託費が交付される。分権分離に近づけるには、国が自治体に委託

する事務については、契約方式によるべきとの提言を行ったことがあるが３８、統計調査に関しては既

に、法定受託事務に位置付けされるまでは国から自治体への委託契約方式とされ、自治体は請書

により応じることになっている。 
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 しかし、例えば、その委託費については、省庁別、統計調査別に交付される数が多く、都道府県

での経理処理は煩雑である。今後改善が必要であり、現時点でも都道府県は、消耗品購入等の共

通事務経費の一本化交付を国に求めている。しかし、これを受け止める国の一元化された部署が

はっきりしていない（存在しない）。 

 このような長期的、短期的な課題から実務レベルまでの問題点への対応、解決には、しっかりとし

た司令塔機能を確立するほかはない。これを実現しない限り、地方分権の進行への適切な対応を

はじめ、統計固有の様々な課題に対して対処することができない。一日も早いその整備が望まれる

ところである。 
 
１地方分権改革推進委員会が行った勧告も、国の出先機関の統廃合、地方への義務付けの見直し、税財源

の移譲など、団体自治に関するものとなっていた。 
２西尾勝『行政学』60 頁以下（有斐閣、1993 年）。引用したものとして、吉岡正和「地方分権改革におけ

る分権分離型の提唱」『法政策学の試み 法政策研究（第四集）』78 頁以下（信山社、2001 年）。 
３木佐茂男『豊かさを生む地方自治』163 頁以下（日本評論社、1996 年）。 
４塩野宏『国と地方公共団体（オンデマンド版）』105 頁、251 頁（有斐閣、2001 年）。 
５地方財政法に基づく直轄事業負担金の問題が注目された。吉岡・前掲注(2)論文では、国が地方に強く関

与する融合型を改め、分権分離型を指向すべきことを提唱した。 
６阿部泰隆『行政の法システム（下）』590 頁（有斐閣、1997 年）。 
７小早川光郎、大森彌、大津浩の発言。座談会「地方分権改革の意義と課題」ジュリ増刊 2000 年 5 月号

27 頁。 
８鈴木庸夫「地方公共団体の役割及び事務」ジュリ増刊 2000 年 5 月号 62 頁以下。 
９西尾勝「『地方自治の本旨』の具体化方策」『分権改革の新展開に向けて』38 頁以下（日本評論社、2002
年）。 
１０日本自治学会第９回総会・研究会分科会Ｃにおける加茂利男教授の報告（2009 年 11 月 21 日、同志社

大学）。 
１１吉岡正和「市町村合併下における小規模町村の存続方策」『法政策学の試み 法政策研究（第六集）』（信

山社、2003 年） 
１２地方制度調査会は合併は一区切りとしている。1999 年 3 月末の 3,232 市町村は、2010 年 3 月には 1,727
となったが、人口 1 万人未満の小規模市町村が、依然全体の 4 分の 1 以上を占める。 
１３加藤陽子『それでも、日本人は『戦争』を選んだ』396 頁（朝日出版社、2010 年）。太平洋戦争前の満

蒙開拓に当たり、分村移民を進めるために国や県が、村に特別助成した施策の問題は、今回の合併誘導と

変わるところがない。 
１４地方交付税による地方自治体の政策誘導については、合併市町村への手厚い交付がその例である。新政

権の行政刷新会議が行った 2009 年 11 月 13 日の事業仕分け作業では、「客観的で分かりやすい配分をすべ

き」、「交付税による政策誘導は行うべきでない」との意見が出たが、もっともであると思う。 
１５佐々木信夫『地方分権と地方自治』13 頁（勁草書房、1999 年）。 
１６佐々木・前掲注(15)14 頁。 
１７京都府知事山田啓二の講演（2009 年 9 月 25 日、京都市内における内外情勢調査会懇談会）。 
１８吉岡・前掲注(2)90 頁以下。 
１９自治体は国の補助が付かないとか、国の見解を理由に責任転嫁をしてはならない。 
２０ 2009 年 11 月 25 日開催の全国知事会議では、同会の国の出先機関原則廃止プロジェクトチームから、

国の事務を極限する厳格な仕分けを実施し、広域性や専門性などを国の地方機関存続の理由としないとの

報告がなされた。 
２１長野県泰阜村村長松島貞治の意見。2009 年 8 月 23 日付朝日新聞朝刊「オピニオン」。 
２２日本経済新聞「ゼミナール日本の統計改革」2005 年 8 月 18 日付朝刊。なお、『統計実務基礎知識（新

統計法対応版）』43 頁以下（財団法人全国統計協会連合会、2009 年 2 月）参照。地方分権国家の類型にお

いて区分される国々とは、様相の異なることが興味深い。 
２３川崎茂総務省統計局長の見解（統計調査ニュース No．258）。我が国では、国が実施主体となる調査に

関係省庁から地方自治体へ委託費が交付される。 
２４例えば、国勢調査結果は、民主主義制度を支える衆議院小選挙区の区画基準の基礎となるのをはじめ、

地方交付税算定にも使用される。統計には正確性が求められ、精度低下は看過できないものである。 
２５自治体職員数全体の削減、市町村合併により統計担当職員が置かれている状況、統計調査員確保の難し

さについて、岡本和子「公的統計整備基本計画―実査を担う立場から―」月刊統計 2009 年 4 月号 37 頁以
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下。 
２６政府横断的な調整機関として、現状では総務省政策統括官（統計基準担当）が設置されている。 
２７全都道府県で組織する都道府県統計連絡協議会の国への要望でも、第一にこの点を上げている。 
２８吉岡正和「公的統計の体系的整備と司令塔機能」月刊統計 2009 年 4 月号 33 頁。 
２９吉岡・前掲注(28)36 頁。ちなみに都道府県統計連絡協議会では、第二に地方統計機構の業務の平準化を、

次いで省庁横断的な調整の実施を要望している。 
３０月刊統計 2009 年 4 月号 30 頁。 
３１森博美「わが国における『統計法』の成立」（法政大学日本統計研究所オケージョナル・ペーパーNo.11、
2005 年 6 月） 
３２新統計法施行時の総務省政策統括官付統計審査官によれば、統計の統括に関して何らの権限を持たない

内閣府への設置は名目上のものであることから、早期に改める必要があるという。 
３３例外的に職員調査を存続させるものとして、農業経営統計調査と作物統計調査の一部（米の生産統計調

査）がある。また、別に 8 つの統計調査員調査が継続されることになっている。 
３４これを受けて、農政局からいくつかの府県農林水産部に調査項目の復活希望が打診されたとのことであ

る。 
３５2008 年 10 月の全国知事会会長回答。 
３６基本計画では地方分権改革との関係について、「実査体制（都道府県の統計専任職員等）の機能維持、

国と地方公共団体の連携」の現状・課題等において、「・・・地方分権改革における国の出先機関の見直し

の一環として、地方公共団体への実査事務の移譲、民間委託の拡大等による業務のスリム化等の検討が求

められている。その際には、基本計画が目指すニーズに応じた統計の体系的整備や公的統計の信頼性の確

保等に影響を及ぼさないように配慮することが必要である。」とし、取組の方向性では、「・・・地方分権

改革の推進に伴い、国の地方支分部局において実施している実査事務の地方公共団体への移譲を検討する

場合には、統計委員会における議論も踏まえ、検討の前提として、統計に求められる中立性、公平性及び

全国統一性の確保や、公的統計の質を維持するために必要な専門的・技術的ノウハウを有する人員等の地

方公共団体への移管についての措置を適切に講じる必要があり、その移譲のあり方の検討に当たっては、

これらの措置の整備状況を見極めつつ、対応する必要があることに十分留意する。」としている（基本計画

の第 3 公的統計の整備を推進するために必要な事項の「2 統計リソースの確保及び有効活用」）。しかし、

分権改革推進本部の工程表もそうであるが、これらに具体性はない。 
３７産経新聞 2010 年 5 月 12 日付夕刊 1 面。その目的はともかくとして、統計委員会、関係省庁といった

統計機構自らの発案でないことは残念である。 
３８吉岡・前掲注(2)88 頁。 
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兵庫県における地域経済統計作成の現状と課題 

 

兵庫県企画県民部政策室（統計課・ビジョン課）芦谷 恒憲 

 

はじめに 

地方自治体が作成する長期プランや現状の分析、将来の予測などの基礎となるのは統計であり、

地域の実態を把握し今後の施策を推進する上で欠かせない。統計は政策の達成すべき目標や政

策の効果を検証する指標として利用されている。社会や経済情勢の急激な変化に対応した施策は

もとより、県民生活の質の向上や地域に関連した施策の推進のためには地域の実情にあった統計

の作成、提供が課題である。兵庫県における経済統計等の作成の現状と活用上の課題について

地域統計作成と利用の観点から考察した。 

 

１ 地域経済統計の作成と問題点 

本県では、国勢調査、事業所・企業統計、工業統計、家計調査などの一次統計を使って、兵庫県

及び県下市町の景気の動向をあらわす経済統計を月次、年次及び５年ごとなどの周期でしている。 

 

1.1 鉱工業指数 

鉱工業指数は、県内総生産の約3割を占める製造業の生産動向をあらわす指標で、国（経済産

業省）の速報公表から20日遅れて翌々月の20日頃に毎月、公表している。主として生産動態統計

データ（経済産業省所管調査）等を加工して作成している。 

鉱工業指数は、経済の牽引力として発展、経済を支える産業の一つとして重要な役割を担って

いる製造業の動向をあらわす指標である。作成上の課題は調査環境が厳しくなる中で指数の精度

をいかに維持していくかである。 

鉱工業指数作成の主要データである生産動態統計調査は約2000品目に及ぶ生産、出荷、在

庫量をはじめ設備や生産能力などを詳細、網羅的な調査が行われている。近年、統計調査全般

の簡素化が進む中、生産動態統計調査も縮小の方向にあり、指数の精度の低下が懸念される。 

 一方、経済の国際化の進展により機械工業においては国内における生産活動を明確に規定す

ることが困難になってきている。加工組立型産業の場合、設備の特定が困難で 終完成品の調査

に力点がおかれ、 終工程のみが調査対象になっている。国内で生産された製品であっても、ど

れだけ国内の生産活動の成果があったのかが不明瞭となっている。たとえば、 終工程を海外で

行った場合、その事業所の生産活動の成果はどこにも含まれないことになる。近年、大規模工場の

進出、撤退があり細かく業種別にみると乱高下が激しくなり、品目の入れ替わりが激しくなっている。

本県では、携帯電話（完成品）やテレビブラウン管などの品目が近年生産中止となった。 

また、生産のグローバル化の中で、国外からの受注生産のパターン変化など季節要素の変化が

季節調整済指数の振れを大きくし、指数月報に記載している基調判断を難しくしている。 

 

1.2 景気動向指数 

景気動向指数は、景気の現況や先行きの見通しに関する統計指標であり、先行指数、一致指

数、遅行指数を翌々月30日頃に毎月、公表している。景気動向指数は、県経済の景気の動向を
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あらわす指標として各種統計データを利用した加工統計であり、景気の現況や半年先の先行きを

あらわす指標として利用されている。 

本県では2008年度から景気総合指数の作成方法を見直し正式系列に格上げし、個別指標の

寄与度を新たに表章することとし基調判断をいれることにより対外的説明力を高めた。 

個別指標の製造業の偏りが、経済の基調判断のずれを起こす要因の一つとなっている。製造業

は、在庫循環があり景気循環と近似しているところが多いため、景気循環があらわれやすく景気の

山や景気の谷が容易に判断できるが、非製造業は振幅が小さく景気の山や谷が容易に判断でき

ない。 

近年の経済のサービス化によりサービス業のウェイトは上昇している。一般的にサービス業は生

産と消費が同時に行われ在庫を持たないため製造業のような短期の景気循環が明瞭ではないが、

消費とその供給もとであるサービス業の動向を見ることは重要であるが製造業データに比べ、サー

ビス業データは限られている。近年、特に2000年以降デフレ化の影響で現行名目系列を実質化し

た系列と現行実質系列を名目化した系列であり、デフレの影響により景気動向指数のパフォーマ

ンスが悪くなっている。指標パフォーマンスの劣化は百貨店販売額、省エネルギーの推進等の構

造変化は大口電力使用量などがあり景気循環の波を読みにくくしている。この指標により情報を的

確に伝える必要があろう。 

 

1.3 県民経済計算 

県民経済計算は県経済の実態を測る総合的なマクロ経済統計で、各種統計資料により推計し

た加工統計で、毎年１回公表している。経済成長率等の県経済の動向、産業構造の把握データと

して地域計画の実績値、将来予測の基礎資料として使用されている。確報は統合勘定や制度部

門別所得支出勘定など作成されている統計表は充実しているが、データの公表が約2年後であり

政策判断資料としては使用しにくい。 

本県では県内ＧＤＰ四半期速報（ＱＥ：Quarterly Estimates）は期間終了後、3ヶ月後に作成して

いる。ＧＤＰのデータ利用は統計表が充実している確報データよりデータの精度は低いものの早期

にデータが利用できるＱＥデータに移っている。（表１） 

表１ GDP の公表状況 

項  目 国民経済計算 兵庫県民経済計算 

四半期値 １次 QE １ヵ月＋2 週間後公表 3 ヵ月後公表 

２次 QE 2 ヵ月＋10 日後公表 － 

改定 基礎統計の遡及改定、季節調整替等により数値改定がある 

年度値 確報 翌年 12 月公表 翌々年 9 月公表 

基準改定 推計上概念、推計手法の変更、5 年に一度公表される産業連関表等

統計の取り込み等による改定がある 

 

市町民経済計算は市町経済の実態を測る総合的なマクロ経済統計で、各種統計資料により推

計した加工統計で、毎年１回公表している。経済成長率等市町の経済動向、産業構造の把握デ

ータとして地域計画の実績値、将来予測の基礎資料として利用されているが、市町単位のデータ

が大規模調査データに限られているため、県ＧＤＰと比べ作成される統計表も生産系列と分配系列
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に限られる。 

県民経済計算の推計上の課題を整理した。（表２） 

近年、都市地域と非都市地域の経済格差が広がりつつあり、方向性も異なっていることから県内

をいくつかの地域ブロックに分けた速報性のある指標が求められている。 

表２ 県民経済計算推計上の課題 

項  目 課 題 解 決 例 

統計精度の向上 統計上の不突合の縮小 

推計方法が明確でわかりやすい 推計方法の開示 

推計過程での誤り、推計漏れをなくす 推計方法の検証 

制度変更に対応した推計方法 時系列データ接続のための指数作成 

時代の変化に対応した推計方法 新産業分類、旧産業分類の組み替え 

 

月次の経済指標はデータを収集する上でいくつかの課題がある。推計の基礎統計のうち推計対

象となる期間について、公表のタイミングから３か月目の数値を入手できないものがあり、サンプル

数が十分ないデータであるため月ごとに揺れが大きい場合がある。公的サービス分野を含むサービ

ス部門の基礎統計が十分に揃っていない。 この場合、直近月次データ数値未公表のためのデー

タ処理は関連する補助系列データのトレンドによる延長推計を行っている。 

サンプル数が十分に確保されデータの精度が比較的高い国値を使った地域の比率で推計する

と、国のトレンドに近似しやすい。公的統計のほか業界統計があるが、調査の定義や調査対象の違

いから時系列でデータを見ると断層が見られる場合があるため注意が必要である。 

 地域の独自性を反映した経済の動きを捕捉するためには細分化した産業別実測値の積み上げ

による推計が必要である。たとえば産業連関表部門ベースで産業大分類（34部門）を産業中分類

（90部門程度）に拡大すると、サービス業など部門によっては地域データがない場合がある。部門を

細かくすればするほど、指標の動きは国の動きに依存する割合が高くなり、産業構造の違いのみを

反映したプロダクトミックスによる方法でしか地域性が反映しないため、より詳細な項目での地域デ

ータ整備が望まれる。 

時系列データで使用する指数データは、基準年の変更、分類変更など推計対象である産出額

と概念調整が必要である。指数データでは調査対象事業所の入れ替えによるデータに断層が生じ

た場合、たとえば、毎月勤労統計では、新旧母集団のギャップ調整によりある程度、月次データ間

の断層処理がされている。事業所の統廃合等により生産活動の性格が変化した場合、経済活動と

の動き以外の誤差が集積する可能性が高いため、公表されている地域指標の補正の検討が必要

である。 

 

1.4 産業連関表 

産業連関表は財貨・サービスの産業相互間の取引関係を示した一覧表で５年毎に作成しており、

イベント、公共投資の経済波及効果測定のツールとして利用されている。 近の分析事例をみると

税収効果(実効税率の推計)、文化消費の推計、ボランティア効果(パートタイム労働者賃金による

換算)や地域間の経済効果比較(製造業、サービス業などの企業立地)など分析対象範囲が拡大し

ている。 
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 本県では部門分類組み替えデータ及び加工方法の提供、分類組替表の提供、分析テーマ関連

部門の集約、年次別データの比較表が分析担当者のデータ整理に役立っている。（表３） 

表３ 産業連関表データ提供状況 

 

  

経済インパクトの計測と分析の切り口の多様化に対応し経済的効果の解釈、将来的効果の比

較分析を行っている。他の分析結果との比較分析情報の提供、経済効果に寄与する産業分野の

比較、経済効果が大きい産業部門の比較分析が一般的に行われる。分析に当たって分類変更な

どに統計の取り方が変わりデータが分断される場合があるのでデータ整理に当たっては注意が必

要である。特に統計数値の水準と変化の方向が注目されるため、これらの分析データを提供する

必要がある。想定される分析テーマに応じたデータを提供やデータ加工の方法についての例示な

どにより産業連関表の利用促進に寄与することができる。 

 

２ 地域経済統計の整備状況と課題 

本県では、人口減少など社会潮流の変化に対応した政策立案や政策評価等への各種統計デ

ータの効果的な活用を促進するため、その指標となるデータの作成、加工を行うべく経済、社会人

口統計の基礎データの整備を検討している。（表４） 

経済統計データは早期利用が求められる。四半期別県内ＧＤＰ速報の作成により、従来、確報

18ヵ月後公表が、速報3ヵ月後公表となり15ヶ月短縮となった。公表データは、支出系列試算値公

表（2003年度）、支出系列公表（2004年度）、生産系列試算値公表（2006年度）、生産系列公表

（2008年度）である。統計的手法による推計のため、毎年度、確報公表後に推計モデルの精度確

認や確報値との乖離度の把握を行っている。 

また、兵庫県下の地域ブロック別経済圏別経済動向の把握するため市町民経済計算を毎年度

１回作成しているが、利用をすすめるため、市町内総生産速報値を作成し、確報19ヵ月後公表から

速報10ヵ月後公表と9ヶ月短縮した（2006年度）が、データの施策利用をすすめていくためには足

元経済の短期予測が今後求められるが、前提条件のおき方で推計結果が大きく変わることがある

ため推計方法の丁寧な説明が求められる。 

本県では、経済構造変化の把握、震災からの復興状況の把握のため、時系列データ整備を行

っている。経済活動中分類など表章の詳細化、関連指標の整理、提供を行っている。統計ユーザ

ーから照会のあったデータを試算、提供や次回公表予定日、推計方法などデータ情報の公開にも

取り組んでいる。 

項目 提供データの概要 提供年 登録・更新年月
1 基本データ 取引基本表 平成17年 平成21年11月

投入係数表
逆行列係数表
雇用表
地域間表 平成17年 平成22年3月

2 分析ワークシート 部門別シート 平成17年 平成22年2月
分野別シート

3 報告書データ 概要版 平成17年 平成21年11月
概要・統計表編 平成17年 平成22年2月
分析利用編 平成22年2月

4 基本分類データ 県内生産額（名目） 平成2、7、12年 平成19年11月
県内生産額（平成12年価格） 平成2、7、12年（2000年価格）

2010年２月 2005年 

2007年11月 

2009年11月 

2010年３月 

2009年２月 
2010年２月 
2010年２月 

2005年

2005年 

1990､95､2000年
1990､95､2000年

2005年 

2005年
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表４ 兵庫県における経済統計の整備状況と課題 

 

 

このほか、環境統計と経済統計とリンクした分野を統計表に取り入れた兵庫県環境経済統合勘

定の作成（内閣府地域環境経済統合勘定検討委員会）：標準型勘定表試算値公表（2006年度）、

標準型勘定表公表（2007年度）、拡大版（産業分類を細分化した表）勘定表公表（2008年度）、サ

テライト勘定（地域環境経済統合勘定）SAM乗数分析ワークシートの作成、公表（2008年度）と統

計表の拡充や経済分析モデルの提供によりデータの利用、拡大に向けて取り組んでいる。 

1995年1月に発生した阪神・淡路大震災の復興状況の指標の把握のため、前後比較は固定基

準年方式実質成長率の提供、合併前後の経済動向の把握のため就業者1人当たり県内総生産

（労働生産性）市町別比較、雇用者１人当たり雇用者報酬による比較雇用者の所得水準データや

地域の所得水準をあらわす1人当たり県民所得を提供しているが、きめ細かい経済データの早期

提供が望まれている。 

このほか、データの動きをより詳細にみるため、公共サービス、事業所サービス、個人サービスな

どサービス業の公表区分の細分化など小項目の特記、地場産業など地域特有の項目表章や時系

列比較、専門サービスなど現行の項目にはない分類項目の表章や推計、就業者数時系列データ

などがある。地域経済の実態を把握するため県民経済計算データを作成、提供しているが、数値と

数値を組み合わせて新しい指標を作成することにより、よりわかりやすい形で現状を把握することが

できる。たとえば、世帯における所得格差や分布の状態を明らかにすることにより表面にあらわれて

こなかった事実を新たに発見することができる。たとえば、時系列のデータの推移、足下の成長速

度等の推移、中期的な産業構造変化、可処分所得（県民に分配された付加価値額と年金等の移

転所得の合計）の動きなどいくつかの分野で現状分析ができる。 

客観的なデータに基づく分析により、地域の問題や課題を把握し、提案事業の存在意義につな

げることができ、さらに、データからいくつかの指標を作成することにより問題の構造分析や特性要因

構造分析が可能となる。これらの客観的なデータをもとに問題の認識から政策課題の設定や解決す

べき課題を抽出することができる。データを整理し地域経済の特徴や傾向を発見することができる。 

 

３ 小地域データの利用と課題 

地域分析を考える上で、分析に見合った地域区分の集計データが必要である。統計データは、

区分 項目 国 兵庫県 　 推計レベル 課題

作成機関 公表時期 名称 公表時期 公表 未推計 早期化 精度向上 手法検討

地域マクロ四半期別GDP速報 生産系列 内閣府 － 兵庫QE（供給側） 3ヶ月後 ○ ○

経済動向 (QE) 分配系列 内閣府 1ヶ月半後 ※試算中 － ○ ○

支出系列 内閣府 1ヶ月半後 兵庫QE（需要側） 3ヶ月後 ○ ○

GDP確報 生産系列 内閣府 1年後 県民経済計算 1年6ヶ月後 ○ ○

（国・県民経済計算）分配系列 内閣府 1年後 　 1年6ヶ月後 ○ ○

支出系列 内閣府 1年後 　 1年6ヶ月後 ○ ○

市町GDP 生産系列 市町民経済計算 1年7ヶ月後 ○ ○

生産系列 （速報値） 9ヶ月後 ○ ○

分配系列 （確報値） 1年7ヶ月後 ○ ○

支出系列 （試算値） － ○  ○

サテライト勘定 環境勘定 内閣府 H12年表 環境経済統合勘定 2008年7月 ○ ○

経済活動 全産業活動指数  経済産業省 2ヶ月後 - － ○ ○

鉱工業指数 速報 経済産業省 1ヶ月後 県鉱工業指数 1ヶ月20日 ○

予測値 経済産業省 1ヶ月後 - － ○ ○

景気動向 景気動向指数(DI) 　 内閣府 1ヶ月後 兵庫DI 2ヶ月後 ○ ○

　 景気総合指数(CI)  内閣府 1ヶ月後 兵庫CI 2ヶ月後 ○ ○

産業構造 産業連関表 確報 総務省 4年後 確報 4年11ヶ月 ○ ○

経済分析 延長表 経済産業省 1年後 延長表 1年後 ○ ○

産業連関分析 － － 分析ﾜｰｸｼｰﾄ H16年2月～ ○ ○2004年2月～

2000年表

産業連関分析 
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調査の定義に基づいた客観的事実なので、異なる立場の人が地域づくりを話し合う際の格好の題

材となる。身近なまちづくりを考えるために、小さな地域を対象にした使いやすい統計が増えれば、

身の回りで生じつつある変化を捉え、ある時は他地域とも比較しながら、将来の地域づくりに生かす

ことができる。 

いま、社会や経済情勢の急激な変化に対応し、地域の個性や特徴を生かした地域をつくるため

にも地域データの整備が大切である。町丁字等小地域の比較データとして利用するためには、調

査上の定義や分類を統一するなどの加工が必要である。さらに、きめ細かい施策立案のため、地

域社会の状況を見通すデータとして市町及び小地域データの整備や分析加工事例の提示が必

要である。（表５） 

表５ 小地域統計データの利用 

項  目 利 用 項 目 利 用 例 資  料 

人口・世帯 男女別、年代別地域分布

状況 

年 代 別 地 域 集 中 度 把

握 

総務省「国勢調査」 

事 業 所 ・ 従 業

者数 

従 業 者 規 模 別 地 域 分 布

状況 

業 種 別 地 域 集 中 度 把

握 

総務省「事業所・企業統

計」 

年間販売額 地域別分布状況 地 域 商 業 販 売 規 模 把

握 

経済産業省「商業統計」

製造品出荷額

等 

地域別分布状況 地 域 工 業 生 産 規 模 把

握 

経済産業省「工業統計」

 

小地域データには、サンプル数の制約からデータは見られないがデータ加工などをすれば見え

てくるもの、地域を見る上でふさわしい集計データの範囲は、どこかを見極めることが必要である。た

とえば、人口規模は時系列データのトレンドをみるとき、人口規模が小さい場合、特定の要因により

大きくデータが変動することがあり、不規則変動が起こりやすいため、単年でデータを見る場合は、

人口動態統計では10万人以上の規模のデータをみる場合が多い。 

小地域においては、大規模工場や高齢者施設等の特定施設設置やイベント実施により不規則

な変動が生じやすいため、過去のトレンド延長による推計では誤差が大きくなる場合がある。将来

予測でよく用いられる同じ傾向が続くという仮定は、長期間連続して継続しない場合が多く、誤差

集積による拡大が考えられるためデータを利用する場合は注意が必要である。 

産業別の分析では、市町村など対象地域が小さくなればなるほど事業所数以外の数値が得ら

れない場合が多いため、小規模な市町では秘匿処理データの処理をしなければならない場合があ

る。地域データの加工では、集計値が得られない場合があり、地域データを作成する場合、新たな

データ加工が必要である。 

 

４ 統計データ活用に向けて課題 

4.1 社会が必要とする統計 

公的統計は、経済統計、社会・国民生活統計に区分され、経済水準や生活、社会水準を明ら

かにすることができる。構造統計は現状分析ができる。動態統計は時系列的なデータの動きや周

期性を捉えることができる。経済統計では県民経済計算などのマクロ経済統計があり、経済全体の
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水準や動きを捉えることができる。これまで、データの作成に当たって各種経済統計データの共有

化に重点がおかれ、ホームページ等での各種統計の時系列データを中心としたデータベースが構

築されてきた。報告書で利用できる統計表（集計表）は、主として作成する側の考え方で設計され

ているため、ユーザーのニーズにマッチしないものがあり、データのニーズや統計利用者にとって何

が使いやすいかを検討する必要がある。 

地域経済をみる場合、生産活動の状況のほか分配所得の状況の早期把握に関心が高まってい

るため、統計の整備の検討が必要である。現在、本県で試算に取り組んでいる経済総合指標と真

の進歩指標（地域GPI）に事例について紹介する。 

 

4.1.1 経済総合指標の試算 

 地域別一次統計データのサンプル数の関係でさらに細分化した項目による要因説明は困難だと

考えられる。一般的に鉱工業指数等の地域の月次データは全国データと比べ振れが大きく単月で

データによる基調判断は難しいため、四半期データや3ヶ月移動平均値を参考に基調を判断して

いる。 

時系列データの基調判断を難しくしている要因は、地域データの集計値は、データ収集方法や

サンプリング方法、集計データの対象分野カバレッジやサンプル入れ替えなどにより振れやすい。

季節変動の変化も近年大きいため季節調整によるデータ加工においても振れやすい傾向がある。

指数作成で使用する一次統計データから異常値を検出し、振れを小さくする工夫が必要であるが、

地域の特殊要因は一定の基準で刈り込むと異常値としてとらえられる場合があるため注意が必要

である。地域では、特定の事業所の大規模建設投資や生産活動の開始などによっては異常値で

はない場合があるため、一次統計データからデータの振れの要因を個別に確認する場合もある。そ

のため、個別データの変動要因を可能な限り一次統計から確認し地域経済の特徴や傾向を発見

することが経済統計に求められている。 

また、データの利用・普及を進めるためには、公表タイミング、速報性、使いやすさ提供ファイル、

他の比較統計の用語の統一などに配慮する必要がある。データの利用・普及、信頼度を高めるた

め、基調判断のコメントの説明、解説、推計方法の開示などデータ作成上の透明性の向上が必要

である。これらの課題解決がデータに基づく分析により、問題を把握し、政策提案事業の存在意義

につなげることができる。さらに、データからいくつかの指標を作成することにより問題の構造分析や

特性要因構造分析が可能となる。今後は、これらの客観的なデータをもとに問題の認識から政策

課題の設定や解決すべき課題を抽出することができる統計表や指標の整備によりデータの活用を

進める必要がある。 

 

4.1.2 地域ＧＰＩ（真の進歩指標）の試算 

ＧＰＩ（真の進歩指標：Genuine Progress Indicator）は経済、社会、環境に配慮した地域の豊かさ

指標である。ＧＤＰは、市場を経由した財やサービスの金額のみを推計する。家庭の育児・介護や

地域のボランティア活動など重要な非市場サービスを含まない。市場における取引をその財・サー

ビスの善し悪しにかかわらずプラスに勘定する。（戦争のための支出、犯罪への対処、公害のコスト

等）。また、自然資源の喪失や環境破壊、人的・社会的資産の喪失（地域社会の安全や絆など）を

考慮に入れない。 

ＧＰＩは、ＧＤＰを基本にしつつ、経済・社会・環境の３つの側面を考慮し、さまざまな要素を補い
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あるいは削除することにより計測された「福祉指標」であり、推計方法は、「消費支出額」を基本に所

得不平等による調整（たとえば所得分配指数によるウェイト付け）、市場価値に反映されないプラス

要因の追加、市場価値に反映されないマイナス要因の減額などの調整が行われる。 

 従来の国レベルと同様、ＧＰＩの地域への適用については構成要素の追加・削除など修正の検討

が必要である。地域レベルの独自のＧＰＩ類似指標の作成と推計についてはデータ公開と分析結

果の公表方法については、集計指標にこだわらず、分野別・指標別に推計、データ公開と分析結

果公表の検討が必要である。地域レベルで重要と思われるが従来の国レベルのＧＰＩには欠けてい

た構成要素や項目の追加の検討が必要である。 

 

4.2 利用者が使いやすい統計 

統計データは、報告書などの出版物やＣＤなど電子媒体を活用し公表されている。ホームペー

ジ等では各種統計の時系列データを中心とし整備されているが、作成される統計の種類により整

備状況が異なっている。本県では、地域の統計を毎月あるいは毎年とりまとめ、提供し、定型的網

羅的にデータ提供している。 

一方、統計利用者のニーズは個別的である場合が多いため個別対応ごとに行っており組織横

断的な情報の共有が余りない。統計データの所管が複数またがる統計についても所管部局におい

て担当分野ごとの個別のデータ提供にとどまっている。統計書等の報告書は統計作成側の考え方

で統計表が設計されており、統計利用者とのギャップが生じている。 

データの加工は主として統計利用者側で行っているが、期間や定義の調整等の利用者側でデ

ータ加工のノウハウの蓄積がない場合は、データ加工ができないため、データ利用が進んでいない

理由である。統計データの提供時にデータ加工の方法について利用者側からに併せて提供でき

れば統計利用がさらに進むものと考えられる。本県で作成、提供している産業連関分析ワークシー

トなど分析技術とリンクしたデータ提供を行う必要がある。 

 

4.3 データ作成上の課題 

鉱工業指数や景気動向指数など月次加工経済統計データは、作成に使用する一次統計デー

タの制約から、2ヵ月後利用可能であるが、足元をあらわすデータではない。政策判断には、足元の

経済状態や一期先など見込みの状態をあらわすデータが必要である。地域経済の構造分析のた

め、10年から20年以上の長期時系列データが必要である。 

社会・人口統計は人口構造、人口移動等市区町及び小地域統計集計データは、5年に一度し

か入手できない。国勢調査等の大規模統計の集計データの利用も調査実施後1年後の公表のた

めとタイムリーに利用できないため、月次の動態統計から作成された速報がデータとして利用される

が、特に地域データはサンプル数が十分ではない場合があるため、データ加工に当たっては留意

する必要がある。 

地域統計のほとんどは、市町別集計であるが、農林業センサスでは旧市区町村による集計

（1950年2月1日現在）での市区町村の区分が使用されているほか2005年前後の平成の市町合併

で市町村区分集計の範囲が広がっている。農林業センサス集落データは1950年の旧市区町村区

分があり、地域的な農業の変化を追跡できる。農業従事者の減少や急速な高齢化などが進む中

で農山村の活力の低下が懸念されているが、農業集落の持つコミュニティとしての役割や機能が

見直されており、土地の有効利用、効率的な資源管理、農村地域が持つ多面的・公益的機能の
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発揮など各種施策を推進するための拠点として農業集落の存在が見直されている。 

このほか、自然・環境統計は業務統計として作成されているため、金額単位では把握が困難な

ため物量データが多い。持続可能性指標としてデータ利用するためにはデータ加工の工夫が必要

である。たとえば、経済データ等の金額データと比較するための貨幣評価に転換するための合理

的な方法の確立であり、社会の変化に対応した地域の持続可能性をあらわす指標の作成が求め

られている。 

 

4.4 地域経済統計利用に向けて 

地域経済を見る上では、地域の経済実態について的確な情報を持ち分析することが必要である。

地域経済統計データの作成者であるという視点にたてば、一次統計を十分に活用することができる。

データの細かい動きを見る上では、統計上の誤差か地域の特別な要因かを見極めることが重要で

ある。社会保障等の制度変更があればデータの動きに影響を与えている場合があり、このことから

データの変動要因を確認できる。 

近年、行政改革が進められている中、農林水産統計など一次統計改廃、特に市町区分集計の

廃止等が進んでいる。加工統計の作成の立場に立てば、時系列で比較するためには推計方法の

見直しに伴う推計方法の変更が必要になる。 

また、行政改革に伴う政府部門の組織や格付けの見直しが行われている。新たな制度の導入や

変更がある場合、統計の定義に沿った推計方法を確立していかなければならない。 

国と地域が別個にデータを推計する場合、推計資料や推計方法の違い等により地域推計値の

合計が国推計値とならない場合があるが、地域値の合計値と全国値との開差からデータの精度確

認が確認できる。データの精度向上のため、その開差を 小化するための推計方法を検討してい

く必要がある。 

 

終わりに 

地域における所得水準を政策目標とすると、その目標を達成するためにどの地域に、どの分野

の産業を育成するかの優先順位を決定するための指標が地域経済指標である。統計は、社会の

出来事を再構成し数字で表したもので、客観性、信頼性を持ち、統計の存在意義は比較であり、

行動を決定するための事実をあらわした資料として使用されている。施策の検討時には、データを

用いて経済問題を議論すべき土壌をつくり、統計指標と活用する分析ツールの普及を推進する必

要がある。 

今後はデータ利用促進のため、統計利用者の分析ニーズを踏まえ、統計作成者側と統計利用

者側と連携しながら分析ニーズの応じたデータ提供方法の改善をはかる必要がある。さらに地域経

済分析手法についてのノウハウを蓄積し、データ分析の手法に関する幅広い情報を収集すること

により、統計利用者が利用しやすいデータ提供がデータの利用、普及の拡大につなげていく必要

がある。 

（本文中の意見はあくまでも筆者の個人的な意見であり、組織の意見を代表するものではな

い。） 
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政策立案における統計活用の現状と課題 

岐阜県商工政策課 都竹淳也 

 

１ 岐阜県長期構想と将来構想研究会 

 

 平成１９・２０年度の２カ年、県の総合計画に相当する「岐阜県長期構想」の策定に携わった。「人口減

少時代への挑戦」をテーマにした本構想は異例のスタイルで策定された。 

通常、都道府県のみならず、市町村においても、「計画」の策定時には、有識者による審議会を置くの

が通例である。しかし、本構想の策定にあたっては、審議会を置かず、その代わりに若手職員による「岐

阜県の将来構想研究会」が現状分析と課題の抽出、問題の提起を行うという手法を採用した。そのうえで、

研究会がまとめた長期構想の原案をたたき台に、半年をかけて県民への説明と意見交換を繰り返し、具

体的な政策をまとめていった。 

 

この中で、特に注目を集めたのが、若手職員による研究会の試みである。平成１８年８月に発足した研

究会は、県庁内の３０歳代を中心とする若手職員約４０名を中心に組織され、各部の所管分野ごとに、一

から現状分析をやり直し、おおむね３０年後を見据えながら、将来の岐阜県の姿を描き出し、県政として

取り組むべき課題を提起していった。 

 

２ 人口減少を受け止めることから始まった研究会活動 

 

研究会の主たる問題意識は、人口減少である。長期構想の策定に先立つ平成１８年度末に県が組織

した「岐阜県人口・少子化問題研究会」が独自推計した本県の人口は、平成１７年国勢調査時点の約２１

０万人から、３０年後には約５０万人減少し、１６０万人余になるという衝撃的なものであった。岐阜県は大

正９年の第１回国勢調査以来、一度も人口が減るという現象を経験したことがない。常に人が増え続け、

経済が成長するという時代を長年にわたって歩んできた県民、特に政財界の中心となっている人たちに

とって、人口が減るというのは想像だにし得ない事態であるといってもよい。 

 

元来、人口減少は、明るい話ではない。人が減れば、消費が減り、税収が減り、地域は活力を失う。こ

れまでのように、大型のプロジェクトや公共事業を行い、賑やかな大規模イベントを打っていく手法が困

難であることは、火を見るより明らかである。つまり、県政に携わる者にとって、あるいは、行政に影響力を

持つ人たちにとって、これまでのように目に見える成果を容易に勝ち取ることが困難になることを意味して

いる。全国の自治体において、人口減少を口にすることがタブーとされてきたのは、そうした背景があるか

らだ。 

しかし、狂いの少ないと言われる人口推計を目の前にして、この現実から逃避することは許されないと

いうのが私たちの思いであった。耳あたりのいい話だけをするのではなく、目を背けたくなる現実にもしっ

かり目を向け、今後、岐阜県をどうしていくのかを真剣に考えなければ、県政はダメになっていくという危

機感もあった。そこで、私たちは「人口減少」を正面から見据えた構想を策定しようと考えたのである。 
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一方で、人口減少というテーマを扱えば、反発を招くことは必至である。このため、私たちは、徹底的に

客観的なデータを提示し、なぜ人が減るのか、人が減ると各分野で何が起こるのか、すでに人が減って

いる地域では何が起こっているのかといったテーマについて、丹念にデータで実証し、いわば反論の余

地を塞いでいくことによって議論全体の方向性を作り出していく作戦をとった。こうして若手職員による研

究会は膨大な統計・データの分析に踏み出すことになった。 

 

３ 政策立案における統計・データ活用の重要性 

 

本来、行政に携わる者にとって、統計やデータを活用し、客観的に地域の現状を分析し、課題を抽出

するという作業は基本であるといってもよい。しかし、右肩上がりの時代の中で、さらにはバブル崩壊後に

おいても、度重なる経済対策によって予算総額は増加を続けていたために、年々増え続ける税収の配分

が行政のテーマになり、現実をしっかりと見据え、課題を踏まえて政策を立案するという作業がおろそか

になっていた面は否定できない。 

 

一つ例を挙げる。岐阜県においては、平成１７年３月に東海環状自動車道東回りが開通し、県南部の

関市とトヨタ自動車のある豊田市が１時間余で結ばれるようになった。これに伴って、企業誘致が急激に

進み、沿線にはトヨタ系列の自動車部品工場などが相次いで立地し、工場立地面積の伸び率は全国で

もトップクラスになった。 

企業誘致は、どの自治体においても最大の関心事の一つである。昔から企業を誘致すれば、地元の

若者の雇用の場が増え、税収が増えるとされてきた。岐阜県においても、若者の流出はかねてから問題

とされていただけに、急激な企業誘致の進展は、若者の地元定着につながると大いに歓迎された。 

 

しかし、私たちが、沿線地域の人口動向を分析していたところ、意外な事実に気がついた。企業誘致

が進んだ地域や、工場の立地・拡大が盛んな地域では人口が流入超過になっていた。ところが、それを

流入元・流出先の地域別に見てみると、お隣の愛知県や首都圏などに対しては、従来と変わらず若い人

たちが流出している一方で、北海道や東北、九州、沖縄といった地域からの人口流入が多く、それが結

果として人口増加をもたらしていた。なぜ、そんなに遠方の地域からばかり人が入ってくるのか、率直に

疑問に思った。 

 

この事実の評価について、ヒアリングを行ってみると、思わぬ事実がわかった。新たに進出した工場な

どでは期間工や派遣労働者を採用していることが多く、結果として、非正規雇用者となる者の多い地域

からの流入が大きくなっているというのである。さらに調べると、沿線地域ではアパートの建設が急激に拡

大しているデータも得られた。もし、地元出身者であれば、自宅から通うことができるからアパートは不要

である。特に車社会である岐阜県においては、片道１時間以上かけても車で通勤する人が多い。しかし、

大量のアパートが必要とされるということは、地元出身者ではない者が多いという証左ではないかと考え

た。 

これは重大な事実であった。なぜなら、企業誘致が進めば若者の地元定着につながるというかつての

方程式は成り立たなくなっている可能性があることを示すものだからだ。 
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そこで、私たちはこうした分析を発表し、新規に進出した工場などは、流動性の高い労働力に支えられ

ている可能性が高いことから、ひとたび景気が悪化すれば、人口の流出を招く可能性があると指摘した。

そして、若者の地元就業の促進は、企業誘致のみならず、他の政策も併せて実施していく必要があるの

ではないかという問題提起をした。 

発表は案の定、反発を招いた。特に企業誘致の関係者からは、「地元からの雇用は確実に増えてい

る。」という反論があり、「こうした分析を公言するのは企業誘致を否定するものだ」という批判にもさらされ

ることになった。 

 

しかし、その予想は的中することになる。平成２０年後半、リーマンショックが起こり、快調だった企業誘

致には急ブレーキがかかり、すでに稼働していた工場では、派遣労働者など非正規雇用者や外国人の

大量離職が起こった。製造業が盛んで、工場立地が旺盛であった地域ほど人口流出が激しく、今年７月

の県議会では、古田肇知事が「本県の製造業が流動性の高い人材に支えられていた事実が明らかにな

った」と答弁している。 

 

冷静なデータの分析が必要だと思われる例は他にもある。岐阜県の産業は、かつてアパレル、陶磁器、

刃物、紙、木工などのいわゆる「地場産業」が中心であった。このため、岐阜県の主たる産業はこうした地

場産業だと思っている人が多い。しかし、特に平成１０年代以降、産業構造は大きく変わり、製造業では

輸送用機械や金属機械などの部材産業が太宗をしめるようになる一方、サービス業のウェイトが確実に

増大している。当然、部材産業やサービス業振興のための政策をもっと重視しなければならない。 

 

さらに、付加価値生産ベースで製造業を見ると、部材産業をはるかに凌駕しているのは医薬品などの

化学産業である。しかも、本県にはその有力な企業が複数存在している。県の富を稼ぎ出すという面では、

医薬品などの分野の企業に対する支援を重視する必要がある。 

 

こうしたことを見ると、政策立案の上で、きちんとした統計やデータの分析がいかに重要か、そして、常

識と思われることでもしっかりと実証をした上で具体的な事業を考えていくことがいかに大切かがわかる。 

 

４ 県民の評価と今後の研究会活動 

 

長期構想策定時における将来構想研究会の試みは、こうした当たり前のプロセスを、庁内にもう一度

根付かせようという試みであったと言ってもよい。人口のみならず、福祉、農林業、環境、教育など様々な

面で行われた統計やデータに基づく分析の結果は、様々な政策を生み出し、長期構想に基づく事業とし

て具体的に実施されている。県庁内にも、事実を客観的に見据えながら政策を立案していく雰囲気は生

まれつつあると感じている。 

 

 また、研究会の分析結果は、県内の各界からも高い評価を受けた。長期構想策定時の県民との意見交

換会が契機となって、その後も各種の勉強会や研修会での講義依頼は後を絶たない。筆者は今でも講

義を依頼されることが多いが、参加者から「統計やデータに基づく分析は説得力がある」「こうした取り組
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みをもっと広げていくべきだ」との声を聞くことが多く、県民の理解も得られていると感じる。 

 

 将来構想研究会は、平成２０年度末の長期構想の策定後、「岐阜県政策研究会」と名前を変え、やや

ペースを落としながら活動を続けていたが、古田知事の強い思いもあり、今年８月からは大幅にメンバー

を増強し、長期構想策定時と同様のデータ分析、研究を行う庁内シンクタンクとして再出発することにな

った。 

今後は、県政全般にわたる広範なテーマを扱い、研究成果は県民、マスコミ、県議会にオープンな形

で発表すると同時に、内外の有識者を招いての勉強会なども行い、新たな気づきを得るきっかけをつくる

ことも計画している。 

 

５ おわりに 

 

 右肩上がりの時代においては、政策は過去の経験を元に立案していればよかった。時代の変化も、過

去の延長線で概ね予想できた。その意味では、いわば眼下に広がる風景を見ながら、技術と経験を頼り

に「有視界飛行」を続ける飛行機のようなものであったといってもよい。 

しかし、過去に経験したことのない人口減少が進む中で、我々は様々な新しい課題に直面することが

予想される。先進国の中で初めて本格的な人口減少と高齢化を経験する我が国において、他に学ぶべ

きお手本はない。県政においても、常に五里霧中の状況下で、新たな政策を生み出していかなければな

らない。その中で必要なのは、「計器飛行」である。統計やデータを暗闇の中を飛ぶ飛行機のレーダーの

ように活用し、方向性を見定めながら、現場での知恵や経験を付加して政策を進めることが、今後の行政

には求められている。 

 

新たに出発する政策研究会の取り組みを中心にしながら、統計やデータを活用し、客観的な分析を行

い、政策立案を行う文化を岐阜県庁に根付かせ、「計器飛行行政」への転換を図っていきたいと考えて

いる。 
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統計データの政策立案への活かし方 

岐阜県行政改革課 主査 清水浩二 

 

１ はじめに 

 

 平成２１年３月に策定された「岐阜県長期構想」は、いわゆる県の総合計画に相当するものであり、平成

２１～３０年度までの県が取り組むべき政策の目的と方向性を明らかにする「県政運営の指針」となるもの

である。 

本構想は人口減少時代への対応を主たる問題意識に据えて策定しており、それを反映して、サブタイ

トルは「人口減少時代への挑戦」とされた。我が国が本格的な人口減少時代に突入したことは、今でこそ

新聞報道や多くの書籍等で「人口減少」という言葉が取り上げられ日本の課題として認知されるようにな

ったが、策定作業がスタートした平成１９年当時は、課題として指摘されているものの一般的にはまだまだ

受け入れられがたいものがあった。そうした中で、人口減少を正面から取り上げたことは、なかなかに挑

戦的な試みであったと思う。事実、庁内からは明るいイメージとは言いにくい人口減少を正面から取り上

げたことに対する批判も多く聞かれ、また人口減少に正面から取り組んだ総合計画は、都道府県のみな

らず市町村を含めても珍しい取り組みであった。 

本構想は策定過程においても、これまでと違った試みにも挑戦している。通常、いわゆる「総合計画」

を策定する場合は、都道府県、市町村のいずれも、いわゆるシンクタンク等にデータ分析による現状の課

題抽出や、人口・経済フレームの設定作業などを委託するケースが多く見られたが（過去、本県も委託し

ていた）、この構想の策定にあたっては、そうした委託は行っていない。その代わりに若手職員による「岐

阜県の将来構想研究会」を立ち上げ、職員が自らの手でデータ分析と課題の抽出、問題の提起を行うと

いう手法を採用した。具体的には、研究会の主たる問題意識を「人口減少」に設定し、県が独自に推計し

た将来推計人口をベースとして、世帯、産業、医療、介護、農業、林業、環境といった幅広い分野にわた

って、データ分析と課題の抽出に取り組んだ。 

筆者は、県の将来人口推計作業及び長期構想の策定に担当者として携わり、貴重な経験をさせても

らった。いささか感想めいたものとなるが、当時の体験を思い起こしながら、改めて統計データの政策立

案への活かし方について考えてみたい。 

 

２ 岐阜県独自の将来人口推計作業（平成１７～１８年度） 

 

本構想のテーマである「人口減少」について、その元となったデータは、平成１８年度に「岐阜県人口・

少子化問題研究会」が実施した「岐阜県の将来人口推計」である。 

筆者は長期構想策定の担当以前、この「岐阜県人口・少子化問題研究会」を担当しており、まずはこ

の研究会の議論と将来人口推作業の取り組みについてご紹介したい。 
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（1） 岐阜県人口・少子化問題研究会の取り組み 

 

岐阜県人口・少子化問題研究会は、本県の深刻な少子化の現状が明らかとなったこと、我が

国が本格的な人口減少社会を迎えるという歴史的転換期にあることから、統計データ等をもとに

本県の少子化進行の実態を把握し、詳細かつ県独自の視点を加えて分析を行うことを目的として、

平成１７年１０月に設置された。 

 研究会の目的を果たすためには、当然岐阜県の地域事情をよく把握し、人口問題に関して精通

している人材で組織することが必要である。よって、岐阜県の地域事情に精通している民間の研

究者、地域の人口問題や人口移動に精通した研究者、人口の自然動態・将来人口推計の専門家と

いった学識経験者と、統計、少子化対策、企画部門等県の関係部局の職員により構成した。研究

会では、人口転換期における最新の実態が明らかになる平成 17 年国勢調査等をもととして、出

生死亡といった人口の自然動態に加え、世帯構成の変化や、転入転出などの社会動態についても

分析を進め、本県の少子化進行の要因やその地域特性等を解明することに取り組んだ。さらに、

現在の状態が続くと将来の人口はいかなる姿になると見込まれるかを示すため、岐阜県の将来人

口推計を行った。なお、これまでは岐阜県も将来人口推計を民間シンクタンク等へ委託していた

が、人口データの分析に関する職員のノウハウを蓄積するため、敢えて委託は取りやめ、県統計

課の職員が自らの手で、独自に将来人口の推計作業を行った。 

この研究会の成果は平成１９年２月公表しており、ここでは詳細は割愛するが、研究会報告

のポイントをホームページで公開しているのでご紹介する。 

http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11121/shoshikaseisaku/jinkouken.pdf 

（報告書の詳細については岐阜県統計課に問い合わせられたい。） 

 

（２）研究会における議論 

 

この研究会では学識経験者、県の職員双方とも、大変熱心に、活発に議論が行われた。これは、研究

会の運営を、最初から落としどころを探ることなどせず、データをもとにメンバーの自由な議論に任せた結

果と考える。いわゆる行政が設置する研究会の中には、行政側が資料を揃え、論点や議論の方向性ま

でお膳立てすることがあるが、この研究会ではそうしたことは一切行わなかった。 

 研究会は、毎回、事務局（統計課）から人口にまつわるデータを議論の素材として豊富に揃えてプレゼ

ンし、その後ワイワイガヤガヤと活発にフリートーキングを行うといった形で進められた。こうした研究会で

は珍しいと思うのだが、自由に意見を交わすという雰囲気が出来上がっており、中には予定していた時間

を超え４時間近くに議論が及んだこともあったほどである。なお、進行が予定時間に終わらないことを上

司から叱られたこともあったが、座長から時間は十分にとってほしいとの強い意向があり、座長にお任せ

した次第である。 

 このような運営の結果、学識経験者の委員も主体的に活動してくださり、資料のリクエストも多かったが、

データ分析の観点、資料の見せ方、整理手法など数多くのアドバイスをいただいた。正直なところ、当時

の県にはあまりデータ分析手法のノウハウが蓄積されているとは言い難かった。出生率、死亡率、転入転

出と言った基礎のデータはあっても、そこから先の分析が乏しかった。例を挙げれば、出生、結婚等のコ
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ーホート別の分析、世代別・移動理由別転出超過の状況を示すなど、今となれば基礎的であるが、分か

りやすく目に見えやすい形で、提示する手法を学んだことは大きな成果であった。 

研究会の議論の結果を一部紹介するが、結婚・出産の動向は昭和３５年生まれを境に大きく傾向が異

なること、岐阜の低年齢児保育の水準が低いこと、若い世代の女性の転出超過が県の出生動向にマイ

ナス要因となっていること、結婚を理由とした女性の愛知県等へ転出超過が顕著である等が指摘された。 

 図らずも研究会におけるフリートーキングの意見を整理・集約していくと、自然と研究会の成果がまとま

っていった。この研究会のとりまとめは、岐阜県の少子化の現状と課題を示す基礎資料として、少子化対

策の政策立案に大いに生かされた。 

 

（３）将来人口推計作業の実施 

 

 長期構想の問題意識のもととなった岐阜県独自の将来人口推計も、人口・少子化問題研究会の成果

である。推計の実務的な作業は、研究会の下に人口推計作業部会を設置して行い、統計課の企画分析

担当職員が、推計の客観性を担保するため外部有識者に指導をいただきながら進めた。 

 当時、県では将来人口推計の基本は知っているものの、実際の推計作業のノウハウが全くなく、手探り

の状態で始まった。そもそも推計作業そのものは、国籍、男女、年齢ごとに膨大なデータを処理する負担

はあるものの、仕組みとしてはそれほど難しいものではない。問題は、出生、死亡、社会移動といった仮

定値をどのような論理に基づいて設定するかにある。今回行った推計は、コーホート要因法を採用し、出

生率、死亡率、男女比、社会移動率、それぞれに仮定値を設定したが、研究会での議論の成果がこの

論理構成に大いに役立ったことは言うまでもない。 

 出生率は、研究会の議論を生かし、世代別に出生率の傾向をつかみ設定した。専門機関ではない都

道府県が行った手法としては精緻な手法と考えている。死亡率は、超高齢社会の中、出生率よりも大きな

影響を与える仮定値であり、もととなる平均寿命の設定で相当迷った。よく採用される手法であるが、単

純に戦後からの傾向を延長すると９０歳を超えさらに伸びる結果となったが、慎重に過去のデータを分析

した結果、平均寿命の伸びが落ち着いてきた昭和４０年以降の傾向を元に延長して設定した。ここは研

究会でもかなり議論されたことを記憶している。社会移動については、研究会の過程で丹念に近年の男

女・各歳別の移動の動向を分析した結果を用いて、転出超過数の増加が落ち着きつつある直近５年の

傾向を平均化し設定した。なお、日本人、外国人は傾向が異なることから分けて推計し、合算して総人口

を算出している。 

 このようにして取りまとめた将来人口推計は、２００５年の岐阜県人口２１０万人が、２０３５年には１６２万

人と岐阜市の人口を超える５０万人が減少し、生産年齢人口は４３万人減、年少人口は半減、逆に高齢

者は１０万人の増加と、予想していた以上に厳しい結果となった。ちなみに、１６２万人は昭和３５年頃の

人口に相当するが、若年層と高齢層の人口は全く逆転してしまっており、単純に過去に戻るわけではな

い。これも、衝撃的な結果であった。 
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 また、独自に人口推計を行うと様々なパターンを容易に計算できることが大きなメリットである。委員の

指摘を受けて、人口の転出超過をゼロとした場合に出生死亡だけでどの程度人口が減少するのか、出

生率が急激に回復したら人口減少はいつ止まるのか、等々多くのパターンも試算した。 
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その結果、転出超過をゼロとしても自然動態だけで３６万人が減少してしまうこと、また、直ちに人口置

換水準にまで出生率が回復しても人口減少が止まるには約６０年を必要とすること等が判明し、今のまま

では長期にわたり人口が減少することは避けることのできない事実であること、人口減少は容易には止ま

らない事実であることを明確に示すことができた。これも独自の推計に取り組んだからこそ示すことが出来

た成果である。 

 こうした作業を経験したおかげで、これまで外部のシンクタンクに委託してきた推計結果の内容につい

ても再評価することができ、これも大きなメリットであった。 

 

（４）人口・少子化問題研究会で蓄積されたノウハウ 

 

 職員としては、この研究会の作業を通じて、 

・行政の基礎となる人口に関するデータについて長期にわたる蓄積、整理ができた 

 （データベースが整備出来た） 

・データ分析の新たなノウハウを蓄積できた 

・将来人口推計のノウハウを習得できた 

など大きな成果を得ることができた。これは全て、日常の業務に活かされたことはもちろんのこと、その翌

年度からスタートした長期構想の策定作業＝将来構想研究会における研究に大いに役立つこととなっ

た。 

 なお、将来人口推計は取りまとめたものの、この結果を、世帯の動向、介護、医療、経済など様々な分

野に当てはめた場合どのような影響が予想されるのか、大変興味深いところであり、人口・少子化問題研

究会でも大いに議論はされた。研究会自体は将来人口推計の公表までで締めくくられたが、成果である

将来人口推計は、続く長期構想の策定における基礎なった。また、将来人口推計を応用した様々な分

野における研究作業は将来構想研究会に引き継がれていくこととなる。 

 

３ 岐阜県の将来構想研究会における研究作業（平成１９～２０年度） 

 

（１）研究会の組織と研究テーマ 

 

平成１９年８月に発足した将来構想研究会は、県庁内の３０歳代を中心とする若手職員を中心に組織

された。研究会のメンバーは、それぞれ各担当部局の所管分野ごとに現状分析をやり直し、およそ３０年

後を見据えながら、将来の岐阜県の姿を描き出し、取り組むべき課題を抽出していった。この研究の基礎

となったのは、無論、人口・少子化問題研究会の行った将来人口推計である。 

メンバーが行った研究成果は、誰でも参加できるオープンな形で開催した「政策討論会」の場で、順次

発表を行った。振り返ると、多岐にわたる分野の研究を行っており、政策討論会の発表にまで至ったテー

マだけを紹介しても、２３項目に上る。 

 

 

 



- 142 - 

＜政策討論会発表テーマ＞ 

１ 人口減少時代の政策的課題 

２ 岐阜県における世帯の動向について 

３ 高齢者の介護問題について" 

４ 農業について 

５ 地域別に見た人口の変化について 

６ 高齢者の就業について" 

７ 人口減少下における持続可能な森林づくりについて 

８ 医療問題について 

９ 中部９県からみた岐阜県経済と製造業 

10  岐阜県の製造業について" 

11  環境問題について 

12  多文化共生について 

13  建設業について 

14  道路施設の老朽化について" 

15  雇用都市圏ごとの経済循環構造について 

16  2030 年の地域経済の推計について" 

17  事例からみた中津川・恵那地域の現状について 

18  海津市における人口減少の現状について" 

19  東海環状自動車道西回り整備を県の活力につなげるために 

20  長期構想の策定に向けて～人口減少時代への挑戦～ 

21  多治見市における住宅団地の現状について 

22  美濃市における地域事情について 

23  地域のつながりを考える 

 

 全てのテーマにおいて、単純に感覚で語るのではなく、まずは現状を示すデータを丹念に拾い上げ分

析し、ヒアリング等でデータの向こうにある背景を探りつつ、課題を抽出し、政策提言に結びつけるといっ

たプロセスで研究を行っている。内容の紹介はここでは省略させていただくが、どのテーマを取り上げて

もデータ分析と政策立案がリンクした好事例と考えている。なお、発表した資料は HP で公開しており、参

照いただければ幸いである。 

（公開しているＨＰのアドレスは次の通り。 

http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11121/kousou/05shoraikoso.html ） 

 

（２）研究会で心がけたこと～データの見せ方の工夫～ 

 

 研究会の資料は、データを羅列した表にとどめることはせず、ビジュアルに理解できるグラフ、図を多数

用いて現状分析、課題を示すように心がけた。 

もちろんのこと数字が整理されたデータ表は資料として重要であることは当然であるが、そこから導き
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出される現状と課題を限られた時間内で理解してもらうには、数字を見せるだけでは足りない。目で見て

理解してもらうように、ビジュアルな資料を作り上げることにこだわった。こうした資料を作ることは手間も時

間もかかるため、おろそかにされがちであるが、「わかりやすく見せる」ことがデータを活用する原点と考え

る。 

続いて、研究会では、何故データがこのような推移をしたのか、大きく増加あるいは減少したのは何故

か、その背景をしっかり探ることにもこだわった。当たり前のことだが、ただ増えた、減ったでは意味がない

し、憶測でその理由を説明しても意味がない。データの向こう側にある現場の実態を丹念にヒアリング等

で補い、説明できるようにした。これらはデータ分析の基本的なことであるが、非常に重要な作業である。

データを政策立案の基礎にまでつなげるにはこうした作業は欠かせない。 

 さらに、考えられる将来の姿について現実感を持ってもらうため、それぞれの分野において、前述の将

来人口推計を元として、様々な将来推計を行っている。 

個々の結果については省略するが、ごく一部を紹介する。 

 

＜将来推計の事例＞ 

・世帯数の推計 将来は「単独世帯」が、「夫婦のみ」「夫婦と子」世帯を上回り、 

最も多くを占める世帯となる。増加する単独世帯の多くは高齢単独世帯。 

・労働力人口の推計 ２０３５年までに３０万人が減少 

・入院患者数の推計 ピーク時には約３千人の増加 

・要介護高齢者の推計 ２０３５年には約７万人から約１３万人にまで増加 
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要介護高齢者は6万9千人(2005)から30年後には12万
8千人にまで増加。介護人材の不足も懸念される。

介護人材供給体制の確保と地域全体で介
護を支援していく仕組み作りが課題！

高齢者の増加に伴う課題

介護職員は現在の1万8千人を2035年
には３万３千人まで伸ばすことが必要

50
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これらの推計結果は、よりリアルに将来の姿を感じてもらうことに大いに役立った。 

 研究会で行った全ての推計に共通することだが、将来を当てることよりも、現状の傾向がこのまま続くと

した場合、将来の人口を当てはめるとどのような姿が見えてくるのか、そうした試算を提示することに心が

けた。複雑なモデルに頼るより、わかりやすく、できるだけ簡易な方法で、推計経過をトレースしやすく出

来るよう作業を進めた。例を挙げれば、入院患者数であれば、年齢別の人口に占める入院患者数の割

合を、将来の人口を掛け合わせるといった手法である。実は、より精緻な推計とするため、複数の仮定値

を設定した推計モデルを構築したものもあったが、いろいろ検討した結果「要素として人口だけが変化し

た場合の推計」の方がかえってわかりやすいといった結論になった次第である。なお、こうした推計には

独自に将来人口推計に取り組んだノウハウが大変役立った。 

人口・少子化問題研究会で行った将来人口推計と、将来構想研究会で行った様々な分野の将来推

計を並べてみると、いわば、前者は基礎編、後者は応用編と言えるだろう。人口という最も基礎となるデー

タの将来を示し、その結果を地域レベルの具体的な姿に落とし込んでいったのが将来構想研究会の研

究であり、結果として基礎データが政策立案の過程にまで展開される一連の流れとなった。 

 

４ データの生かし方 

 

本来、行政に携わる者にとって、統計やデータを活用し、客観的に地域の現状を分析し、課題を抽出

するという作業は基本であるといってもよい。しかし、一方で、こうした作業は地味で手間もかかるものであ

る。外部のシンクタンクに頼ってしまいがちになるなど、現実をしっかりと把握し、課題を踏まえて政策を立

案するという作業がおろそかになっていた面は否定できない。専門的な作業で外部の機関を活用するこ

とは無論大切なことであるが、政策立案を担う職員自身が手がけることが基本であることは忘れてはなら

ない。結果だけを鵜呑みにせず、自らのものとして手がけるという意識とを欠かしてはならないのである。 

そもそも、行政には統計セクションがあり、個別の業務においても豊富なデータはある。しかしながら、

実際には単なる数字がされているだけでデータベースとして整備されていないことや、毎年の統計書の

様なデータストックに留まっていることなど、必ずしも活用しやすい形になっていないことが多い。数値は

雄弁に現状を示してくれるし、理解もされやすいのだが、単なる数値の羅列のままでは意味がない。やは

り、そこで一工夫し、活用しやすい形に整えてこそ、政策立案の基礎として活きることになる。 

そのためには、次のようなプロセスが必要と考えている。 

 

 ◆ある程度長期にわたる傾向を把握できるよう、データベースを作ること 

 ◆データをわかりやすく見せる工夫を行うこと 

・グラフや図に加工する、提示すべきデータを厳選する、複数のデータを組み合わせ関係を示す等 

 ◆データの背景を探ること 

・データの向こう側を見つめ、数値が変化した要因を見つけること 

・データに関連する現場の実態をヒアリング等により把握すること 

 ◆現状の傾向が続けば、将来どんな姿が見えるか示すこと 

・将来推計を行い将来の姿を数字で示すことも有効な手段 
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人口・少子化問題研究会も、将来構想研究会においても、このプロセスを繰り返したことに尽きる。基

礎データをストックし、わかりやすい形に整え、関係者にヒアリング等を行い、基礎データをもとに将来の

姿を試算する、といった流れで取り組んできた。自身がこの経験から実感したことは、眺めているだけで

はデータは使われない、データを活かすには、使われるようにする工夫こそが大事なのだということであ

る。 

 

５ おわりに 

 

最後に感想を申し上げたい。こうしたデータの処理は手間のかかる地道な作業である。 

グラフや図に加工するにしても、わかりやすい仕上がりの姿は、とても単純なものになることが

多い。しかし、それに至るまでには、数多くのパターンを作り、作っては捨てて、改良し、とい

ったように一見無駄に見える作業を経て、ようやく到達する。こうした苦労はなかなか外からは

見えないが、実は理解してもらえる方も多いのではないだろうか。データ活用のプロセスにして

も、実は多くの方はすでに理解されていることと思う。自分も、様々な資料を見ては、常にその

向こう側にある努力に敬意を払うよう努めている。 

また、データが示す結果に向き合う姿勢も重要なことである。数字は現状を冷静に教えてくれ

る。中には目を背けたいような結果もある。それを素直に見つめ、そこから課題を見つけだし、

どのように対処すべきなのか、議論する姿勢が必要であろう。この仕事を関わっている間に、一

方では、そんなことはもう知っている、いまさら騒ぐようなことではない、知っていても解決が

難しいから触れていないのだ、データばかりいじっているのではないかとの声も聞かれたが、そ

うした指摘よりも現状の課題を見つけて議論する事こそが求められるのではないだろうか。そう

いった評論家的な言葉は全く不要である。 

人口動向は基本データであり、行政はもとより、企業のマーケティングでも基礎として利用さ

れる情報である。実は、自分はこの仕事の担当になるまで、やがて人口減少社会に突入するとい

うことをあまり理解していなかった。岐阜県が転出超過にあることも知らなかったことが正直な

ところである。その後、この仕事を通じ「人口減少」についてそれなりに認識し、これは政策全

般を見直す必要がある衝撃的な事実であると気付かされた。思えば、データの活用というものは、

こうした「発見」や「気づき」を与えることから始まるのではないだろうか。自分もまだまだ至

らない所も多いが、行政に携わる者として、社会の変化を感じ取る感覚を養い続けることが出来

るよう、研鑽して参りたいと考えている。 
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